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１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人中小企業基盤整備機構 

評価対象事業年

度 

年度評価 平成２７年度（第三期） 

中期目標期間 平成２６～３０年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 経済産業大臣（法人全般に関する評価） 

産業基盤整備業務については財務大臣と共同して担当 

 法人所管部局 中小企業庁 担当課、責任者  

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者  

主務大臣 財務大臣（産業基盤整備業務に関する評価） 

経済産業大臣と共同して担当 

 法人所管部局 大臣官房 担当課、責任者  

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者  

 

 

３．評価の実施に関する事項 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

 

 

 

  



2 

 

１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） Ａ 

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

Ａ     

評定に至った理由 「独立行政法人評価の基本方針（平成２７年３月経済産業省）」に従い、各評価項目に以下の評価比率を配分し、各評点を合算して総合評価を算定した。 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項（70％） 

１. 創業・新事業展開の促進（25％）：「Ａ」評点 1.0 

２．経営基盤の強化（25％）：「Ａ」評点 1.0 

３．経営環境の変化への対応の円滑化（20％）：「Ｓ」評点 1.0 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項（15％）「Ａ」評点 0.6 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項（15％）「Ａ」評点 0.6  総合評点 4.2                     

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価  

 

 

 

 

 

 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

 

その他改善事項  

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

 

 

４．その他事項 

監事等からの意見  

その他特記事項  
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１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別調書

№ 

備考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

  ２６

年度 

２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

３０

年度 

  ２６

年度 

２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

３０

年度

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  

 創業・新事業展開の促進 A A○    １－１ 一部の

業務に

重要

度・難易

度を設

定 

  業務運営の効率化 A A    ２－１  

経営基盤の強化 A A○    １－２           

経営環境の変化への対応の円滑

化 

S S○    １－３           

                  

                  

                   

                  

                  

                  

                   

          Ⅲ．財務内容の改善に関する事項  

           財務内容の改善 A A    ３－１  

                  

                  

                  

                   

            

                   

                  

                  

                  

                   

 

※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１ 創業・新事業展開の促進 

業務に関連する政策・施

策 

新たな事業活動支援、創業・ベンチャー支援、経営革新の支援、海外展開支援等 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第1号、

2号、5号、6号、9号、9号の 2、10 号、15 号、21 号 

 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度：高】 
①起業支援ファンド、中小企業成長支援ファンドの組成促進 
（理由） 
政府の日本再興戦略に掲げられた目標や、まち・ひと・しごと創生総合戦略等を踏まえ、
新たなファンドの組成を促進し、中小企業・小規模事業者へのリスクマネー供給の円滑化
を図ることが重要であるため。 
［数値目標］ 
○新規ファンド組成数：１０ファンド以上 
 
②ＴＰＰ協定を契機とした海外展開支援 
（理由） 
政府の日本再興戦略に掲げられた目標への貢献に向け、中小企業・小規模事業者の海外展
開支援を強化していくことが重要となるため。 
［数値目標］ 
○海外展開に潜在力のある中小企業・小規模事業者の発掘数：１，０００社以上 
 
【難易度：高】 
①起業支援ファンド、中小企業成長支援ファンドの組成数：１０ファンド以上 
（理由） 
１０ファンド以上組成という目標について、前中期目標期間の水準である平均７．８ファ
ンドを２８パーセント上回るチャレンジングな水準を目標として設定しているため。 
 
②ＴＰＰ協定を契機とした海外展開支援 
（理由） 
政府の日本再興戦略に掲げられた目標への貢献に向け、中小企業・小規模事業者の海外展
開は、相手国・地域の法制度、各種規制、経済発展や日本企業の進出状況、競争環境等を
勘案し、それぞれの国・地域に応じた計画的な取組が必要となり、これには中小企業・小
規模事業者の特性を熟知した専門家を育成・配置し、丁寧に支援することが求められるこ
とから、非常に労力と時間を要するものであるため。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 533 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標 達成目標 （参考） 
前中期目標期
間平均値等 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 指標 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

インキュベーション事業 
予算額（千円） 

 
 

   

事業化割合

（計画値） 

全ての支援先 － 65 ％ 以

上 

65 ％ 以

上 

   決算額（千円） 
     

事業化割合 

（実績値） 

－  85.9％ 90.6％    経常費用（千円） 
 

 
   

達成度 － － +20.9 ポ

イント 

+25.6 ポ

イント 

   経常利益（千円） 
 

 
   

ファンド事業（起業支援ファンド、中小企業成長支援ファンド） 行政サービス      

別紙 5参照 

(参考値) 

別紙 6参照 

(参考値) 

別紙 4参照 

(参考値) 
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実施コスト（千円） 

ファンド組

成数 

（計画値） 

中期目標期間

中 50 ファンド

以上 

－ 10 ファ

ン ド 以

上 

10 ファ

ン ド 以

上 

   従事人員数（人）  751 人 

の内数 

   

ファンド組

成数 

（実績値） 

－  

 

11 ファ

ンド 

15 ファ

ンド 

        

達成度 － － 110％ 150％         

三法（新連携・地域資源・農商工連携）       

事業化割合 

（計画値） 

全ての支援先 － 70 ％ 以

上 

70 ％ 以

上 

         

事業化割合 

（実績値） 

－  82.4% 86.6％          

達成度 

 

－ － +12.4 ポ

イント 

+16.6 ポ

イント 

         

 ビジネスマッチング        

 成約率 

（計画値） 

 － 20 ％ 以

上 

20 ％ 以

上 

          

 成約率 

（実績値） 

－  21.7% 22.1％           

 達成度 

 

－ － +1.7 ポ

イント 

+2.1 ポ

イント 

          

 Ｗｅｂマッチングシステム        

 登録企業数 

（計画値） 

早期に 3,000

社以上 

－ 2,000 社

以上 

2,500 社

以上 

          

 登録企業数 

（実績値） 

－  1,781 社 3,220 社           

 達成度 

 

－ － 89.1％ 128.8％           

 海外展開に潜在力のある企業の発掘        

 発掘企業数 

（計画値） 

早期に 3,000

社以上 

－ 700 社以

上 

1,000 社

以上 

          

 発掘企業数 

（実績値） 

－  1,382 社 1,306 社           

 達成度 

 

－ － 197.4% 130.6％           

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 
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 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 

    業務実績 自己評価 

 【前文】 

独立行政法人中小企業基盤整備機

構（以下「機構」という。）は、我が

国で唯一の中小企業政策全般にわた

る総合的な支援・実施機関として、平

成１６年７月に設立された。これまで

機構は、中小企業基本法の基本施策に

対応した（１）創業・新事業展開の促

進、（２）経営基盤の強化、（３）経営

環境の変化への対応の円滑化という

３つの事業の枠組みに加え、予め終期

を明確にした（４）産業用地の分譲等

の期限付き業務の４つの事業に整理

し、業務を実施してきた。業務の実施

に当たっては、新たな政策課題や中小

企業・小規模事業者の支援ニーズに即

応できる地域本部制をはじめとする

現場重視の組織体制を構築し、機構自

らが有する各種の支援機能を組み合

わせた総合的な支援を実施するとと

ともに、地域の商工会、商工会議所等

の中小企業支援機関、地域金融機関、

中小企業経営力強化支援法（平成２４

年８月制定）に基づく認定経営革新等

支援機関等（以下、「地域支援機関等」

という。）の支援機能の向上・強化を

支援する役割を担ってきた。また、東

日本大震災の被災中小企業・小規模事

業者の復旧・復興のために機構の支援

ノウハウを活用し、多様な支援策を着

実に実施するとともに、海外展開支援

などの新たな政策課題にも迅速に取

り組んできたところである。 

 

日本経済を取り巻く環境は、景気低

迷とデフレからの脱却に加え、少子高

齢化や新興国の台頭とそれに伴う比

較優位構造の変化など構造的変化へ

の対応が喫緊の課題となっている。こ

のため、政府は、①大胆な金融政策、

②機動的な財政政策、③民間投資を喚

起する成長戦略を一体として強力に

推進しているところである。さらに、

この成長戦略を進化させるための検

討方針が示され、我が国の潜在成長力

の抜本的な底上げを図り、持続的な成

長軌道に乗せるため中小企業・小規模

事業者の活性化に取り組むこととし

ているところである。 

 

全国３８５万の中小企業・小規模事

【前文】 

独立行政法人中小企業基盤整備機

構（以下｢機構｣という。）は、第３期

中期目標を受けて、中小企業・小規模

事業者対策に最善を尽くす。 

 

機構は、お客様により質の高いサー

ビスを提供し、お客様の成長を支援

し、地域の発展と日本経済の活力の維

持・強化に貢献する。前例にとらわれ

ず、常に柔軟な発想を保ち、お客様の

期待と信頼に応えることを第一とし

て、中小企業・小規模事業者への支援

に誇りを持って取り組んでいく。 

 

 

 

業務に取り組むための３つの基本

姿勢 

お客様とは、中小企業・小規模

事業者、地域の支援機関の方々は

もとより、仕事でつながる機構内

外全ての方々である。 

 

【尽くす】 

 お客様が知らないことはお客様

のせいではない。お客様にどのよ

うにお伝えするか、お役に立てる

か。お客様の声に耳を傾け、感じ、

考える。我々は、お客様に全力で

尽くす。 

 

【行動する】 

ひとりひとりの行動の積み重ね

が、お客様のお役にたつ結果につ

ながる。お客様を思い、ひたむき

に、誠意と熱意をもって行動する。 

 

【改善する】 

お客様はもとより、お客様をとり

まく全てのものは絶えず変化す

る。自己を磨き、その変化が、新

たな成長と発展の源泉であると信

じて改善を続ける。 

 

 

 

○機構に求められる役割と取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３期中期目標・計画と平成２７年

度業務実績について】 

平成２６年度から始まる５年間の第

３期中期目標・計画では、以下に掲げ

る国の政策展開に貢献するため、業務

の重点化と新たな業務に取り組むこ

ととした。 

（１）東日本大震災の復興、特に原子

力災害で深刻な被害を受けた福島の

復興・再生 

（２）日本再興戦略に掲げられた目標

を達成するための政策展開 

（３）中小企業の約９割を占める小規

模事業者に焦点を当てた政策展開 

 

第３期中期目標・計画の２年目となる

平成２７年度において、機構は、初年

度となる平成２６年度に立ち上げた

中小企業・小規模事業者の優れた技

術、製品情報を日・英２か国語で国内

外に発信するＷｅｂマッチングシス

テム「Ｊ－ＧｏｏｄＴｅｃｈ」、中小

企業・小規模事業者同士の連携により

環境・エネルギー、健康・医療、航空

宇宙など成長分野への参入等を目指

す「ものづくり連携」支援、４７都道

府県の事業引継ぎ支援センター等を

支援する「中小企業事業引継ぎ支援全

国本部」、よろず支援拠点を支援する

「よろず支援拠点全国本部」などを本

格軌道にのせるべく取組む一方、原子

力災害で被害を受けた福島の復興の

加速に向けた取組である「福島相双復

興官民合同チーム」（平成２７年８月

創設）への参画、平成２９年４月の消

費税軽減税率導入に向けた対応（平成

２７年度予備費９４８億円）、平成２

７年１０月の環太平洋パートナーシ

ップ（ＴＰＰ）協定の大筋合意を受け

たＴＰＰ協定の周知、活用促進の活動

など当初の第３期中期目標・計画には

ない政策課題への取組を積極的かつ

迅速に実施してきた。 

業務執行にあたっては、機構の限られ

た経営資源のなかで、より質の高いサ

ービスをより多くの中小企業・小規模

事業者のお客様に提供できるよう、各

事業の課題や問題を洗い出し、改善を

図りながら業務に取組んでいるとこ

ろである。 
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業者、地域に広がるヒト、モノ、コミ

ュニティといった経営資源は、我が国

の製造業を支え、付加価値の高いサー

ビス産業の源泉であり、世界に誇るべ

き産業基盤である。こうした産業基盤

の革新が、地域経済を再生させ、我が

国の国際競争力の強化に繋がるもの

である。また、中小企業の約９割、雇

用の約３割を占める小規模事業者は、

地域経済と雇用の重要な担い手とな

っている。政府の成長戦略を着実に地

域経済にまで浸透させ、我が国経済を

確実に成長軌道に乗せていくために

は、中小企業・小規模事業者の活力を

引き出していくことが必要不可欠で

ある。 

 

政府は、景気回復の実感を全国津々

浦々、地域経済と地域の雇用を支える

中小企業・小規模事業者に届けるた

め、 

①東日本大震災の被災中小企業・小

規模事業者等への支援。特に、原

子力災害により深刻な被害を受

けた福島の復興・再生 

②日本再興戦略に掲げられた目標

を達成するための政策展開 

③中小企業の約９割を占める小規

模事業者に焦点を当てた政策展開  

といった措置を講じているところで

ある。 

 

 このような政府の取組を踏まえ、機

構は、平成２６年４月から始まる第３

期中期目標期間において、これまでに

果たしてきた、（１）創業から企業の

成長・発展、事業再生までを総合的に

支援する役割、（２）地域支援機関等

の支援機能の向上・強化を支援すると

いう２つの役割について、今後とも一

層の強化・充実を図りつつ、以下の３

つの取組に重点を置き、政府の政策展

開に貢献する取組を進めていくこと

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）国の政策課題への対応 

 

景気回復の実感を全国津々浦々、地

域経済と地域の雇用を支える中小企

業・小規模事業者に届けるため、政府

は、 

①景気回復を東日本大震災の復興

の加速へと繋げていくための被

災中小企業・小規模事業者等への

支援。特に、原子力災害により深

刻な被害を受けた福島の復興・再

生 

②日本再興戦略に掲げられた目標

を達成するための政策展開（地域

リソースの活用・結集・ブランド

化、新陳代謝の促進、戦略市場へ

の参入、国際展開） 

③中小企業の約９割を占める小規

模事業者に焦点を当てた政策展

開（販路開拓・新事業展開の促進、

経営資源の有効活用・人材育成、

地域経済活性化、適切な支援の実

施） 

といった措置を講じようとしている。 

機構は、 

①創業から企業の成長・発展、事業

再生までを総合的に支援する役割 

②地域の商工会、商工会議所等の中

小企業支援機関、地域金融機関、

中小企業経営力強化支援法（平成

２４年法律第４４号）に基づく認

定経営革新等支援機関等（以下

｢地域支援機関等｣という。）の支

援機能及び能力の向上・強化を支

援する役割 

という２つの役割を｢車の両輪｣とし、

特に次の３項目において、国の政策展

開に貢献していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度業務実績に対する機構

の自己評価は以下のとおりである。 
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【東日本大震災の復興の加速と福島

の再生への対応】 

東日本大震災による被災中小企

業・小規模事業者への相談・助言、専

門家の派遣、仮設施設の整備やその有

効活用に係る支援、被災県と連携・協

働した資金支援等、これまで機構が培

ってきた支援ノウハウを活用した支

援を行い、東日本大震災の復興の加速

と福島の再生に引き続き取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

【日本再興戦略の目標で掲げられた

政策展開への対応】 

日本再興戦略で掲げられた３つの

目標である 

①開業率・廃業率を米国・英国レベ

ル（１０％）まで引き上げ 

②２０２０年までに黒字の中小企

業・小規模事業者を倍増 

③２０１３年から５年間で新たに

１万社の海外展開 

について、機構の持つ多様な支援策を

活用した取組を行い、その達成に貢献

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東日本大震災からの復興の加速と

福島の再生への対応】 

｢被災地の復興なくして、日本の再

生なし。｣との認識のもと、景気回復

の兆しを復興の加速につなげていく。

被災された中小企業・小規模事業者は

もとより、被災地域の地方公共団体、

地域支援機関等に対する相談・助言、

専門家の派遣、仮設施設の整備やその

有効活用に係る支援、被災県と連携・

協働した資金支援等のほか、機構に求

められる役割を果たすことで、東日本

大震災からの復興の加速と福島の再

生に貢献する。 

 

 

 

【日本再興戦略の目標で掲げられた

政策展開への対応】 

日本再興戦略で掲げられた３つの

目標である 

①開業率・廃業率を米国・英国レベ

ル（１０％）まで引き上げ 

②２０２０年までに黒字の中小企

業・小規模事業者を倍増 

③２０１３年から５年間で新たに

１万社の海外展開 

について、機構は、それぞれの目標の

実現を目指し、 

①産業競争力強化法（平成２５年法

律第９８号）による市区町村の創

業支援に対する支援、インキュベ

ーション施設を通じた創業・ベン

チャー支援、起業支援ファンド等

の組成促進、事業引継ぎ支援等に

よる開業率・廃業率の向上 

②中小企業・小規模事業者の多様な

経営課題に対応する相談・助言、

専門家の派遣、販路開拓、企業間

連携の促進、人材育成等を通じた

経営基盤の強化による黒字転換

の促進 

③中小企業・小規模事業者の海外展

開の促進（その際、機構の中小企

業に対する総合的な経営支援、独

立行政法人日本貿易振興機構の

専門的な海外展開支援分野にお
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【小規模事業者に焦点を当てた政策

展開への対応】 

小規模事業者に焦点を当てた政策

展開を踏まえ、機構は、地域支援機関

等との連携・協働を一層強化し、全国

的な支援体制を強化するための役割

を果たすとともに、小規模事業者が必

要とする支援施策等の情報をきめ細

かく発信・提供するための取組を強化

し、その認知度の向上に取り組む。 

 

 以上の３つの重点課題を踏まえ、機

構は、（１）東日本大震災からの復興

支援、（２）販路開拓支援、（３）中小

企業・小規模事業者の新陳代謝（創

業・事業引継ぎ支援）、（４）ものづく

り連携支援、（５）海外展開支援、（６）

ＩＴを活用した効率的・効果的な支援

といった業務について、強化を図るこ

ととする。 

また、機構が行う各種助言・支援業

務については、これまでに培った支援

ノウハウの地域支援機関等への移転

を進めるなど、引き続き地域支援機関

等の支援機能の向上及び強化を支援

し、中小企業政策の中核的実施機関と

して、より難度が高く、より専門性の

高い助言・支援業務などに重点化する

こととする。 

 

 

Ⅰ．中期目標の期間 

 

中期目標の期間は、５年間（平成２

６年４月～平成３１年３月）とする。 

 

 

 

 

 

ける専門性・ネットワークの強み

を活かした連携を図る。） 

を積極的に支援し、その達成に貢献す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小規模事業者に焦点を当てた政

策展開への対応】 

全国で３３４万という多数の小規

模事業者に焦点を当てた政策展開が

基本政策に位置づけられることを踏

まえ、機構は、 

①機構と地域支援機関等とのより

一層の連携を進めるとともに、小

規模事業者に対する全国的な支

援体制を強化するための機能を

担うことで、小規模事業者の経営

課題に即応した切れ目のない支

援体制の構築 

②小規模事業者へ支援施策等の情

報をきめ細かく届け、周知する仕

組みづくりと認知度向上の取組 

を推進する。 

特に、小規模事業者への情報の周

知、認知度の向上は、支援施策等が｢知

られていない｣のは｢存在しない｣こと

と同じ、という強い問題意識を持っ

て、地域支援機関等とのより一層の連

携・協働の強化を通じた周知活動の促

進はもとより、ＩＴを徹底して活用

し、効率的かつ効果的に情報を提供す

る。 

 

（２）助言・支援業務の重点化と

国の新たな施策立案への寄与 

 

一社でも、一人でも多くの中小企

業・小規模事業者に役立つことを目標

に、地域支援機関等との連携・協働を

より一層強化し、迅速に、かつ質の高

い支援を提供していく。その際、機構

は、機構の支援先をモデルケースとし

て、支援事例等の情報提供や研修での

ケーススタディ教材などに活用する

ことで、各種助言・支援業務について、

支援ノウハウを地域支援機関等に移
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転し、中小企業・小規模事業者支援全

体の底上げを図り、自らの支援は、よ

り難度が高く、より専門性の高い助

言・支援業務などに重点化する。あわ

せて、地域支援機関等が行う創業から

事業再生、事業引継ぎまでの全国的な

支援体制を強化する役割を担う。 

また、中小企業・小規模事業者のニ

ーズを踏まえ、既存の支援施策の枠組

みにとらわれない新たな支援策を果

断に検討・試行し、国の新たな施策立

案に貢献する。 

 

（３）機構の取組に対する目標と達

成状況の把握 

 

日本再興戦略で掲げられた３つの

目標に対する貢献度を評価するため、

支援先の具体的成果（新製品・サービ

スの開発、新分野進出、販路開拓、海

外展開、売上高などの増加率等）を自

ら調査・分析する（中小企業実態基本

調査等の統計・調査に基づく、マクロ

経済の動向との比較分析を含む）。ま

た、支援先の所期の目標達成状況、事

業化、役立ち度等については、全ての

支援先が目標達成、事業化することな

どを目標とし、毎年度策定する年度計

画において、過年度の実績に基づい

て、具体的な数値目標を設定する。こ

れにより、毎年度設定する数値目標を

着実に達成するための不断の業務見

直しや改善等を行う。支援施策等の周

知、認知度向上は、それを必要とする

全ての中小企業・小規模事業者に必要

な情報が認知されるようにする。 

今後、新たな政策課題に対応した取

組への要請とそれに伴う予算措置等

がされた場合には、その着実な実施を

図る観点から必要に応じ数値目標等

を含む本計画の変更を行う。 

 

（４）中期目標期間において強化

する業務 

 

機構は、中期目標期間において、①

創業・新事業展開の促進、②経営基盤

の強化、③経営環境の変化への対応の

円滑化という３つの事業の枠組みの

中で、国の政策課題に対応するため、

以下の業務を強化する。 

 

①東日本大震災からの復興支援 
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被災した中小企業・小規模事業者、

被災地域の地方公共団体、地域支援機

関等に対する相談・助言や専門家の派

遣、被災県と連携・協働した資金支援

等を行う。特に、原子力災害で深刻な

被害を受けた福島の復興・再生は、機

構に求められる役割を果たすことで、

中小企業・小規模事業者等の事業再開

に貢献する。 

 

②販路開拓支援 

 

中小企業・小規模事業者に代わっ

て、買い手となる大手企業・中堅企業、

海外企業等のニーズを収集・蓄積し、

Ｗｅｂマッチングシステムの構築と

運営を通じて、中小企業・小規模事業

者の優れた技術、製品等の情報を大手

企業・中堅企業、海外企業等へ提供し、

具体的な取引成果につなげる。小規模

事業者には手の届きにくかった域外

の市場や海外市場に対して、Ｗｅｂを

活用すれば比較的容易に販路開拓す

ることが可能になったとの認識に立

ち、ＢtoＣをはじめとするＩＴの一層

の活用により、小規模事業者や地域支

援機関等が確実に成果を挙げられる

よう、新たな取組を行う。 

 

③中小企業・小規模事業者の新陳

代謝（創業、事業引継ぎ支援） 

 

１）創業支援 

起業支援ファンド等の組成促進、中

小企業大学校における地域支援機関

等への研修、創業に関する情報提供等

により、女性・若者等の創業を促進す

る。 

 

２）事業引継ぎ支援 

後継者不在などで事業の存続に悩

みを抱える中小企業・小規模事業者が

安心して事業を引継げるよう、地域が

行う事業引継ぎ支援の全国本部とし

て期待される責務を果たす。 

 

④ものづくり連携支援 

 

｢ものづくり連携グループ｣は、部品

等の生産・加工を行うものづくり企業

が、他の中小企業・小規模事業者等と

有機的に連携することで、１社ではで

きない事業活動を一つの連携体とし

て継続的に取り組んでいくものであ
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Ⅱ．国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する

事項 

  

 第３期中期目標期間における成果

目標については、（１）政府の政策展

開への貢献に関する数値目標、（２）

支援先に関する目標と評価指標、（３）

支援機関に関する評価指標を、下表の

る。機構は、グループの組成と新たな

販路の開拓、環境・エネルギー、健康・

医療、航空宇宙など成長分野への参入

等に重点を置いた支援を行う。 

 

⑤海外展開支援 

 

海外展開しようとする中小企業・小

規模事業者を発掘し、海外展開に関す

る情報提供、相談・助言、中小企業大

学校の研修、海外展開実現可能性調

査、Ｗｅｂマッチングシステムの活用

等による商談の機会の拡大等を通じ

て具体的な成果を挙げる。 

 

⑥効率的・効果的な支援を行うた

めの取組 

～ＩＴを活用した支援インフラの

整備と情報発信力の強化～ 

 

支援先や優れた技術・製品を持つ中

小企業・小規模事業者情報の収集、蓄

積を行う企業データベースを構築し、

機構内部での情報共有を推進する。 

Ｗｅｂマッチングシステムを構築

し、中小企業・小規模事業者と大企業

等との効率的かつ効果的なマッチン

グを行う仕組みづくりにより、支援先

を量的に拡大し支援成果を向上する。 

中小企業・小規模事業者の情報を一

元的に管理する統合データベースを

地域支援機関等と連携・協働して構築

し、支援施策等の情報を周知し、認知

度を向上する。 

国の支援ポータルサイトである「ミ

ラサポ」と連携して、ＳＮＳをはじめ

とするＷｅｂ等を活用した情報発信

力を強化し、全ての中小企業・小規模

事業者が必要とする情報を認知しや

すい環境を整備する。 

   

以上の方針のもと、機構は、第３期

中期計画を以下のとおり策定する。 

 

 

Ⅰ．国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置 
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とおり設定する。 

これにより、機構は、業務の適正な

評価を行い、ＰＤＣＡサイクルを通

じ、目標の達成に向けて業務の不断の

見直しや改善等を行うものとする。 

 

 

Ⅰ．政府の政策展開への貢献に関

する数値目標 

 

１．創業・新事業展開の促進 

○ 起業支援ファンド、中小企

業成長支援ファンドについて

は、５０ファンド以上組成す

る。 

○ Ｗｅｂマッチングシステム

への登録企業数は、中期目標期

間中の早期に３，０００社以上

とする。 

○ 海外展開支援については、

海外展開に潜在力のある中小

企業・小規模事業者を中期目

標期間中の早期に３，０００

社以上発掘する。 

 

２．経営基盤の強化 

○ 中小企業・小規模事業者向

け研修及び地域支援機関等の

支援担当者向け研修の受講者

は、中期目標期間中に１５万

人以上とする。 

 

３．経営環境の変化への対応の円

滑化 

○ 共済制度における在籍割合

を向上させるための加入目標

件数は、小規模企業共済制度

については４６万件、中小企

業倒産防止共済制度について

は１３万件とする。 

 

Ⅱ．支援先に関する目標と評価指

標 

 

○  専門家の派遣、相談・助言、

インキュベーション事業及び

中小企業大学校の研修事業に

ついては、全ての支援先から

所期の目標の達成、事業化の

実現、あるいは当該支援業務

が役に立った等の評価を得る

ことを中期計画における目標

とする。 
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○  毎年度策定する年度計画に

おいては、上記目標達成に向

けた具体的な数値目標を設定

し、当該数値目標を着実に達

成するための不断の業務見直

しや改善等を行う。 

○ 個々の業務について、支援

先事業者の業績等（新製品・

サービスの開発、新分野進出、

販路開拓、海外展開、支援後

における売上高、経常利益、

従業者数等の増加率等）を調

査・分析することを中期計画

や年度計画において定め、マ

クロ経済の動向との比較等を

通じて、事業評価に際して活

用する。 

 

Ⅲ．支援機関に関する評価指標 

 

地域支援機関等の支援上の課題

に関する相談・助言、優れた支援

事例や支援ノウハウの提供等を通

じて全国的な支援体制を強化する

役割を機構が果たすことについ

て、中期計画や年度計画において

適切な指標を定め、事業評価に際

して活用する。 

 

 

 

１．創業・新事業展開の促進 

 

日本再興戦略における中小企業・小

規模事業者の地域リソースの活用・結

集・ブランド化、新陳代謝、戦略市場

への参入、国際展開を促進するため、

機構は、創業・ベンチャー支援のほか、

中小企業・小規模事業者の新製品開

発、新たな販路の開拓、環境・エネル

ギー、健康・医療、航空宇宙などの成

長分野や海外市場への参入等の新事

業展開への挑戦に対し、相談・助言や

専門家の派遣等による経営支援、イン

キュベーション施設の運営、中小企業

大学校施設を活用した創業者の育成、

ファンド出資、企業間連携、海外展開

等の支援を積極的に行い、日本再興戦

略に掲げられた目標達成に貢献する

ものとする。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．創業・新事業展開の促進 

 

日本再興戦略における中小企業・小

規模事業者の地域リソースの活用・結

集・ブランド化、新陳代謝、戦略市場

への参入、国際展開を促進するため、

機構は、①インキュベーション施設の

運営を含む創業・ベンチャー支援、②

起業支援ファンド等の組成促進、③専

門家の派遣等によるハンズオン支援、

④ものづくり連携グループの組成促

進、新連携・地域資源活用・農商工連

携支援、⑤展示会・商談会等やＷｅｂ

マッチングシステムによる販路開拓

支援、⑥海外展開に潜在力のある中小

企業・小規模事業者の発掘とその支援

を行い、日本再興戦略に掲げられた目

標達成に貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．創業・新事業展開の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．創業・新事業展開の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創業・新事業展開の促進 

＜評定と根拠＞ 

評定： Ａ 

根拠： 各業務で年度目標を高い水準

で上回る実績を達成。特に、日本再興

戦略等の国の政策課題に貢献するた

めのファンドの新規組成数で 150％

を達成、ファンドからの投資実績 668

億円（投資企業数 244 社）は、制度創

設以来、最大水準の実績を実現。海外

展開支援で、海外展開の潜在能力を有

する中小企業・小規模事業者の発掘で

対年度目標 130.6％を達成。アジア各

5 か国との招聘型商談会 10 回、参加

日本企業 845 社、海外企業 199 社、商

談件数 2,777 件と高い事業成果を実

現。 

国内大手企業や海外企業とのマッチ

ングを促進する J-GoodTech でも登録

企業目標に対し対年度目標 128.8％

を達成し、大手企業からの受注を得る

など高い事業成果を得るとともに、経
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（１）創業・ベンチャー支援による

新事業の創出 

 

機構は、新しい商品・サービスを生

み出し、地域の雇用を増やし、地域経

済を活性化する創業を促進するため

の支援を行う。また、インキュベーシ

ョン施設においては、機構の持つ多様

な支援ツールを活用した施設入居者

への総合的な支援を行うほか、地方公

共団体、大学、地域支援機関等とも連

携・協働した支援を行い、成長分野へ

の参入や新事業の創出等を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）創業・ベンチャー支援による

新事業の創出 

 

①創業に対する相談・助言、情報提

供等 

 

女性・若者等の創業者及び創業を支

援する地域支援機関等に対する相

談・助言、支援施策、成功事例、経営

ノウハウ等に関する情報提供等を行

う。中小企業大学校施設を創業者の育

成を行う地域の拠点とし、創業者への

施設提供と企業経営経験者等による

相談・助言等を一体的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）創業・ベンチャー支援による

新事業の創出 

 

①創業に対する相談・助言、情報提

供等 

 

・女性・若者等の創業者及び創業を支

援する地域支援機関等に対する相

談・助言、支援施策、成功事例、経

営ノウハウ等に関する情報提供、支

援ネットワークの構築支援等を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）創業・ベンチャー支援による新

事業の創出 

 

①創業に対する相談・助言、情報提供

等 

 

■経営相談 

・創業者・創業予定者に対して全国９

地域本部にて日常的に経営相談を

実施。 

創業者・創業予定者に対する経営相

談件数 １，４５４件 

 

■創業セミナー 

・地域本部において女性・若者等の創

業者・創業予定者に対して創業セミ

ナーを実施。 

開催回数 ３テーマ １０回、参加

者数 １４７人 

 

■施策・事例・ノウハウの提供 

・創業を支援する地域支援機関等に対

して、機構ホームページやＪ－Ｎｅ

ｔ２１にて創業に係る施策・事例・

支援ノウハウを提供。 

支援ノウハウについては、経営課題

に応じて「支援ナビ」・「支援ツール」

を機構ホームページにて公開。 

２７年度は、機構ホームページにお

いて、産業競争力強化法に基づき創

業支援事業計画を策定し国の認定

を受けた市区町村とその計画で

連携している創業支援事業者

等向けに、創業支援事業計画、創

業支援事業者補助金・セミナー等の

各種施策、創業支援に活用できるツ

ール・サービス等に関する情報をま

とめた「創業支援に関する情報」の

ページを新たに作成。 

 

■支援ネットワークの構築支援等に

よる創業促進 

・産業競争力強化法に基づき創業支援

事業計画を策定し国の認定を受け

た市区町村とその計画で連携して

いる創業支援事業者等に対して調

査を実施。１７地区の支援機関等

の支援ネットワークによる創業支

援事例を取りまとめ、調査報告書

を作成。 

調査報告書については、創業支援に

係る取組みを促すため、関係機関

に対して配布する（１，７９８箇

所、８，８４９部）とともに、機

済財政運営と改革の基本方針 2016

（平成 28 年 6 月 2日閣議決定）でも

J-GoodTech が取り上げられるなど高

い信頼と期待を獲得。 

このほか、日本再興戦略に掲げられた

成長分野への参入等を目指す「ものづ

くり連携」支援、地域資源を活用した

地域ブランドを創出する中核的人材

を育成する「ふるさとプロデューサ

ー」育成支援等の事業においても高い

事業成果を得ていることからＡ評価

と判断。 

 

１．ファンド出資 

①日本再興戦略改訂 2014 に掲げられ

た中堅・中小企業等の成長分野である

健康・医療分野への進出を促進するた

めの機構ファンドの支援強化、及び

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

のリスク性資金の充実に向けた環境

整備のための機構ファンド活用など

の政策課題を踏まえ、平成 27 年 4 月

に出資要件の見直しを行い、新規組成

数 10 ファンド以上の年度目標に対

し、医療、ロボット、ＩＴ、インター

ネット、ライフサイエンス・ヘルスケ

ア等の政策的意義の高い 15 ファンド

を新たに組成し、対年度目標 150.0％

を達成。特に健康・医療事業分野など

成長分野への資金供給の強化を図る

ため、新たに、医療・ヘルスケア関連

企業へ投資を行うファンド（総額 123

億円、機構出資契約額 40 億円）、医療

機器やロボット等の先端分野の大学

発技術系ベンチャー企業に特化して

投資を行うファンド（総額 41 億円、

機構出資契約額 20 億円）などの組成

を実現。 

②ファンド組成額は 752 億円、うち機

構出資契約額は 255 億円（機構出資割

合 34％）とリスクマネー供給の円滑

化を図るための民間資金の呼び水効

果としての役割を発揮。ファンドから

ベンチャー・中小企業への投資額は

668 億円（投資企業数 244 社）となり、

制度創設（平成 10 年度）以来、最大

水準の実績を実現。 

③機構ファンド投資先の株式公開企

業数（IPO 数）は 17 社、うち新興市

場 15 社で 27 年度の新興市場全体の

IPO78社のうち約2割が機構ファンド

からの投資先が占めるとともに、投資

先企業の 2 年経過後の業績は売上高

伸び率 35.9％、雇用伸び率 49.3％と
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・新たに創業（第二創業を含む）を行

う者に対して、全国４７都道府県の

地域事務局を通じて、その創業等に

要する経費の一部に対する助成を

行うとともに、産業競争力強化法に

基づき、国からの認定を受けた市区

町村の創業支援事業計画に位置付

けられた創業支援事業のうち、市区

町村以外の者が実施する創業支援

事業の実施に対し、助成を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構ホームページに電子ブック形式

にて掲載。 

同調査の取材対象先である女性・若

者等に対して、他の創業事例や各

種施策等に係る情報提供を実施。 

 

■創業促進補助金 

○補助金の交付 

・新たに創業（第二創業を含む）を行

う者に対して、全国４７都道府県の

地域事務局を通じて補助金を交付。 

採択件数     ０件（累計９，

４２３件） 

交付件数 ２，６２０件（累計７，

９７５件） 

交付金額 ４，６１８百万円（累計

１６，５３８百万円） 

 

（支援事例） 

・コーヒー専門店に勤める従業員が夢

である独立を決心。先ずは商工会議

所の窓口相談で創業に必要な“いろ

は”について助言を受け、創業塾で

事業計画を策定。資金調達にあたっ

ては、創業促進補助金を活用すると

ともに、地元信用金庫の創業融資を

活用。その後も商工会議所から許認

可の手続き支援、創業後の経営に関

するフォローアップ支援を継続的

に受けた。このように創業相談→創

業塾→創業促進補助金→創業融資

→許認可手続き支援→創業後の経

営支援と連続した支援を受けた結

果、着実に創業し、収益が計画の約

２倍で推移するなど健全な経営を

実現。 

 

○創業促進補助金のフォローアップ 

・交付先からの事業化状況等報告書に

基づき、交付先の業績等事業効果を

確認。（独立行政法人通則法第２８

条の４に基づく平成２６年度評価

結果の反映状況の公表） 

 

■創業支援事業者補助金 

○創業支援事業の実施に対する補助

金の交付 

・産業競争力強化法に基づき国からの

認定を受けた市区町村の創業支援

事業計画に位置付けられた創業支

援事業のうち市区町村以外の者が

実施する創業支援事業の実施に対

して補助金を交付。 

採択件数 １０８件（累計１９２

高い成長率を実現。 

＜参考＞中小企業実態基本調査：売上

高平均伸び率 11.5％、従業員数平均

伸び率 4.0％ 

 

２.海外展開支援 

①日本再興戦略で掲げられた中小企

業・小規模事業者 1万社の海外展開の

実現、さらには 27 年 10 月に大筋合意

した TPP 協定を契機とした中小企

業・小規模事業者の海外展開の促進と

いう政策展開を踏まえ、海外展開の潜

在能力を有する中小企業・小規模事業

者の発掘を 1,000 社以上とした年度

目標に対し、1,306 社（対年度目標

130.6％）を新たに発掘し、機構の行

う国際化アドバイス、商談会等で海外

展開を強力に支援。平成 26 年度と併

せた累計は 2,688 社で、第 3期中期目

標で早期に 3,000 社以上とした対中

期目標値の進捗率は 89.6％であり、

28 年度の早い段階で目標達成の見込

み。 

②アジア各国（タイ、インドネシア、

ミャンマー、ベトナム、マレーシアの

5 か国）との招聘型商談会 10 回を開

催。本商談会は、単に製品販売中心の

商談ではなく、国内中小企業・小規模

事業者が海外のローカルパートナー

企業と連携することで、経営リソース

が限られ、単独での進出が難しい中小

企業・小規模事業者も海外展開を進

め、現地企業が有する販路先の活用も

可能とするもので、参加日本企業 845

社、海外企業 199 社、商談件数 2,777

件と高い事業成果を実現。このうち、

機構として初の試みである地域金融

機関（南都銀行）と連携し、TPP 参加

国であるベトナム企業との商談会を

開催（参加日本企業数 69 社、海外企

業 22 社、商談件数 193 件）。地域の支

援機関とより密接に連携することで、

潜在力のある地域中小企業・小規模事

業者を発掘し海外展開の足掛かりに

貢献。 

③海外展開の経験もノウハウも社内

人材にも乏しい中小企業・小規模事業

者が、その手始めとしてハードルも低

くリスクも小さい e コマースに取組

むことは極めて有効との観点から越

境 EC 支援のためのセミナー、オンラ

イン講座等に注力。セミナー参加者数

3,205 人、セミナーに参加できない中

小企業・小規模事業者にも YouTube
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・中小企業大学校東京校施設の一部

を、創業者の育成を行う地域の拠点

として運営し、創業者への施設提供

と企業経営経験者等による相談・助

言等を一体的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・起業事例として模範的な経営者を発

掘・表彰する事業（Japan Venture 

Awards）を行うとともに、創業機運

の向上やアントレプレナーシップ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件）  

 交付件数 １８２件 

 交付金額 ３８６百万円 

※財源別採択件数、交付件数、交付

金額  

【２５年度補正予算分】 

２６年度採択件数 ８４件、２７年

度交付件数 ７９件、２７年度交

付金額 １８９百万円 

【２６年度補正予算分】 

２７年度採択件数 １０８件、２７

年度交付件数 １０３件、２７年度

交付金額 １９７百万円 

 

○地域における創業支援事業に係る

横展開事業 

・創業支援事業者補助金の普及促進の

一環として、各地域において、創

業支援機関や地方公共団体等を対

象に創業支援ノウハウの共有を目

的とした横展開事業（基調講演、

創業支援事例の紹介、パネルディ

スカッション等を交えたイベン

ト）を各経済産業局等との共催に

より実施。 

開催回数 ９回、参加者数 ９３２

人 

 

○創業支援事業者補助金のフォロー

アップ 

・交付決定先からの実績報告書に基づ

き、補助事業計画の事業実績等を確

認。 

 

・中小企業大学校東京校施設の一部

で、創業者の育成を行う地域の拠点

（ＢｕｓｉＮｅｓｔ）を運営し、創

業者等への支援を実施。 

延べ会員数：２００者 

スペース利用率：約８０％（４７

／６０スペース） 

・多摩地域の支援機関や行政等と連携

し、創業、販路開拓、ＷＥＢ等をテ

ーマとしたセミナーや個別相談会

を実施。 

セミナー開催数（支援機関等主催も

含む）：９０回 

個別相談会：６８回 

交流会：１９回。 

 

■ＪＶＡ（Japan Venture Awards） 

・創業の啓発と促進に向けて、モデル

となる起業家を表彰する「Ｊａｐ

ａｎ Ｖｅｎｔｕｒｅ Ａｗａｒ

を活用し全 60 講座を配信し、受講者

数 49,142 人にノウハウを提供。 

④また、TPP 関連では、27 年 10 月の

TPP 協定の大筋合意を受け、直ちに全

国 10 ヵ所の地域本部等に TPP 相談窓

口を設置。TPP 対象国向けの相談件数

は、約 1.9 倍に増加し、これに適切に

対応。相談件数全体の約 3 割が TPP

加盟各国に関するもので、このうち輸

出に関する相談（関税率、規制等）が

約 10％増加。さらに、J-net21 の TPP

協定特設ページによる最新情報の提

供を行うなど TPP 協定に対する相談

や周知に積極的かつ迅速に対応。 

 

３.J-GoodTech 

①第 3期中期目標・計画の新規事業と

して平成 26 年 10 月に立ち上げた

J-GoodTech（中小企業・小規模事業者

の優れた技術、製品情報を日・英２か

国語で国内外に発信する Web マッチ

ングシステム）については、年度目標

累計 2,500 社以上という登録企業目

標に対し 3,220 社を登録（対年度目標

128.8％）。大手メーカー等のパートナ

ー企業 261 社から 301 件のニーズ発

信、登録の中小企業・小規模事業者か

ら648件の提案。リアルのJ-GoodTech

商談会を組み合わせたマッチング件

数は 1,731 件。成果事例の一つとし

て、四国地方の従業員 30 名の中小精

密部品加工メーカーでは、J-GoodTech

を通じて大手総合電機メーカーに提

案を行うとともに、機構主催の新価値

創造展で個別商談を行い、試作加工や

部品製造を受注するなど着実な成果

を上げている。 

②さらに、J-GoodTech を単に国内大

手企業とのマッチングに活用するの

みならず、海外企業とのマッチングに

も対応できる機能を拡充。機構の海外

MOU 締結機関と連携し、信頼性の高い

海外企業の登録促進の取組を開始。 

③経済財政運営と改革の基本方針

2016（平成 28 年 6 月 2日閣議決定）

で「我が国の中堅・中小企業が外国企

業の経営資源を活用して技術力強化、

販路拡大等に取り組み成長力を強化

できるよう、JETRO と地域金融機関等

との連携強化や J-GoodTech（ジェグ

テック）の活用により「グローバル・

アライアンス推進スキーム」の機能を

強化し、資本提携を含めた両者の提携

促進のための取組を強化する。」とさ
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②新事業創出のための事業化支援 

 

インキュベーション施設は、成長分

野への参入や新事業の創出等に向

け、資金調達・人材・販路・経営ノ

ウハウ等の経営課題に対する相

談・助言、機構の持つ多様な支援ツ

ールを活用した総合的な支援のほ

か、機構がハブとなり地方公共団

体、大学、地域支援機関等と連携・

協働した支援を行う。 

成果の目標は、施設退去時において

全ての施設入居者が事業化し自立

化することとするとともに、支援前

後の売上高、従業者数の増減率につ

いて、中小企業実態基本調査と比較

しそれを上回ることとする。また、

施設退去後の支援先の具体的成果

の調査・分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の醸成に向けて、セミナー等で創業

やベンチャー企業の取組事例を紹

介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②新事業創出のための事業化支援 

 

・インキュベーション施設において、

成長分野への参入や新事業の創出

等に向け、資金調達・人材・販路・

経営ノウハウ等の経営課題に対す

る相談・助言、機構の持つ多様な支

援ツールを活用した総合的な支援

のほか、機構がハブとなり、地方公

共団体、大学、地域支援機関等と連

携・協働した支援を行う。 

インキュベーションマネージャー

の支援能力の向上を図るため、会議

等を通じて情報・支援ノウハウの共

有化、支援ネットワークの整備等を

推進する。 

これらの取組みを通じ、施設退去時

における事業化割合を６５％以上

とする。また、施設退去後２年経過

後の支援先の売上高及び従業者数

の増減率、資本規模、地域への定着

状況等の調査・分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄｓ ２０１６」を実施。応募１

３８人の中から、１４人を表彰（経

済産業大臣賞１人、中小企業庁長

官賞２人、中小機構理事長賞２人、

東日本大震災復興賞１人ほか）。 

・アントレプレナーシップの醸成と

チャレンジ精神の普及を目的に、

起業経験者による基調講演・パネ

ルディスカッション、ベンチャー

企業がピッチ形式でプレゼンし来

場者との交流を図るマッチングイ

ベントをＪＶＡ表彰式に併せて実

施。 

参加者５３３人、参加者の満足度９

８．７％ 

 

②新事業創出のための事業化支援 

 

■入居者のニーズ・課題に対応した支

援 

○インキュベーションマネージャー

による支援 

・施設数 ３２施設 

・入居者数 ５６２者 

・インキュベーション施設における支

援活動の一環としてセミナー、ワー

クショップ、勉強会等を実施。 

開催回数２８４回、延べ参加者数

９，９７５人 

・入居者等に対するマッチング支援を

１，１９５件実施 

 

○機構の支援ツール等の活用 

・入居企業に対して、専門家派遣、機

構出資ファンドからの投資、マッチ

ングイベントへの出展等、機構の支

援ツールを活用して支援（専門家継

続派遣・経営実務支援・販路開拓コ

ーディネート事業の活用企業１１

社、ファンドの投資先企業３５社、

中小企業総合展等ビジネスマッチ

ングイベントへの出展企業３２

社）。 

 

○他機関と連携した支援 

・地方公共団体や地域支援機関等が実

施する展示会への出展、補助金・助

成金の獲得、大学研究者とのマッチ

ング等を支援。 

・「ＢｉｏＪａｐａｎ２０１５」に、

「中小機構ブース」として入居企業

等１９社とともに出展。出展社全体

で８８６件のマッチング（名刺交換

数）、商談引き合い９３件。 

れるなど、J-GoodTech 立ち上げから

約 1 年半で本格稼働にのせるととも

に、高い信頼と期待を獲得。 

 

４.ものづくり連携支援、地域資源を

活用した地域ブランドの創出支援 

①ものづくり連携支援 

日本再興戦略に掲げられた環境・エネ

ルギー、健康・医療、航空宇宙など成

長分野への参入等を中小企業・小規模

事業者同士の連携により目指す「もの

づくり連携」支援では、27 年度末累

計で 23 件のプロジェクトを支援。26

年度採択案件では、京都のプロジェク

トでは、自動車産業分野でインドネシ

ア最大の部品サプライヤーとの商談

を開始、また、北海道のプロジェクト

では、寒冷地対応型軽自動車コンバー

ジョン EV（試作車）を札幌モーター

ショーに出展するなど中小企業・小規

模事業者の連携による事業化モデル

の創出に向け着実に各プロジェクト

を推進。 

②地域資源を活用した地域ブランド

の創出支援 

経済の好循環を全国に波及させるた

め、地域資源法が改正（27 年 8 月施

行）され、市区町村の積極的な関与と

各地域にある地域資源を活用した商

品・サービスの開発や販路開拓への支

援が強化されたことを踏まえ、「地域

ブランド化」して域外に販路を広げ

る、あるいは地域へ人を呼び込むこと

ができる中核的人材である「ふるさと

プロデューサー」を中長期の OJT 研修

で 100 人育成。受講者の役立ち度

97.9％と高い事業成果を得た。 

 

５.債務保証（財務省共管業務） 

債務保証業務の周知を図るため、本部

及び地域本部で債務保証制度を利用

する金融機関（都市銀行、地方銀行、

信用金庫等）を中心に延べ 275 先に訪

問するなど、債務保証制度のＰＲ活動

を着実に実施。 

 

＜課題と対応＞ 

J-GoodTech について、TPP 協定を契機

とした中小企業・小規模事業者の海外

展開の推進という政策課題を踏まえ、

海外展開を志向する中小企業・小規模

事業者及び海外企業の登録を拡大す

るとともに、システムのさらなる利用

促進に向けた取組の強化が必要。この
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○ベンチャー・新事業開拓への社会的

関心の創出・連携構築 

・年間のメディア掲載数６１５件。入

居企業の持つ技術力、新規製品への

注目向上に貢献。 

・卒業企業Ａ社が大学発ベンチャー表

彰２０１５において文部科学大臣

賞、入居企業Ｂ社が経済産業大臣を

受賞。また入居企業Ｃ社並びに卒業

企業Ｄ社の社長他が第１３回産学

官連携功労者表彰で経済産業大臣

賞を受賞するなど、各分野でのアワ

ード、受賞社を多数輩出。 

・入居企業Ｅ社が政府系ファンドの産

業革新機構等から５．５億円の資金

を調達。入居企業Ｆ社も事業会社か

ら５億円の出資を受けるなど、入居

企業に多くの投資家が注目。 

・クリエイション・コア京都御車に開

設した「ｉＰＳビジネス促進拠点」

では、６３４人（開設以降延べ２，

２９２人）の視察を受け入れ。また、

他地域のインキュベーション施設

でｉＰＳ参入セミナー等を実施し

ており、中小企業が新たにｉＰＳ関

連分野で新製品の開発に取り組む

（４件新規開発スタート、うち３件

完了）などの成果を達成。 

・名古屋医工連携インキュベータ及び

慶應藤沢イノベーションビレッジ

においては、２７年度に開設１０周

年を迎え、記念イベント・セミナー

等を開催（参加者数計１７４人）。

入居企業や卒業企業の活動事例の

発表等、インキュベーション事業の

成果報告を実施。 

 

■支援の質の向上に向けた取組み 

・インキュベーションマネージャーの

スキル向上、情報・支援ノウハウの

共有化、支援ネットワークの強化等

を図るため、ＢＩソフト支援会議を

計３回開催（従来２回）。 

 

■他のインキュベーション施設等と

のネットワーク強化 

・「ビジネスインキュベーション（Ｂ

Ｉ）ネットワーク構築支援事業」と

して、１５件の事業を実施。 

効果的・効率的な支援、支援対象企

業の拡大に向けて、機構インキュベ

ーション施設をハブとして、他機関

のインキュベーション施設や支援

ため、国内支援機関からの推薦等によ

る登録企業の拡大に努めるとともに、

ＭＯＵ締結先の海外機関等と連携関

係を強化することで、当該機関からの

推薦等による海外企業の登録及び利

用の促進を図る。併せて、企業と海外

企業との双方向の情報交換機能の充

実等、必要なシステム開発を行う。 
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＜主な定量的指標＞ 

・施設退去時の事業化割合：９０．６％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関等との広域的なネットワーク

を構築して支援を展開。 

２７年度においては、全国２８５機

関によるネットワークの構築によ

り、入居企業や地域企業と大企業等

との個別マッチングを実施（マッチ

ングイベント開催回数延べ１４回、

商談件数９１１件）。 

・東葛・つくば広域ビジネスマッチン

グプロジェクトとして、東大柏ベン

チャープラザをハブＢＩとした１

４機関によるネットワークでは、大

手企業との連携や産学連携を目的

とした３回のビジネスマッチング

（商談件数３０件）や交流会・パネ

ル展示等を実施（参加者数延べ２４

０人）。 

・北陸地域の産学連携・産産連携マッ

チングプロジェクトとして、いしか

わ大学連携インキュベータ（ｉ－Ｂ

ＩＲＤ）がハブＢＩとなり８６機関

で構築したネットワークにおいて、

北陸先端大学等を中心に産官学金

の機関が連携し、パネル出展、セミ

ナー、交流会等を含む大規模なマッ

チングイベントを実施（パネル出展

者数２２６社、参加者数１，３５０

人、商談件数３５０件）。 

・岡山大インキュベータがハブＢＩ

となっている岡山県内８つのイン

キュベータ施設等で構成された協

議会では、岡山県立図書館と連携

した創業相談会を２回開催（相談

対応件数３５件）。また、地域の創

業気運の醸成を図るため、岡山県

内の大学と連携し、大学生や創業

に関心のある者を対象としたセミ

ナーを開催（参加者数５０人）。 

 

○事業化達成企業の輩出 

・事業化達成企業数５８社、事業化率

９０．６％ 

・２７年度には、入居企業５社が、施

設からの卒業に併せて社屋や工場

等を建設。 

 

（支援事例） 

・大手企業からのスピンオフにより創

業した、高性能シンチレータ・高感

度センサー・高精細液晶パネル等の

医療用レントゲン部品の製造販売

を手掛けるベンチャー企業に対し

て、大学とのマッチングや金融機関

の紹介による資金調達支援等を実
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（２）中小企業・小規模事業者の成

長段階に応じたリスクマネー

供給の円滑化等 

 

中小企業・小規模事業者へのリスク

マネー供給の円滑化を図るため、機構

は、成長初期段階のベンチャー企業、

成長分野への参入、海外展開など新た

な成長・発展を目指す中小企業・小規

模事業者に投資を行うファンドの組

成を促進するとともに、各種支援を通

じて見出された中小企業・小規模事業

者の資金需要に対し資金提供者の開

拓を支援する。また、産業競争力強化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中小企業・小規模事業者の成

長段階に応じたリスクマネー供

給の円滑化等 

 

①起業支援ファンド、中小企業成長

支援ファンドの組成促進 

 

成長初期段階のベンチャー企業や

成長分野の参入等の新事業展開、事業

再編・承継、海外展開など、新たな成

長発展を目標とする中小企業・小規模

事業者に投資を行うファンドを中期

目標期間中に５０ファンド以上組成

し、中小企業・小規模事業者へのリス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中小企業・小規模事業者の成

長段階に応じたリスクマネー供給の

円滑化等 

 

①起業支援ファンド、中小企業成長

支援ファンドの組成促進 

 

・中小企業・小規模事業者へのリスク

マネー供給の円滑化を図るため、新

規のファンド運営者等に対して制

度説明や活用事例に関する情報提

供等を行うことを通じて出資先候

補の発掘に努めることにより、成長

初期段階のベンチャー企業や成長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出資契約数：１５ファンド 

 

 

 

 

 

 

 

施。その結果、売上や従業員数が入

居当初よりも倍増し、株式公開を視

野に。２７年度に入居施設の所在地

と同一県内に新本社ビルを建設し

同施設を卒業。 

・産業技術総合研究所からの技術移転

により量子ドット蛍光体の開発を

行っているベンチャー企業に対し

て、入居当初より、税務に係る相談

対応や機構出資ファンド等公的資

金の調達支援等を実施。２７年には

量産を前提にした研究開発と生産

拠点を稼働。さらに新工場を入居施

設の所在地と同一県内に設置する

予定で、現在量産技術の確立と生産

性向上に向けて経営実務支援事業

による支援を実施、今後の急成長が

期待される。 

・２４年度にインキュベーション施設

を退去した企業の売上高平均伸び

率は５２．６％、従業者数平均伸び

率は１１．１％、資本金平均伸び率

は５１．０％（売上高平均８７７百

万円→１，３３９百万円、従業者数

平均２４．９人→２７．７人、資本

金１６２百万円→２４４百万円）、

地域への定着率は５８．４％） 

（施設退去時と施設退去後２年経

過後の比較） 

 

（参考指標） 

・「中小企業実態基本調査」（中小企業

庁調べ）結果による中小企業（法人）

の売上高及び従業者数の状況（２４

年度調査と２７年度調査の比較） 

売上高平均２８０百万円→３１２

百万円（１１．５％増） 

従業者数平均１４．６人→１５．２

人（４．０％増） 

 

（２）中小企業・小規模事業者の成長

段階に応じたリスクマネー供給の円

滑化等 

 

①起業支援ファンド、中小企業成長支

援ファンドの組成促進 

 

■ベンチャー・中小企業の成長を支援

するファンドの組成促進 

・ベンチャー・中小企業に対する投資

環境が依然として厳しい中、政策的

意義の高いファンドの組成に引き

続き注力。１５件のファンドへ新た

に出資し（うち新規のファンド運営
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法に基づくベンチャーファンド等へ

の債務保証により、ベンチャー企業等

の成長を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クマネー供給を円滑化する。ファンド

出資事業の実施にあたっては、ファン

ド組成の政策的意義とファンドの事

業採算性の確保に考慮したファンド

出資を行う。組成したファンドに対し

ては、ガバナンスを向上させるため、

出資ファンド毎の投資活動の実態把

握等による継続的なモニタリングを

徹底する。  

また、中小企業・小規模事業者に対

し資金提供者の開拓を支援するマッ

チングの場を設けるとともに、マッチ

ング機会の提供前後にアドバイスや

フォローアップの支援を行う。 

ファンドからの投資後に投資先企

業のＩＰＯ達成状況、新規のファンド

運営者への出資状況、地域毎の企業へ

の投資状況、投資先の具体的成果の調

査・分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野の参入等の新事業展開、事業再

編・事業の円滑な承継、海外展開な

ど、新たな成長発展を目標とする中

小企業・小規模事業者に投資を行う

政策的意義の高いファンドを、中期

目標期間中に５０ファンド以上と

の目標達成に向けて、前年度までの

進捗を踏まえ、１０ファンド以上組

成する。 

特に、健康・医療事業分野への資金

供給の強化を図るため、健康・医療

分野の事業に取り組むことにより

新たな成長・発展を目指す中小企業

者に投資を行うファンドの組成に

注力する。 

 

・ファンド出資事業の実施にあたって

は、民間資金の呼び水としての役割

に徹しつつリスク分散と収益の安

定化を図るため、ファンド運営者の

投資先企業に対する経営支援実績

等を重視したうえで外部有識者等

の意見を踏まえた慎重な審査を行

い、投資対象企業の成長ステージ・

業種、ファンド運営者の投資手法・

エグジット戦略、組成時期などの面

で多様なファンドに出資を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者への出資１０件）、ベンチャー・

中小企業へのリスクマネー供給の

下支えに貢献。 

 

○起業支援ファンド 

・医療機器、ロボット、新素材などの

先端分野の大学の技術シーズを実

用化するベンチャー企業を支援す

る産学連携ファンド、創業間もない

ＩＴベンチャー企業をインキュベ

ーション施設の提供と併せて支援

するファンド等（総額９２億円）に

対して３４億円の出資契約を実施。 

 

 

 

○中小企業成長支援ファンド 

・ＩＴ、インターネット、ライフサイ

エンス・ヘルスケア等の成長分野の

ベンチャー・中小企業を支援するフ

ァンドや株式シェアの過半数を取

得する手法により新事業展開・事業

の再編・承継等により新たな成長・

発展を目指す中小・中堅企業に投資

を行うファンド等（総額６６０億

円）に対して２２２億円の出資契約

を実施。 

・このうち、健康・医療事業分野への

資金供給の強化を図るため、健康・

医療分野の事業に取り組むことに

より新たな成長・発展を目指す中小

企業を支援するファンドについて、

平成２５年度の新たな予算措置を

受けて公募を継続し、下記 1件の出

資契約を実現。 

（健康・医療事業分野投資促進出資事

業） 

・医療・ヘルスケア関連の有望企業

などを投資対象とし、ハンズオン

支援を通じて企業価値の向上を目

指すファンド（総額１２３億円）

に対して４０億円の出資契約を実

施。 

 

○外国企業による日本の中堅・中小企

業への投資を促す取組み（「グロー

バルアライアンス推進スキーム」の

取組み） 

・日本の中堅・中小企業が有する潜在

的技術を活用した海外事業展開等

を推進するため、ジェトロと連携し

て外国企業による日本の中堅・中小

企業への投資ニーズを把握し、ファ

ンドへの出資や投資先企業との投
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資提携を促進する体制を整備（グロ

ーバルアライアンス推進室を設

置）。外国企業と共同投資するファ

ンドの組成及び活用に向け、ファン

ド運営者等に対し、ジェトロと連携

してスキームの周知を行った。 

 

■出資実績累計 

○起業支援ファンド（ベンチャーファ

ンドを含む） 

・出資ファンド数累計 ９５ファンド 

（うち清算結了済５２ファンド(組

合員の地位譲渡を含む)、清算手

続中５ファンド） 

・ファンド総額累計 １６０９億円 

・機構出資契約額累計 ６３４億円 

・２７年度投資先企業数 ５８社（累

計 ２，４３９社） 

・２７年度公開企業数 １０社（累計 

１５１社） 

 

○中小企業成長支援ファンド（がんば

れ！中小企業ファンド、事業継続フ

ァンドを含む） 

・出資ファンド数累計 ８３ファンド 

（うち清算結了済１４ファンド、清

算手続中１ファンド） 

・ファンド総額累計 ５，２５３億円 

・機構出資契約額累計 １，６９９億

円 

・２７年度投資先企業数 １８６社

（累計 ９３６社） 

・２７年度公開企業数 ９社（累計 

３７社）（※） 

 （※）うち１４社は起業支援ファン

ド（ベンチャーファンドを含む）と

の重複投資先 

 

○起業支援ファンド、中小企業成長支

援ファンド 合計 

・出資ファンド数累計 １７８ファン

ド 

（うち清算結了済６６ファンド、清算

手続中６ファンド） 

・ファンド総額累計 ６，８６２億円 

・機構出資契約額累計 ２，３３３億

円 

・２７年度投資先企業数 ２４４社

（累計 ３３７５社） 

・２７年度公開企業数 １７社（累計 

１７４社） 

 

（参考） 

○地域中小企業応援ファンド 
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・組成後のファンドについては、投資

委員会へのオブザーバー参加やフ

ァンド運営者との面談等を通じて、

出資ファンド毎の投資活動や投資

先支援活動の実態把握を行うなど

継続的なモニタリングを徹底し、フ

ァンドに対するガバナンスを確保

する。また、ファンド運営者に対し

て情報提供を行うとともに、投資先

企業に対して機構の支援ツールの

提供を行うことで、事業成果の向上

につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出資ファンド数累計 ３ファンド 

・ファンド総額累計  ３５億円 

・機構出資契約額累計 １８億円 

・２７年度投資先企業数 ０社（累計 

５１社） 

 

○起業支援ファンド、中小企業成長支

援ファンド、地域中小企業応援ファ

ンド 合計 

・出資ファンド数累計 １８１ファン

ド 

（うち清算結了済６６ファンド、清

算手続中６ファンド） 

・ファンド総額累計 ６，８９８億円 

・機構出資契約額累計 ２，３５０億

円 

・２７年度投資先企業数 ２４４社

（累計 ３４２６社） 

・２７年度公開企業数 １７社（累計 

１７４社） 

 

■出資提案者の事務負担軽減のため

の取組み 

・機構ホームページにおいて、機構で

の出資先候補に対する審査の観点

や標準的な審査期間を示すことに

より、出資提案者の事務負担を軽

減。 

 

■外部有識者等の意見を踏まえた慎

重な出資審査 

・ファンド出資事業の審査プロセスに

おいて、監査法人による現地調査を

行うとともに、外部有識者からなる

出資先候補評価委員会を開催（８回

／再生ファンドも含む）。出資提案

を受けているファンド組成計画等

について、出資決定の参考とするた

め、意見を聴取。 

 

■外部有識者によるファンド事業評

価・あり方の検討 

・外部有識者からなるファンド出資事

業評価・検討委員会を開催（１回）。

ファンド出資事業の実績と取組み

について説明。事業評価と課題につ

いて意見を聴取。 

  

■出資後のモニタリング・フォローア

ップの強化 

○ファンド運営状況のモニタリング 

・既存全ファンドの組合員集会への出

席（１６０回）のほか、投資委員会

へのオブザーバー参加や投資の事
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前検討会への参加（２９６回）、そ

の他キーマンとの随時面談等を通

じファンドごとのモニタリングシ

ートを整備、運営状況を適時・的確

に把握。 

・ファンドからの投資報告により投資

状況を定期的に把握するとともに、

ファンドの決算資料より投資先企

業の財務状況等から企業の成長段

階を把握。必要に応じて地域本部の

経営支援を行う部署等と機構の支

援ツールの活用について情報交換。 

 

○ファンドクローズに向けた具体的

な取組み 

・モニタリングシート（ファンドクロ

ーズ管理用）を活用し、終期の近い

ファンドについて、計画的なクロー

ズが行われるよう、半年毎のモニタ

リングを実施。 

・２７年度中にベンチャーファンド１

４件(組合員の地位譲渡を含む)、が

んばれ！中小企業ファンド３件、事

業継続ファンド１件のファンドク

ローズ手続きを完了。 

 

■ファンド運営者等に対する情報提

供等 

・機構が運営するインキュベーション

施設のインキュベーションマネー

ジャーを集め、ファンド運営者との

引き合わせを実施（３回）。インキ

ュベーション施設入居者のうち、フ

ァンドからの資金調達を希望する

企業の情報をファンド運営者に対

して提供。 

・機構のファンドへの出資実績や状

況、投資先企業のＩＰＯ実績や新興

市場への貢献状況、新しい施策情報

等をファンド運営者に対して提供

（郵送先５５件）。 

・機構が実施する新価値創造展やベン

チャー企業ミートアップなどのビ

ジネスマッチング等の支援情報に

ついて、ファンド運営者１０９社に

対しメールマガジンを配信（年間１

９回）。 

 

■投資先事例の収集・発信 

・出資ファンドからＩＰＯ等した先４

社に対しヒアリング調査を行い、成

功事例としてとりまとめ、ＨＰに公

開し、支援ノウハウを共有。 
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・中小企業・小規模事業者に対して、

投資家等に具体的なビジネスプラ

ンのプレゼンテーションを行う場

を設けるなど資金提供者の開拓を

支援する機会を提供する。 

マッチングの場を設け実施する事

業にあっては、マッチング効果を高

めるため、その機会の提供前後にア

ドバイスやフォローアップ支援等

を行うことにより、事業実施後１年

以内において具体的な商談やマッ

チングに至った割合を５０％以上

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■投資先企業に対する支援 

・モニタリングを通じて投資先企業の

実態把握を強化。ファンド運営者と

の投資先企業に係る情報共有と連

携支援への取組みを推進。 

※ファンド投資先に対する２７年

度専門家継続派遣事業の活用企

業９社、経営実務支援事業の活用

企業２社、販路開拓コーディネー

ト事業の活用企業３社。 

・「中小企業総合展」（「新価値創造展」）

に出展したファンド投資先１３社。 

・機構が運営するインキュベーション

施設に入居するファンド投資先は

７社増加（累計１２０社）。 

 

（機構の経営支援を活用した投資先

への支援事例） 

・北海道地域に密着して投資活動を行

う機構出資ファンドの投資先であ

る高級家具メーカーに対して北海

道本部から工場の生産性向上等に

向けた専門家継続派遣を実施した。 

 

（中小企業成長支援ファンドを活用

した事業承継事例） 

・自社特許を活かして成長していたも

のの創業経営者の高齢化に伴い後

継者への代替りを模索していたソ

フトウェア開発事業を展開する中

小企業に対し、中小機構出資ファン

ドが後継社長人材を紹介するとと

もに、当社の株式を創業経営者及び

その親族より譲り受け、事業承継計

画の策定、取引先拡大、経営管理等

に関するハンズオン支援を実施。 

 

■資金マッチング支援 

○マッチングイベントの実施 

・中小企業・小規模事業者に対して、

資金提供者の開拓を支援するマッ

チングの場として、ベンチャープラ

ザ等を開催。 

開催回数 ２回、発表企業数 １４

社、 

来場者数 ２１２人 

 

○マッチングの成果 

・マッチング率（具体的な交渉に至っ

た割合） 

７８．６％ 

※一次マッチング率（発表後に接触が

あった割合） 

９５．２％ 
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○マッチング効果等を高めるための

取組み 

・地域支援機関から出展企業の推薦を

受けるなど連携して実施。 

・本部において、有望な発表企業の確

保に向け、推薦の対象先として、引

き続き都道府県等中小企業支援セ

ンター等の支援機関、地域中小企業

応援ファンド（スタート・アップ応

援型）の運営管理法人、新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構、科学技

術振興機構、産業技術総合研究所等

との連携を促進。 

・発表企業の発表内容の質を高めるた

め、事前に日本ベンチャーキャピタ

ル協会と連携して講師を招き、資金

調達に向けた事業計画のブラッシ

ュアップ支援を計２回実施（従来１

回）。 

・近畿本部において、発表者のプレゼ

ン能力の向上を図るため、発表企業

に対してリハーサル会（最大３回）

を実施。また、事業計画のブラッシ

ュアップに向けて、経営支援、もの

づくり、販路開拓等の専門家、職員

がそれぞれの専門分野からアドバ

イスを実施（従来２回）。 

・ベンチャーキャピタル等投資家の来

場促進について、日本ベンチャーキ

ャピタル協会、ベンチャー学会、全

国イノベーション推進機関ネット

ワーク等関係機関との連携を強化。 

・近畿本部において、開催までに計３

回プレスリリース、ＤＭ・メールに

よる金融機関・プレスへの個別アプ

ローチを実施。特に近畿圏の有力な

金融機関に対しては、直接訪問し来

場を依頼。 

また、事前来場登録者に対して発表

企業の紹介資料（企業概要、推薦機

関による推薦文書等）を配付し、発

表企業への注目度を高める取組み

を実施。 

・近畿本部において、リスク管理の観

点から各発表者に対して金融機関

又は公的機関からの推薦書及び誓

約書の提出を義務づけ。 

・近畿本部において、資金調達担当の

窓口相談を積極的に活用し、会場で

の配布資料となる事業計画、資金計

画のブラッシュアップを実施。 
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・ファンドからの投資後に投資先企業

のＩＰＯ達成状況、新規のファンド

運営者への出資状況、地域毎の企業

への投資状況、投資後２年経過後の

投資先の売上高及び従業者数の増

減率等の調査・分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■投資先企業の成長 

○投資先企業の売上高、従業員数の伸

び率（起業支援ファンド、中小企業

成長支援ファンド） 

・２４年度のファンド投資先の投資後

２年経過後の売上高平均伸び率 

３５．９％ 

・２４年度のファンド投資先の投資後

２年経過後の従業員数平均伸び率 

４９．３％ 

 

・「中小企業実態基本調査」（中小企業

庁調べ）結果による中小企業(法人）

の売上高等の状況（２４年度調査と

２７年度調査の比較） 

売上高平均２８０百万円→３１２

百万円 

（１１.５％増） 

従業員数平均１４.６人→１５．２

人 

（４.０％増） 

 

・ファンド投資先企業の投資後２年経

過後の売上高、従業員数の平均伸び

率は、「中小企業実態基本調査」結

果による中小企業の売上高等の平

均伸び率と比較して高く、インター

ネット関連の新規事業を行う投資

先企業を中心に、事業基盤の確立や

顧客の開拓及び拡大に投資資金を

活用することにより、売上高や従業

員数を大きく伸ばしている。 

 

（参考） 

○投資先企業の売上高、従業員数の伸

び率（起業支援ファンド、中小企業

成長支援ファンド、地域中小企業応

援ファンド） 

・２４年度のファンド投資先の投資後

２年経過後の売上高平均伸び率 

２８．６％ 

・２４年度のファンド投資先の投資後

２年経過後の従業員数平均伸び率 

４３．８％ 

 

○株式公開企業数（ＩＰＯ数） 

・株式公開企業数（ＩＰＯ数） １７

社（累計 １７４社） 

２７年度の国内新興市場ＩＰＯ企

業数は７８社となって 

おり、そのうち、機構出資ファンド

から投資を受けて上 

場を果たした企業数は１５社。国内

新興市場における機 
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②ベンチャーファンド等への債務保

証 

 

産業競争力強化法に規定する新た

な規制の特例措置の適用を受けて新

事業活動を行う者が必要とする資金

の借入等に対する債務保証や投資事

業計画の認定を受けたベンチャーフ

ァンドの借入に対する債務保証を行

う。これらの債務保証の申込みに際し

ては、信用力、採算性等について的確

な審査を行い、リスクの合理的な分散

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ベンチャーファンド等への債務保

証 

 

・新たな規制の特例措置の適用を受け

て新事業活動を行う者が必要とす

る資金の借入等や投資事業計画の

認定を受けたベンチャーファンド

の借入、地域再生法に規定する地方

活力向上地域特定業務施設整備計

画の認定を受けた事業者の借入等

に対する債務保証については、金融

機関等に対して情報提供を行うな

ど、制度の利用促進を図る。審査に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構出資ファンドの投資先の割合は

１９.２％。 

 

（ＩＰＯ事例） 

・インターネット上で、写真・イラス

ト・動画といったデジタル素材の仕

入れから販売までを行うマーケッ

トプレイス事業を展開するベンチ

ャー企業に対し、新サービス立ち上

げのための資金を機構出資ファン

ドから提供。ファンド運営会社は、

事業開始時から当社を支援し、当社

の事業計画に合わせた資本政策等

立案、資金調達先や人材の紹介、組

織体制の構築アドバイス、出版社等

への紹介などハンズオン支援を実

施。平成２７年９月に東証マザーズ

に上場。 

 

○地域毎の企業への投資状況 

２７年度の起業支援ファンド、中小

企業成長支援ファンド、地域中小企

業応援ファンドの投資先 合計 

・東京都 １２６社（累計 １，７６

５社） 

・関東地域（東京除く） １７社（累

計 ４６０社） 

・近畿地域 １６社（累計 ４５６社） 

・その他地域 ３９社（累計 ６１８

社） 

 

○日本ベンチャー大賞（第２回）では、

中小機構出資ファンドの投資先が、

５賞のうち大賞を含む３賞を受賞。 

 

②ベンチャーファンド等への債務保

証 

 

・債務保証業務の周知を図るため、本

部及び地域本部において、債務保証

制度を利用する金融機関（都市銀

行、地方銀行、信用金庫等）を中心

に、延べ２７５先に対して、訪問す

るなどの債務保証制度のＰＲ活動

を実施。 

金融機関等への債務保証制度の説

明（３１回）。 

機構主催のイベント・研修・勉強会

などの機会を捉えて周知活動（地域

本部の周知活動実績１９７先、イベ

ント等でのパンフレット配布４７

件）。 

・経済産業省と定期的な情報交換を実

施。 
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（３）新事業展開に向けた経営課題

の解決と経営力向上 

 

多くの中小企業・小規模事業者は、

長らく大企業等の下請けとして企業

活動を行ってきた一方、大企業等の業

態変化や海外展開が進展していく中

で、中小企業・小規模事業者は新事業

展開に向けて自らが製品開発から市

場開拓までを一貫して行う必要が生

じている。機構は、中小企業・小規模

事業者の新たなビジネスモデルの展

開、成長分野への参入等の新事業展開

に必要となる経営戦略・経営計画の策

定、生産の最適化等高度な専門性を要

する取組や都道府県域を超える広域

展開、海外展開等に重点を置き、中小

企業・小規模事業者の経営課題の解決

と経営力の向上を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と管理が確保され得るかを適切に判

断するとともに、標準審査期間１００

日以内に諾否を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）新事業展開に向けた経営課題

の解決と経営力向上 

 

中小企業・小規模事業者の新事業展

開に向けた経営戦略・経営計画の策

定、生産の最適化など高度な専門性を

要する取組や、都道府県域を超える広

域展開又は海外展開等に対し、専門家

の派遣により長期かつ一貫した支援

を行う。また、必要に応じ他の支援ツ

ールを組み合わせた総合的な支援を

行う。 

成果の目標は、全ての支援先が上記

の新事業展開に関する所期の目標を

達成することとする。また、専門家の

派遣後に支援先の具体的成果の調

査・分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついては、制度の政策目的を勘案し

つつ的確に行うとともに、審査期間

１００日以内に諾否を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）新事業展開に向けた経営課題

の解決と経営力向上 

 

・中小企業・小規模事業者の新たなビ

ジネスモデルの展開、成長分野への

参入等の新事業展開に向けた経営

戦略・経営計画の策定、生産の最適

化等高度な専門性を要する取組や、

都道府県域を超える広域展開又は

海外展開等に対し、専門家の派遣に

より長期かつ一貫した支援を行う。

また、必要に応じ他の支援ツールを

組み合わせた総合的な支援を行う。

 これらの取組みを通じ、派遣終了後

の支援先に対して所期の目標達成

状況に関する調査を実施し、４段階

評価において上位２段階の評価を

得る割合を９０％以上とする。ま

た、支援先のサンプリング調査のほ

か、専門家の派遣開始から２年経過

後の支援先の売上高、経常利益、従

業者数の増減率等の調査・分析等を

行う。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新事業活動円滑化債務保証及び特定

新事業開拓投資事業円滑化債務保

証の申込みなし。 

 

（３）新事業展開に向けた経営課題の

解決と経営力向上 

 

■専門家継続派遣事業 

・中小企業・小規模事業者の新たなビ

ジネスモデルの展開、成長分野への

参入等の新事業展開に向けた経営

戦略・経営計画の策定、生産の最適

化等高度な専門性を要する取組み

や海外展開等に対して、経営課題を

的確に把握し、ニーズに応じた支援

を実施。 

・新事業展開に取り組む中小企業に対

する専門家継続派遣事業の支援企

業数４６社、支援回数５７０回 

※専門家継続派遣事業全体（経営基

盤の強化に取り組む中小企業に

対する専門家継続派遣事業を含

む）の支援企業数 １６４社、支

援回数２，０８６回 

・新事業創出支援事業によるプロジェ

クト支援と専門家派遣による経営

支援の連携支援により企業の成長

促進を図るための総合支援を推進。 

新事業創出支援事業（新連携、地域

資源活用、農商工連携）と専門家

派遣（専門家継続派遣事業、販路

開拓コーディネート事業、経営実

務支援事業、戦略的ＣＩＯ育成支

援事業）の連携支援実績４２社、

３５１回 

・このほか、中小企業大学校、インキ

ュベーション事業、ファンド出資事

業等との連携による支援を実施。 

・２７年度に派遣を終了した支援企業

数２９社、所期の目標達成率１０

０．０％ 

・９地域本部及び本部において、支援

先１８社に対して調査を実施。調

査・分析結果をハンズオン支援事例

集として取りまとめ、地域支援機関

等に提供。 

 

（支援事例） 

・ミニカッター分野のニッチトップ企

業として、安定した業績を維持して

きた老舗企業が、国内市場の縮小に

より業績が低迷。業績改善のために

は、生産性の向上と自社製品の開発

が必要であった。そこで、機構は専
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門家を派遣し、生産現場の改善、受

注から生産・出荷までの一貫した生

産管理の仕組みづくり、商品開発に

係るプロジェクト管理手法の導入

等を支援。その結果、標準時間の見

直しによる製造リードタイムの短

縮、ボトルネックとなる工程の作業

改善による生産性の向上、工程改善

によるコストダウン等が実現。ま

た、紙を「切る」ことと「紛体にす

る」ことを一挙に行う「紙粉機」の

開発・販売に成功し、過去最高の売

上及び経常利益を確保。 

※売上高の推移 ２４年２，４６０百

万円→２７年３，３００百万円（３

４．１％増） 

経常利益の推移 ２４年１４百万

円→２７年２２０百万円（１，４７

１．４％増） 

 

・２４年度専門家継続派遣事業支援先

企業の売上高平均伸び率は２０．

２％、経常利益平均伸び率は１１

３．８％、従業者数の平均伸び率は

２５．７％（売上高平均３，０１３

百万円→３，６２３百万円、経常利

益平均１４４百万円→３０７百万

円、従業者数平均１７１人→２１５

人）（支援前と支援開始から２年経

過後の比較） 

・支援企業は、新商品開発・新事業展

開等により売上、経常利益を大きく

伸ばしている。加えて、業容の拡大

に伴い従業員数も増加しており、地

域の雇用確保に大いに寄与してい

る。 

 

（参考指標） 

・「中小企業実態基本調査」（中小企業

庁調べ）結果による中小企業（法人）

の売上高等の状況（２４年度調査と

２７年度調査の比較） 

売上高平均２８０百万円→３１２

百万円（１１．５％増） 

経常利益平均７百万円→１０百万

円（４６．９％増） 

従業者数平均１４．６人→１５．２

人（４．０％増） 

 

（４）企業間連携、地域資源の活用等

による新たな市場開拓等への支援 

 

■新連携支援事業・地域資源活用支援

事業・農商工連携支援事業に係る事
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（４）企業間連携、地域資源の活用

等による新たな市場開拓等への支援 

 

中小企業・小規模事業者による新た

な製品開発、市場開拓を促進していく

ためには、お互いの弱みを補完するだ

けではなく、強みの相乗効果を生み出

す企業間連携をより一層推進してい

く必要がある。特に、国内需要の減少、

大企業の海外移転、新興国企業とのコ

スト競争等により、依然厳しい状況に

置かれている｢ものづくり企業｣が、今

後とも国内を拠点として、新興国企業

とのコスト競争等に対応していくた

めには、更なる生産性の向上に取り組

むとともに、自社で不足する経営資源

を補完するための取組が不可欠であ

る。機構は、新たな｢ものづくり連携

グループ｣の組成を地域支援機関等と

連携・協働して促進するとともに、新

製品開発、共同受注、販路開拓、成長

分野への参入等を支援する。また、地

域の経営資源の活用や異業種の企業

間連携等を促進し、中小企業・小規模

事業者の新製品開発、販路開拓等の取

組について事業計画の策定から事業

化に至るまで一貫した支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）企業間連携、地域資源の活用

等による新たな市場開拓等への支援 

 

「ものづくり連携グループ」の組成

を支援するとともに、地域資源の活用

や中小企業・小規模事業者等の連携に

よる新商品・サービスの開発等を支援

する。支援に際しては、ビジネスプラ

ンの策定から販路開拓まで一貫した

支援を行い、支援案件に応じて、展示

会・商談会等やＷｅｂマッチングシス

テムの活用、ＢtoＣをはじめとするＩ

Ｔの活用支援、専門家による相談・助

言など機構の支援ツールと組み合わ

せた総合的な支援を行うことで、域外

の市場や海外市場、成長分野への参入

等を支援し、具体的な取引成果につな

げていく。 

成果の目標は、地域資源の活用等に

よる新商品等の開発等については、全

てが事業化することとする。また、｢も

のづくり連携グループ｣及び地域資源

の活用等の支援先の具体的成果の調

査・分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）企業間連携、地域資源の活用

等による新たな市場開拓等への支援 

 

・地域資源の活用や中小企業・小規模

事業者等の連携による新商品・サー

ビスの開発等を支援する。支援に際

しては、ビジネスプランの策定から

販路開拓まで一貫した支援を行い、

支援案件に応じて、多様な機構の支

援ツールと組み合わせた総合的な

支援を行うことで、域外の市場や海

外市場、成長分野への参入等を支援

し、具体的な取引成果につなげてい

く。 

これらの取組みを通じ、新連携事業

については認定後３年経過時点、地

域資源活用や農商工連携について

は認定後２年経過時点の事業化割

合を７０％以上とするとともに、平

成２７年度中に事業期間が終了す

る認定案件の事業化割合を９０％

以上とする。また、支援先の認定事

業売上高、会社売上高・経常利益等

の調査・分析等を行うとともに、マ

ネジメントガイドを更新するなど

支援品質の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業化率（認定後３年（新連携）、

認定後２年（地域資源・農商工）経

過時点）：８６．６% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業化率 

・事業化率 ８６．６％ 

※新連携：２４年度認定企業のうち認

定後３年経過時点において事業化

に至った割合 

※地域資源・農商工連携：２５年度認

定企業のうち認定後２年経過時点

において事業化に至った割合 

・事業期間終了時の事業化率 ９１．

１％ 

 

■新連携支援事業 

○認定事業への一貫した支援 

・本部及び地域本部等にマーケティン

グ等に精通したプロジェクトマネ

ージャー等を配置し、新連携による

新商品・新サービスの開発等に取り

組む中小企業に対して、計画認定に

至るまでのブラッシュアップから、

計画認定後におけるフォローアッ

プまでの一貫したハンズオン支援

を実施。 

・相談等件数 ３，７９３件 

・法律認定件数（機構がブラッシュア

ップを行った案件数） 

７１件（累計 １，０３７件） 

（参考：法律認定の全体件数 ８１

件／累計 １，０４７件） 

・事業化件数 ３８件（累計 ８１９

件） 

・２４年度認定企業の事業化率 ８４．

１％（認定後３年経過時点） 

・２７年度中に期間終了した認定企業

の事業化率 ８６．７％ 

販売達成金額累計額 １，８２３億

円 

 

（支援事例） 

・体に優しい家具の製造、自社店舗で

の販売を行っている企業がコア企

業となり、１００年使い継ぐ長寿命

家具の生産と、生産～買取～再生ま

でを一元管理する新システムを活

用した販売・サービスを推進。機構

は専門家による事業計画のブラッ

シュアップ支援を実施。また、ＩＴ

の専門家による新システム基盤構

築の支援、消費財に精通した専門家

によるマーケティング戦略の策定、

プロモーションの仕組みづくり、品

質評価体制の構築に係る支援を実

施。その結果、環境意識の高い顧客

に商品コンセプトやサービス内容

を効果的にＰＲすることに成功し、
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毎年安定した売上を達成。なお、本

事業を社内プロジェクトで推進し

たことにより、積極的な営業提案が

出るなど、従業員のモチベーション

が向上。 

※２８年３月新製品の販売金額累

計 ７５９百万円 

 

○経営支援との連携支援 

・新連携支援先に対して、専門家派遣

による経営支援との連携支援を行

い、企業の成長促進を図るための総

合支援を実施。 

※専門家継続派遣事業の活用企業７

社、販路開拓コーディネート事業の

活用企業５社、経営実務支援事業の

活用企業１２社 

 

（経営支援との連携支援事例） 

・海苔やせんべい等の品質保持に欠か

せない石灰乾燥剤の製造事業者が

熊本大学や石灰の焼成技術・設備を

持つ事業者との連携により、発熱し

ない石灰乾燥剤の開発を推進。機構

は専門家が事業計画のブラシュア

ップから事業化までを支援する過

程で、研究開発型の同社が事業化を

推進するにはマーケティング戦略

の再構築が必要と判断。販路開拓コ

ーディネート事業を活用し、流通業

９社に対しテストマーケティング

を実施。その結果、乾燥剤の市場評

価を踏まえた営業戦略の構築、商品

提案力の強化が図られた。また、ペ

ットフードメーカーと新たに取引

が開始されるなど、売上が順調に拡

大。 

 ※２７年１２月新製品の販売金額

累計 ３５７百万円 

 

○販路開拓・販路拡大に向けたフォロ

ーアップ支援 

・フォローアップ支援として、販路開

拓コーディネート事業等専門家派

遣事業の活用のほか、機構主催のマ

ッチングイベントや各種展示会へ

の出展支援等を実施。 

※「新価値創造展」１５社、「新価値

創造展ｉｎ Ｋａｎｓａｉ」１４社、

「中小企業総合展ｉｎ Ｇｉｆｔ 

Ｓｈｏｗ」４社、「中小企業総合展

ｉｎ ＦＯＯＤＥＸ」２社、「びわ湖

環境ビジネスメッセ２０１６」７社 
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■地域資源活用支援事業 

○認定事業への一貫した支援 

・本部及び地域本部等にマーケティン

グ等に精通したプロジェクトマネ

ージャー等を配置し、地域資源を活

用した商品・サービスの開発等に取

り組む中小企業に対して、計画認定

に至るまでのブラッシュアップか

ら、計画認定後におけるフォローア

ップまでの一貫したハンズオン支

援を実施。 

・相談等件数 ６，２４７件 

・法律認定件数（機構がブラッシュア

ップを行った案件数） 

１３６件（累計 １，４６９件） 

（参考：法律認定の全体件数 １３

８件／累計 １，４７１件） 

・事業化件数 １２２件（累計 １，

２２５件） 

・２５年度認定企業の事業化率 ８９．

８％（認定後２年経過時点） 

・２７年度中に期間終了した認定企業

の事業化率 ９１．９％ 

・販売達成金額累計額 １，０１１億

円 

 

（支援事例） 

・地ビールの製造事業者が、県工技セ

ンターの技術も活用し、常温流通可

能な県産農産物を使ったフルーツ

発泡酒や地ビールの開発を推進。機

構は専門家による事業計画のブラ

ッシュアップ支援を実施。認定後

は、デザインの専門家の派遣や「女

性専門家による商品評価会」の活用

により、パッケージングデザイン等

の商品開発のアドバイスを実施。ま

た、首都圏展示会への出展、商談手

法及び商品展示方法のアドバイス

や事業計画の定期的な進捗確認を

実施。その結果、取引先が首都圏を

中心に３００社へ拡大。地ビールの

インターナショナル・ビアコンペテ

ィションでの金賞受賞をはじめ各

種賞を受賞。米国や台湾へも年間１

万本を輸出するなど海外にも展開

中。 

※２８年３月末新製品の販売金額

累計 １２９百万円 

 

○経営支援との連携支援 

・地域資源活用支援先に対して、専門

家派遣による経営支援との連携支

援を行い、企業の成長促進を図るた
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めの総合支援を実施。 

※専門家継続派遣事業の活用企業５

社、販路開拓コーディネート事業の

活用企業４社、経営実務支援事業の

活用企業７社 

 

○販路開拓・販路拡大に向けたフォロ

ーアップ支援 

・フォローアップ支援として、販路開

拓コーディネート事業等専門家派

遣事業の活用のほか、機構主催のマ

ッチングイベントや各種展示会へ

の出展支援等を実施。 

※「新価値創造展」８社、「新価値創

造展ｉｎ Ｋａｎｓａｉ」３社、「中

小企業総合展ｉｎ Ｇｉｆｔ Ｓｈ

ｏｗ」３０社、「中小企業総合展ｉ

ｎ ＦＯＯＤＥＸ」２７社 

 

■農商工連携支援事業 

○認定事業への一貫した支援 

・本部及び地域本部等にマーケティン

グ等に精通したプロジェクトマネ

ージャー等を配置し、農商工連携に

よる新商品・新サービスの開発等に

取り組む中小企業に対して、計画認

定に至るまでのブラッシュアップ

から、計画認定後におけるフォロー

アップまでの一貫したハンズオン

支援を実施。 

・相談等件数 ２，９０２件 

・法律認定件数（機構がブラッシュア

ップを行った案件数） 

３２件（累計 ６８５件） 

（参考：法律認定の全体件数 ３２

件／累計 ６８５件） 

・事業化件数 ４８件（累計 ５６７

件） 

・２５年度認定企業の事業化率 ８３．

６％（認定後２年経過時点） 

・２７年度中に期間終了した認定企業

の事業化率 ９３．４％ 

・販売達成金額累計額 ５７２億円 

 

（支援事例） 

・海産物の干物製造事業者が、魚の骨

を軟化する技術を開発した県産業

技術研究所、県内漁業者と連携し、

骨まで食べられる干物の開発を推

進。機構は専門家による事業計画の

ブラッシュアップ支援を実施。認定

後は、地元百貨店との商談会、中小

企業総合展への出展支援等を行っ

た結果、商品の認知度が向上し売上
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が拡大。また、売上増に伴い工場の

衛生管理・危機管理レベルの向上が

必要となったため、大手商品メーカ

ー出身で食品工場に詳しい専門家

を派遣。支援最終年度には、全国ネ

ット番組で商品が取り上げられ引

合いが増加、強化された工場管理体

制のもと着実に受注を捌き、売上が

初年度の６倍に増加。今後も更に売

上が増加する見込。 

※２８年３月末新製品の販売金額

累計 ４８百万円 

 

○経営支援との連携支援 

・農商工連携支援先に対して、専門家

派遣による経営支援との連携支援

を行い、企業の成長促進を図るため

の総合支援を実施。 

※戦略的ＣＩＯ育成支援事業の活用

企業２社 

 

○販路開拓・販路拡大に向けたフォロ

ーアップ支援 

・フォローアップ支援として、販路開

拓コーディネート事業等専門家派

遣事業の活用のほか、機構主催のマ

ッチングイベントや各種展示会へ

の出展支援等を実施。 

※「新価値創造展」４社、「新価値創

造展ｉｎ Ｋａｎｓａｉ」１社、「中

小企業総合展ｉｎ Ｇｉｆｔ Ｓｈ

ｏｗ」４社、「中小企業総合展ｉｎ 

ＦＯＯＤＥＸ」２８社、「びわ湖環

境ビジネスメッセ２０１６」１社 

 

■新連携支援事業・地域資源活用支援

事業・農商工連携支援事業に係る販

路開拓等支援 

○地域活性化パートナー企業等と連

携した販路開拓等支援 

・大手百貨店、スーパー、商社等の地

域活性化パートナーとの連携によ

り、地域資源活用や農商工連携に係

る新商品・新サービスの首都圏等に

おける販売機会等（小売店でのイベ

ント会場確保、展示会・商談会の開

催等）を提供。展示会会期中には、

バイヤー・有識者による商品評価、

専門家によるＶＭＤチェック等の

事業化に向けたプロセス支援も併

せて実施。 

２７年度末地域活性化パートナー

企業登録数 １０７社 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な活動内容） 

・三井食品、五味商店、伊藤忠食品、

トレードショーオーガナイズとの

連携により実施する食品関係の展

示会を通じて、食品関連バイヤーと

のマッチングの機会等を提供。 

・繊研新聞社、ＵＢＭメディア、Ｌ＆

Ｄ、旅行新聞社、日経ピーアールと

の連携により実施するファッショ

ン・雑貨・ギフト・建材関係の展示

会を通じて、バイヤーによる商品評

価、プレゼン商談会の機会を提供。 

・ジェイアール東日本企画との連携に

より販売会を開催。 

・オールアバウトライフマーケティン

グとの連携により、同社のＷＥＢサ

イトでのテストマーケティングの

機会等を提供。 

・日本野菜ソムリエ協会との連携によ

る調味料のコンテストへの出品を

支援。 

・地域活性化パートナー連携企画（全

体） 

実施回数 ２０回、参加社数 ２

１８社、満足度 ８４．６％ 

 

○地域本部独自の工夫による販路開

拓支援 

・北海道本部において、売上拡大に繋

がるＷｅｂ作成を学ぶ「ＩＴ活用推

進セミナー」を企画・開催（９１社

参加）。 

・東北本部において、地元百貨店と連

携して、「春のモニタリングフェア」

（試食、商品評価等）を企画・開催

（６社参加）。 

・関東本部において、大手食品卸バイ

ヤー等の９名による商品評価会を

含めた認定事業者交流会を企画・開

催（７５社参加）。 

・中部本部において、地元百貨店等６

社と連携して、食品事業者を対象と

した「三法ビジネスマッチング会」

を企画・開催（１２社参加）。 

・北陸本部において、金沢２１世紀美

術館での展示会出展者を対象に、本

部と連携し「Ｒｏｏｍｓ３２（首都

圏ファッション展示会）」出展支援

を実施（１４社参加）。 

・近畿本部において、インバウンドを

テーマに地域資源観光案件の事例

紹介動画を作成し配信（６社紹介）。 

・近畿本部において、大手総合旅行会

社や地域のツアーオペレーター、旅
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行関連メディアと連携して、販路開

拓や商品評価を目的に「観光商談会

in 京都」を企画・開催（１３社参

加） 

・中国本部において、首都圏百貨店・

地元百貨店等の６社と連携して、商

品評価や商品開発のアドバイスを

行う「商品力向上！会議（全２回）

※首都圏食品、首都圏生活雑貨、中

国地域食品の３コース」を企画・開

催（２２社参加）。 

・四国本部において、四国の百貨店、

道の駅等、９社と連携して、「目指

せ！“地産地消”地元販路開拓個別

商談会（食品編）」を企画・開催（１

４社参加）。 

・九州本部において、地元の高速Ｓ

Ａ・空港販売店、こだわりスーパー、

宅配サービス業者との合同商談会

を企画・開催（１３社参加）。 

・沖縄事務所において、大手食品卸、

大手インターネットスーパーとの

マッチングの場を提供する「守礼の

門サポート会議」を企画・開催（６

社参加）。 

 

■政策課題への対応に向けた取組み 

・地域資源活用事業について、２７年

度は地域資源を活用した面的波及

効果の高いグループ案件の発掘・支

援に注力。また、「ふるさと名物応

援宣言」を行った市区町村を訪問し

相談に対応。 

・新連携事業について、２７年度は「中

小サービス事業者の生産性向上の

ためのガイドライン」に対応した案

件の発掘・支援に注力。 

 

■支援先の会社売上高、経常利益、従

業員数（認定申請時と２７年度調査

時との比較） 

（新連携支援事業） 

・支援先の認定事業売上高累計 １，

８２３億円 

・会社売上高平均伸び率  １６．

９％増加 

・経常利益平均伸び率  ２９．５％

増加 

・従業員数平均伸び率   ４．０％

増加  

（地域資源活用支援事業） 

・支援先の認定事業売上高累計 １，

０１１億円 

・会社売上高平均伸び率  １０．
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・地域の活性化を図るため、地域の特

色を活かした産品のブランド化・販

路開拓等を推進する「ふるさとプロ

デューサー」人材の育成を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６％増加 

・経常利益平均伸び率 ２８．５％増

加 

・従業員数平均伸び率   ８．６％

増加 

（農商工連携支援事業） 

・支援先の認定事業売上高累計 ５７

２億円 

・会社売上高平均伸び率  １１．

２％増加 

・経常利益平均伸び率  ４０．１％

増加 

・従業員数平均伸び率   ４．９％

増加 

 

■支援品質向上のための取組み 

・新事業創出支援事業では、支援品質

の向上による高い成果創出を図る

ため、「マネジメントガイド」を作

成。同ガイドに基づき、２２年度か

らの３ヶ年計画で職員・専門家等の

マネジメントの仕組みを構築し、２

７年度は引き続きその実践に取り

組んだ。 

・優れた支援ノウハウ等の情報交換の

ほか、認定事業の進捗状況、支援成

果の把握、情報共有等を目的とし

て、課長・統括プロジェクトマネー

ジャー等による会議を開催（開催回

数３回）。 

・地域資源法改正を踏まえた面的波及

効果の高いグループ案件や「中小サ

ービス事業者の生産性向上のため

のガイドライン」に対応した案件の

創出に対応するため、地域本部等の

専門家、職員を対象に事例等を活用

した研修を実施（研修回数２回）。 

 

■ふるさとプロデューサー育成のた

めの取組み 

・地域の特色を活かした産品のブラン

ド化・販路開拓等を推進する「ふる

さとプロデューサー」人材の育成を

図るため、地域活性化に取り組む先

進的なインターンシップ受入機関

２８団体でＯＪＴ研修を実施。 

１００日間程度の長期コースの研

修生３０人、３０日間程度の中期コ

ースの研修生７０人、合計１００人 

 役立ち度９７．９％ 

・オリエンテーション、結果報告会等

を実施することにより、研修生やイ

ンターンシップ受入機関の交流を

促進。また、研修生やインターンシ
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・「ものづくり連携グループ」の組成

については、全国中小企業団体中央

会と連携し、全国のモデルとなりう

る優良連携グループが創出される

ことに重点を置き支援を行う。 

 支援にあたっては、連携グループの

形成や連携グループ形成後の事業

活動に関する課題に対し、必要に応

じ専門家等による助言や、機構の支

援ツールを活用した支援を行う。 

また、支援品質の向上や他の連携グ

ループ活動へのノウハウの普及に

つなげるため、連携グループ活動の

事業化に向けた取組内容、課題、対

応策、効果的な支援内容等に関する

調査・分析や情報提供等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ップ受入機関のネットワークを構

築するため、フェイスブックを開

設。 

・研修期間中における地域本部専門家

等によるインターンシップ受入機

関及び研修生へのヒアリング調査

のほか、研修生へのフォローアップ

支援を実施。 

・研修終了後は、本事業を広くＰＲす

るとともに、市区町村等における地

域活性化に向けた取組みを促すた

め、「ふるさとプロデューサー育成

支援事業フォーラム２０１６」を開

催。 

参加者２６８人、参加者の役立ち度

８９．０％ 

 

■ものづくり連携グループの組成に

向けた支援 

・企業連携により共同受注や新製品開

発等を目指すものづくり連携グル

ープ活動の取組み促進と事業化モ

デルの創出を支援するため、全国中

小企業団体中央会と連携して助成

案件を公募し、２７年度は全国から

１１件のプロジェクトを採択（採択

件数累計２３件） 

・公募に際しては、モデルとなり得る

優良案件を発掘するため、全国の支

援機関や中小企業に対し、公募説明

会（５箇所）を実施したほか、個別

相談に対応して事業説明やアドバ

イス（計４６８件）を行い、ものづ

くり連携グループ活動への取組み

意欲を喚起。 

・採択案件の成果創出と支援ノウハウ

の蓄積に向け、本部及び地域本部に

ものづくり支援に係る専門家を配

置し、プロジェクト推進会議への出

席等（３２０回）を通じて、事業成

果の創出に必要な情報提供・アドバ

イスを実施。 

さらに、個別の経営課題について

は、高度化事業や経営実務支援事業

等の機構の支援ツールを活用した

総合支援を実施。 

コンソーシアム等への支援件数 

７８８件 

・事業化実現に向けた適切なプロジェ

クトマネジメントの推進やプロジ

ェクト間相互の情報交流を促進す

ることを目的として、採択プロジェ

クト（２３件）に係るコンソーシア

ムメンバーを対象とした「プロジェ
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クト情報交換会」（参加者５８人）

を実施。 

・採択案件（２３件）の事業概要を取

りまとめたプロジェクトＰＲレポ

ートを作成し、ＨＰに掲載するほ

か、公募説明会、イベント等におい

て情報発信することにより、事業Ｐ

Ｒ及び連携グループ活動事例の普

及を推進。 

・連携グループの形成や事業活動に関

する事例の普及（事業終了年度以

降）に向けて、上記活動を通じ、支

援先の取組内容や課題解決のプロ

セス等を収集。 

 

（コンソーシアムの活動例１） 

・航空機運航機数の予測から、航空部

品は今後の世界的な需要拡大が見

込まれているが、「一貫生産」、「グ

ローバルコスト競争力の強化」、「リ

ードタイム短縮」など川下大手企業

のニーズに対応することが課題。 

（公財）石川県産業創出支援機構の

コンソーシアムでは、広域的な中小

企業連携グループを形成すること

により、油圧アクチュエータ等の部

品を対象とし、生産性向上、生産能

力増強への対応や、熱処理、表面処

理等の特殊工程を含むアセンブリ

生産への対応など、一貫生産体制の

革新的なビジネスモデル構築を目

指す。併せて、海外メーカーへの販

路展開を進めることにより更なる

売上倍増を目指す。 

 

（コンソーシアムの活動例２） 

・医療関連分野は、ニッチ市場の集合

体で既存技術の応用可能な製品も

多く、中小企業のものづくり技術の

活用が期待できる分野。 

（地独）山口県産業技術センターの

コンソーシアムは、医療・介護現場

とのネットワーク形成と現場ニー

ズの把握により、「めまい診断装

置」、「体外診断薬自動検査装置」な

ど、新規性・優位性のある６テーマ

を対象として、ものづくり技術の組

み合わせ・グループ化による製品化

を目指すもの。さらに、連携グルー

プの事業化をモデルとし、新たな連

携グループを創出していくことで、

医療機器分野の産業集積を目指す。 

 

（コンソーシアムの活動例３） 
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（５）新たな取引先・業務提携先の

開拓支援 

 

優れた技術・製品を持ちながらも国

内需要の減少等により、中小企業・小

規模事業者の売上の減少に対応する

ための新たな販路・業務提携先の開拓

は、喫緊の課題となっている。機構は、

国内外の新たな販路・業務提携先の開

拓に挑戦しようとする中小企業・小規

模事業者に対し、展示会・商談会等の

開催を行うほか、これらと連動したＷ

ｅｂマッチングシステムを構築・運営

することで支援企業の量的な拡大と

支援成果の向上を図る。 

また、ＩＴ化の進展により、従来の流

通構造が変化し、直接取引先や顧客と

の接点を増やし国内外で広く活躍す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）新たな取引先・業務提携先の

開拓支援 

 

中小企業・小規模事業者の販路開拓

を支援する展示会・商談会等を行うと

ともに、これらと連動したＷｅｂマッ

チングシステムによるビジネスマッ

チングを行う。また、小規模事業者や

地域支援機関等に対しては、情報提

供、相談・助言、研修等により、ｅコ

マース等によるＩＴを活用した販路

開拓を支援する。 

Ｗｅｂマッチングシステムの中小

企業・小規模事業者の登録企業は、中

期目標期間中の早期に３，０００社以

上とする。また、ビジネスマッチング

の支援後に支援先の具体的成果の調

査・分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）新たな取引先・業務提携先の

開拓支援 

 

・中小企業・小規模事業者の販路開拓

を支援するため、展示会・商談会等

を開催する。具体的には中小企業等

が開発した優れた製品、技術、サー

ビス等を展示し、販売先・業務提携

先などとのマッチングを促進する

「中小企業総合展」等を実施する。

展示会・商談会等については、事業

実施後１年以内において成約率２

０％以上を達成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・成約率(実施後１年以内） 

・２６年度採択案件の「近畿中小企業

連携プロジェクト（ＫＳＰ）」は、

平成２７年５月、インドネシアでの

ビジネス展開の可能性を探ること

を目的に、インドネシア最大の部品

サプライヤーである「アストラオー

トパーツ（ＡＯＰ）」において、技

術展示・マッチング会を開催（参加

企業 9 社）。ＡＯＰグループ等から

１１２名が来場。AOP 及びその関係

会社より、各種部品の見積もり依頼

が届き、関係各社で対応。 

 

（コンソーシアムの活動例４） 

・２６年度採択案件の「EV をキーコ

ンセプトとした道内ものづくり中

小企業連携プロジェクト」は、平成

２８年１月、札幌モーターショー

2016 で、開発した寒冷地対応型軽

自動車コンバージョン EV（試作車）

を展示。 

 一部の未整備部分が残るも、走行テ

ストは実施済みで、今後は離島や

PR の一環で観光地での走行テスト

も視野に入れている。 

 本試作車は2月の東北6県トヨタ商

談会に出展。 

 

（５）新たな取引先・業務提携先の開

拓支援 

 

■マッチングイベントの実施 

・事業化や販路拡大等を目指す中小企

業に対して、販売先・業務提携先等

の開拓を支援するマッチングの場

として、中小企業総合展等を開催。 

 

■マッチングの成果 

・事業実施後、１年以内に具体的な

商談やマッチングに至った割合

（２７年度開催） 

（中小企業総合展） 

・新価値創造展２０１５（全体） 

 成約率 ２２．１％ 

 

■効果的な事業実施のための取組み 

（中小企業総合展） 

○新価値創造展２０１５（２７年１１

月） 

・２７年度からの取組みである、新規

事業の発展が期待される３分野の

テーマ設定に加え、今年度は新た

に、来場者への訴求をより高めるよ

う、新素材、ＩｏＴ、地域課題、も
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る中小企業・小規模事業者が増加して

いる。機構は、このような取組を促進

するため、特に小規模事業者を中心に

ＩＴを活用したｅコマース等による

新たな販路開拓を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：２２．１％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のづくり技術などの４つの製品・技

術分野の区分を設け、より効果的な

マッチングが実現されるようゾー

ニングを明確化。 

 ＜３つのテーマ＞ 

① いきる 医療機器、介護・福祉、

予防・診断など 

② くらす 環境、エネルギー、住

宅、建材、防災など 

③ つくる 部品、加工、宇宙・航

空など 

＜４つの製品・技術分野＞ 

① 新素材 ②ＩｏＴ・省力化 ③

環境・地域課題 

④ 加工技術 

・出展者募集の促進のために、新たな

販路開拓の方法や新価値創造展の

上手な使い方について学ぶ「新価値

創造セミナー」を事前に開催し、４

７名参加。 

・出展者の製品・技術紹介動画を２０

本作成し、会期前から発信すること

で、展示会への興味促進及び出展企

業の紹介を強化。 

・新価値創造展の趣旨の理解促進、Ｐ

Ｒ効果の向上を狙い、展示会紹介動

画を５本作成。作成した動画は積極

的にＳＮＳで発信し、来場者募集に

注力。 

・新規の来場促進のために、小規模事

業者統合データベースを活用し、開

催テーマに関心を有すると想定さ

れる３５，０００先へＤＭを発送。 

・事前のサポート支援として、出展者

説明会を開催。 

 講師を招き、展示会の活用方法、取

引に繋がる展示方法についてのセ

ミナーを行ったほか、機構の各種事

業紹介も実施。 

・ビジネスマンの乗降が多いとされる

首都圏の主要駅にポスター掲示を

行い、来場強化を促進。 

・来場者とのマッチング促進ツールと

して、出展者自身が製品・技術の特

徴や用途等の詳細情報をわかりや

すくまとめ、ＰＲするための「共創

マッチングシート」を新規導入。 

・ジェグテックと連携し、展示会場内

にてジェグテック商談会を実施。中

小企業２６社、パートナー企業８社

参加。 

・出展者が目的のターゲット層と効率

的に接触できるよう、大企業ＯＢの

アドバイザー等がブースを回遊し、
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出展者に対するアドバイスを実施。 

・優れたベンチャー企業を表彰するＪ

ＶＡ表彰企業やインキュベーショ

ン事業などの紹介を通じ、新事業開

拓に関心のある層に対する来場促

進を実施。 

・併催展示会である「産業交流展２０

１５」との相互入場の促進により、

来場者を誘引。 

・開催レポート動画、３６０°動画、

会場みどころマップをウェブサイ

トに掲載し、展示会開催後も引き続

き情報提供する環境を整備。 

 

○中小企業総合展 ｉｎ Ｇｉｆｔ 

Ｓｈｏｗ（２８年２月） 

・ギフト・生活雑貨を対象とした、東

京インターナショナル・ギフト・シ

ョー２０１６春内で開催。 

・バイヤーと国内中小企業とのビジネ

スマッチングの場の提供。 

・事前のサポート支援として、出展者

説明会を開催。講師を招き、ＶＭＤ、

展示会活用方法についてのセミナ

ーを実施。 

・機構ゾーンへの集客策として機構独

自のバイヤーズガイドブックを５，

０００部作成し配布。 

・希望者に対し、専門家によるＶＭＤ、

販路開拓支援のアドバイスを実施。 

・Ｒｉｎ Ｃｒｏｓｓｉｎｇと連携

し、優良なバイヤーを招聘。 

 

○中小企業総合展 ｉｎ ＦＯＯＤ

ＥＸ（２８年３月） 

・食品・飲料を対象とした、ＦＯＯＤ

ＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１６内で

開催。 

・海外バイヤーと国内中小企業とのビ

ジネスマッチングの場の提供。 

・事前のサポート支援として、出展者

説明会を開催。講師を招き、食品写

真の撮影方法、接客方法についての

セミナーを実施。 

・機構ゾーンへの集客策として機構独

自のバイヤーズガイドブックを５，

０００部作成し配布。 

・希望者に対し、専門家によるアドバ

イスを実施するとともに、特に英

語、中国語の通訳を配置し、来場海

外バイヤーとの商談もサポート。 

・Ｆｏｏｄｅｘ主催者が開催するイベ

ントとも連携し、出展企業と来場バ

イヤーとの効果的なマッチングを
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・e コマースを活用した中小企業・小

規模事業者の経営力の充実を図り、

国内外の販路開拓の拡大を目指す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施。 

 

○新価値創造展２０１５ｉｎ Ｋａ

ｎｓａｉ（２７年５月） 

・海外企業とのマッチングを併催し、

出展企業と海外企業との接点を設

けた。 

・来場者の利便の向上のため、駅に近

いホールに開催場所を変更した。 

・けいはんな地域の企業事例を取り上

げ、地元企業の関心を高め、来場者

の誘引を図った。 

・東北地域の次世代自動車の展示・実

演を行い、出展者とマッチング意欲

の高い、来場者の誘引に努めた。 

・ＭＥＭＳの世界的権威である江刺教

授、東京理科大の田中教授をセミナ

ーに招聘し、ビジネス視点での来場

者誘引を図った。 

 

◆中小企業総合展（新価値創造展２０

１５） 

出展企業数 ４５５社 

来場者数 ４９，５５１人 

 

◆中小企業総合展 ｉｎ Ｇｉｆｔ 

Ｓｈｏｗ 

出展企業数 １００社 

来場者数 １９４，７６４人 

 

◆中小企業総合展 ｉｎ ＦＯＯＤ

ＥＸ 

出展企業数 １０３社 

来場者数 ７６，５３２人 

 

◆中小企業総合展（新価値創造展２０

１５ ｉｎ Ｋａｎｓａｉ 

出展企業数 ３４２社 

来場者数 １９，７７７人 

【販路支援部；創業・新事業促進課】 

 

■ＩＴ活用型販路開拓支援事業 

・幅広い層が使用している動画配信イ

ンフラ「ＹｏｕＴｕｂｅ」を活用し、

中小企業・小規模事業者が地理的・

時間的制約なく 実践的なＥＣ製

作ノウハウや越境ＥＣについて学

習できるオンライン講座を実施。 

 講座配信数：６０回 

 受講者：４９,１４２人 

・オンライン講座と連動した実践講座

や、ネットショップセミナーについ

て、全国９都市（地域本部所在地）

を中心に開催。 
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ため、中小企業・小規模事業者向け

セミナーを e コマース運営事業者

等との連携により実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国内の大手メーカーや海外企業に技

術、製品情報を発信するＷｅｂマッ

チングシステム（Ｊ-GoodTech）を

運営し、展示会・商談会や専門家に

よる仲介サポート等のリアルの支

援を効果的に組み合わせることに

より、ビジネスマッチングを推進す

る。優れた技術・製品を有する中小

企業・小規模事業者の登録企業２，

５００社以上を達成する。また、Ｗ

ｅｂ上でのマッチング促進に向け、

国内外の大手メーカー等からのニ

ーズ発信等を拡大すべく、継続的な

マーケティング活動及び必要なシ

ステム改善等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登録企業数：３，２２０社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開催回数：８５回 

 参加者数：３，２０５人 

・ネットショップ運営に係る各種課題

の解決、参加者間の交流の場を提供

する大規模イベントを開催。ｅコマ

ース関連の事業者が一堂に会して

のスペシャルトークセッション、ネ

ットショップ運営に係る実践講座、

個別相談など多様なプログラムを

実施。 

 ＥＣフェス（２７年９月、東京）：

４７４人来場 

 越境ＥＣフェス（２７年８月、東

京）：６５１人来場 

 ＥＣＣａｍｐ（２８年１月、大阪）：

４０５人来場 

 

・平成 27 年 11 月に、ＩＴ活用ビジネ

ス推進室を新たに設置し、民間 e

コマース事業者と連携し、中小企

業・小規模事業者のネットショップ

出店をパッケージで支援。支援先４

８社を採択し、平成２８年度に継続

支援。 

 

■Ｗｅｂマッチングシステム「Ｊ-Ｇ

ｏｏｄＴｅｃｈ（ジェグテック）」 

・２７年度末累計で中小企業３,２２

０社、大手パートナー企業２６１社

を登録。システム改善により、大手

パートナー企業や海外企業から掲

載中小企業へ向けニーズを発信す

る機能を追加し、大手パートナー企

業等の３０１件のニーズをＷｅｂ

上で発信。これに対し掲載中小企業

から６４８件の提案。このほか新価

値創造展、ＣＥＯネットワーク強化

事業等リアル商談会との連携によ

り、掲載中小企業と大手、中堅企業、

海外企業と１,７３１件の個別マッ

チングを実施。 

 

・上記のシステム改善により、海外企

業との WEB 上のマッチング機能を

拡充するとともに、信頼性の高い海

外企業の登録を促進するため、役員

等がＭＯＵ締結先等の海外中小企

業支援機関等を訪問し、企業推薦に

関する協力依頼を行うなど、これら

の海外機関との連携を強化。これら

により、中小企業・小規模事業者と

海外企業との技術提携・共同開発等

のビジネスパートナーマッチング

を促進する機能を整備。 
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【事例１】地方の小規模企業と大手企

業が Web でつながる 

・四国地方で精密部品加工を営む従業

員３０名の企業。難削材の加工技術

が強み。新たな取引先の開拓を期待

しジェグテックに自社情報を掲載。 

・パートナー企業である大手総合電機

メーカーから発信された難削材の

試作加工ニーズに対し提案資料を

送信。その後、新価値創造展の機会

を生かして個別商談に発展。 

・新たな取引先開拓に成功し、現在で

は、同大手メーカーから試作加工だ

けでなく部品製造を受注。 

 

【事例２】海外企業とのＷｅｂを介し

たマッチング推進 

・ＣＥＯ商談会に参加予定のベトナム

企業が、自社の課題解決（日本から

の部品供給）に適合しそうな日本企

業をジェグテックで事前に検索し

面談を依頼。 

・依頼を受けた掲載中小企業はＣＥＯ

商談会に参加し、ベトナム企業と個

別マッチング実施。現在、具体的な

ビジネスの連携に向け各種データ

を確認調整中。Ｗｅｂとリアルを組

み合わせた国境を超えた企業間マ

ッチングを推進。 

 

［地域本部の取組］ 

・大手機械メーカーＡ社は、近畿本部

の仲介で中小企業 22 社へニーズ配

信を実施。3 社から提案があり、

各々面談し、うち 1社が当該業務を

受注。 

 このニーズはロボットの外装カバ

ー作成の為の樹脂成型技術に関す

るもので、Ａ社は試作品を展示会で

披露するために急いでいた案件で

あり、ジェグテックを活用すること

で展示会に間に合わせることがで

きた。 

 その後、当該中小企業は、Ａ社から

別の業務発注を受けることに繋っ

た。 

・関東本部において、「ジェグテック

ビジネス商談会ｉｎ新価値創造展」

を開催し、ジェグテック登録企業等

２９０社、パートナー企業等５５社

が参加。６３０件の商談をコーディ

ネートし、うち１５２件が成約見込

み。 
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・各都道府県に点在する優れた地域資

源商品を有する中小企業・小規模事

業者を発掘し、商品別、素材別に編

集し、マッチングのための情報発信

を国内外に向けて行うとともに、バ

イヤー・クリエーターとの連携によ

る商品開発・売り場開発支援等を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［海外展示会への出展］ジェグテック

マッチング会 In タイ 

・タイバンコクで開催されたＭＯＵ締

結先であるタイ工業省主催の展示

会「ＳＩＴＥＸ ＥＸＰＯ ２０１

５」において、ジェグテック掲載企

業とタイ現地企業とのマッチング

会を開催。日本企業５社、タイ企業

２５社が参加し、３０件の商談を実

施。 

 

■地域資源商品等の情報をバイヤー

に向けて発信 

○中小企業者の自発的な販路開拓・情

報発信力の向上（Ｒｉｎ ｃｒｏｓ

ｓｉｎｇ） 

・支援企業の優れた技術、素材等を活

かした“地域発”の商品を、その「モ

ノ作りのストーリーづくり」からｗ

ｅｂを活用した情報発信、会員バイ

ヤーとの商談会による販路開拓ま

で一貫して支援。 

・会員バイヤー９９５名、支援企業２

２１社 

・Ｗｅｂサイト経由及び商談会等での

マッチング件数 

１,７３３件 

・国内外において、テーマ別、カテゴ

リー別に支援企業、会員バイヤーを

絞った商談会等を９回実施（国内：

開催数７回、参加企業数（累計）９

６社 海外：開催数２回、参加企業

数（累計）４５社、テストマーケテ

ィングとしてバイヤーによる商品

評価を収集）。 

・国内外のマーケット動向やバイヤー

ニーズなどをレポートやインタビ

ューとしてＷｅｂサイトで配信し、

海外展開、商品開発への有益な情報

提供を実施（１２回）。 

・登録バイヤー獲得のための事業Ｐ

Ｒ、メーカー、バイヤー等の交流を

図るイベント、海外でのテストマー

ケティング及び海外バイヤー誘致

活動を、上記の国内外での商談会等

とあわせて実施。（事業ＰＲ出展：

国内２回、海外：２回、交流会開催：

国内４回） 

・海外でのテストマーケティング及び

海外バイヤー誘致活動として、ロン

ドンのインテリア・ホームウェア見

本市（２８社の商品展示、新規登録

バイヤー約７０名参加）やシンガポ
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・国内主要都市の大型小売店舗等にお

いて期間限定の特設販売店舗を開

設し、中小企業・小規模事業者の地

域産業資源を活用した商品の展示

販売を行うことにより、地域産業資

源を活用した商品の情報発信や販

路開拓を支援する。 

 

・これらの取組みを通じ、支援先の販

路開拓の実現状況を把握するとと

もに、事後フォローアップとして、

企業訪問やヒアリング等を継続的

に行い、支援先企業の販路開拓支援

を継続的に支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ールの家具、照明、インテリア雑貨

等の見本市（２８社の商品展示、新

規登録バイヤー約７０名参加）に出

展。 

・テストマーケティング支援として、

ＪＲ西日本等と連携し、海外向けＥ

Ｃサイトを展開（掲載企業数：１９

社）。 

・Ｗｅｂサイトについて、参加メーカ

ー応募Ｗｅｂフォーム、ＱＲコード

から連携するスマートフォン対応

ページ等、新たな仕組みを導入する

とともに、英語ページの充実など、

既存コンテンツを改善。 

 

■広域型小規模事業者販路開拓支援 

国内主要４都市（東京、名古屋、大阪、

福岡）の百貨店等８か所において、中

小企業・小規模事業者の地域産業資源

を活用した商品の期間限定の販売催

事を通して、情報発信や販路開拓を支

援。催事前には、ブラッシュアップミ

ーティングを開催し、販路開拓のノウ

ハウ（商談の進め方、ＰＯＰ製作、パ

ッケージ改良など）を提供し、催事後

には、振り返り会にて、売れる商品の

傾向などを紹介し、また、参加企業ご

とに、消費者やバイヤーからの商品評

価をフィードバックし、今後の販売戦

略や商品改良に役立つ情報を提供。 

 

開催場所（開催順）： 

・阪急うめだ本店１０Ｆスークギャラ

リー 

・池袋西武本店 ７Ｆプロモーション

スペース 

・阪急うめだ本店 ９Ｆ祝祭広場 

・博多阪急 ８Ｆ催事場 

・ＢＬＵＥ ＳＫＹ ＰＲＥＭＩＵＭ

（JALUX）羽田空港店 

・博多阪急 ７Ｆリビングイベントス

ペース 

・ジェイアール名古屋タカシマヤ ９

Ｆ特設会場 

・日本橋三越本店 本館７Ｆはじまり

のカフェ 

参加企業数（延べ）：４０７社 

売上金額：１０百万円 

 

 

（６）海外展開支援 

 

■ＴＰＰ協定大筋合意を契機とした

海外展開支援 
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（６）海外展開支援 

 

グローバル化の進展により取引構

造等が変化する中で、中小企業・小規

模事業者がビジネスを成長・発展させ

ていくためには、中小企業・小規模事

業者自らが、成長著しい新興国市場を

獲得していくことが必要である。国内

の事業基盤を維持しつつ、海外展開を

積極的に行い、その成果が国内の雇用

等に結びつくような中小企業・小規模

事業者への支援を行うことが、我が国

経済の成長を促進する観点からも重

要である。機構は、海外展開に潜在力

のある中小企業・小規模事業者を発掘

し、海外進出や海外企業との取引・業

務提携等に関する経営課題の解決を

積極的に支援し、中小企業・小規模事

業者の海外展開を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）海外展開支援 

 

海外展開に関し知識不足、人材不足

といった課題を持ちながらも海外展

開に潜在力のある中小企業・小規模事

業者を中期目標期間中の早期に３，０

００社以上発掘し、中小企業・小規模

事業者がそのリスクに対応しつつ、競

争力のある技術、製品、サービス等を

活かした海外展開を行うことに対し、

独立行政法人日本貿易振興機構や地

域支援機関等と連携・協働し、海外展

開に関する相談・助言、研修、海外展

開実現可能性調査、Ｗｅｂマッチング

システムとも連動した海外企業との

商談会や海外展示会への出展等を積

極的に支援する。 

成果の目標については、支援前後の

売上高、従業者数の増減率について、

中小企業実態基本調査と比較しそれ

を上回ることとする。また、海外展開

の支援後に支援先の具体的成果の調

査・分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）海外展開支援 

 

・海外市場に活路を求める、潜在能力

のある中小企業・小規模事業者の海

外展開を支援するため、相談・助言、

セミナーの開催等を行い、海外進出

や国際取引等を行う上での経営上

の課題解決に努める。特に、平成

27年10月に大筋同意した環太平洋

パートナーシップ（ＴＰＰ）協定を

契機とした中小企業・小規模事業者

の海外展開を促進するため、ＴＰＰ

協定に対応する相談・助言、セミナ

ー、情報提供等を積極的に行う。事

業実施に際しては、日本貿易振興機

構、地域支援機関等との連携・協働

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業・小規模事業者が自社で計

画した海外展開事業計画が実現可

能か、投資採算がとれるか、円滑な

事業再編ができるか等の実現可能

性調査（Ｆ／Ｓ）を支援する。具体

的には、本格的な海外展開に向けた

戦略策定を支援するため、海外現地

調査に向けた事業計画の策定、海外

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域本部及び沖縄事務所（１０ヵ所）

にＴＰＰ相談窓口を１１月６日に

設置し、中小企業者からのＴＰＰ関

連の相談に対応（１３件）。 

・経済産業局やジェトロ等と連携した

説明会やセミナーを開催し、ＴＰＰ

関連情報を提供。 

セミナー回数 １６回 

参加者数 ９６１人 

 

■専門家による助言 

・海外投資や国際取引等の海外ビジネ

スに悩みを持つ中小企業に対して

豊富な実務経験等を有する海外ビ

ジネスの専門家が経営支援の観点

からアドバイスを実施。   

アドバイス件数 ５，３７６件 

うちＴＰＰ協定参加国向け相

談件数 １，６９５件 

役立ち度 ９９．８％ 

海外現地同行アドバイス ２件 

 

■都道府県等中小企業支援センター、

金融機関等との連携 

・国際取引や海外展開における留意点

等について、都道府県等中小企業支

援センター、金融機関等との共催で

海外展開セミナーを開催し、海外展

開を目指す中小企業等に対して情

報提供を実施。 

セミナー回数 １３８回 

うちＴＰＰ関連 ７回   

参加人数   ３，８５６人 

うちＴＰＰ関連 ３４９人 

 

■海外事業可能性調査（Ｆ／Ｓ）等の

支援 

・自社の海外展開計画の検証、マーケ

ット・生産拠点・投資環境等の調査

に対する企業ニーズに応え、事業計

画のブラッシュアップを支援する

とともに、海外事業の実現可能性、

採算性確保の可能性等の調査（Ｆ／

Ｓ）およびホームページの外国語化

費用等の一部を補助。物流企業との

マッチングも併せて実施。 

Ｆ／Ｓ支援：６５社 

ホームページの外国語化等の

支援：５６社 

 

【Ｆ／Ｓ支援事例１】インド市場への

ＷＥＢビジュアルコミュ

ニケーション（ＶＣ）サー

ビス展開 
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現地調査、Web サイト構築、物流・

決済、調査後のフォローアップ支援

等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・インドにてＷＥＢビジュアルコミュ

ニケーションサービス（ＷＥＢ会議

システム）販売のための調査を行っ

た。海外現地調査においては、販路

開拓を行う際のパートナー候補を

中心に１０社以上との面談を行い、

その中でも当社が求める最適な候

補と出会うことができた。また、こ

ういった多くのインタビューを通

じて、当社独自のＶＣサービスが技

術的にも大手コンペティターの展

開するサービスとも十分競争可能

であるということを再確認するこ

とができた。 

 

【Ｆ／Ｓ支援事例２】アメリカにおけ

るディスポーザブル包装

容器の製造拠点設立及び

販売 

・アメリカにてプラスチック容器（特

に高い衛生性を求められる食品や

医療関係）の製造販売拠点を設立す

るための調査を行った。現地調査に

おいては、米国領事館、州政府、会

計士、税理士等への訪問を通じて、

会社設立の手続きや現地での法規

制、税制、さらに工場進出の際政府

から受けることのできるインセン

ティブなどの情報を収集すること

ができた。また、進出後の顧客候補

である食品メーカーにも多数訪問

し、容器のデザインや形状、コスト

面などの現地ニーズを把握するこ

とができた。 

 

【ホームページの外国語化等の支援

事例３】ランドセルを世界へ～ブラン

ド価値を高める Web サイト～ 

・同社はランドセルを中心に紳士・婦

人向け鞄等の製造卸として 1957 年

に創業。ハリウッド女優がファッシ

ョンとして赤いランドセルを身に

付けるなど日本のランドセルが注

目されたことを背景に、海外販路拡

大を決断。マーケティング機能の一

画を担う自社 Web の外国語化（特

に、英語化）が急務と応募。本事業

を活用し、Web 制作会社とマッチン

グし、動画コンテンツや SEO 対策、

英語表現の工夫等を施した英語版

Web サイトを開設。中小機構は、契

約や貿易経費に関するアドバイス、

英語表現の確認などフォローを実

施。 
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 今後は、貿易実務の社内体制を整備

し、リアルマーケットとの連動、製

品開発へのフィードバックなどを

行い、今後の展開に期待。 

 

・当初計画にあげている目的を達成し

た割合（課題解決率）９０．０％ 

 

■実現可能性調査（Ｆ／Ｓ）の支援先

に対する調査 

○支援先企業の売上高、従業員数の伸

び率 

・２５年度支援先のうち海外展開を実

現した支援先の売上高平均伸び率 

７．０％増 

・２５年度支援先のうち海外展開を実

現した支援先の従業員数平均伸び

率 ３．９％増 

 

■日本貿易振興機構と連携した海外

展示会出展支援 

・これまで機構で経営支援を行ってき

た中小企業が、海外展示会に出展す

るにあたり、日本貿易振興機構の海

外展示会事業を活用した支援を実

施。 

・専門家のアドバイス等により、出展

前の国内準備段階から、現地展示会

場でのサポート、出展後のフォロー

アップまで経営支援の観点から一

貫した支援を実施し、新たな市場開

拓への足がかりを提供。 

 

＜支援対象とした海外展示会（１０展

示会）＞ 

ECO EXPO（環境・エネルギー、香港）、

Franchsing & Licensing Asia（サー

ビス（流通・小売、外食等）、シンガ

ポール）、コスモプロフ・アジア（デ

ザイン・日用品（伝統産品等）、香港）、

METALEX 2015（機械・機器、タイ）、

Manufacturing Indonesia 2015（機

械・機器、インドネシア）、IMTEX 

FORMING 2016（機械・機器、インド）、

Arab Health 2016（ライフサイエンス

（医療機器・バイオ等）、UAE）、Medical 

Design and Manufacturing West 2016

（ライフサイエンス（医療機器・バイ

オ 等 ）、 米 国 ）、 Paris sur 

Mode/Premiere classe（ファッショ

ン・繊維、フランス）、TRANOI（ファ

ッション・繊維、フランス） 

*支援企業数２３社、商談件数１，１

５５件、成約件数（含む見込み）２８
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９件 

 

■ＭＯＵ機関と連携した海外展示会 

・ＭＯＵを締結している海外支援機関

が主催する展示会において、各海外

支援機関と連携の上、機構支援企業

用に出展ブースを確保。出展前の国

内準備段階でのアドバイス、現地展

示会場でのサポート、出展後のフォ

ローアップなどにより、出展企業の

海外販路開拓を支援。 

 

＜支援を実施したＭＯＵ機関主催の

展示会（２展示会）＞ 

ＳＭＩＤＥＸ（マレーシア中小企業公

社）、 

現代漢方＆ヘルスケア展（香港貿易発

展局） 

*支援企業数１３社、商談件数６０件、

成約件数（含む見込み）２３件 

 

■国内展示会への出展支援 

・海外販路開拓に取り組む中小企業を

支援するため、海外バイヤー等が多

数訪れる国内の展示会への出展支

援を３回実施。 

・専門家のアドバイス等により、出展

前の準備段階から、出展時の展示会

場でのサポート、出展後の契約に向

けたフォローアップまで経営支援

の観点から一貫した支援を実施。日

本貿易振興機構や展示会主催者が

招聘した海外バイヤーと出展企業

との商談機会を提供。 

 

＜支援を実施した国内展示会（３展示

会）＞ 

東京インターナショナル・ギフト・シ

ョー２０１５秋、 

ＢｉｏＪａｐａｎ２０１５、ＦＯＯＤ

ＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１６ 

*支援企業数５６社、商談件数２８７

件、成約件数（含む見込み）６３件 

 

■Ｎｅｘｔ Ｍａｒｋｅｔ－Ｉｎ 

・海外から現地の市場ニーズに精通す

る専門家を招聘し、商品の企画開発

（改良）段階からアドバイスを実施

する海外専門家招聘支援を実施。 

海外専門家の派遣に際しては、海外

専門家とのネットワークを有する

コーディネート事業者を活用し、３

分野（雑貨、食品、衣類・テキスタ

イル）で計６７社の支援を実施。 
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・また、海外展開を目指す生活雑貨・

インテリア、衣類・テキスタイル、

食品の中小企業・小規模事業者に対

して、海外から現地の市場ニーズに

精通する海外専門家を招聘し、継続

的に商品の企画・開発（改良）の指

導・助言等のアドバイスを行い、海

外向けの商品開発を支援する。 

 

 

 

・日本の中小企業のパートナーとなる

海外企業との事業連携を促進する

ための商談会等を開催し、中小企業

の海外展開を後押しする。具体的に

は、商談会等を通じて海外政府機関

との協力関係を構築するとともに、

商談後のフォローアップ及びマッ

チングに係るコーディネートを実

施する。また、金融機関等と連携し

海外展開に関心を有する中小企業

者に対して、有益な情報提供を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■海外企業との商談会等を積極的に

開催 

・日本の中小企業のパートナーとなる

ような海外企業を招聘し、国内にい

ながら海外企業経営者と商談でき

る機会を創出。また、商談会開催に

併せ、中小機構が連携関係を有する

海外政府機関等の幹部が、海外展開

等を目指す中小企業者に対し、最新

の投資環境や現地の施策情報を説

明するビジネスセミナーを開催。よ

り多くの機会を提供するよう、前年

度より開催回数を増やしたほか（５

回→１０回）、より地域の中小企業

者のニーズに応えたものとなるよ

う、地銀などとの連携を強化して実

施。 

日本企業の商談会参加者数 ８４

５社 

商談件数 ２，７７７件 

ビジネスセミナー参加者数 ９６

１名（８回） 

 

開催一覧 

開

催

月

商談会名 

海外 

企業

数 

日本 

企業

数 

商談 

件数 

4 月

タイ医療

機器関連 

商談会 

24社 37社 91 件 

5 月

タイ大手

自動車部

品 

商談会 

5 社 72社 125 件 

6 月
タイ商談

会 
34社 90社 252 件 

10

月

タイ商談

会 
19社 45社 124 件 

10

月

インドネ

シア商談

会 

19社 
105

社 
377 件 

12

月

ベトナム

商談会 
22社 

148

社 
574 件 

1 月
ミャンマ

ー商談会 
21社 

180

社 
627 件 
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2 月

タイ医療

機器関連 

商談会 

13社 37社 81 件 

2 月

タイ医療

機器関連 

商談会 

13社 25社 41 件 

3 月
マレーシ

ア商談会 
29社 

106

社 
485 件 

合

計
10 商談会 

199

社 

845

社 

2,777

件 

 

開催事例 

○ミャンマー企業との商談会を東京、

大阪で開催（１月） 

・ミャンマー商工会議所連盟、ＪＩＣ

Ａ等と連携し、インフラ関連、医療

機器、電気・情報通信、機械関連企

業の経営者等を招聘。日本企業１８

０社とミャンマー企業２１社が参

加し、６２７件の商談を実施。 

・商談会開催に併せ、ミャンマー商工

会議所連盟事務局長等によるビジ

ネスセミナーを東京、大阪で開催。

政権交代後より活性化が期待され

るミャンマーのビジネス環境等を

説明。参加者３２２名。 

 

○タイ企業との商談会を大阪で開催

（２月） 

・日本企業とのビジネスを希望する医

療機器関連、自動車部品関連、電気

電子部品関連の製造会社、工業団地

開発会社の来日・ＭＥＤＩＣＡＬ 

ＪＡＰＡＮ出展に併せ、タイ投資委

員会（ＢＯＩ）本部産業連携促進ユ

ニット（ＢＵＩＬＤ）からの協力要

請があり、中小機構は、共催機関と

して商談会を運営。日本企業３７社

とタイ企業１３社が参加し、８１件

の商談を実施。 

 

○地域金融機関と連携した商談会を

大阪で開催（１２月） 

・南都銀行と連携し、同銀行が開催す

る「＜ナント＞ものづくり元気企業

マッチングフェア２０１５」と同日

に、ＴＰＰ参加国であるベトナム企

業の経営者を招聘し、「ベトナム 

CEO 商談会＆セミナー」を開催。日

本企業６９社とベトナム企業２２
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社が参加し、１９３件の商談を実

施。 

 

■ＳＭＥワールドビジネスサポート

の構築 

・中小企業の円滑な海外進出を促進す

ることを目的に、「ＳＭＥワールド

ビジネスサポート（海外進出支援プ

ラットフォーム化）事業」（略称：

ＳＷＢＳ）を実施。 

・国内外の様々な機関とネットワーク

を構築し、海外進出志向の中小企業

とこれを推進・サポートする民間事

業者等（ＳＷＢＳ登録企業）とのビ

ジネスマッチング、情報提供の場を

イベントとＷＥＢで提供。 

・国際化支援アドバイス、ＣＥＯネッ

トワーク事業、Ｆ／Ｓ支援、国際展

示会出展サポート等の支援ツール

との連携、あるいは海外の業務協定

締結機関等と連携した支援を展開。 

・ＳＷＢＳ登録企業を対象に、ＴＰＰ

をテーマとしたセミナーを実施（２

回、１２３名参加）。 

＜イベント開催実績＞ 

開催回数：７回（東京５回、大阪１

回、岡山１回） 

参加者数：５９５名 

商談件数：７５９件 

 

【事例】 

・第７回ＳＷＢＳ懇談会は、マレーシ

アＣＥＯを招聘しての商談会の会

場内で行い、商談に訪れたマレーシ

ア進出を目指す中小企業とマレー

シア進出を支援する企業・団体との

マッチングイベントとして開催。 

・第 1回 SWBS 懇談会 in 中国地域は、

岡山県よろず支援拠点と共催で開

催。基調講演、パートナーによる支

援内容プレゼン、個別相談会、交流

会を実施。９５社、１４３名が参加。 

 

■Ｗｅｂマッチングシステム「Ｊ-Ｇ

ｏｏｄＴｅｃｈ（ジェグテック）」(再

掲) 

・システム改善により、海外企業から

掲載中小企業へ向けニーズを発信す

る機能を追加し、海外企業との WEB

上のマッチング機能を拡充するとと

もに、信頼性の高い海外企業の登録を

促進するため、役員等がＭＯＵ締結先

等の海外中小企業支援機関等を訪問

し、企業推薦に関する協力依頼を行う
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・海外展開に潜在能力を有する中小企

業・小規模事業者１，０００社以上

発掘を達成する。相談・助言につい

ては、その利用者に対して「役立ち

度」に関する調査を実施し、４段階

評価において上位２段階の評価を

得る割合を９５％以上とする。実現

可能性調査（Ｆ／Ｓ）の支援先に対

して、所期の目標達成状況に関する

調査を実施し、４段階評価において

上位２段階の評価を得る割合を９

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海外展開に潜在力のある企業の発

掘：１，３０６社 

 

 

 

など、これらの海外機関との連携を強

化。これらにより、中小企業・小規模

事業者と海外企業との技術提携・共同

開発等のビジネスパートナーマッチ

ングを促進する機能を整備。 

 

【事例】海外企業とのＷｅｂを介した

マッチング推進 

・ＣＥＯ商談会に参加予定のベトナム

企業が、自社の課題解決（日本からの

部品供給）に適合しそうな日本企業を

ジェグテックで事前に検索し面談を

依頼。 

・依頼を受けた掲載中小企業はＣＥＯ

商談会に参加し、ベトナム企業と個別

マッチング実施。現在、具体的なビジ

ネスの連携に向け各種データを確認

調整中。Ｗｅｂとリアルを組み合わせ

た国境を超えた企業間マッチングを

推進。 

 

［海外展示会への出展］ジェグテック

マッチング会 In タイ 

・タイバンコクで開催されたＭＯＵ締

結先であるタイ工業省主催の展示会

「ＳＩＴＥＸ ＥＸＰＯ ２０１５」

において、ジェグテック掲載企業とタ

イ現地企業とのマッチング会を開催。

日本企業５社、タイ企業２５社が参加

し、３０件の商談を実施。 

 

・海外展開に潜在能力を有する中小企

業・小規模事業者 

１，３０６社発掘 

 

■新輸出大国コンソーシアムへの参

画 

・TPP 協定のメリットを最大限活用

し、グローバル市場開拓・事業拡大

を目指す中小企業・小規模事業者

を、製品開発、国際標準化、販路開

拓に至るまでの総合的な支援を行

う「新輸出大国コンソーシアム」（登

録機関数 744：6 月 1 日時点）に参

画。 

林経済産業大臣他が出席した第１

回会合（28 年 2 月 26 日）に、理事

長が出席し、中小企業・小規模事業

者の海外展開への支援の重要性、従

来型の支援に加えて、IT 活用によ

る支援の拡充や海外機関との連携

を強化する考えを表明。 

 

・ＩＴ活用（eコマース支援、ジェグ
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０％以上とするとともに、そのうち

海外展開を実現した支援先につい

ては、支援開始前直近と支援終了後

２年経過後の売上高、従業者数の増

減率の調査・分析等を行う。 

・これらの取組みを通じ、支援先の海

外展開の実現状況を把握するとと

もに、事後フォローアップとして、

企業訪問やヒアリング等を継続的

に行い、窓口相談による対応を図り

ながら、支援先企業の海外展開を継

続的に支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海外の中小企業支援機関や国際協力

機関等に対して、機構の支援ノウハ

ウを提供するなどの連携・交流を進

め、現地の施策・マーケット情報を

収集し、国内中小企業や中小企業支

援者等に対して情報提供を行う。ま

た、海外の中小企業支援機関等と協

力し、国内中小企業と海外企業との

交流を促進する機会を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テック）、民間事業者との連携（Ｓ

ＷＢＳ）、海外支援機関との連携（Ｃ

ＥＯ商談会）、国内支援機関との連

携（よろず支援拠点、商工会、商工

会議所等）、資金供給（ファンド出

資）、など、中小機構が有する強み・

ノウハウやネットワークを活かし

つつ、各種支援施策を有機的に組み

合わせて、ジェトロ等と連携しなが

ら、より多くの中小企業・小規模事

業者の海外展開を強力に支援。 

 

■中小企業の海外進出に係る事業環

境の整備 

・東アジア各国の中小企業支援機関と

東アジア中小企業ラウンドテーブ

ル（日本、韓国、タイ、マレーシア、

ベトナムの５か国が参加）を通じて

我が国の中小企業施策に関する情

報発信と各国の中小企業施策につ

いて情報交換を実施。 

２７年６月にベトナム・ダナンにて

開催された第１０回会議では、イノ

ベーションを共通テーマとして、イ

ノベーション増加のためのＩＣＴ

の有効活用、国境を越えたイノベー

ション促進のための参加各機関と

の連携の重要性について議論。 

２８年３月には第１１回目となる

会議を北海道・小樽にて開催。各国

の海外展開支援策やＴＰＰ等のＦ

ＴＡ／ＥＰＡが各国の中小企業に

与える影響についての情報交換、中

小企業の国際化を支援するための

具体的な連携の方策について議論。 

・韓国の中小企業支援機関である中小

企業振興公団との定例会議（１９９

７年以来、１６回目）を６月に東京

で開催。両機関の海外展開支援策を

中心に、意見・情報交換を行い、両

国の中小企業の国際化の促進のた

めに協力関係を強化していくこと

を確認。これを受け、事務担当者で

具体的な協力内容について協議を

行い、Ｊ－ＧｏｏｄＴｅｃｈを中心

とした協力を進めていくことで合

意。 

・国際中小企業会議（ＩＳＢＣ）運営

委員会（１０月、マレーシア・ミリ

にて開催）に参加。各国の中小企業

に関連する最新のトピックについ

ての意見交換、ＩＳＢＣの今後につ

いて議論。 

・タイ、ベトナム等の中小企業支援機
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【重要度：高】 

①起業支援ファンド、中小企業成長支

援ファンドの組成促進 

（理由） 

政府の日本再興戦略に掲げられ

た「開業率・廃業率が米国・英国レ

ベル（10%台）になることを目指す」、

日本再興戦略改訂 2014 に掲げられ

た「地域の中堅企業等を核とした戦

略産業の育成」の目標に貢献するた

め、また、まち・ひと・しごと創生

総合戦略（2015 改訂版）において、

「リスク性資金の充実に向けた環

関や海外協力機関の訪日受入を３

３回（２１５名）実施したほか、国

際協力機構の企画する研修ミッシ

ョンの受入又は講師派遣要請に３

２回対応し、海外からの研修参加者

のべ２９１名に対して中小機構の

事業を説明。 

・中小機構とＭＯＵを締結しているマ

レーシア中小企業公社（ＳＭＥ Ｃ

ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｍａｌａｙ

ｓｉａ）の人材育成プログラムであ

る、ＳＭＥ＠Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 

Ｐｒｏｇｒａｍｍｅの卒業生等３

３名を東京校にて受け入れ。日本的

経営に関する理解を深めるための

情報提供、日本企業とのビジネスマ

ッチングを実施。 

・産油国協力の一環として、サウジア

ラビア王国の公的な企業育成支援

機関Ｒｉｙａｄａｈと相互協力に

係るＭＯＵを更新。 

・サウジアラビア企業の生産性向上を

目的として、品質管理と生産設備保

全をテーマとした研修をサウジア

ラビアで実施。またアラブ首長国連

邦においては、伝統技術の事業化支

援ワークショップを実施。 

 

 

【重要度：高】 

①起業支援ファンド、中小企業成長支

援ファンドの組成促進 

［数値目標］ 

○新規ファンド組成数：１０ファン

ド以上 

［実績］１５ファンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ＴＰＰ協定を契機とした海外展開

支援 



60 

 

境整備」にむけて機構ファンドを活

用するとされたことを踏まえ、新た

なファンドの組成を促進し、中小企

業・小規模事業者へのリスクマネー

供給の円滑化を図ることが重要で

あるため。 

［数値目標］ 

○新規ファンド組成数：１０ファン

ド以上 

 

②ＴＰＰ協定を契機とした海外展開

支援 

（理由） 

政府の日本再興戦略に掲げられ

た「新たに中小企業・小規模事業者

1万社の海外展開の実現」への貢献

とともに、ＴＰＰ協定を契機に海外

からも高い評価を受けている日本

の技術・サービスを海外市場に展開

し、需要を獲得していく最大のチャ

ンスと認識し、中小企業・小規模事

業者の海外展開支援を強化してい

くことが重要となるため。 

［数値目標］ 

○海外展開に潜在力のある中小企

業・小規模事業者の発掘数：１，

０００社以上 

 

 

【難易度：高】 

①起業支援ファンド、中小企業成長支

援ファンドの組成数：１０ファンド

以上 

（理由） 

１０ファンド以上組成という目

標について、前中期目標期間の水準

を２８パーセント上回るチャレン

ジングな水準を目標として設定し

ているため。 

（前中期目標期間実績（平均）：７．

８ファンド） 

 

②ＴＰＰ協定を契機とした海外展開

支援 

（理由） 

政府の日本再興戦略に掲げられ

た「新たに中小企業・小規模事業者

1 万社の海外展開の実現」へ向け

て、優れた技術・サービスを有する

多くの中小企業・小規模事業者が、

海外に事業展開することを促進す

るため、海外展開に潜在力を有する

中小企業・小規模事業者を発掘し、

支援することとしている。中小企

（理由） 

［数値目標］ 

○海外展開に潜在力のある中小企

業・小規模事業者の発掘数：１，

０００社以上 

［実績］１，３０６社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【難易度：高】 

①起業支援ファンド、中小企業成長支

援ファンドの組成数：１０ファンド

以上 

［実績］１５ファンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ＴＰＰ協定を契機とした海外展開

支援 

［主要な実績］ 

○国際化アドバイス件数：５，３７

６件 

役立ち度：９９．８％ 

○海外展セミナー回数：１３８回 

 参加人数：３，８５６人 

○海外展セミナー回数：１３８回 

 参加人数：３，８５６人 

○海外事業可能性調査（Ｆ／Ｓ）等 

Ｆ／Ｓ支援：６５社 

Ｆ／Ｓ支援の目標達成率：９０.

０％（目標９０％以上） 

ホームページの外国語化等の支

援：５６社 

○海外企業との商談会 

開催回数：１０回、 

参加日本企企業数：８４５社 

商談件数：２，７７７件 

○海外展開に潜在力のある中小企

業・小規模事業者の発掘数：１，３

０６社（目標１，０００社以上） 
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業・小規模事業者の海外展開は、相

手国・地域の法制度、各種規制、経

済発展や日本企業の進出状況、競争

環境等を勘案し、それぞれの国・地

域に応じた計画的な取組が必要と

なる。さらに、中小企業・小規模事

業者においては、海外展開に必要な

人材や経験等が不足する場合が多

いため、海外展開に関する専門的知

見・ノウハウに加え、中小企業・小

規模事業者の特性を熟知した専門

家を育成・配置し、丁寧に支援する

ことが求められることから、非常に

労力と時間を要し、その難易度は極

めて高い。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２ 経営基盤の強化 

業務に関連する政策・施

策 

ものづくり・技術の高度化支援、、技術革新・ＩＴ化支援、雇用・

人材支援、小規模企業支援、連携・共同化の推進、エネルギー・環

境対策、経営者保証の負担軽減、中小企業の会計、中小企業の事業

承継、中小商業の振興、中心市街地の活性化、相談、情報提供 等

 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人中小企業基盤整備機構法第 15 条第 1項第 1号、2号、3号、4

号、8号、9号、11 号、19 号、20 号、21 号、附則第 8条の 4 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度：高】 
①地域支援機関等の支援能力の向上支援 
（理由） 
政府の小規模企業振興基本計画に掲げられた目標への貢献に向け、
地域支援機関等の職員等に対し、機構の知見・ノウハウを活かした
研修等を実施することで主要な役割を果たすことが重要であるた
め。 
［数値目標］ 
○地域支援機関等の専門家・職員等を対象とした講習会参加者数：
４，０００人以上 
○都道府県や地域支援機関等の職員等を対象とした研修受講者
数：６，７００人以上 
 
②よろず支援拠点全国本部を通じた全国経営支援体制の強化 
（理由） 
政府の小規模企業振興基本計画において、機構は各拠点の統括・サ
ポートを行うことされ、また、日本再興戦略改訂 2015 においても、
よろず支援拠点の機能・体制を抜本的に強化するとされているた
め。 
 
③平成 29 年 4 月の消費税軽減税率導入に伴う中小企業・小規模企
業事業者対策の着実な実施 
（理由） 
中小企業・小規模事業者が、消費税軽減税率制度に円滑に対応でき
るよう施策を講じることは、極めて重要な政策課題であり、複数税
率対応レジの導入や受発注システムの改修等に対し補助を行う事
業については、政府の政策展開を踏まえ、迅速かつ着実に実施する
ことが重要となるため。 
 
【難易度：高】 
①都道府県や地域支援機関等の職員等を対象とした研修受講者
数：６，７００人以上 
（理由） 
研修受講者数６，７００人以上という目標について、前中期目標期
間の水準（平均４，１９５人）を６０パーセント上回るチャレンジ
ングな水準を目標として設定しているため。 
 
②よろず支援拠点全国本部を通じた全国経営支援体制の強化 
（理由） 
「よろず支援拠点」事業は、高度でより専門性の高い経営課題に対
する支援体制として、その重要度を増しており、制度発足後２年目
である今年度は、各拠点の相談件数や支援品質の向上、認知度の向
上などが重要な目標であり、全国本部として、全国４７拠点の各々
の課題を設定し、その特性を踏まえたきめ細かな助言等を実施する
とともに、環境変化や相談内容の傾向・変化等を踏まえた上で研修
を企画・実施することが必要となる、非常に難易度の高い業務であ

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0533 
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るため。 
 
③平成 29 年 4 月の消費税軽減税率導入に伴う中小企業・小規模企
業事業者対策の着実な実施 
（理由） 
中小企業・小規模事業者が、消費税軽減税率制度に円滑に対応でき
るよう施策を講じることは、極めて重要な政策課題であり、小規模
の小売事業者等の経営実務に混乱がないように措置することが重
要となっているが、これは、これまでに取り組んだことのない業務
であり、関係機関等と丁寧な調整を行いつつ、平成 28 年度の助成
業務の実施に向けて、短期間で実施スキームの検討及び体制の整備
等を行うことが不可欠なっており、これらは非常に労力を要すると
ともに、迅速かつ遺漏ない対応が求められるため。 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度   ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

中小企業者向け研修・セミナー  予算額（千円）      

受講者数 

（計画値） 

 － 29,700 人

以上 

21,000 人

以上 

    決算額（千円）      

受講者数 

（実績値） 

－  37,868 人 28,009 人     経常費用（千円）      

達成度 － － 127.5% 133.4％     経常利益（千円）      

支援担当者等向け研修  行政サービス実

施コスト（千円）

     

受講者数 

（計画値） 

 － 6,700 人

以上 

6,700 人

以上 

    従事人員数  751 人 

の内数 

   

 受講者数 

（実績値） 

－  7,459 人 7,819 人            

 達成度 － － 111.3% 116.7％            

 地域支援機関等への講習会等         

 参加者数 

（計画値） 

 － 4,000 人

以上 

4,000 人

以上 

           

 参加者数 

（実績値） 

－  5,801 人 7,267 人            

 達成度 － － 145.0% 181.7%            

 Ｊ－Ｎｅｔ２１         

 年間セッシ

ョン数 

（計画値） 

  － 650 万セ

ッション 

           

 年間セッシ

ョン数 

  － 786 万セ

ッション 

           

別紙 4参照 

(参考値) 

別紙 5参照 

(参考値) 

別紙 6参照 

(参考値) 
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（実績値） 

 達成度    120.9%            

 高度化事業         

 現地支援件

数（計画値） 

 － 600 件以

上 

600 件以

上 

           

 現地支援件

数（実績値） 

－  722 件 809 件            

 達成度 － － 120.3% 134.8%            

 中心市街地協議会等支援         

 調査・助言件

数（計画値） 

 － 170 地域

以上 

170 地域

以上 

           

 調査・助言件

数（実績値） 

－  210 地域 183 地域            

 達成度 － － 123.5% 107.6%            

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ２．経営基盤の強化 

 

地域経済と雇用の担い手である中

小企業・小規模事業者の活力を引き出

すとともに、日本再興戦略の｢２０２

０年までに黒字の中小企業・小規模事

業者の倍増｣を実現させるため、機構

は、地域支援機関等の支援機能及び能

力の強化・向上支援、情報提供の積極

的な推進、多様な経営課題を解決する

ための相談・助言等による経営支援、

専門家の派遣、高度化事業による連

携・共同化への資金支援、中心市街地

や商店街の活性化支援などにより、中

小企業・小規模事業者の経営基盤と経

営力の強化を図り、小規模事業者に焦

点を当てた政策展開と日本再興戦略

に掲げられた目標達成に貢献するこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域支援機関等への支援機能

及び能力の強化・向上支援 

 

中小企業・小規模事業者の経営課題

は、複雑化、多様化、高度化してきて

おり、地域支援機関等には、より専門

的な知識、具体的な提案能力、幅広い

ネットワーク等が求められている。特

２.経営基盤の強化 

 

日本再興戦略において２０２０年

までに黒字の中小企業・小規模事業者

を倍増するとしている。地域経済と雇

用の重要な担い手である中小企業・小

規模事業者の活力を引き出すために

は、ＩＴ能力の向上と活用が必要不可

欠である。とりわけ小規模事業者のＩ

Ｔ能力の向上と活用の促進に重点を

置く。また、中小企業・小規模事業者

に対する全国的な支援体制を強化す

るための機能を担う。さらに、①中小

企業大学校の研修、②中小企業・小規

模事業者の経営課題解決のための情

報提供、相談・助言、専門家の派遣等、

③高度化事業による中小企業・小規模

事業者の連携・共同化、経営革新の資

金支援や中心市街地・商店街支援等に

より、政府の政策展開と日本再興戦略

に掲げられた目標達成に貢献する。 

以下に記載する（１）①及び②、（２）

②の研修の中期目標期間中の受講者

は、１５万人以上とする。今後、新た

な政策課題に対応した研修の実施の

要請とそれに伴う予算措置等がされ

た場合には、その着実な実施を図る観

点から必要に応じ１５万人以上とす

る数値目標等を含む本計画の変更を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域支援機関等への支援機能

及び能力の強化・向上支援 

 

①地域支援機関等への支援機能の強

化 

 

中小企業・小規模事業者の全国的な

支援体制を強化するため、機構の知見

２.経営基盤の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域支援機関等への支援機能

及び能力の強化・向上支援 

 

①地域支援機関等への支援機能の強

化 

 

１）地域支援機関等への訪問活動、研

修・講習会等を通じた支援機能・能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.経営基盤の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域支援機関等への支援機能及

び能力の強化・向上支援 

 

①地域支援機関等への支援機能の強

化 

 

１）地域支援機関等への訪問活動、研

修・講習会等を通じた支援機能・能

経営基盤の強化 

＜評定と根拠＞ 

評定： Ａ 

根拠：小規模企業振興基本計画の重点

施策「支援体制の整備」に位置付け

られた「よろず支援拠点全国本部」

では、各拠点へのサポートにより前

年度より来訪相談者数で約２倍、相

談対応件数で約２．６倍と大きな成

果の実現に貢献。 

地域支援機関等への講習会、研修・

セミナー等受講者数は対年度目標

１１６．７％と目標を上回る実績を

達成。中小企業・小規模事業者に対

する研修・セミナー等の受講者数に

ついても対年度目標１３３．４％と

高い水準で目標を達成。 

さらに、政策課題である消費税軽減

税率導入に向けた対策や事業承継

に関するセミナーや相談対応を積

極的かつ迅速に実施。このほか、経

営課題に応じた専門家派遣、Ｊ－Ｎ

ｅｔ２１による情報提供等の各業

務で年度目標を上回る実績や高い

事業成果を得ていることからＡ評

価と判断。 

 

１．よろず支援拠点全国本部 

①小規模企業振興基本計画では、重点

施策「支援体制の整備」において、

高度でより専門性の高い経営課題

に対する支援体制として「よろず支

援拠点」の知見を活用することと

し、機構は「よろず支援拠点全国本

部」の役割を担い、各拠点の統括・

サポートを行うことされている。 

②よろず支援拠点全国本部では、本部

に専門家を配置し各拠点への巡回

相談２７４回を実施したほか、各拠

点のコーディネーター等に対する

全国研修や各経産局と連携したブ

ロック別研修、新任のコーディネー

ターを対象に先進的な支援機関の

取組を学ぶ研修などきめ細かな研

修を実施し、各拠点の支援能力の向

上を支援。 

③各拠点の支援ネットワークの強化

を支援するため、日本弁護士連合

会、日本弁理士会、知財総合支援窓

口、全国最低賃金総合電話センター
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に、中小企業の約９割を占める３３４

万の小規模事業者に対して広く、か

つ、きめ細かく施策情報等を周知し、

実際の支援や活用に繋げていくこと

が重要である。機構は、地域支援機関

等の支援上の課題への相談・助言、優

れた支援事例や支援ノウハウの収

集・提供等により中小企業・小規模事

業者に対する全国的な支援体制を強

化する役割を担うとともに、中小企業

大学校による地域支援機関等の支援

担当者への研修等を通じて地域支援

機関等の支援機能及び能力の強化・向

上を支援する。また、Ｗｅｂの活用等

による情報発信力の強化を図るとと

もに、経営課題等に関する情報収集、

調査・研究等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とノウハウを結集し、地域支援機関等

への施策情報等の提供、支援上の課題

への相談・助言、優れた支援事例や支

援ノウハウの収集・提供、国の政策課

題に対応した支援能力を向上させる

ための専門家等に対する研修、地域レ

ベル・全国レベルでの地域支援機関等

の連携の促進等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力の強化・向上 

 

・地域支援機関等への訪問活動による

相談助言、施策情報、支援事例、支

援ノウハウ等の提供を行うととも

に、国の政策課題や地域支援機関等

の支援上の課題に対応した専門家

等に対する講習会、セミナー等を行

う。 

・上記講習会等については、参加者数

４，０００人以上を目指し、講習会

等の実施後において、参加者に対し

て「役立ち度」に関する調査を実施

し、４段階評価において上位２段階

の評価を得る割合を９５％以上と

する。 

・事業承継や事業引継ぎにおける課題

やその対応について、普及・啓発を

図るためのセミナー等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力の強化・向上 

 

■地域支援機関等の支援機能・能力の

強化・向上支援 

○地域支援機関等への支援 

・地域支援機関等を訪問し、支援施策

情報、支援ツール等を提供するとと

もに、地域支援機関等の支援上の課

題を聴取の上、助言を実施。２７年

度は経営発達支援事業に取り組む

商工会、商工会議所、コンサルティ

ング機能の強化に取り組む金融機

関への訪問を重点化。 

訪問回数 １，７０４回 

・地域支援機関等の支援上の課題やニ

ーズを踏まえ、地域支援機関等の担

当者向けに講習会等を実施。 

実施回数 １１５回、参加者数 

３，３５８人、役立ち度 ９８．１％ 

・日本商工会議所、全国商工会連合会、

全国信用組合中央協会が主催する

研修会等への講師派遣、情報提供等

を実施（４回）。 

・商工会、商工会議所の支援手法のポ

イントを分析した３９事例（「地域

活性化のための面的支援」調査研究

報告書（２０事例）、小規模事業者

の売上拡大支援手法調査研究報告

書（１９事例））を新たに機構ホー

ムページに掲載し情報提供。 

・経営課題に応じた支援ナビ１２件、

支援に活用できる支援ツール１０

件を機構ホームページにて公開す

るとともに、上記講習会等で提供。 

・地域支援機関等の支援機能の強化を

図るため、機構が有する支援ノウハ

ウを実用的にまとめた「小規模事業

者支援ガイドブック」を計画的に作

成し機構ホームページにて公開。 

２７年度は新たに「地域資源を活用

した売れる商品づくりサポートブ

ック」を作成し、全ての商工会・商

工会連合会、商工会議所、中央会、

よろず支援拠点等に印刷物を配布

（２，３２３先、１１，８５０部）。 

また、２６年度に作成した「小規模

事業者の事業計画づくりサポート

ブック」については、支援機関全国

組織が実施する研修（全国商工会連

合会の職員協議会研修、日本商工会

議所の全国経営指導員研修、全国信

用組合中央協会のコンサルティン

グ機能強化講座）や地域支援機関等

の担当者向けの講習会等で活用し

等との連携促進を図ったほか、各拠

点の支援ノウハウを向上させるた

めのサポーターを各拠点に派遣し、

勉強会の開催や相談・助言のＯＪＴ

などを実施。また、各拠点の広報支

援として、機構の小規模共済加入者

約１２５万人へ資料を送付し、各拠

点の取組事例（９６事例）を取りま

とめた事例集を作成したほか、１７

６事例を機構ＨＰで公開。 

④各拠点の相談者への満足度調査や

各拠点の活動評価として相談対応

件数、来訪相談者数、ネットワーク

構築件数、課題解決件数の４つの目

標数値に対する進捗管理を行うこ

とで、各拠点の強み弱みを把握した

うえで、各拠点の実態に応じ、サポ

ーターによる勉強会やアドバイス

を実施した。さらに、中小企業庁・

経産局等とともに全拠点への評価

ヒアリング、アドバイザリーボード

への意見聴取などを行い、より質の

高い支援を行うための体制づくり

を支援。 

⑤これらの取組を通じて、各拠点の来

訪相談者数７７，５５９人（２６年

度３９，７３３人、対前年度１９５．

２％）、相談対応件数２４３，３５

４件（２６年度９２，８２０件、対

前年度２６２．２％）と大きな成果

の実現に貢献。 

 

２．地域支援機関等の支援能力の向上

及び経営基盤となる人材の育成 

①小規模企業振興基本計画（平成２６

年１０月３日閣議決定）を踏まえ、

全国３２５万の小規模事業者への

支援強化に対応するため、商工会・

商工会議所等の地域支援機関等の

支援能力の向上を支援。地域支援機

関等への講習会等の受講者数７，２

６７人（年度目標４，０００人、対

年度目標１８１．７％）のほか、小

規模事業者への支援ポイントを分

析した事例報告書（地域活性化、売

上拡大の２テーマ）や、地域資源を

活用した商品づくりについて取り

まとめた小規模事業者支援ガイド

ブックを作成するなど、地域支援機

関の小規模事業者支援に役立つ支

援ツールを開発・提供。 

②また、中小企業大学校の中小企業支

援担当者研修等で支援人材の育成、

支援能力の向上を目的とした実践
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＜主な定量的指標＞ 

・地域支援機関等への講習会等の参加

者数：７，２６７人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普及を促進。 

 

○小規模事業者等への情報発信 

・小規模事業者に対する地域支援機関

等の優れた支援事例を収集、取材

し、活動を紹介する動画を作成（１

０事例）。動画については、機構ホ

ームページに公開し、インターネッ

ト上のバナー広告を活用するなど

して普及。 

 

○事業承継に関する相談・助言等 

・各地域本部において、地域支援機関

の支援能力の向上を図るため、地域

の支援機関や金融機関に対して、事

業承継に関する情報提供や助言を

実施。（２，５７８件） 

・各地域本部において、地域の支援機

関や金融機関の職員を対象とした

事業承継に関する講習会を実施。 

開催数：１５３回、参加者数：３，

９０９人 

役立ち度９８．５％ 

 

○地域支援機関等に対する講習会等 

参加者数総計 ７，２６７人 

 役立ち度 ９８．３％ 

 

○認定経営革新等支援機関への支援 

・機構ホームページ等に施策、研修・

セミナー情報、支援現場で役立つツ

ール等を掲載した「認定経営革新等

支援機関向けサイト」を整備し、認

定経営革新等支援機関に関連する

中小企業施策・支援事例や研修の情

報等を発信。 

 

・認定経営革新等支援機関が抱える支

援上の課題等に対して、専門家によ

る助言、情報提供等を実施。 

窓口相談件数 ９件、出張相談件数 

６件、 

利用者の役立ち度 １００．０％ 

 

○事業承継セミナーの開催 

・事業承継に対する計画的な取組みの

重要性や様々な課題に対応するた

めの情報を周知・普及するため、中

小企業・小規模事業者等を対象とし

たセミナーを各都道府県で実施。 

開催数：５０回、参加者数：８２６

人 

 

○事業承継フォーラムの開催 

的な研修の実施ほか、商工会・商工

会議所の若手経営指導員を先進的

な取組を行う支援機関等へインタ

ーンシップ的に派遣する研修、政策

課題である海外展開支援研修（認定

支援機関向け）、新たに事業引継ぎ

に関するセミナー等を開催。受講者

数は７，８１９人（年度目標６，７

００人、対年度目標１１６．７％）

と目標を上回る実績を達成。 

③中小企業・小規模事業者等への研修

等では、中小企業大学校や小規模事

業者の利便性に配慮したセミナー、

平日夜間や土曜・日曜を中心に開講

するサテライト施設ＴＩＰ＊Ｓで

のセミナー・研修、政策課題である

消費税転嫁対策講習会等を実施。受

講者数は２８，００９人（年度目標

２１，０００人、対年度目標１３３．

４％）と目標を大きく上回る実績を

達成。 

 

３．新たな政策課題への対応 

①消費税軽減税率導入に向けた対策 

２９年４月の消費税軽減税率導入

に向けた対策として、平成２７年１

２月の閣議決定で予備費活用によ

る複数税率対応レジの導入及び受

発注システムの改修等の支援が決

定。年末、機構に９４８億円の基金

を設置後、２８年１月７日に組織横

断的な準備室を立ち上げ、速やかに

複数税率対応レジメーカーやシス

テムベンダーなど４９先、７１回の

ヒアリングを行いながら、事業の制

度設計を検討。前例のない事業規模

での制度創設に迅速に対応し、３月

１６日に専用ＨＰでの制度概要、補

助対象レジ・ＰＯＳシステムの登録

やメーカー・システムベンダーの指

定の公表を行い、コールセンターも

開設。準備室立ち上げから約３か月

という極めて短い準備期間のなか、

２８年４月１日に補助金申請受付

を開始。 

②事業承継支援 

事業承継に関する計画的な取り組

みの重要性の普及や情報提供のた

め、中小企業小規模事業者等を対象

に４７都道府県でセミナーを開催

（５０回、８２６人）するとともに、

先代経営者と後継者の体験をベー

スとした事業承継のポイントを周

知するフォーラムを東京、愛知、大
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 ２）よろず支援拠点全国本部事業の

実施 

 

・よろず支援拠点の全国本部として、

よろず支援拠点への研修、課題への

助言、優れた支援事例の取りまと

め・共有等を行うことにより、よろ

ず支援拠点が設定する事業目標が

達成できるよう支援するとともに、

よろず支援拠点が実施する業務の

評価等を行う。 

 

・よろず支援拠点への研修について

は、研修実施後の受講者に対して

「役立ち度」に関する調査を実施

し、４段階評価において上位２段階

の評価を得る割合を９５％以上と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・老舗企業経営者、先代経営者及び後

継者の体験に基づく事業承継のポ

イント等を周知するため、中小企

業・小規模事業者、士業、支援機関

等を対象としたフォーラムを開催

（東京、愛知、大阪）。 

参加者総数：３８９人 

            

２）よろず支援拠点全国本部事業の実

施 

 

■よろず支援拠点への支援 

○拠点ごとのきめ細かな支援の実施 

・本部に担当職員と専門家、地域本部

に担当職員を配置し、よろず支援拠

点全国本部として各拠点の活動支

援等を実施する組織体制を整備。 

・本部専門家が担当拠点を訪問するな

どして、問題の把握に努め、その解

決に向けた支援を実施。 

各拠点への巡回訪問回数 ２７４

回 

・本部・地域本部間において、日常の

情報交換のほかに会議を定期的に

開催し、巡回訪問時の情報や各拠点

の月次実績等についての情報共有

を促進し、各拠点等が設定した目標

の未達要因の分析や目標達成のた

めの支援方法等について意見交換

を実施。その上で拠点ごとに適切な

支援を実施。 

本部・地域本部間で定例会議 １０

回 

・特に来訪相談者数に課題を抱えてい

る拠点については、来訪相談者が多

数ある拠点の取組事例を提供し、当

該拠点の所在する都道府県等の関

係機関に対し、支援の協力を要請。 

・各拠点の支援ノウハウの習得や知名

度等の向上を目的として各拠点が

実施する研修・セミナー等に専門家

を派遣する「サポーター派遣事業」

を実施。同事業では、経営改善等を

テーマにサポーターを含め複数拠

点のコーディネーター等が参加し

意見交換を行う勉強会を実施。ま

た、サポーターが実施する相談対応

の場に同席し、助言方法等を学ぶＯ

ＪＴを実施。 

また、各拠点での対応が難しい相談

案件に対し中小機構の専門家が協

働して相談に応じる「小規模事業者

等アドバイス事業」も実施。 

サポーター派遣回数 ４７回 

阪で開催（３回、受講者数３８９

人）。また、地域支援機関や地域金

融機関の職員を対象とした講習会

（１５３回、３，９０９人）、機構

専門家による地域支援機関や地域

金融機関への相談・助言（２，５７

８件）を実施。 

 

＜課題と対応＞ 

２６年６月に設置されたよろず支

援拠点の相談件数は２７年度末累

計で約３４万件となり、各拠点とも

増加傾向にある。また、相談内容も

高度化・多様化しており、２８年度

に拡充された各拠点の専門家の育

成・レベルアップが必須な状況とな

っている。このため、よろず支援拠

点全国本部で実施する拠点専門家

への支援スキル向上のための座学

研修やＯＪＴ研修を強化するとと

もに、幅広い相談分野に対応できる

よう機構の支援サポーターの充実

を図る。また、地域の実情等を踏ま

え、その実態に応じたきめ細やかな

専門家等への支援を行う。 
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小規模事業者等アドバイス事業実

施件数 １件 

・各拠点の支援ネットワークの強化を

図るため、日本弁護士連合会、日本

弁理士会、知財総合支援窓口、全国

最低賃金総合電話相談センター等

との連携促進を支援。 

・よろず支援拠点の連携機能強化の一

環として整備した認定経営革新等

支援機関検索システムについて、利

便性の向上を図るための改修を実

施。 

 

○環境変化等を踏まえ支援に役立つ

実践的な研修の実施 

・各拠点のコーディネーター等に対す

る全国研修を実施。業務方針の共有

や新規施策等の情報提供、他の支援

機関との連携促進、工夫した拠点の

取組状況等の発表・共有等により、

各拠点の円滑な運営を支援。 

全国研修２回、受講者数２１３人、

役立ち度９７．７％ 

・地域間の交流を深められるよう、各

経済産業局と連携して、各拠点の取

組状況の共有、地域間連携の促進

や、拠点運営等の課題解決を図るた

めの意見交換を行う研修をブロッ

クごとに実施。 

ブロック別研修１４回（２回×７箇

所）、 

受講者数２８４人、役立ち度９９.

２％ 

・新任のコーディネーターに対して先

進的な支援機関の取組みを学ぶ研

修を実施。 

新任コーディネーター研修３回、受

講者数７人、 

役立ち度１００．０％ 

・研修の実施にあたっては、現状の問

題に気づきを与えられるよう事例

研究・ディスカッションの機会を増

加。加えて、相談者を増やすために

工夫した活動を行っている拠点の

取組みを発表・共有するとともに、

各拠点の個別訪問の際にも効果的

な取組事例を提供することなどに

より、来訪相談者の増加に向けた活

動を後押し。 

・上記研修実績の累計 

研修回数１９回、受講者数５０４

人、役立ち度９８．６％ 

 

○各拠点の広報支援 
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・よろず支援拠点と他の支援機関との

連携促進のため、商工団体の全国組

織にＰＲを実施したほか、支援機関

向けセミナー等において、よろず支

援拠点事業を紹介。 

・よろず支援拠点の活動を広く周知す

ることを目的に、小規模共済の加入

者約１２５万人に対しよろず支援

拠点のＰＲ資料の送付を実施。 

・よろず支援拠点の取組事例集を作成

（９６事例）し、関係機関に配布（９

６先、１３，０００部）。 

・よろず支援拠点の取組事例を収集し

機構ホームページで公開（１７６事

例）。 

・中小機構発行「中小企業振興」にお

いて、複数のよろず支援拠点を紹介

（２７年度７回）。 

・ＴＶメディアで全国本部専門家等が

よろず支援拠点を紹介。 

・日本公認会計士協会、知財総合支援

窓口、日本弁理士会、ＴＫＣ、全国

社会保険労務士連合会、全国最低賃

金総合電話相談センター等、各種団

体の会合や研修、機関紙やホームペ

ージにおいてよろず支援拠点の紹

介、記事掲載等によるＰＲを実施。 

・各種機関紙（全国連「商工会」、中

央会「中小企業と組合」、東京商工

会議所「東商新聞」）への広告掲載

を実施。 

 

○各拠点の評価の実施 

・よろず支援拠点を受託している実施

機関及びコーディネーターのヒア

リング並びに実績確認による定性

的・定量的な観点から評価を実施。 

・評価にあたっては、顧客満足度調査

を年２回（７月、１０月）実施。そ

の結果については、評価に活用する

だけでなく、各拠点にフィードバッ

クすることにより各拠点の業務改

善に向けた取組みを促進。 

 

○各拠点の事務作業軽減に向けての

業務改善 

・各拠点の事務作業の軽減に向けて、

中小企業庁と調整を行い、取組状況

報告書や事業報告書の記載項目数

を大幅に削減。 

・また、２６年度は各拠点に相談記録

を集計した実績報告を毎月求めて

いたが、２７年度はクラウド上に専

用システムを構築し各拠点が相談



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中小企業大学校の研修を通じた支

援能力の向上 

 

地域支援機関等の支援人材に対し、

実践的な研修と政策課題に対応した

研修を行う。特に、ＩＴ活用能力の向

上等の小規模事業者の特性に合わせ

た実効性ある支援ができる研修を拡

充する。研修の実施にあたっては、中

小企業・小規模事業者の成功事例、機

構や地域支援機関等の支援事例等を

取り入れた研修教材を開発し、実践的

な研修を行う。 

成果の目標は、研修実施後の全ての

受講者から研修が「役に立った」「ま

た利用したい」との評価を受けること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中小企業大学校の研修を通じた

支援能力の向上 

 

・都道府県や地域支援機関等の職員等

に対して、支援人材の育成及び支援

能力向上を目的とした実践的な研

修や政策課題に対応した研修を実

施する。研修の実施にあたっては、

中小企業・小規模事業者の成功事例

等を取り入れた研修教材を開発し、

演習等を交えた実践的な研修をす

るとともに、海外展開支援、ＩＴ活

用能力の向上、販路開拓支援、農商

工連携等新事業活動支援などの政

策課題に対応した研修も実施する。

 

・中小企業の新たな事業活動の促進に

関する法律における経営革新等支

援機関の認定に必要となる中小企

業経営改善計画策定支援研修を実

施する。 

 

・地域支援機関等からのニーズを把握

しつつ研修品質の向上を図り、受講

者数は６，７００人以上とする。ま

た研修の実施後において、受講者に

対して「役立ち度」及び「今後の利

用希望」に関する調査を実施し、「役

立ち度」は、４段階評価において上

位２段階の評価を得る割合を９

５％以上とし、「今後の利用希望」

は、「利用したい」と評価を得る割

合を９５％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録を入力すれば、相談実績等が自

動集計され、クラウド上で相互に確

認できる仕組みに変更したことに

より、各拠点の実績集計・報告作業

を軽減。（独立行政法人通則法第２

８条の４に基づく平成２６年度評

価結果の反映状況の公表） 

 

○よろず支援拠点の実績（参考） 

上記支援もあって拠点の実績が大

幅に向上。 

・相談対応件数 ２４３，３５４件（前

年度９２，８２０件） 

・来訪相談者数 ７７，５５９人（前

年度３９，７３３人） 

・顧客満足度 第１回８４．４％、第

２回８８．５％（前年度 ８４．

４％） 

 

②中小企業大学校の研修を通じた支

援能力の向上 

 

■地域支援機関担当者向け研修 

○地域支援機関担当者向け研修の成

果 

研修回数 １２７回、受講者数 

３,９９１人、 

応募率 １０６．６％、受講率 ９

８．３％ 

受講者の役立ち度 ９７．８％ 

今後の利用希望 ９７．０％ 

 

○新たな政策課題、中小企業支援施策

等や支援機関のニーズ等に対応し

た研修の実施。 

・海外展開を計画する中小企業者から

の相談に適切に対応するため、特に

貿易取引、現地進出等の支援事例や

演習を通じて海外展開の支援方法

を学ぶ研修を実施。 

・中小企業のＩＴ化支援に関する相談

対応能力を向上させるため、ＩＴ化

の相談ケースをもとに、対応方法、

支援方法について演習を交えて習

得する研修を実施。 

・小規模企業の経営革新の計画策定及

びその実行を支援し、農商工連携、

創業、事業承継等の課題にも対応で

きるように、事例研究等を交えた研

修を実施。 

・コミュニティビジネスへの参入を考

えている中小企業を支援するため、

地域活性化につながる実践的な手

法を事例研究を交えて学ぶととも
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に、演習を交えて同ビジネスへの参

入に向けた支援プランを策定する

研修を実施。 

・中小企業の再生支援を推進する上で

必要な財務改善や経営改善等の企

業再生の基本的な知識および手法

を演習を交えて学ぶ研修を実施。 

 

○経営革新等支援機関として認定を

受けるための研修の実施 

・中小企業の新たな事業活動の促進に

関する法律における経営革新等支

援機関として認定を受けるために

必要な専門的知識や実務経験に関

する認定申請の資格要件を付与す

るための中小企業経営改善計画策

定支援研修を実施（研修回数１７

回、受講者数４１７人）。 

 

○研修企画力を活かし支援機関それ

ぞれの研修ニーズに即した研修の

実施 

・地域金融機関職員等を対象に、リレ

ーションシップバンキングを推進

する人材の育成を目的とした研修

を実施。 

（研修回数４回、受講者数１０４

人） 

 

○教材・研修プログラムの開発 

・新たな取組みとして、小規模事業者

の経営戦略や人材育成に関するケ

ースメソッド教材を５事例開発。大

学校を受講した小規模事業者を題

材に取り上げたもので、研修におい

て討議用に使用することを想定し

たもの。 

また、ホームページ上にも掲載し、

小規模事業者の人材育成事例の紹

介、大学校の中長期研修の研修効果

などのＰＲにも活用。 

・中小企業経営改善計画策定支援研修

におけるカリキュラム、演習用のケ

ースのリニューアルを行い、各大学

校の研修で活用。 

 

○研修による具体的な成果 

・中小企業診断士養成課程や専門研修

（地域資源活用コーディネータ養

成研修等）など、計８コースを受講

している商工会の経営指導員が、大

学校で学んだ経営課題抽出、ビジョ

ン策定、市場調査、地域ブランド戦

略、新商品開発手法、知的財産等の
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知識を活かし、「地域力活用新事業

∞全国展開プロジェクト」等の補助

事業も有効に活用しながら、地元の

温泉地の統一ブランド化や牛肉、野

菜、果物等を使った新商品開発やブ

ランド化、プロモーション等を支

援。プロジェクトに参加した１３社

中１１社が、着手前と比較して売上

が向上。このうち、飲食業１社は売

上が約２倍、小売業１社は売上が約

１．５倍。 

・経営診断基礎（ものづくりコース）

や専門研修（利益・資金計画策定支

援）等を受講した商工会議所の経営

指導員が大学校で学んだ経営計画

策定手法や生産管理の視点を活か

して会員企業の新商品開発を支援。

経営革新計画の認定や小規模事業

者持続化補助金の採択についても

支援を行い、同社の売上向上に繋げ

た。 

 

■認定支援機関向け海外展開支援研

修事業 

・認定支援機関を対象に、海外展開支

援のスキル向上、相談内容に応じて

適切な支援機関・施策にも繋ぐこと

ができるよう知識と技術を習得す

るための研修を実施。 

基礎編：開催回数１５回、受講者

数２３６名 

実践編：開催回数１３回、受講者

数２１０名 

 

■小規模事業者支援人材育成支援事

業 

・見習い研修 

 商工会議所・商工会の若手経営指導

員を対象に、先進的な取組等を行っ

ている支援機関において、小規模事

業者への経営支援に随行・補助させ

る等により、小規模事業者の支援手

法等の習得を図る研修を実施。 

派遣先機関２４機関、参加者数６

９名 

・個者支援型及び地域支援型経営指導

員研修 

商工会議所・商工会の経営指導員を

対象に、小規模事業者が成長発展の

みならず持続的発展するための支

援手法、地域活性化の具体的手法を

習得するための研修を実施。 

開催回数５６回、受講者数１,６

２４名 
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③情報収集・提供の積極的な推進 

 

中小企業ビジネス支援サイト（Ｊ－

Ｎｅｔ２１）を、国の支援ポータルサ

イトである「ミラサポ」と連携を図り

つつ運営する。また、ＳＮＳをはじめ

とするＷｅｂ等を活用した情報発信

力の強化、地方公共団体や地域支援機

関等と連携・協働したセミナーの開催

等により、中小企業・小規模事業者、

女性・若者等の創業者はもとより、地

域支援機関等の支援担当者等にも有

効な情報提供を積極的に推進する。 

中小企業・小規模事業者の経営環境

や業況の把握、支援に必要な情報の収

集、支援事例の成功要因等の分析、支

援ノウハウを体系化し、中小企業・小

規模事業者の経営課題に即応するた

めに必要な情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③情報収集・提供の積極的な推進 

 

・中小企業ビジネス支援サイト（Ｊ－

Ｎｅｔ２１）については、国の支援

ポータルサイトである「ミラサポ」

と連携を図りつつ運営する。 

・支援情報ヘッドライン等により、

国・地方公共団体等が独自に実施す

る施策情報を引き続き提供すると

ともに、中小企業・小規模事業者か

らニーズの高い資金等の施策情報、

施策活用事例及びＱ＆Ａ方式によ

る施策情報等に関する内容を充実

するほか、新規の中小企業支援策等

についてＦＡＱ等を活用し分かり

やすく情報提供する。多彩な情報を

有効に利用できるようカテゴリの

整理を継続的に行い、ナビゲーショ

ン機能等のさらなる改善を図る。 

・積極的に情報発信を行う仕組み（Ｒ

ＳＳ、メール等）を活用し、中小企

業ビジネス支援サイトによる情報

提供については、年間セッション数

６５０万件以上とする 。また、利

用者に対して「役立ち度」に関する

調査を実施し、４段階評価において

上位２段階の評価を得る割合を９

０％とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・支援担当者等向け研修受講者数 

：７，８１９人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業引継ぎ支援セミナーの開催 

・後継者問題を抱える中小企業・小規

模事業者の掘り起こしを行うため、

全都道府県で、士業や支援機関を対

象としたセミナーを開催。 

開催数：５０回、参加者総数：１，

６８９人 

 

■都道府県や地域支援機関等の職員

等に対する研修 

受講者数総計 ７，８１９人 

 

③情報収集・提供の積極的な推進 

 

・国の支援ポータルサイトである「ミ

ラサポ」に対し、Ｊ－Ｎｅｔ２１の支

援情報を提供するとともに、平成２８

年度ミラサポ運営に関する中小企業

庁等との打合せに出席し、相互の情報

共有・連携を推進。２８年度からのイ

ンフラの統合が決定。両サイトがより

有益なサイトとなるよう、２８年度以

降も引き続き、掲載するコンテンツや

提供するサービスの改善について意

見交換を行い、実行する予定。 

 

■Ｊ－Ｎｅｔ２１による情報提供 

○Ｊ－Ｎｅｔ２１のコンテンツの充

実 

・日次で中小企業支援機関等のサイト

より収集した支援情報（年間３０，

７７２件掲載、１日平均８４件程

度）と、国、都道府県等の公的な補

助金、助成金、融資制度等（５，８

６５件）を「支援情報ヘッドライン」

に掲載。 

・小規模事業者支援や海外展開支援等

重点施策やニーズの高い施策等を

紹介した「特集記事」を毎週１回の

ペースで更新するとともに、「起業

のススメ」「ＴＰＰ情報ページ」を

新設。 

・「ビジネスＱ＆Ａ」の追加・見直し

を継続的に実施（８８０件掲載）。 

・マッチングイベント「中小企業総合

展」等終了後、出展商品等の紹介を

継続。 

・「中小企業の海外展開入門」、「農業

ビジネスに挑む」「元気印中小企業」

など、企業事例を取材・収集して掲

載（年間３４７件）。 

 

○メールマガジンの配信による支援
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・政策課題や支援のあり方に関する調

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ｊ－Ｎｅｔ２１年間セッション数 

：７８６万セッション 

 

 

 

 

情報の提供 

・ｅ－中小企業ネットマガジンを毎週

配信（１回の配信数 ９０，０９１

件）。 

・Ｊ－Ｎｅｔ２１新着情報メールマガ

ジンを毎週配信（１回の配信数 １

８，３１２件）。 

・Ｊ－Ｎｅｔ２１新着情報メールマガ

ジン登録者獲得のため、大型イベン

トへの出展や、広報活動を実施した

結果、年間で２，６７３件の登録者

増。 

 

○支援効果を高めるための取組み 

・「支援情報ヘッドライン」の新シス

テムを公開したほか、「中小企業の

ための海外展開入門」、「農業ビジネ

スに挑む」「元気印中小企業」「技術

開発を支援する！SBIR」のリニュー

アルを実施。 

・Ｊ－Ｎｅｔ２１の多様な情報を効率

的に利用できるよう「特集」コンテ

ンツを充実。 

・スマートフォン利用者に対応するた

め、スマートフォン版Ｊ－Ｎｅｔ２

１を運営（合計８コンテンツを提

供）。 

・復興庁運営の復興関連支援策を集め

たデータベース「復旧・復興支援制

度情報」へ、「支援情報ヘッドライ

ン」の情報を提供。 

 

○効率的な業務運営と普及のための

努力 

・民間のノウハウを有効に活用するた

めに、Ｊ－Ｎｅｔ２１の運営等を外

注。 

・機構が実施するイベント及びセミナ

ー等にてチラシの配布を行いＪ－

Ｎｅｔ２１の普及を推進。 

・ＦａｃｅｂｏｏｋなどＳＮＳを活用

し、中小企業者や中小企業診断士等

支援者に対して情報の拡散を促進。 

 

○アクセス実績 

・Ｊ－Ｎｅｔ２１年間セッション数 

７８６万セッション 

 

・ユーザーに対する役立ち度調査の結

果 

 上位２段階を得る割合の合計 ９

４．４％ 

 

■調査研究 
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（２）多様な経営課題への円滑な対

応と経営基盤となる人材の育成 

 

中小企業・小規模事業者が事業活動

を円滑に行っていく上で、直面する経

営上の多様な課題に適切に対応して

いくためには、中小企業・小規模事業

者への専門的な相談・助言や経営の基

盤となる人材の育成が必要不可欠で

ある。機構は、多様で高度な経営課題

に対する相談・助言、専門家の派遣等

を行うほか、中小企業大学校による中

小企業・小規模事業者の経営者や管理

者等に対し、経営課題解決のために直

ちに役に立つ実践的な研修を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）多様な経営課題への円滑な対

応と経営基盤となる人材の育成 

 

①多様な経営課題への円滑な対応 

 

知的資産経営、知的財産、国際化、

ＩＴ化、販路開拓、環境・省エネルギ

ー、事業承継、製品開発、生産性の向

上、営業力の強化、国際認証の取得、

経営者保証等の経営課題を抱える中

小企業・小規模事業者を支援するた

め、情報収集・提供、調査・研究、相

談・助言、専門家の派遣等を行う。 

成果の目標は、相談・助言は、全て

の利用者から助言が「役に立った」「ま

た利用したい」との評価を受けるこ

と、専門家の派遣は、支援終了後の全

ての支援先が所期の目標を達成する

こととする。 

査を行うほか、中小企業・小規模事

業者の景気動向を業種別・地域別に

把捉するための「中小企業景況調

査」を実施しＷｅｂ等での情報提供

を行う。            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）多様な経営課題への円滑な対

応と経営基盤となる人材の育成 

 

①多様な経営課題への円滑な対応 

 

・知的資産経営、知的財産、国際化、

ＩＴ化、販路開拓、環境・省エネル

ギー、事業承継・引継ぎ、製品開発、

生産性の向上、営業力の強化、国際

認証の取得、経営者保証等の経営課

題を抱える中小企業・小規模事業者

を支援するため、情報収集・提供、

調査・研究、相談・助言、専門家の

派遣等を行う。 

これらの取組みを通じ、相談・助言

については、その利用者に対して

「役立ち度」及び「今後の利用希望」

に関する調査を実施し、「役立ち度」

は、４段階評価において上位２段階

の評価を得る割合を９５％以上と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○政策課題や支援のあり方に関する

調査研究 

・中小企業の経営課題に関する最新の

情報や支援ノウハウ、経営ノウハウ

等に関する調査研究を実施。また、

機構の業務に関する政策課題や、施

策の有効性に関する調査研究を実

施。これまでに作成した中小企業診

断士養成課程向けのケース教材に

ついて、中小企業診断士養成研修で

活用のほか、名古屋商科大学、兵庫

県立大学等の教育機関等に提供。 

 提供先数 １０機関 

 

（調査研究テーマ例） 

・支援機関等による創業支援事例調査 

・ＥＣ取組事例調査 

・ふるさと名物に関する市区町村連携

ニーズ調査 

 

○中小企業景況調査 

・約１９，０００社の中小企業を対象

に四半期毎に業況判断、売上高、経

常利益等の動向を産業別・地域別等

に把握する「中小企業景況調査」を

実施し、全国及び地域別の結果を公

表。 

・調査結果は、中小企業白書に活用さ

れたほか、日本銀行、総務省統計局、

地方公共団体等に提供。 

提供先数 １，５８２機関 

 

（２）多様な経営課題への円滑な対応

と経営基盤となる人材の育成 

 

①多様な経営課題への円滑な対応 

 

■経営相談 

・全国９地域本部にて日常的に経営相

談を実施しているほか、地域支援機

関等との連携やセミナー等の開催

に合わせて出張相談を実施。 

経営相談件数 １０，１４４件 

※地域本部別経営相談件数 

北海道本部 ３４５件、東北本部 

５６１件、 

関東本部 ３，７１５件、中部本部 

１，２４３件、 

北陸本部 ５８５件、近畿本部 ７

１９件、 

中国本部 １，２２０件、四国本部 

９７７件、 

九州本部 ７７９件 

利用者の役立ち度 ９９．５％ 
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し、「今後の利用希望」は、「利用し

たい」と評価を得る割合を９５％以

上とする。専門家派遣事業について

は、派遣終了後の支援先に対して所

期の目標達成状況に関する調査を

実施し、４段階評価において上位２

段階の評価を得る割合を９０％以

上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の利用希望度 ９８．９％ 

 

■専門家・経営実務者の派遣 

○専門家継続派遣事業 

・知的資産経営、知的財産、国際化、

ＩＴ化、販路開拓、環境・省エネル

ギー、製品開発、生産性の向上、営

業力の強化等、多様な経営課題へ円

滑に対応するため、経営基盤の強化

に取り組む中小企業・小規模事業者

に対して、経営課題を的確に把握

し、ニーズに応じた支援を実施。 

・経営基盤の強化に取り組む中小企業

に対する専門家継続派遣事業の支

援企業数１１８社、支援回数１，５

１６回 

※専門家継続派遣事業全体（新事業

展開に取り組む中小企業等に対

する専門家継続派遣事業を含

む）：支援企業数１６４社、支援

回数２，０８６回（再掲） 

・２７年度に派遣を終了した支援企業

数７７社、所期の目標達成率９６．

３％ 

 

（支援事例） 

・東日本大震災により社屋の全壊、主

要顧客の事業崩壊という甚大な被

害を受け、厳しい経営を強いられた

貨物運送事業者が、震災２週間後に

首都圏、関西からの一般貨物の運送

を再開し業績拡大に取り組むも債

務超過に陥ってしまった。そこで、

機構は専門家を派遣し、経営の再建

に向けて支援を実施。先ずは経営者

の基本姿勢を明文化の上、事業計

画・行動計画等を策定し社内で共

有。次に経営管理ツールを用いた利

益管理と予実管理を導入し、経営

者・社員が協力してＰＤＣＡを回す

ことにより社員参画の計画経営を

実現。その結果、単年度黒字化を達

成し、二重ローン問題対応策として

の債務の資本組入れ等、他の施策も

組み合せ、支援開始３年後には債務

超過状態から抜け出す見通しが立

つまでに至った。 

※売上高の推移 ２４年５６８百万

円→２７年８２３百万円（４４．

９％増） 

経常利益の推移 ２４年▲２１百

万円→２７年４５百万円 

 

○戦略的ＣＩＯ育成支援事業 
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・比較的高度なＩＴシステム導入によ

る経営課題の解決・経営改革を計画

的に実現するため、経営戦略に基づ

くＩＴ化計画の策定及びその実施

に取り組む中小企業・小規模事業者

に対して専門家によるアドバイス

を行うとともに、企業内ＣＩＯ候補

者の育成を支援。 

支援企業数２０社、支援回数２４２

回 

・２７年度に派遣を終了した支援企業

数１２社、所期の目 

標達成率１００．０％ 

 

（支援事例） 

・自動車部品等のプラスチック成形金

型の設計・製造を行う企業におい

て、海外製品との価格競争の激化に

より収益改善が課題となっていた。

同社は新情報システムの導入によ

り収益改善を図ろうとしていたが、

相談を受けた機構が現場を確認し

たところ、システム導入前に解決す

べき問題が数多くあることが判明。

そこで、機構は専門家継続派遣事業

により収益低下の要因となってい

る業務の見直しを支援。その後、こ

の業務見直しを活かして戦略的Ｃ

ＩＯ育成支援事業により業務効率

化と収益改善を可能にする生産管

理情報システムの導入を支援。その

結果、見積計算の標準化による不採

算案件の激減、発注ミスによる不良

在庫の減少、製造原価の把握による

利益予測や実績の精度の向上等が

実現し、大幅な増収増益を達成。 

※売上高の推移 ２３年１，２００百

万円→２７年１，９３９百万円（６

１．６％増） 

経常利益の推移 ２３年▲４１百

万円→２７年３０百万円 

 

○経営実務支援事業 

・中小企業・小規模事業者の経営課題

の解決を図るため、大企業・中堅企

業で豊富な実務経験を積んだ経営

実務支援アドバイザーを派遣して

支援を実施。 

支援企業数１４０社、支援回数８９

０回 

・２７年度に派遣を終了した支援企業

数８２社、所期の目 

標達成率９６．７％ 
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（支援事例） 

・創業４００年の産業用素材専門商社

において、産業用素材が成熟市場で

あるため、成長に向けて新事業分野

の進出が課題となっていた。そこ

で、機構は専門家継続派遣事業によ

り新規事業を含めた全事業の成長

戦略・事業計画の策定等を支援。新

規事業の防護ネット用金具や、ポリ

ウレアコート（構造体・素材の表面

等に塗布して保護層を形成する材

料を海外から購入し自社で施工）に

ついては、自社製品として製造販売

を行うため、製品開発・販売に係る

知的財産戦略の策定や、知的財産の

保護・育成等が必要となった。そこ

で、経営実務支援事業により知的財

産戦略の策定、知的財産の保護・育

成に係る社内制度の整備等を支援。

その結果、新事業分野の進出に成功

し大幅な増収増益を達成。 

※売上高の推移 ２５年９，８１４百

万円→２７年１２，７７９百万円

（３０．２％増） 

経常利益の推移 ２５年１２０百

万円→２７年４８１百万円（３０

０．８％増） 

 

○販路開拓コーディネート事業 

・新規性の高い優れた新製品・新技

術・新サービスを持ちながら販路開

拓が困難な中小企業・小規模事業者

に対し、関東本部又は近畿本部が各

地域本部と連携してマーケティン

グ企画のブラッシュアップ支援を

行った後、首都圏若しくは近畿圏市

場を舞台とした支援を実施。 

・事業の実施にあたっては地域支援機

関とも連携。 

支援企業数１２１社、支援回数９７

１回 

・平成２７年度に派遣を終了した支援

企業数６１社、所期の目標達成率９

６．６％  

 

（支援事例） 

・プレス金型製造企業が受注量減少を

打開するため、金型を製造販売する

のではなく、金属加工で培ったノウ

ハウを紙加工に活かして自らが紙

パッケージの製造販売を行うこと

を決断。そして、１枚の紙から立体

形状に仕上げる「深絞り」ができる

紙容器専用成形機を完成させ、企画
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から量産までの一貫体制の確立に

成功。その後、機構は地域産業資源

活用事業により「桐生織」を活用し

た新しいパッケージ「絞り布容器」

の開発を支援。この新製品の市場開

拓に向けて販路開拓コーディネー

ト事業によりマーケティング企画

のブラッシュアップとテストマー

ケティング活動を支援。その結果、

小ロットで新規性を求めるギフト

やノベルティ領域等に可能性があ

ることが判明。その後、４社と具体

的な商談が進んでおり、今後の販売

拡大が期待される。 

 

■中小企業のものづくり基盤技術に

関する研究開発の推進から開発成

果の事業化までの一貫した支援 

・各地域本部にものづくり支援に係る

専門家、本部に研究開発支援専門員

を配置し、中小ものづくり高度化法

に基づく認定申請および戦略的基

盤技術高度化支援事業（以下、「サ

ポイン事業」という）の提案申請に

係る計画書のブラッシュアップか

ら採択後の研究開発の推進及び研

究開発終了後の事業化に向けた助

言・情報提供までの一貫した支援を

実施。 

支援件数 ２，４５１件 

・各経済産業局の新規採択サポイン事

業、及び国立研究開発法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構の革新

的ものづくり産業創出連携促進事

業に関連して、中小ものづくり高度

化法に基づく技術指針適合に係る

事前確認・助言を実施。 

助言件数 ２３９件 

・サポイン採択企業等の中小企業の優

れた技術シーズを大手企業の技術

ニーズにマッチングさせることを

通じ、開発成果の事業化や取引拡大

を支援。 

・株式会社リコーとの個別マッチング

会や、複数大手企業等との大規模マ

ッチング会（一般社団法人首都圏産

業活性化協会との共催）を合計３回

開催。 

参加中小企業数 ３３２社、商談件

数 ５０４件 

 

■ものづくり中小企業が取り組む研

究開発の成果普及や事業化の推進

を目的としたフォーラム等開催事
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業 

・各地域本部が経済産業局等と連携し

ながら上記の内容を目的としたセ

ミナー・フォーラム、ビジネスマッ

チング等を開催。 

北海道、東北、中部、北陸、近畿、

中国の地域本部において、イベント

を合計２２回開催。 

支援企業数 ２２３社 

 

■経営者保証 

・「経営者保証に関するガイドライン」

の周知・普及を図るため、中小企

業・小規模事業者等を対象とし、各

都道府県にてセミナーを実施。 

開催数：５０回、参加者数１，１５

６人 

・「経営者保証に関するガイドライン」

を利用する中小企業・小規模事業者

等に対し、専門家を派遣し適切なア

ドバイスを実施。 

支援企業数１３先、支援回数１８回 

 

■政策課題への対応 

○消費税軽減税率導入に伴う中小企

業・小規模事業者対策 

・２９年４月の消費税率の軽減税率制

度の導入に向け、その対策予算が２

８年１２月に閣議決定されたこと

を受け、複数税率対応レジの導入や

受発注システムの改修等の経費の

助成等を行う基金を設置。 

 短期間に関係機関等と丁寧な調整

を行いつつ、事業実施スキームを策

定するなど、前例のない補助金制度

の創設に関する政策要請に迅速か

つ着実に対応。 

 

○ＴＰＰ協定の周知及び活用の促進 

・平成２７年１０月に環太平洋パート

ナーシップ（ＴＰＰ）協定が大筋同

意したことを受け、ＴＰＰ協定の周

知及び活用の促進のための取組み

を、積極的かつ迅速に実施。 

 具体的には、総合的なＴＰＰ関連政

策大綱（平成 27 年 11 月 25 日）に

掲げられた説明会の開催、相談窓口

の設置を行うとともに、J-net21 に

よる情報提供や、メディアを活用し

た周知活動を展開。 

 

○経営改善計画の策定支援 

・金融円滑化法利用事業者の出口戦略

として、平成２６年度末までとされ



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・関係省庁と連携・協働して、創業１

０年未満の新規中小企業者の官公

需の受注の機会の増大に資する情

報提供等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ていた本事業が、事業内容や財務状

況など経営上の課題を抱える中小

企業への経営改善支援策として、平

成２７年度以降も継続されること

になったことに伴い、本事業の利用

推進を促すため、全国の金融機関の

本支店に対して、全協議会で延べ

２，４５０回の直接訪問等による制

度紹介、働きかけを実施。（平成２

７年度の経営改善支援センターで

の事業利用申請受付３，５０９件

（累計１１，０３３件）。 

・経営革新等支援機関の認定を受けた

税理士である会員を多く抱えるＴ

ＫＣ全国会と連携し、制度周知パン

フレットの作成を行い、ＴＫＣ全国

会会員からその関与先へ計６万５

千部配布。 

 

○認定経営革新等支援機関への支援 

・新たな中小企業支援事業の担い手で

ある認定経営革新等支援機関に対

し研修及び支援協力を行うことに

より、中小企業・小規模事業者の経

営基盤の安定に寄与。 

 

○事業承継への支援 

・事業承継に対する計画的な取組みの

重要性や様々な課題に対応するた

めの情報を周知・普及するため、中

小企業・小規模事業者等を対象とし

た事業承継セミナーを各都道府県

で実施。 

開催数：５０回、参加者数：８２

６人 

・老舗企業経営者、先代経営者及び後

継者の体験に基づく事業承継のポ

イント等を周知するため、中小企

業・小規模事業者、士業、支援機関

等を対象とした事業承継フォーラ

ムを開催（東京、愛知、大阪）。 

参加者総数：３８９人。   【再

掲】 

 

■新規中小企業者の受注機会増大に

資する情報提供 

（ここから調達） 

・中小企業庁より、創業１０年未満の

新規中小企業者の官公需の受注の

増大に資する情報提供等を行う情

報システムを受け継ぎ、所要の改修

を加えながら、コンテンツでデータ

の整備に努めた。 
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・消費税軽減税率制度の導入に伴い対

応が必要となる中小企業・小規模事

業者の円滑な事業活動を支援する

ため、複数税率対応レジの導入や受

発注システムの改修等に要する経

費の助成等を行う基金を設置する

とともに、助成業務の実施に向けて

実施スキームの検討及び体制の整

備等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■消費税軽減税率導入に伴う中小企

業・小規模事業者対策の実施 

・１２月１８日の閣議決定を受けて、

消費税軽減税率制度の導入に伴う

対策として複数税率対応レジの導

入や受発注システムの改修等に要

する経費の助成等を行うため、９４

７．８億円（平成２７年度予備費）

の基金を１２月２５日に設置。 

・緊急対策であったため、当初は経営

支援部を始め関係部署からなるプ

ロジェクトメンバーで対応。１月７

日に経営支援部に消費税軽減税率

対策費補助金準備室を設置し機構

内組織横断的な体制を整備。 

・事業実施に必要となる体制を整備す

るため、業務委託先を確保。 

・事業実施スキームの策定に向けて、

中小企業庁、業務委託先との検討会

を設置するとともに、複数税率対応

レジの製造・販売や受発注システム

の改修等に関係する事業者に対す

るヒアリングを実施（４９先、７１

回）。 

・４月１日の補助金申請受付開始に向

けて、３月１６日に専用のホームペ

ージ（軽減税率対策補助金事務局）

を開設し制度の概要を公表すると

ともに、補助の対象となるレジ・Ｐ

ＯＳシステム等の機器登録や、メー

カー・システムベンダー等の指定に

係る手続きを開始。 

・これに伴い３月１６日にコールセン

ターを開設して小売事業者等から

の問合せに対応。 

・４月１日の制度詳細の公表に向け

て、申込書類・記入例・手引・指定

事業者・登録製品・代理申請者リス

ト等を作成。 

・当該事業を強力に推進するため、４

月１日より消費税軽減税率費補助

金統括室の設置を決定。 

・以上のとおり、短期間ながら関係機

関等と丁寧な調整を行いつつ事業

実施スキームを策定するなど、前例

のない補助金制度の創設に関する

政策要請に迅速かつ着実に対応。 

 

・平成２７年度補正予算により、制度

の周知の促進のため、平成２８年度

に、速やかに消費税軽減税率対策の

講習会や講習会講師の養成を行う

こととし、中小企業庁等との検討を

開始。 
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②経営基盤となる人材を育成する実

践的な研修 

 

経営戦略の策定、財務、営業・マー

ケティング、生産管理、ＩＴ活用能力

等の各種の経営課題解決のために女

性を含む経営者等に直ちに役に立つ

実践的な研修を実施する。研修は、①

後継者の育成や経営能力全般を向上

させる長期研修、②ケーススタディ、

演習等を通じて経営の実践力を強化

する短期研修、③国の政策の施策展開

に合わせた政策課題研修、④機構の知

見・ノウハウを活用した自主研修とす

る。これに加えて、小規模事業者の利

便性などに配慮した研修、創業者やベ

ンチャー企業、新製品・新市場開発担

当者等を対象とした研修を実施する。 

また、受講企業に対し、機構の相

談・助言や専門家の派遣等といった機

構の経営支援と融合させた支援を必

要に応じ行い、研修成果を受講企業内

に定着させ経営力を向上させる。 

成果の目標は、研修実施後の全ての

受講者から研修が「役に立った」「ま

た利用したい」との評価を受けること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②経営基盤となる人材を育成する実

践的な研修 

 

・中小企業の経営者及び管理者等の経

営の基盤となる人材を育成するた

め、経営戦略の策定や財務、営業・

マーケティング、生産管理、IT 活

用能力等における企業の抱える各

種経営課題に対し、直ちに役に立つ

実践的な研修を実施する。 

・長期研修は、ゼミナールによる自社

課題研究を特徴とし、次代の経営者

を目指す経営後継者に必要な基本

的能力や知識を実践的に習得する

経営後継者研修、経営能力全般を向

上させる経営管理者研修、工場管理

の責任者を育成する工場管理者研

修を実施する。経営管理者研修およ

び工場管理者研修は、標準カリキュ

ラムにより実施する。 

・短期研修は、自社の経営データを持

ち寄った課題の解決や製造業にお

ける現場改善実習など、事例研究の

活用、グループによるディスカッシ

ョン、講師による指導など「気づき」

を促すカリキュラムとし、企業の

個々の問題解決や課題達成に資す

る内容とする。 

・国の中小企業施策と密接に連携した

政策課題研修、中小企業を取り巻く

環境やニーズの変化に迅速に対応

した研修として、海外展開を志向す

る中小企業の経営者及び管理者等

に対する海外展開支援研修、ＩＴ経

営化を目指す中小企業の経営者及

び管理者等に対するＩＴ経営研修

等を実施する。 

・大学校が立地する支援機関や企業に

働きかけ、機構の知見・ノウハウを

活用した自主研修を実施する。 

・小規模事業者の実態やニーズにあわ

せ、小規模事業者の利便性などに配

慮した研修、創業者やベンチャー企

業、新製品・新市場開発担当者等を

対象とした研修を実施する。 

・受講企業が研修成果を企業内に定着

させ経営力を向上できるように、必

要に応じて相談・助言や専門家の派

遣等といった機構の経営支援と融

合させた支援を行い、相乗効果を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②経営基盤となる人材を育成する実

践的な研修 

 

■中小企業者が抱える経営課題の解

決を促進するための研修の実施 

 

○経営の中枢を担う人材を育成する

ための研修（長期研修）の実施 

研修回数 ２０回、受講者数 ５

４７人 

・中小企業の経営者等が直面する経営

課題の解決策を見出す力を習得す

るための長期研修（経営後継者研

修、経営管理者研修、工場管理者研

修等）を実施。長期研修では、自社

の経営課題抽出と解決策の策定を

少人数ゼミナールや課題研究を通

じて検討し、講師によるきめ細かい

指導を通して、自社の経営革新を実

現する実践力を身に付けることに

重点を置いた研修を展開。経営管理

者研修・工場管理者研修では、機構

が開発した標準カリキュラムによ

り実施。 

 

○中長期研修における具体的な研修

成果 

（中長期研修受講企業に対するフォ

ローアップ調査結果） 

・受講企業の役立ち度 ９４．９％ 

・ゼミナール等で取り上げた自社の課

題研究テーマについて  

実施済、実施中、準備中  ９０．

９％ 

調査時点で実施の効果あり ９

１．６％ 

 

（フォローアップ調査での課題解決

例） 

・「経営管理者養成コース」の課題研

究として新事業領域である医療業

界向け製品開発のための事業戦略

の構築をテーマに取り組んだ。不得

手と感じていた財務の知識を学ん

だことで、自社の財務状況や原価管

理等に対する意識が高まり新規事

業での初年度売上１,０００万円を

計上することができた。 

・「工場管理者養成コース」の課題研

究として、「ローコスト運営の構築

と収益性アップ」をテーマに取り組

み、研修修了後は、工程の責任者と

して研修で学んだことを活かし、工
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・地域支援機関、金融機関等と連携し、

中小企業の会計に関する基本要領

に基づく財務・管理会計の必要性の

普及と理解を目指す「中小企業会計

啓発・普及セミナー」等政策要請に

基づくセミナーを実施する。  

・商工指導団体、認定支援機関、金融

機関等との連携によるＰＲセミナ

ーの実施、ＯＢ会の活性化、企業訪

問、動画サイトの活用等を通じて、

大学校の認知度向上を図ることに

より、新規受講企業の開拓につなげ

る。 

・地域中小企業・小規模事業者等のニ

ーズを把握しつつ、研修品質の向上

を図るとともに関係機関との協

力・連携等の取組みにより研修の受

講促進を図ることで受講者数を２

１，０００人以上とする。また、研

修実施後において、受講者に対して

「役立ち度」及び「今後の利用希望」

に関する調査を実施し、「役立ち度」

は、４段階評価において上位２段階

の評価を得る割合を９５％以上と

し、「今後の利用希望」は、「利用し

たい」と評価を得る割合を９５％以

上とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場内のレイアウト変更による作業

動線の短縮化や作業状況に応じた

柔軟な応援体制の整備を進めた。売

上高が前年度比１１０％強も伸び

た一方、作業人数の削減と残業時間

の抑制によって労務費の上昇を抑

えたことにより、生産性の向上を実

現した。 

・「工場管理者養成コース」では、生

産設備ラインの生産性向上を実現

させることを目的として受講。研修

終了後は、部門長に任命され、作業

ロボットの稼働率向上のための手

順の見直しやプログラム変更、作業

員の歩行ロスの削減のためのレイ

アウト変更などに取り組んだ結果、

当該ラインでの時間あたりの売上

高が最大で１５０％もアップした。 

・「工場管理者養成コース」の課題研

究として、「治具工具管理方法の改

善による段取り時間の短縮」をテー

マに取り組み、５Ｓを継続的に実行

した結果、段取り時間が改善された

ほか、機械の故障が減って修理費用

の削減にもつながった。また、従業

員の意識改革も進み、最近では、取

引先等からも「職場環境が良くなっ

ている」との評価を得るようになっ

たほか、工場見学の依頼が増えるよ

うになり、改善に向けた好循環が生

まれてきている。 

 

○顧客ニーズや政策課題を踏まえた

多様な研修（短期研修）の実施 

研修回数 ３１０回、受講者数 

８，７５３人 

 

・海外展開を志向する中小企業の経営

者及び管理者等に対する国際化対

応研修、ＩＴ経営化を目指す中小企

業の経営者及び管理者等に対する

ＩＴ経営研修、成長戦略にも強調さ

れている女性活躍推進をテーマと

した研修等、国の政策に基づいた研

修を実施。 

・ものづくり中小企業向け研修のほ

か、事業承継、地域資源活用、農商

工連携等の政策課題等に即応した

研修を実施。 

・事例研究、グループディスカッショ

ン、演習等を交え、自社の経営改

善・現場改善を促す実践的な研修を

実施。 

・自社の経営データを持ち寄り、経営
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課題の解決策や製造業における現

場改善実習、自社のマーケティング

戦略策定演習といった実践的な研

修を実施。 

・研修前後も機構内の有機的な連携に

より、企業への支援を実施（専門家

継続派遣の活用、新価値創造展への

出展、Ｆ／Ｓ支援事業の活用等）。 

 

（機構内連携例） 

・受講企業に対し、機構の相談・助言

や専門家の派遣等といった経営支

援と大学校研修を融合させた一体

的な支援を行い、研修成果を受講企

業内に定着させ経営力を向上させ

た。 

 

【事例】 

・「経営管理者養成コース」を受講後、

専門家継続派遣を活用し、組織の活

性化と生産性の向上に取り組んだ。

一工程あたり２０時間かかってい

たものが７時間２０分の短縮と１

台あたり年間６４万円のコストダ

ウンが見込まれている。 

・品質管理体制の強化を図るべく、専

門家継続派遣を利用するとともに

管理職を中心とする人材育成とし

て、大学校を活用。「工場管理者養

成コース」の自社課題として、専門

家継続派遣での全社的活動の動き

と合わせるように、品質管理や生産

性向上などのテーマを実施。年度目

標である工程内不良の２０％削減

の達成に繋がった。 

 

・機構の知見・ノウハウを活用し、北

九州市立大学との連携セミナー（１

回）、地域金融機関職員を対象とし

た研修（４回）及び中小企業、業界

団体、商工団体等からの要請に基づ

く研修(１６回)の自主研修を実施。 

 

○ｅラーニングの実施 

・小規模事業者やこれから起業する者

を対象にＷＥＢを活用して経営や

起業に関する知識を学ぶことので

きる講座「ちょこゼミ」を５２講座

開発し、Ｙｏｕ Ｔｕｂｅで配信し

た。（累計６６講座、再生回数１０

１,４８２回） 

 

○教材の開発 

・２６年度に開発したタブレットを活
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用して、Ｑ＆Ａ形式で事業計画のベ

ースとなるものを簡単に作ること

のできるアプリ「経営計画つくるく

ん」を、これまでのｉＰａｄ版とＷ

ｉｎｄｏｗｓ版に加え、新たに、商

工会議所等からの要望を踏まえ、Ａ

ｎｄｒｏｉｄ版を開発した。 

 

 

■各校の創意工夫を活かしつつ、地域

の課題等に対応した研修の実施 

○学校別実績 

・各大学校において、研修ニーズ調査

や大学校運営会議（学識経験者、経

済産業局、地方公共団体、商工会議

所・商工会、中小企業等により構成）

等から地域のニーズを把握し、地域

の課題や企業を取り巻く環境を踏

まえた研修を実施。 

 

［北海道本部（旭川校）］ 

 研修回数 ３８回 

受講者数 ８６１人（全受講者数

１，２８４人） 

・北海道の主要課題である、ものづく

り産業、運送業の付加価値向上を目

指した研修や受講生の利便性に配

慮した研修等、北海道の産業の活性

化に資する研修を実施。 

 

［東北本部（仙台校）］ 

 研修回数 ３６回 

受講者数 １，１２０人（全受講者

１，３２５人） 

・地域の課題を製造業の体質強化及び

成長フロンティアにおける成長支

援と捉え、製造業向けの研修を充

実。 

 

［関東本部（三条校）］ 

 研修回数 ３６回 

受講者数 １，０１２人（全受講者

数１，１０３人） 

・信越地方の産業特性を考慮し、金属

加工業、自動車部品業等製造業の課

題解決に資する研修を実施。 

 

［関東本部（東京校）］ 

 研修回数 ４１回 

受講者数 １，３５２人（全受講者

数３，７３８人） 

・経営者、経営幹部を対象に、自社の

経営戦略立案を図る研修、経営力を

高める研修を実施。 
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・経営後継者研修等、全国から受講者

が集まる研修を実施。 

・業界支援研修としてトラック運送事

業の管理者を対象とした研修を実

施。 

 

［中部本部（瀬戸校）］ 

 研修回数３３回 

受講者数 ９９２人（全受講者数

１，２３０人） 

・ものづくり企業の集積度が高い地域

特性を踏まえ、生産管理分野等のコ

ースを体系的に実施。 

 

［近畿本部（関西校）］ 

 研修回数 ３８回 

受講者数 １，０６２人（全受講者

数１，４０８人） 

・利便性の向上、受講機会の拡大の観

点から、地域関係機関と連携するな

どして、神戸や大阪等、大学校外に

おいて政策要請研修等を実施。 

・地域の課題である新商品開発研修、

営業管理者養成シリーズを実施。 

 

［中国本部（広島校）］ 

 研修回数 ３７回 

受講者数 １，１３７人（全受講者

数１，４０１人） 

・研修テーマを分野別に短期コースに

まとめ、それをシリーズ化すること

で受講者が研修を効率的に受講で

きるようカリキュラムを設定。 

・新規顧客開拓等、新たな取組みを行

う企業を支援する研修を実施。 

 

［九州本部（直方校）］ 

 研修回数 ３６回 

受講者数 ９６５人（全受講者数

１，１５０人） 

・アジア各国に近い立地であることか

ら、グローバル展開に向けた研修を

実施。 

 

［九州本部（人吉校）］ 

 研修回数 ３５回 

受講者数 ７９９人（全受講者数９

９６人） 

・地域ニーズに対応し、農商工連携、

農業ＩＴ化をテーマとした研修を

実施。 

・沖縄振興の観点から、沖縄県におい

て経営マネジメント研修等を実施。 
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■大学、大学院等との連携による共同

講座等の開設 

・北九州市立大学と連携し共同で中小

企業や小規模事業者を対象に中小

企業・小規模事業者が存続・発展し

ていくために必要となる経営戦略

策定のためのセミナーを実施。 

・地域自治体や関係機関等が主催する

創業塾や勉強会等に対し、カリキュ

ラム作成支援や職員の講師登壇を

実施。 

 

■中小企業会計啓発・普及セミナー 

・「中小企業の会計に関する基本要領」

に基づき作成する決算書を財務・管

理会計に活用する必要性・重要性を

理解してもらうため、中小企業会計

啓発・普及セミナーを実施。実施に

あたっては商工団体、金融機関、経

営革新等支援機関、法人会等と連携

して実施。 

開催回数 ２７１回 

参加者  ６,２６４人 

役立ち度 ９６．１％ 

 

■研修の成果 

（全受講者数） 

研修回数 ７４９回、受講者数２

０，０６２人 

応募率 １０４．４％、受講率 ９

０．２％ 

研修受講者の役立ち度 ９７．６％ 

今後の利用希望 ９６．８％ 

 

（中小企業者等研修） 

研修回数 ６２２回、受講者数１

６，０７１人 

応募率 １０３．９％、受講率 ８

８．４％ 

研修受講者の役立ち度 ９７．５％ 

今後の利用希望 ９６．７%％ 

 

■小規模事業者の利便性などに配慮

したセミナー・研修 

・小規模事業者等の利便性に配慮し、

東京駅至近の大手町「ＴＩＰ＊Ｓ」

において、創業予定者、新たな事業

展開を始めようとする中小企業・小

規模事業者等、地域を活性化するた

めのビジネスを始めようとする者

を対象とした講座を平日夜間及び

土曜日を中心に実施。 

開催回数１６１回 受講者数４,

０６４人（参考：来場者数６,５
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９３人）。 

 

［ＴＩＰ＊Ｓ事例] 

大企業で活用されている手法を、中

小企業向けにカスタマイズし、中小

企業大学校の講座に導入 

 

・イノベーション創出の新たな手法と

して世界的に注目されている「デザ

イン思考」について、日本でも大企

業を中心に活用され始めており、こ

れを中小企業・小規模事業者が理解

し活用できるようにするための講

座をＴＩＰ*Ｓで開発。 

 具体的には、デザイン思考の 3つの

ステップ「①顧客の心の声を聴き、

共感から真のニーズを探り（洞察）、

②顧客が本当に欲しいものを創発

し（発想）、③実際に試してみる（試

行）」を深く体験する２日間のワー

クショップ。参加者は、これまでの

発想と異なる、顧客の「真のニーズ」

に応える新商品・サービスのつくり

方を身につけることができること

を目的。 

 中小企業者・小規模事業者向けに３

回開催し、その都度モニタリング結

果を踏まえて講座をブラッシュア

ップ。 

平成２８年度の中小企業大学校の

新規コースとして実施予定。 

        

・大学校の施設外などの都市で対象を

小規模企業者に絞り込み、波及効果

を狙うため、地域の支援機関等と連

携したセミナーを実施した。 

（開催回数：２７回、受講者数１,

０４１名） 

 

■大学校認知度向上のための取組み 

・大学校の認知度向上を図ることによ

り、新規受講企業の開拓につなげる

ため、地域の支援機関と連携したセ

ミナーの実施（ＰＲセミナー）、Ｏ

Ｂ会支援、未受講企業への企業訪問

等を実施。 

・大学校の受講企業や受講者の声の動

画配信を開始した。 

 

（ＰＲセミナー開催回数：３４回、受

講者数：８６３人） 

 

■虎ノ門セミナー 

・中小企業者に対する最先端の情報提
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（３）中小企業・小規模事業者の連

携・共同化、経営の革新、産

業集積活性化の促進 

 

中小企業・小規模事業者の連携・共

同化、経営の革新の取組に対し、機構

は、これまでの高度化事業で培ったノ

ウハウを最大限に活かし、新規案件の

発掘、組成促進を図るとともに、都道

府県等と連携・協働して事業成果向上

のための診断・助言と資金支援を行

う。また、中心市街地が地域社会・経

済に果たす役割、商店街が地域コミュ

ニティ・地域経済に果たす役割の重要

性を踏まえ、これらの活性化のための

支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）中小企業・小規模事業者の連

携・共同化、経営の革新、産

業集積活性化の促進 

 

①高度化事業の推進（都道府県等と

連携・協働した診断・助言と資金支

援） 

 

都道府県等と連携・協働して、中小

企業・小規模事業者の連携・共同化、

経営の革新を資金面から支援する。機

構は、これまでに培った診断等の経験

とノウハウを最大限に活かし、事業計

画の構想段階から相談・助言等を積極

的に行い、新規案件を組成する。 

貸付先の経営状況を把握すること

により、経営支援が必要な貸付先に対

しては、都道府県等と連携し、相談・

助言、専門家の派遣等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）中小企業・小規模事業者の連

携・共同化、経営の革新、産

業集積活性化の促進 

 

①高度化事業の推進（都道府県等と

連携・協働した診断・助言と資金支

援） 

 

・中小企業・小規模事業者の連携・共

同化、経営の革新を推進するため、

都道府県や中小企業支援機関と連

携・協働して、高度化事業のニーズ

を把握し、高度化事業の利用が見込

まれる者に対しては、事業構想の初

期段階から、説明会、相談助言、専

門家派遣を実施するなど、構想の具

体化から事業実施計画の策定まで

を支援し、案件組成につなげる。事

業者が策定した事業実施計画に対

しては、助言・診断、専門家派遣等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・受講者数：２８，００９人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現地支援件数：８０９件 

 

 

 

 

 

 

 

 

供を目的に、新たな経営手法、国等

の最新情報等をテーマとした虎ノ

門セミナーを実施。 

開催回数：１２回 受講者数：８

００人  

 

■消費税転嫁対策 

・「消費税転嫁対策特別措置法」の周

知をはかるため、フォーラム及び認

定支援機関と連携した講習会を開

催。あわせて、パンフレット等によ

る周知を実施。 

講習会（中小企業者向け） 

開催回数：６１回、受講者数：６

７８名 

フォーラム： 

開催回数：１５回、受講者数：１,

２８７名 

 

■ＩＴ活用型販路開拓支援事業（再

掲） 

・オンライン講座と連動した実践講座

や、ネットショップセミナーを全国

９都市（地域本部所在地）を中心に

開催。 

  開催回数：８５回 

  参加者数：３，２０５人 

 

■中小企業・小規模事業者等に対する

研修 

受講者数総計 ２８，００９人 

 

（３）中小企業・小規模事業者の連

携・共同化、経営の革新、産業集積活

性化の促進 

 

①高度化事業の推進（都道府県等と

連携・協働した診断・助言と資金支援） 

 

■事業実施へ向けた積極的支援（都道

府県等と連携した的確な診断助言

を実施） 

・実施計画作成等についての診断・助

言を実施（支援件数４４件、支援先

２７先、支援日数２３４人日）。 

・都道府県及び支援機関との連携によ

る組合等に対する現地支援等（制度

説明１９先、助言、診断）を積極的

に実施（８０９件／本部３２０件、

地域本部４８９件）。 

 

【事例】愛知県陶器瓦工業組合 

・愛知県陶器瓦工業組合は、昭和６０

年度と平成５年に建設されたシャ
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成果の目標は、貸付３年経過後にお

いて、全ての貸付先が生産性や集客力

の向上、省エネ等といった所期の目標

を達成することとする。また、貸付後

に貸付先の具体的成果の調査・分析等

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を通じて事業計画の成立性を向上

させる。 

また、市町村による高度化事業につ

いても、引き続き高度化事業制度の

導入に向けた普及促進を図る。 

具体的には、案件の初期段階におけ

る現地支援（制度説明、助言、診断）、

市町村等に対する制度説明を合わ

せて６００件以上行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モット工場の生産能力の向上、省エ

ネ対応のため、当該施設の設備更新

を計画した。事業構想の初期段階か

ら中部本部や愛知県との連携によ

る支援、さらに専門家派遣による施

設計画や運営計画の策定など積極

的に支援し、２７年度に高度化事業

の貸付を決定 

（総事業費１．７億円、貸付決定額１．

１億円）。 

 

【事例】岐阜県金属工業団地協同組合

/組合員Ｔ 

・成長産業分野である航空機産業のサ

プライチェーンを担う中小企業者

への貸付を実施。組合員であるＴ

は、主に航空機部品を製造。今回、

顧客の増産要求に対応するため、新

たな設備導入とそれに伴う工場レ

イアウトの見直し、工場改修工事を

実施。なお、当団地及び当社の所在

地はアジアNo.1航空宇宙産業クラ

スター形成特区となっており、「認

定アジアNo.1航空宇宙産業クラス

ター形成特区計画」における航空機

品の安定的かつ効率的供給体制を

強化することへの貢献と受注増に

対応するために、工場のリニューア

ルを実施。 

（総事業費１．７億円、貸付決定額１．

０億円） 

 

■利用者ニーズに対応した高度化事

業の積極的展開 

・２７年度実績 

貸付決定額 ２９．５億円、貸付決

定先１９先 

交付額 ３２．９億円、交付先１８

先 

・制度の継続的なＰＲ活動として、全

地域本部及び沖縄事務所に配置し

た高度化担当者及び８地域本部に

配置した高度化マネージャーが、組

合、関係機関等を訪問し、ＰＲ活動、

ニーズの把握等を実施。 

・地域商店街活性化法の認定計画に基

づく商業施設等の整備に高度化事

業が活用できることについて、ＰＲ

を実施（１市）。 

 

■制度普及への取組み 

・省エネ設備導入の促進を図るため、

電力需給対策貸付を継続。 

・東日本大震災で被害を受けた中小企
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・貸付先の経営支援としてフォローア

ップ、経営改善計画策定・実行支援

を１３０先以上行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業等の復旧の支援のための貸付割

合の特例措置、貸付手続きの簡素

化、無条件の償還猶予などの措置を

継続して実施。 

・工場団地組合・卸団地組合のブロッ

ク会議（計１２回）において、上記

制度について情報を提供し、施策を

ＰＲ。 

・支援機関職員、中小企業組合等に対

して高度化事業の説明会を開催（計

２１回）。 

・商団連の関東エリアの会員卸団地８

先、工団連の会員工場団地４８先）

にアンケート調査を実施し、そのう

ち、卸団地７先、工場団地１１先を

訪問し、近年の制度改正内容（１社

リニューアル、電力需給対策貸付

等）のＰＲ活動を実施。 

・都道府県、支援機関職員等に対して

高度化事業の研修会を開催（初任者

向け研修７３名、診断実務担当者向

け研修３６名）。 

 

■小規模企業者等設備貸与事業の取

扱い開始 

・２７年度より、小規模企業者等に対

する設備貸与制度（割賦・リース事

業）の実施に必要な財源の一部を貸

し付ける新たな事業を創設。１６道

府県に対して４５．６億円を貸付

け。 

・５４０先の事業者に対し、７９．４

億円の設備貸与（割賦・リース）を

決定。 

 

■貸付先に対する支援体制の強化 

・正常償還先２８０先の決算書を整理

分析し、経営状況を把握した。 

・債権区分の要注意債権を中心に、経

営支援に係る重点支援先として、昨

年度からの継続も含め４９先を選

定した。うち２６先については、機

構が主体的に支援を行い、経営改善

計画の策定や実行支援、その他課題

に対応した支援を実施した。 

・上記を含めフォローアップ、経営改

善計画策定・実行支援を１９７先に

対し実施。 

 

■高度化貸付先へのフォローアップ

体制の充実（３ヶ年経過後の事業実

施目標達成率９５％を目指したフ

ォローアップの強化） 

・貸付先の経営課題解決のため、職員、
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②中心市街地、商店街等への支援 

 

地方公共団体、地域支援機関等と連

携・協働し、情報収集・提供、相談・

助言、専門家の派遣等を通じて、中心

市街地、商店街等の賑わいを回復し、

そのマネジメント能力を向上させる。 

成果の目標は、全ての中心市街地活

性化協議会及び協議会設立を目指す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・このような支援を通じ、貸付後３年

を経過した利用者に対して、あらか

じめ設定した省エネ、生産性や集客

力の向上等といった所期の事業実

施目標の達成を達成したとする割

合を９５％以上とする。また、事業

を実施した組合員等に対し、事業実

施から３年を経過後の売上高、経常

利益、従業者数の増減率等の調査・

分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中心市街地、商店街等への支援 

 

・中心市街地活性化協議会等に対し職

員や外部専門家を派遣し、基本計画

に基づいて協議会等が行う中心市

街地商業活性化に関する取組みや

協議会等の組織・運営体制につい

て、ヒアリング・調査や必要な助言

等を１７０地域以上行うことによ

り、商業機能及びマネジメント能力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調査・助言件数（地域）：１８３地

域 

 

 

アドバイザーによる経営支援を実

施。 

支援先 ８５先、支援日数３８０．

５人日 

・経営改善計画作成後の、経営改善実

行を支援するため、計画作成後の運

用ノウハウを追加した「経営改善計

画作成・実行の手引き（製造業編）」

を作成。 

・高度化資金を活用した共同店舗のう

ち、売上高の維持・拡大等ができて

いる共同店舗の事例調査を行い、高

度化事業の成果の把握、今後のある

べき共同店舗のビジョン作成支援、

他の不振共同店舗への運営面での

助言に資するため、「高度化事業活

用事例集（共同店舗編）を作成。 

・貸付後一定期間経過した利用者に対

する事業目的の達成度、有効度、満

足度に関する高度化成果調査を実

施。 

・２３年度貸付先に対するアンケート

調査結果 

目的達成度 １００％、満足度 １０

０％、役立ち度 １００％ 

（事業者の声） 

・事業者は「生産能力の向上」や「施

設・店舗の更新」などを目的に高度

化事業を実施。「施設規模の適正化」

「生産性の向上」等、事業者の経営

課題の解決が図られたなどの調査

結果を得た。 

・Ａ事業協同組合の組合員であるＢ株

式会社は、東日本大震災による被災

施設の復旧を目的として高度化事

業を活用し、復旧と併せて施設規模

を適正化。その結果、売上高は実施

前の２２％増、経常利益は実施前の

３５％増、従業員数は６５人から９

２人となり、地元雇用の拡大に貢

献。 

 

②中心市街地、商店街等への支援 

 

■協議会等に対する職員・外部専門家

の派遣 

・基本計画等に関して地域住民のニー

ズ、組織・運営体制、都市機能にお

ける位置づけ等の観点からヒアリ

ング・調査や必要な助言等を実施

（支援地域数１８３地域）。 

 

■中心市街地活性化協議会支援セン

ターによる支援 
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地域に支援を行うこととし、活力ある

持続可能な地域社会の形成に貢献す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の向上を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・商店街等や中心市街地が抱える経

営課題及び組織運営の課題の解決

を支援するため、まちづくりに関す

る適切な情報提供を行うとともに、

中心市街地活性化協議会等に対し

て、職員と外部専門家の派遣によ

り、適切な助言等を行う。 

また、専門家派遣事業の利用者に対

して「役立ち度」に関する調査を実

施し、４段階評価において上位２段

階の評価を得る割合を９５％以上

 

 

 

・中小企業庁、日本商工会議所、全国

商店街振興組合連合等関係機関と

連携し、中心市街地活性化協議会支

援センターを設置・運営し、中心市

街地活性化協議会の設立、運営を支

援。 

・相談等対応 

中心市街地活性化協議会、商工会議

所、地方公共団体、まちづくり会社

等からの相談受付（相談等対応件数

８８９件） 

・情報提供 

ⅰ）ホームページ等による情報提供 

協議会支援センターホームページ

への掲載並びにメールマガジンの

配信等により、中心市街地活性化協

議会の運営や中心市街地活性化に

資する情報を提供（公式ホームペー

ジのビュー数９８２，８９３件）。 

ⅱ）支援策ハンドブックの作成 

「中心市街地活性化支援策ハンド

ブック」を作成・配布し、電子媒体

版をホームページに掲載。 

・ネットワーク構築支援 

ⅰ）ブロック交流会 

自立的な協議会活動に資するため、

各地域の協議会が課題や問題点を

共有し解決に向けた意見交換を行

うとともに、協議会間のネットワー

クの形成を促進するため、各地域に

おいてブロック交流会を実施（１０

回、参加者数４７７人）。 

ⅱ）全国交流会 

各地域の協議会活動の促進を図る

ために、全国交流会を実施。 

ⅲ）メーリングリストの管理・運営 

協議会関係者同士情報交換できる

ように、協議会関係者限定のメーリ

ングリストを管理・運営（登録者数

５５８人）。 

 

■中心市街地商業活性化診断・サポー

ト事業 

○中心市街地商業活性化に向けた各

種取組みに対する勉強会・セミナー

等の開催支援（セミナー型）及び個

別事業計画等に関するプロジェク

ト型の継続支援（プロジェクト型） 

・セミナー型の支援地域数２９地域 

・セミナー型実施回数３５回、参加者

数１，１５３人 

・プロジェクト型支援地域数１９地域 

（支援事例：明石市） 

兵庫県明石市では、中心市街地にお
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③その他期限の定められた業務 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機

構法附則第８条の４に掲げる旧特定

産業集積の活性化に関する臨時措置

法に基づく産業用地の残用地を全て

譲渡する。 

試作開発型事業促進施設は、経過業

務期間終了後に売却又は地方公共団

体への移管を図る。 

 

 

 

 

 

 

とする。 

 

・中心市街地活性化に資する施設につ

いては、適切な管理を行う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③その他期限の定められた業務 

 

・中期目標期間内に産業用地の残用地

を全て譲渡できるよう、地方公共団

体、関係機関と連携し、団地特性に

応じた業種、設備投資の動きのある

業種へアプローチなどの企業誘致

活動を行い、一層の企業立地を実現

する。 

併せて、中小企業等に対して、用地

情報の提供等立地支援を行う。 

 

 

 

・試作開発型事業促進施設について、

経過業務期間終了後の移管等に向

けて地方公共団体等と協議を進め

る。 

ける活性化プロジェクトのひとつ

として、大衆演劇場を整備。機構は、

診断・サポート事業プロジェクト型

の支援により、複数の専門家を活用

して、大衆演劇場の管理運営計画

（管理運営に当たっての業務内容、

損益・収支の推定と営業目標値の設

定、プロモーション計画等）の策定

支援を実施。支援先の中心市街地活

性化協議会からは、管理運営に当た

り具体的なアドバイスを受け、大変

役に立ったとの評価を受けた。事業

主体となる商店街振興組合にとっ

ては、管理運営計画が明確になった

ことで、順調な事業運営をスタート

させることができた。 

 

○中心市街地商業活性化アドバイザ

ー派遣事業 

・中心市街地活性化協議会の抱える

様々な課題に対応するため、機構登

録の専門家を中心市街地活性化協

議会等に対して派遣。 

支援先数 ４６地域、支援日数 ２

７５．０日 

アドバイスの役立ち度 １００．

０％ 

・中心市街地活性化に資する施設につ

いては、適切な運営管理を行い、昨

年度に続き、高い入居率を確保。 

年間平均入居率９１．５％、２８年

３月末９１．７％。 

 

③その他期限の定められた業務 

 

○集積促進団地の譲渡事業 

・地方公共団体や関係機関と連携し

て、首都圏及び域内企業を中心に、

団地特性に応じた業種や設備投資

の動きのある業種をターゲットと

して企業誘致活動を実施し、全体で

７区画２．７ヘクタールを譲渡。 

・これと併せて、中小企業等に対して、

年間６１件の用地情報提供等の立

地支援を実施。 

 

 

・試作開発型事業促進施設について、

施設譲渡実施計画を策定し、関係地

方公共団体等との協議及び入居企

業への説明等を実施。 

 

【重要度：高】 
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【重要度：高】 

 

①地域支援機関等の支援能力の向上

支援 

（理由） 

政府の小規模企業振興基本計画

に掲げられた「支援者側の人材育成

等を通じた支援機関全体の支援能

力の向上」に向け、地域支援機関等

の職員等に対し、機構の知見・ノウ

ハウを活かした研修等を実施する

ことで主要な役割を果たすことが

重要であるため。 

［数値目標］ 

○国の政策課題や支援上の課題に

対応した地域支援機関等の専門

家・職員等を対象とした講習会参

加者数：４，０００人以上 

○都道府県や地域支援機関等の職

員等を対象とした研修受講者

数：６，７００人以上 

 

②よろず支援拠点全国本部を通じた

全国経営支援体制の強化 

（理由） 

政府の小規模企業振興基本計画

では、その重点施策「支援体制の整

備」において、高度でより専門性の

高い経営課題に対する支援体制と

して「よろず支援拠点」の知見を活

用することとし、機構は各拠点の統

括・サポートを行うことされている

ため。また、日本再興戦略改訂 2015

では、「中堅・中小企業・小規模事

業者の「稼ぐ力」の徹底強化」の目

標達成に向け、よろず支援拠点の機

能・体制を抜本的に強化するとされ

ている。機構は、「よろず支援拠点

全国本部」として、よろず支援拠点

に配置された専門家等への研修を

通じて支援能力の向上を図るほか、

よろず支援拠点への相談・助言、支

援事例の収集・提供等を行い、よろ

ず支援拠点の設定する目標が達成

できるようサポートを行っていく

ことが重要であるため。 

［数値目標］ 

○よろず支援拠点の専門家等の研

修役立ち度：９５％以上 

 

③平成 29 年 4 月の消費税軽減税率導

入に伴う中小企業・小規模企業事業

者対策の着実な実施 

①地域支援機関等の支援能力の向上

支援 

［数値目標］ 

○国の政策課題や支援上の課題に

対応した地域支援機関等の専門

家・職員等を対象とした講習会参

加者数：４，０００人以上 

［実績］７，２６７人 

 

［数値目標］ 

○都道府県や地域支援機関等の職

員等を対象とした研修受講者

数：６，７００人以上 

［実績］７，８１９人 

 

 

 

 

 

 

②よろず支援拠点全国本部を通じた

全国経営支援体制の強化 

［数値目標］ 

○よろず支援拠点の専門家等の研

修役立ち度：９５％以上 

［実績］９８．６％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③平成 29 年 4 月の消費税軽減税率導

入に伴う中小企業・小規模企業事業

者対策の着実な実施 

［主要な実績］ 

○２９年４月の消費税率の軽減税

率制度の導入に向け、その対策予
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（理由） 

中小企業・小規模事業者が、消費

税軽減税率制度に円滑に対応でき

るよう施策を講じることは、極めて

重要な政策課題である。特に、事業

者数が非常に多数である小規模の

小売事業者、卸売事業者等に混乱が

ないように措置することが重要と

なっている。これを踏まえ、消費税

軽減税率制度の導入に伴い対応が

必要となる中小小売事業者等に対

し、複数税率対応レジの導入や受発

注システムの改修等に対し補助を

行う事業については、政府の政策展

開を踏まえ、迅速かつ着実に実施す

ることが重要となるため。 

 

 

【難易度：高】 

①都道府県や地域支援機関等の職員

等を対象とした研修受講者数：６，

７００人以上 

（理由） 

研修受講者数６，７００人以上と

いう目標について、前中期目標期間

の水準を、６０パーセント上回るチ

ャレンジングな水準を目標として

設定しているため。 

（前中期目標期間実績（平均）：４，

１９５人） 

 

②よろず支援拠点全国本部を通じた

全国経営支援体制の強化 

（理由） 

「よろず支援拠点」事業は、高度

でより専門性の高い経営課題に対

する支援体制として、その重要度を

増している。制度発足後２年目とな

り、各拠点の相談件数や支援品質の

向上、認知度の向上などが重要な目

標となっている。全国本部として、

これらの目標の達成のため、全国４

７拠点の各々の課題を設定し、その

特性を踏まえたきめ細かな助言等

を実施するとともに、全国規模・ブ

ロック単位での中小企業・小規模事

業者を取り巻く環境変化や相談内

容の傾向・変化等を踏まえた上で研

修を企画・実施することが必要とな

る、非常に難易度の高い業務である

ため。 

 

③平成 29 年 4 月の消費税軽減税率導

入に伴う中小企業・小規模企業事業

算が２８年１２月に閣議決定さ

れたことを受け、複数税率対応レ

ジの導入や受発注システムの改

修等の経費の助成等を行う基金

を設置。 

短期間に関係機関等と丁寧な

調整を行いつつ、事業実施スキー

ムを策定するなど、前例のない補

助金制度の創設に関する政策要

請に迅速かつ着実に対応。 

 

 

 

 

 

【難易度：高】 

①都道府県や地域支援機関等の職員

等を対象とした研修受講者数：６，７

００人以上 

［実績］７，８１９人 

 

 

 

 

 

 

 

 

②よろず支援拠点全国本部を通じた

全国経営支援体制の強化 

［主要な実績］ 

○コーディネーター等への研修 

研修回数：１９回 

受講者数：５０４人 

役立ち度：９８．６％（目標：９

５％以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③平成 29 年 4 月の消費税軽減税率導

入に伴う中小企業・小規模企業事業

者対策の着実な実施 

［主要な実績］ 

○２９年４月の消費税率の軽減税
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者対策の着実な実施 

（理由） 

中小企業・小規模事業者が、消費

税軽減税率制度に円滑に対応でき

るよう施策を講じることは、極めて

重要な政策課題である。特に、事業

者数が非常に多数である小規模の

小売事業者、卸売事業者等の経営実

務に混乱がないように措置するこ

とが重要となっている。平成 27 年

12 月に、新たに補助金の予算措置

を受け、複数税率対応レジの導入や

受発注システムの改修等に対し助

成を行う基金の運営を行うことと

したが、このような大規模な助成業

務は、これまでに取り組んだことの

ない業務であり、関係機関等と丁寧

な調整を行いつつ、平成 28 年度の

助成業務の実施に向けて、短期間で

実施スキームの検討及び体制の整

備等を行うことが不可欠なってお

り、これらは非常に労力を要すると

ともに、迅速かつ遺漏ない対応が求

められるため。 

 

 

率制度の導入に向け、その対策予

算が２８年１２月に閣議決定さ

れたことを受け、複数税率対応レ

ジの導入や受発注システムの改

修等の経費の助成等を行う基金

を設置。短期間に関係機関等と丁

寧な調整を行いつつ、事業実施ス

キームを策定するなど、前例のな

い補助金制度の創設に関する政

策要請に迅速かつ着実に対応。 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―３ 経営環境の変化への対応の円滑化 

業務に関連する政策・施

策 

中小企業の再生支援、経営安定支援、小規模企業支援、中小企業の

事業承継 等 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人中小企業基盤整備機構法第 15 条第 1項第 1号、2号、3号、6

号、15 号、16 号、17 号、21 号 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度：高】 
①中小企業再生支援全国本部 
②中小企業事業引継ぎ支援全国本部 
（理由） 
政府の日本再興戦略及び日本再興戦略改訂 2015 に掲げられた目標
の達成には、中小企業・小規模事業者の円滑な事業引継ぎ、経営改
善や事業再生を促進することが重要であり、また、まち・ひと・し
ごと創生総合戦略（2015 改訂版）を踏まえ、機構は、中小企業再生
支援全国本部、事業引継ぎ支援全国本部として、各都道府県に設置
された中小企業再生支援協議会及び事業引継ぎ支援センター等へ
の支援、これらの機能強化を図ることが重要であるため。 
［数値目標］ 
○中小企業再生支援協議会、事業引継ぎ支援センターへの相談・助
言件数：７，０００件以上 
 
③小規模企業共済制度 
（理由） 
政府の小規模企業振興基本計画に掲げられた目標への貢献に向け、
小規模企業共済の在籍割合の確保・向上ための新規加入促進に取り
組み、確実な共済制度の運営を行うことが重要となるため。 
［数値目標］ 
○小規模企業共済の新規加入件数：９２，０００件以上 
 
④東日本大震災の復興支援 
（理由） 
東日本大震災からの復興の加速、特に原子力災害からの福島の復
興・再生は、最も重要な政策課題であり、これを踏まえ、仮設施設
整備・有効活用、相談・助言、専門家の派遣など被災中小企業者・
小規模事業者等の復興支援に引き続き取り組むことが重要であり、
特に、福島の復興・再生について、福島相双復興官民合同チームへ
参画し、個別訪問等を通じた実態把握を行っていくことで被災中小
企業・小規模事業者の再建・自立化を支援することが重要であるた
め。 
 
【難易度：高】 
①中小企業再生支援協議会、事業引継ぎ支援センターへの相談・助
言件数：７，０００件以上 
（理由） 
相談・助言件数７，０００件以上という目標について、前中期目標
期間の水準（平均５，９４２件）を、１８パーセント上回るチャレ
ンジングな水準を目標として設定しているため。 
 
②小規模企業共済制度の加入件数：９２，０００件以上 
（理由） 
本共済制度の加入対象者である我が国の小規模事業者数が、２００
９年調査の３６６万者から２０１４年調査の３２５万者と大幅に
減少している中、これまでと同程度（第一期、第二期中期目標期間
実績平均９２，３０１件）のチャレンジングな水準を目標として設
定しているため。 
 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0533 
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③東日本大震災の復興支援 
（理由） 
東日本大震災の復興支援は、復旧から本格復興・再生の段階に向け
て、専門家による助言や販売会等の開催による商品開発・販路開拓
支援業務や、仮設施設整備・有効活用などの業務に引き続き取組む
ことに加え、福島の復興・再生に向けて、新たに創設された福島相
双復興官民合同チームに参画し、個別訪問等を開始することとした
が、対象となる事業者が多数かつ広域に所在し、多種多様な業種で
あること等から、綿密な事前調整や丁寧な事業実施が求められるた
め。 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度   ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

再生支援全国本部及び事業引継ぎ全国本部  予算額（千円）      

相談・助言件

数（目標値） 

3.5 万件以

上 

－ 7 千件以

上 

7 千件以

上 

    決算額（千円）      

相談・助言件

数（実績値） 

－  11,495 件 11,443 件     経常費用（千円）      

達成度 － － 164.2% 163.5%     経常利益（千円）      

小規模企業共済  行政サービス実

施コスト（千円）

     

加入件数 

（目標値） 

46 万件以

上 

－ 92,000 件

以上 

92,000 件

以上 

    従事人員数  751 人 

の内数 

   

 加入件数 

（実績値） 

－  122,302

件 

137,136

件 

           

 達成度 － － 132.9% 149.1%            

 中小企業倒産防止共済         

 加入件数 

（目標値） 

13 万件以

上 

－ 26,000 件

以上 

26,000 件

以上 

           

 加入件数 

（実績値） 

－  44,409 件 47,503 件            

 達成度 － － 170.8% 182.7%            

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 4参照 

(参考値) 

別紙 5参照 

(参考値) 

別紙 6参照 

(参考値) 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 

    業務実績 自己評価 

 ３．経営環境の変化への対応の円滑

化 

 

東日本大震災からの復興の加速化

と福島の再生に引き続き取り組む。ま

た、中小企業・小規模事業者の経営状

況は依然として厳しく、地域経済の本

格的な再生は道半ばの状況であり、再

生・経営改善が必要な中小企業・小規

模事業者は潜在的に多数存在してい

る。また、経営者の高齢化・後継者不

在による廃業等が一層深刻化してお

り、地域経済の活力を確実に減退させ

ている。このため、中小企業・小規模

事業者の再生・事業引継ぎ・事業再

編・経営改善を促進する支援を行って

いく必要がある。また、機構は、小規

模企業共済制度及び中小企業倒産防

止共済制度の確実な運営により小規

模事業者の事業廃止等を行う際の円

滑化と連鎖倒産防止のためのセーフ

ティネットの充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）東日本大震災の復興支援など

災害等への機動的な対応 

 

東日本大震災で被災した地域及び

中小企業・小規模事業者の本格的な復

興の加速に引き続き貢献していくこ

とが重要である。機構は、専門家の派

遣等を通じ、事業再開やまちづくりに

向けた再建計画等の策定支援を行う

ほか、仮設施設の整備やその有効活用

に係る支援、産業復興機構への出資な

どを行う。また、原子力災害により深

刻な被害を受けた福島の復興・再生に

ついては、被災中小企業・小規模事業

者の事業再開に向けた取組を支援す

る。 

なお、大規模な自然災害等が発生し

た場合には、これまでの知見とノウハ

ウを活用して、機動的に支援を行う。 

３．経営環境の変化への対応の円滑

化 

 

東日本大震災からの復興・再生を支

援するとともに、中小企業再生支援及

び事業引継ぎに係る全国本部の機能

強化、再生ファンドの活用等により、

日本再興戦略に即して、開廃業率１

０％の目標達成に貢献する。 

小規模企業共済制度及び中小企業

倒産防止共済制度の確実な運営によ

り、小規模事業者の事業廃止等を行う

際の円滑化と連鎖倒産防止のための

セーフティネットの充実を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）東日本大震災の復興支援など

災害等への機動的な対応 

 

①東日本大震災の復興・再生支援 

 

東日本大震災で被災した地域及び

中小企業・小規模事業者の本格的な復

興の加速に貢献する。具体的には、仮

設施設の整備やその有効活用に係る

支援のほか、被災事業者が連携した施

設整備等への貸付、被災中小企業・小

規模事業者、地方公共団体、地域支援

機関等に対する相談・助言、専門家の

派遣等を通じた再建計画の策定支援、

地方公共団体等への商業復興支援、産

業復興機構への出資、中小企業・小規

模事業者に対して利子補給を行う財

団等に助成を行う基金の運営等を行

う。 

３．経営環境の変化への対応の円滑

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）東日本大震災の復興支援など

災害等への機動的な対応 

 

①東日本大震災の復興・再生支援 

 

・東日本大震災で被災した地域及び中

小企業・小規模事業者の本格的な復

興の加速に貢献する。 

・東日本大震災により著しい被害を受

けた中小企業・小規模事業者等のた

めに工場・事業場・店舗等の仮設施

設の整備やその有効活用に係る支

援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経営環境の変化への対応の円滑

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）東日本大震災の復興支援など災 

害等への機動的な対応 

 

①東日本大震災の復興・再生支援 

 

■仮設施設整備事業 

○被災中小企業者等の事業再開のた

めの基盤を整備 

・被災した地域等において、早期の事

業活動再開を希望する複数の中小

企業者等が入居する仮設施設を整

備する事業を実施。 

 

○被災地ニーズを踏まえた支援例 

・福島県における避難住民の帰還支

援の一環として、被災した２事業

者が入居する仮設店舗を南相馬市

小高区に整備。 

 

経営環境の変化への対応の円滑化 

＜評定と根拠＞ 

評定： Ｓ 

根拠： 小規模企業共済の加入件数で

対年度目標１４９．１％、中小企業倒

産防止共済で対年度目標１８２．７％

と目標を大きく上回る実績を達成し、

両共済ともに機構設立以降で最多の

加入実績を実現。また、再生支援及び

事業引継ぎ支援の両全国本部におけ

る中小企業再生支援協議会及び事業

引継ぎ支援センターへの助言件数は、

対年度目標１６３．５％を達成するな

ど顕著な成果をあげた。 

東日本大震災の復興支援では、引き続

き約２，０００件の経営相談、約２，

７００回の震災復興アドバイザー派

遣に対応したほか、仮設施設整備事業

では２７年度末で約２，５００事業者

が仮設施設に入居し、約１．１万人の

雇用を確保。さらに、平成２７年８月

に創設された「福島相双復興官民合同

チーム」に参画するなど原子力災害に

より深刻な被害を受けた福島の復

興・再生に向けた取組に迅速に対応。

このほか、再生ファンドにおいて投資

企業数５５社、投資金額１１６億円と

過去最高の実績を達成、これまでの再

生完了累計２０５社、１２，６００人

以上の雇用に貢献するなど顕著な事

業成果をあげていることからＳ評価

と判断。 

 

１．小規模企業共済、中小企業倒産防

止共済 

①全国３２５万人の小規模事業者に

焦点を当てた国の政策展開を踏まえ、

小規模企業共済の加入促進に組織を

挙げて注力。小規模企業共済の加入件

数は１３７，１３６件（年度目標９２，

０００件、対年度目標１４９．１％、

在籍者数１２８．３万人、対前年度３．

４万人増）と年度目標を上回る実績を

達成。また、中小企業倒産防止共済で

も加入件数は４７，５０３件（年度目

標２６，０００件、対年度目標１８２．

７％、在籍者数４０．２万件、対前年

度２．５万件増）と年度目標を上回る

実績を達成。小規模企業共済及び中小

企業倒産防止共済ともに機構設立以
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原子力災害で深刻な被害を受けた

福島の復興・再生について、機構に求

められる役割を果たすことで、中小企

業・小規模事業者等の事業再開に貢献

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東日本大震災により被災した中小企

業・小規模事業者、地方公共団体、

地域支援機関等に対して、専門家の

派遣等を通じた相談・助言や販路開

拓・再建計画の策定等の支援を行

い、これらの支援成果をとりまと

め、機構による震災復興支援事業の

一層の周知を図る。また、地方公共

団体等への商業復興支援も引き続

き行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○仮設施設の整備状況（完成ベース） 

 市町村数 ５２市町村 

 案件数 １０案件（累計６４１件） 

 区画数 ３１区画（累計３，６１１

区画） 

 面積 ２，７９４㎡（累計２２７，

７５１㎡） 

 事業者数 ２，４７７事業者（前年

同期比２０１者減） 

 従業員数 １０，９８２人（前年同

期比８１２人減） 

 

■仮設施設有効活用等助成事業 

○機構が整備し、市町村に譲渡した仮

設施設について、復興を促進するた

めやむを得ないと判断される場合

に、市町村に対して仮設施設の移

設、撤去等に係る費用を助成。 

 

○支援実績（交付決定ベース） 

 移設 ４事業（３案件） ２１１百

万円 

 撤去 ７事業（８案件） １１４百

万円 

 

■被災事業者販路開拓支援事業 

○販路開拓イベントの実施 

被災中小企業者等の販路開拓を目

的とした販売会「みちのく いいも

ん うまいもん」を開催。福島、大

阪、東京の百貨店で開催し、１２４

社が出展。必要に応じて震災復興支

援アドバイザーが出展者へのヒア

リング、アドバイスを行い、イベン

ト出展に向けたブラッシュアップ

と出展後のフォローアップを順次

実施。 

 

〇支援実績（販売会） 

 目標売上達成率 １０９．８％ 

 

■震災復興支援アドバイザー派遣事  

 業 

○被災中小企業者等からの支援ニー

ズに対応した復興支援の実施 

・被災中小企業並びに被災地域の地方

公共団体及び支援機関に対して震

災復興支援アドバイザーを派遣し、

中小企業の事業再建並びに地域経

済の再生及びまちづくりに向けた

再建計画の策定等の支援を実施。 

 

○支援実績 

・アドバイザー派遣 

降で最多の加入実績を実現。 

②加入促進にあたっては、機構役員

が、金融機関・委託団体・地方公共団

体等の役員に訪問し、直接働きかけを

行う（訪問先８７回）ほか、加入促進

運動の展開、公共交通機関を活用した

ＰＲ，インターネットによる動画配

信、新たな顧客層の拡大に向け、クリ

ーニング業、飲食業や社交飲食業、理

容業、美容業などの業界誌への広告掲

載、コンビニのフリーペーパーの棚に

「まんがで見る小規模企業共済」を配

架するなど、機構独自のこれまでにな

い創意工夫を凝らした活動を展開。 

 

 

２．中小企業再生支援及び中小企業事

業引継ぎ支援業務 

①中小企業再生支援及び中小企業事

業引継ぎ支援業務について、機構の全

国本部に専門性の高い専門家を配置

し、４７都道府県の中小企業再生支援

協議会及び事業引継ぎ支援センター

等に対する助言の年度目標７，０００

件以上に対し１１，４４３件（対年度

目標１６３．５％）を行い、協議会及

びセンター等の活動を支援。 

②中小企業再生支援業務では、２７年

度新たに平成１５年から開始された

中小企業の再生支援業務について、再

生支援協議会の活動の軌跡を実績と

して客観的に提示する報告書を作成。

再生支援に携わるすべての方々に役

立つよう工夫を加え、協議会、地域金

融機関や士業等の専門家等に提供。ま

た、協議会の専門家や地域金融機関等

への研修、セミナー（５３回、受講者

数２，９７０人）を開催するとともに、

再生支援協議会業務の円滑化を図る

ため、全国４７協議会の統括責任者が

一堂に会する実務者会合を開催。これ

らの取組を通じ、各協議会の再生計画

策定１，３１９件（うち抜本再生案件

２０１件）に貢献。 

③中小企業事業引継ぎ支援業務では、

事業引継ぎ支援センターの専門家や

地域支援機関等への研修・セミナー、

２７年度新たに後継者問題を抱える

中小企業・小規模事業者を対象に４７

都道府県でセミナーを開催（研修・セ

ミナー計７１回、４，２０７人）。ま

た、地域をまたがる広域的なＭ＆Ａマ

ッチングの強化と企業カルテ書類等

の統一化による事務の効率化のため、
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支援先数  ３１５先 

（中小企業：２９３先、地方公共団

体等：２２先） 

派遣回数  ２，７０１回 

（中小企業：１，５２４回、地方公

共団体等：１，１７７回） 

派遣人日数 ２，１０５．５人日 

（中小企業：９９３．０人日、地方

公共団体等：１，１１２．５人日） 

役立ち度 １００．０％ 

・震災に係る経営相談（出張相談を含

む） 

震災に係る経営相談件数 ２，０

３２件 

（東北本部 ２，０３２件） 

 

○市町村等への支援内容 

・特定地域中小企業特別資金事業（福

島県）の貸付制度の運営支援とし

て、(財)福島県産業振興センターに

震災復興支援アドバイザーを派遣

（派遣人日数４２３．０人日）。 

・被災した商工会、商工会議所からの

要請に応じて、現地で定期的に出張

相談窓口を開設 

石巻商工会議所  派遣人日数

合計４９．０人日 

相談件数合

計７６件 

南三陸町商工会  派遣人日数

合計５９．０人日 

相談件数合

計８９件 

気仙沼商工会議所 派遣人日数

合計５３．０人日 

相談件数合

計１１８件 

本吉唐桑商工会  派遣人日数

合計２４．０人日 

相談件数合

計３２件 

釜石商工会議所  派遣人日数

合計２３．５人日 

相談件数合

計５９件 

・福島県内の商工会議所に対し公認会

計士を派遣（日本公認会計士協会と

の業務提携 相談件数３６件、派遣

人日数８．０人日）。 

・その他支援機関等が実施する経営相

談会やセミナー等の講師派遣等を

実施。 

 

（支援事例） 

２７年４月に新たに「事業引継ぎ支援

データベース」を立ち上げ、８，２５

８社の売り情報、買い情報等を登録。

これらの取組を通じ、事業引継ぎ支援

センター等への相談企業数４，９２４

社（２６年度２，８９４社、対前年度

１７０．１％）、成約件数２０９件（２

６年度１０２件、対前年度２０４．

９％）と支援規模の拡大に貢献。 

 

３．震災復興支援 

①東日本大震災の復興支援について

は、引き続き２，０３２件の経営相談、

２，７０１回の震災復興アドバイザー

派遣、被災中小企業・小規模事業者の

販路開拓支援のための首都圏、関西圏

他での販売会の開催等を実施。また、

仮設施設整備事業（１０案件・３１区

画、累計６４１案件・３，６１１区画）

では、平成２７年度末で仮設施設に約

２，５００事業者が入居し、約１．１

万人の雇用を確保。 

②原子力災害により深刻な被害を受

けた福島の復興・再生に向けた取組と

して、引き続きセンター福島及び４分

室（相双、いわき、県中、会津）で事

業再開や本格復興、販路開拓に向けた

相談に積極的に対応（分室での支援先

数１５７社、巡回支援回数１，１０９

回）。 

③「原子力災害からの福島復興の加速

に向けて」（平成２７年６月１２日閣

議決定）において、「被災された方々

の置かれている状況に寄り添った支

援を実施し、事業・生業の再建を可能

とするため、（略）自立支援策の実施

主体となる官民の合同チームを創設

し、具体的な取組に早期に着手する」

とされたことを受け、２７年８月に創

設された国・県・民間からなる「福島

相双復興官民合同チーム」に巡回相談

員２２名等を配置して参画し、合同チ

ームとして５，２７３回の被災事業者

への訪問を実施。 

 

４．再生ファンド 

機構出資の再生ファンドからの投資

企業数５５社、投資額１１６億円は制

度創設以来最大の実績。投資先企業数

の存続率は、年度目標１００％に対し

１００％を達成。再生終了企業数２１

社、再生終了企業の雇用者数１，７８

０人、これまでの累計で２０５社が再

生を果たし、１２，６３１人の雇用の
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・原子力災害により被災した中小企

業・小規模事業者の事業・生業の再

建、自立化を支援するため、国、福

島県、民間で設置する官民合同チー

ムへ参画し、中小企業・小規模事業

者への個別訪問等を通じて実態の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・宮城県北西部において、農産加工業

を営む企業が東日本大震災により

自社で栽培する主力商品の原材料

となるトマトの落下等の被害が発

生。 

新たな販路開拓のため２６年度に

機構が実施した販路開拓イベント

へ出展し、販売単価の向上が課題と

して抽出されたため、イベントの事

後フォローとしてお土産用のセッ

ト商品の開発を支援。特に主力商品

が瓶詰商品であることから、持ち帰

りやすい商品開発、持ち帰り袋の作

成に関する助言を行うとともに、併

せて２７年度の機構が主催する販

路開拓イベントへの出展も支援。 

・福島県中通り地方において、眼鏡小

売業を営む企業が東日本大震災に

より社屋の一部が損壊。影響により

売上が減少。 

売上向上を目指すため、経営の基

本、計数管理手法の習得等が課題で

あることから、社員を巻き込んだ事

業方針の策定、目標売上高を基にし

た行動計画の策定、実行等を支援

し、併せてＰＯＰ制作、店内ディス

プレイの見直し等、顧客訴求力の向

上を支援。 

 

〇地方公共団体等への商業復興支援 

・地方公共団体及び支援機関等から要

請のあった陸前高田市、気仙沼市等

７市町の地方公共団体及び支援機

関等に対し、職員及び震災復興支援

アドバイザーが現地ヒアリング等

を行い、現状把握、課題の抽出、復

興構想・計画に対する助言等を３０

回実施。 

 

○被災事業者の業況変化の把握 

・仮設施設に入居する７６９事業者

（岩手県４９５事業者、宮城県１５

１事業者、福島県１２３事業者）に

対する震災復興支援アドバイザー

による巡回助言を実施し、震災復興

支援の現状、被災事業者の業況変化

を把握。 

 

〇福島相双復興官民合同チームへの

参画 

・国・福島県・民間からなる「福島相

双復興官民合同チーム」の創設に伴

い、機構は「官」の一員として官民

合同チームの訪問グループに参画。

確保に貢献。 

 

５．債務保証（財務省共管業務） 

債務保証業務の周知を図るため、本部

及び地域本部で債務保証制度を利用

する金融機関（都市銀行、地方銀行、

信用金庫等）を中心に延べ２７５先に

訪問するなど、債務保証制度のＰＲ活

動を着実に実施。また、２７年度新た

に、産業競争力強化法に基づく事業再

編計画の特徴的な認定事例をわかり

やすくまとめた資料を作成し、信用保

証の活用を金融機関へ提案。 

 

＜課題と対応＞ 

１．中小企業事業引継ぎ支援等業務 

 中小企業経営者の年齢ピークは、こ

の２０年間で４７歳から６６歳へと

高齢化、経営者の平均引退年齢も中規

模企業で６７．７歳、小規模事業者で

７０．５歳と上昇し、６０歳以上の経

営者のうち５割超が廃業を予定して

いる。一方で、廃業予定企業であって

も４割の経営者が今後１０年間の将

来性は少なくとも現状維持は可能と

している。仮にこれらの経営者が事業

承継を選択しない場合には、日本全体

の７割を占める中小企業・小規模事業

者の雇用を確保できないばかりか、中

小企業・小規模事業者の技術や技能、

ノウハウが途絶えてしまうという重

大な課題に直面している。 

このような状況のなか、後継者不在の

中小企業・小規模事業者の事業引継ぎ

を支援する各事業引継ぎ支援センタ

ー全体で、２８年度約５００件、２９

年度１，０００件の事業引継ぎによる

成約件数を目標値として掲げている

ところであり、目標達成に向けてはセ

ンターに配置された専門家等の支援

ノウハウの質的な向上が不可欠であ

る。このため、各引継ぎ支援センター

を支援する機構の全国本部では、セン

ター業務の経験や支援レベルに応じ

た専門家へのきめ細かな研修を行う

とともに、全国本部専門家とセンター

専門家との密接なコミュニケーショ

ンを通じてお互いの信頼関係を構築

し、センター専門家への積極的な相談

対応、サポートを行っていく。 

 

２．震災復興支援 

東日本大震災の復興支援については、

引き続き被災中小企業・小規模事業者
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把握等を行う。 

 

 

 

 

・このほか原子力災害で深刻な被害を

受けた福島の復興・再生について、

機構に求められる役割を果たすこ

とで、中小企業・小規模事業者等の

事業再開に貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東日本大震災で被害を受けた中小企

業・小規模事業者等の二重債務問題

に対応するため、平成２３年度に設

立された産業復興機構へ出資等を

行う。加えて、産業復興機構の運営

者に対する事務経費の支援、中小企

業再生支援協議会（産業復興相談セ

ンター）の再生計画策定支援等を受

けた被災中小企業・小規模事業者等

に対して利子補給を行う財団等に

助成を行う基金の運営を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チームは総勢約１８０名の体制で

福島県内（福島、郡山、いわき）及

び都内の計４拠点に駐在し、被災事

業者に５，２７３回訪問。 

 

〇センター福島４分室の設置 

・原子力災害で深刻な被害を受けた福

島県内の中小企業等の事業再開や

売上回復等の相談対応等を行うた

め、相双、いわき、県中、会津の４

地域にセンター福島の分室を設置。

分室専門員による被災事業者の巡

回訪問による相談対応や共済加入

等の情報提供、個別の経営課題に対

する震災復興支援アドバイザーの

派遣を実施。 

支援先数   １５７社 

巡回支援回数 １，１０９回 

 

〇警戒区域等地域の復興に向けた賑

わい回復支援事業 

・原子力発電所事故に伴い、警戒区域

等に設定された福島県の１２市町

村を対象に、住民の帰還や賑わいの

回復を通じて、地元中小企業の活性

化を図るための復興イベントを実

施するために必要な経費を助成す

ることとし、楢葉町、川内村、川俣

町において開催されたイベントに

対して助成を実施。 

 

〇産業復興機構へ出資等 

・東日本大震災で被害を受けた中小企

業等の二重債務問題に対応するた

め、県及び地域金融機関との共同出

資により５県（岩手・宮城・福島・

茨城・千葉）で設立した産業復興機

構（再生ファンド）に対し、１０億

円を出資。 

（債権買取実績） 

債権買取先数 ２３先  （累計 

３１７先） 

債権買取額  ９億円 （累計 １

９９億円） 

・組合員集会への参加（８回）のほか、

投資委員会へのオブザーバー参加

や投資の事前検討会への参加（２１

回）、その他運営者との随時面談等

を通じ、運営状況を適時・的確に把

握。 

 

○各産業復興機構の運営者に対する

事務経費の支援 

・各産業復興機構の運営者に対する事

の経営相談、震災復興アドバイザー派

遣、販路開拓支援等に取組むととも

に、福島の復興・再生に向けた「福島

相双復興官民合同チーム」への参画を

継続し、機構に求められる被災中小企

業・小規模事業者の支援ニーズに的確

に対応していく必要がある。 

また、２８年４月１４日に熊本県熊本

地方で発生した地震により、地域の中

小企業・小規模事業者の工場・店舗等

に多大な被害が発生し、いまだ事業再

開に至らない事業者も存在するなか、

このままでは廃業などを余儀なくさ

れる事業者が増加し、地域の経済と雇

用に大きな影響を与える状況となっ

ている。機構は、中小企業庁、経産局、

県、地域支援機関等とも緊密に連携・

協働しながら、東日本大震災での復興

支援の経験とノウハウを最大限に活

かし、専門家によるグループ補助金の

計画策定支援や出張・巡回相談、訪問

アドバイスなど地域ニーズ応じて迅

速に対応していくことで、経営基盤の

弱い被災中小企業・小規模事業者の復

旧・事業再開に向けた支援に積極的に

取り組んでいく。 
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・日本政策金融公庫等の復興特別貸付

等を受ける中小企業等に対して利

子補給を行う財団等に助成を行う

基金の運営を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東日本大震災により被害を受けた中

小企業等を対象とする被災道県が

実施する貸付制度への支援を継続

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

務経費の支援について、交付要領に

基づき助成を実施。 

助成件数  ２０件 

助成金額  ５８百万円 

 

 

○中小企業再生支援協議会の再生計

画策定支援等を受けた被災中小企

業等に対して利子補給を行う基金

の運営 

・中小企業再生支援協議会（産業復興

相談センター）の支援を受けて事業

再生を図る被災中小企業者等に対

して、旧債務（再生計画等の対象と

なる債務）に係る利子の補てんを行

うための基金を創設し（１８４億

円）、その運営体制を整備。 

 県等の財団法人を経由して中小企

業者等に利子補給を実施。 

利子補給件数   １００件 

利子補給額    ４２４百万円 

 

〇利子補給を行う基金の運営 

・日本政策金融公庫及び商工組合中央

金庫が行う「東日本大震災復興特別

貸付」等の借入を行う中小企業者等

のうち、事業所が全壊又は流出、ま

たは警戒区域等に事業所を有して

いた中小企業者等や、一旦廃業した

事業者であって新たに事業を開始

する中小企業者等を対象として、借

り入れ後３年間利子補給を行うた

めの基金を機構に創設（１００億

円）し、その運営体制を整備。 

県の財団法人を経由して中小企業

者等に利子補給を実施。  

利子補給件数   ２，５５７件 

利子補給額    ８７百万円 

 

（高度化事業による復旧・復興支援） 

■被災中小企業施設・設備整備支援事

業（３セク貸付）の実施 

・岩手県に対して１３．１億円を貸付

け（被災６道県（北海道、青森県、

岩手県、宮城県、福島県、千葉県）

に対する２３年度からの累計１，３

６１．１億円の資金交付）。９０先

の事業者に対し、５９．６億円の貸

付承認（累計７９４先の事業者に対

し、５４５．８億円の貸付承認）。 

・被災道県及び財団が実施する貸付審

査への助言協力を実施（対象県 ２

県、４先、１９．０人日）。 
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②大規模な自然災害等への対応 

 

大規模な自然災害等が発生した場

合には、機構の知見とノウハウを結集

し、中小企業・小規模事業者等への支

援を果断に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力発電所事故によって甚大な影

響を被る中小企業・小規模事業者等

を対象とする福島県が実施する貸

付制度への支援を継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②大規模な自然災害等への対応 

 

・大規模な自然災害等が発生した場合

には、機構の知見とノウハウを結集

し、中小企業・小規模事業者等への

支援を果断に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特定地域中小企業特別資金貸付（原

発事故対策）の実施 

・福島県に対して、同県の原発事故に

より甚大な影響を被る中小企業等

に対して、福島県内の移転先や避難

区域が解除された地域等での事業

継続・再開に必要な事業資金を貸し

付ける融資制度の財源の一部を貸

付け。（２３年度からの累計７０３

億円の資金交付） 

・３７先の事業者に対し５．１億円の

貸付決定（２３年度からの累計８８

６先の事業者に対し、１４９．９億

円の貸付決定）。 

 

②大規模な自然災害等への対応 

 

■被災中小企業復興支援基金を組成 

○茨城県関東・東北豪雨中小企業復興

支援基金 

・茨城県と協力し、総額３００億円（資

金交付額２４０億円）の基金を組成

し、基金の運用益による被災中小企

業の復興支援事業を後押し。（資金

交付、３月） 

 

■災害緊急相談窓口等の設置 

・以下の災害について、速やかに災害

緊急相談窓口等を設置するなどし

て、被災中小企業の要望に対処する

ための体制を整備し、相談を受け付

けるほか、機構・関係各機関の災害

支援施策等の情報提供を実施。ま

た、前年度から引き続き設置してい

る窓口においても、相談等の対応を

実施。 

 

 口永良部島（新岳）噴火に係る災害 

  ５/２９ 九州本部 

 

 平成２７年台風１８号等による大

雨に係る災害 

  ９/１１ 東北本部、関東本部 

 

 平成２７年台風２１号に係る災害 

  １０/１ 沖縄事務所 

 

【東日本大震災に関する特別相談窓

口の相談実績】 

２７年度実績 １，０４８件（全地

域本部） 

 

■東日本大震災で被災した中小企業

者への支援（継続中の措置）  
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（２）中小企業・小規模事業者の事

業再生・事業引継ぎ等への支

援 

 

中小企業金融円滑化法が平成２５

年３月末で期限到来を迎えた後にお

いても、引き続き条件変更の申込件数

が同程度で推移しており、産業の新陳

代謝を促す観点からも、これまで以上

に重点的・積極的に事業再生・事業引

継ぎ等の取組の支援を進めていくこ

とが必要である。このため、機構は、

自主的な努力だけでは対応が困難な

状況にある中小企業・小規模事業者や

後継者不在などで事業の存続に悩み

を抱える中小企業・小規模事業者が確

実に事業再生・事業引継ぎ等の支援を

受けられるよう全国的な事業再生・事

業引継ぎ等の支援体制を強化する等

の役割を担う。 

具体的には、機構は、産業競争力強

化法に基づき設置された認定支援機

関が実施する中小企業・小規模事業者

に対する事業再生・事業引継ぎ等支援

の支援件数・支援内容の更なる充実を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中小企業・小規模事業者の事

業再生・事業引継ぎ等への支

援 

 

①中小企業・小規模事業者の再生支

援、事業引継ぎ支援 

 

産業競争力強化法に基づき機構に

全国本部を設置し、中小企業・小規模

事業者の活力の再生等に貢献する。具

体的には、同法第１２７条第１項の認

定を受けた機関（以下「認定支援機関」

という。）が行う中小企業・小規模事

業者の事業再生支援や事業引継ぎ支

援に対し、認定支援機関の目標達成が

図られるよう、質の高い相談・助言を

中期目標期間中に３．５万件以上行

う。これらに加え、専門家の派遣、支

援体制のＰＤＣＡサイクル構築に関

する支援業務、先進事例や案件情報の

収集・提供、認定支援機関の支援能力

を向上させるための専門家等に対す

る研修を実施する。また、個別案件の

再生支援を実施するとともに、全都道

府県の地域金融機関、商工団体、士業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中小企業・小規模事業者の事

業再生・事業引継ぎ等への支

援 

 

①中小企業・小規模事業者の再生支

援、事業引継ぎ支援 

 

１）中小企業・小規模事業者の再生

支援 

 

・全国の中小企業再生支援協議会（以

下「協議会」という。）の活動を支

援するため、全国本部として、相

談・助言、専門家の派遣、支援体制

のＰＤＣＡサイクル構築に関する

支援業務、先進事例や案件情報の収

集・提供等、再生支援を巡る諸課題

等を分析し、具体的な解決策の提案

などを行う。特に、協議会が行う中

小企業・小規模事業者の事業再生に

対し、協議会の目標達成が図られる

よう、財務・業務デューデリジェン

スの支援等の相談・助言を行う。 

・また、各地域における地域金融機関、

商工団体等から協議会が地域の活

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小規模企業共済の災害時貸付けの適

用及び特例（２９年３月末まで延

長）  

通常の災害時貸付けを適用すると

ともに、直接被害については、無利

子。  

無利子貸付 ５件、３４百万円 

・小規模企業共済事業について、災害

緊急相談窓口で災害 

時貸付に係る相談に対応するとと

もに、被災者の緊急な資金需要に迅

速に対応できるよう即日貸付を実

施。  

小規模企業共済災害時貸付１２件、

４５百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中小企業・小規模事業者の事業

再生・事業引継ぎ等への支援 

 

 

①中小企業・小規模事業者の再生支

援、事業引継ぎ支援 

 

１）中小企業・小規模事業者の再生

支援 

■「質」の高い事業再生支援への実施 

・小規模事業者を中心とした暫定リス

ケ案件のフォローアップや抜本的

な再生支援（債権放棄、ＤＥＳ、Ｄ

ＤＳ等）の強化という国の方針を踏

まえ、全国本部は、政策パッケージ

下の「量」に対応した再生計画策定

支援から「質」の高い事業再生支援

への転換に取り組む全国の中小企

業再生支援協議会（以下「協議会」

という。）の再生現場での活動を支

援。 

○協議会に対する助言・支援事業 

・「量」に対応した政策パッケージ下

体制から「質」への転換の中、体制

も見直しながら（協議会専門家数２

７年３月１日３４１人→２８年１
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図るために、産業競争力強化法に基づ

く専門家派遣や支援体制に係るＰＤ

ＣＡサイクル構築に関する業務を確

実に実施するとともに、認定支援機関

の相談・助言、事例共有等に係る体制

を引き続き強化する。また、機構によ

る再生支援、再生ファンドの活用の促

進、事業再生・事業引継ぎ等の支援に

係る制度の周知や活用促進、支援事例

の展開等を実施する。更に全国的な事

業再生・事業引継ぎ等の支援体制の強

化に際しては、各地における地域金融

機関や商工会議所・商工会、士業団体

等の連携強化が重要であることから、

機構は、各地の関係機関等と継続的な

対話等を通じ、事業再生・事業引継ぎ

等の支援に係る普及・啓発を実施す

る。 

また、産業競争力強化法に基づき、

事業再編や事業再生の円滑化を図る

ため、事業再生ＡＤＲによる事業再生

や、生産性及び財務内容の健全性の向

上に資するような事業再編に際し、債

務保証を着実に実施する。 

 上記の機構による業務に関し、中期

計画や年度計画において適切な指標

を定め、事業評価に際して活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体等との対話を通じ、事業再生・事

業引継ぎ等の支援に係る普及・啓発を

行う。 

自主的な努力だけでは対応が困難

な状況にある中小企業・小規模事業者

や後継者不在などで事業の存続に悩

みを抱える中小企業・小規模事業者が

確実に事業再生・事業引継ぎ等の支援

を受けられることが重要である。この

ため、成果の目標は、上記の重要性を

踏まえ認定支援機関が策定した目標

に対し、全ての認定支援機関による再

生支援業務に係る目標達成実現への

取組の支援について、全ての認定支援

機関から「役に立った」との評価を受

けること、各地域における地域金融機

関、商工団体等から中小企業再生支援

協議会事業が地域の活力の再生に「役

に立った」との評価を受ける支援及び

事業再生・事業引継ぎ等の支援に係る

普及・啓発を行うこと、研修実施後の

全ての受講者から研修が「役に立っ

た」との評価を受けることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力の再生に「役に立った」との評価

を受けるための支援及び事業再生

の支援に係る普及・啓発を行うとと

もに、協議会の支援能力を向上させ

るための専門家等に対する研修に

ついても、研修実施後の受講者から

研修が「役に立った」との評価を受

ける割合を９５％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月１日３１２人。全国本部ＰＭ数２

７年３月１日２９人→２８年１月

１日２４人。）全国本部は、４７協

議会に対して、延べ８，９６５件の

助言等を実施。また、全協議会２５

２案件については、より専門的な支

援として延べ５０６件の協働支援

を実施。 

 相談助言件数 ８，９６５件 

 役立ち度 ９７．８％ 

 

・協議会からの要請により、高度な案

件への対応として外部専門家の派遣

（９案件２７４人日）を実施。 

・ＰＤＣＡサイクルを構築し、支援の

質の向上を図るため、一次相談企業

からのアンケートハガキ８１９枚

を回収・集計した他、二次相談企業、

金融機関、外部専門家等からの協議

会事業に対する外部評価アンケー

トを実施して、４７協議会の平成２

７年度の活動実績等の集計・分析・

評価を行い、中小企業庁、各経済産

業局、認定支援機関、協議会にフィ

ードバックを実施。 

・各地の協議会事業の円滑化を図るた

め、全国４７協議会の統括責任者が

一同に会する実務者会合を２回開

催。全国の協議会の活動状況等の実

績や新たな再生支援策の説明等を

行い、協議会事業の適切な運営支援

を実施。 

 

○再生計画策定支援事業 

・「量」から「質」への転換に伴い、

抜本的な再生手法による支援を推

進。協議会における再生計画策定件

数は、１，３１９件。うち抜本再生

案件は２０１件。 

 

○経済産業大臣への報告 

・産業競争力強化法に基づき、平成２

６年度協議会事業の評価結果を取

りまとめ、経済産業大臣に報告を実

施。 

 

■セミナー・研修等の実施 

・各機関、専門家等による中小企業に

対する再生に向けた取組を支援す

るため、以下のようなセミナー、研

修等を実施。 

 

○セミナーの実施 

・金融機関、専門家、協議会向けに、
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・自ら経営改善計画を策定することが

困難な中小企業・小規模事業者を対

象として、経営革新等支援機関が中

小企業・小規模事業者の依頼を受け

て経営改善計画策定支援を行う事

業に対して、経費の一部を助成し、

また、本事業の利用申請の受付け等

を行う経営改善支援センターや経

営革新等支援機関に研修等を実施

し、本事業の推進を図る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）中小企業・小規模事業者の事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「中小企業再生支援協議会事業１

３年の実績と評価」をテーマとした

セミナーを東京・大阪で開催（受講

者数：東京５１５人・大阪２６９人、

計７８４人、役立ち度９８．９％）。 

 

○研修の実施 

・協議会プロジェクトマネージャー及

びサブマネージャー等へ、協議会を

取り巻く最近の状況、抜本目標達成

に向けた取組みや第二会社方式の

ケース解説、事業再生にかかる基礎

知識についての確認テストの実施

等、実践的な研修を３回実施（受講

者数１６３人、役立ち度１００％）。 

 

○金融機関への研修支援 

・中小企業の事業の再生を進めるた

め、私的整理の理解を深める等の目

的で全国の金融機関に対して、研修

を実施（延べ４８回、受講者２，０

２３人）。 

 

■全国本部事業への評価 

・全国本部事業全体への役立ち度とし

ては、全ての協議会から「役に立っ

た」との評価。  

 

○経営改善計画策定支援事業 

・金融円滑化法利用事業者の出口戦略

として、平成２６年度末までとされ

ていた本事業が、事業内容や財務状

況など経営上の課題を抱える中小

企業への経営改善支援策として、平

成２７年度以降も継続されること

になったことに伴い、本事業の利用

推進を促すため、全国の金融機関の

本支店に対して、全協議会で延べ

２，４５０回の直接訪問等による制

度紹介、働きかけを実施。（平成２

７年度の経営改善支援センターで

の事業利用申請受付３，５０９件

（累計１１，０３３件）。 

・経営革新等支援機関の認定を受けた

税理士である会員を多く抱えるＴ

ＫＣ全国会と連携し、制度周知パン

フレットの作成を行い、ＴＫＣ全国

会会員からその関与先へ計６万５

千部配布。【再掲】 

 

２）中小企業・小規模事業者の事業引

継ぎ支援 

 

〇事業引継ぎ支援センター、事業引継
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引継ぎ支援 

 

・各都道府県に設置されている事業引

継ぎ支援センター等を支援するた

め、全国本部として、相談・助言、

支援体制のＰＤＣＡサイクル構築

に関する支援業務、先進事例や案件

情報の収集・提供等を行う。 

 

 

 

 

 

・事業引継ぎ支援センター等と連携

し、売り手中小企業と買い手企業と

のマッチングを行うデータベース

を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業引継ぎ支援センター等の支援能

力を向上させるため、専門家等に対

する研修を実施する。また、研修実

施後において、受講者に対して「役

立ち度」に関する調査を実施し、「役

に立った」との評価を受ける割合を

９５％以上とする。 

 

上記１）、２）の協議会や事業引継

ぎ支援センター等に対する相談・助

言については、年間７，０００件以

上行う。また、相談者に対して「役

立ち度」に関する調査を実施し、４

段階評価において上位２段階の評

価を得る割合を９５％以上とする。

 これらの取組を通じ、全ての協議

会、事業引継ぎ支援センターによる

事業再生・事業引継ぎ等の支援に係

る目標達成、実現への取組の支援に

ついて、全ての協議会、事業引継ぎ

支援センターから「役に立った」と

の評価を受けることとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぎ相談窓口への相談・助言 

・各都道府県の事業引継ぎ支援センタ

ー等に対し、中小企業事業引継ぎ支

援全国本部（以下「全国本部」とい

う。）として、実施体制や中小・小

規模事業者のＭ＆Ａに関する助言

を実施。 

相談・助言件数 ２，４７８件 

役立ち度 ９７．９％ 

 

〇事業引継ぎ支援データベースの構

築 

・案件情報の共有化による地域をまた

がる広域的なＭ＆Ａマッチングの

強化と全国本部、各事業引継ぎ支援

センター等との間で企業カルテ書

類等の統一化による事務の効率化

のため、平成 27 年 4 月新たに「事

業引継ぎ支援データベース」を構

築。全ての事業引継ぎ支援センター

等において運用開始。 

 データベース登録企業数 ８，２５

８社 

 

〇事業引継ぎ支援センター及び事業

引継ぎ相談窓口への研修等 

・事業引継ぎ支援事業における支援能

力の向上のため、事業引継ぎ支援セ

ンター等の専門家に対し研修等を

実施。（開催数１８回、参加者数２

５８人、役立ち度９１．９％） 

(目標数値未達成の要因) 

目標数値未達成の要因（目標９

５％以上、実績９１．９％）は、各

事業引継ぎ支援センターの設立時期

が異なることから業務の習熟度に差

が発生し、また参加した専門家自身

の実務経験にも差があることから、

多岐にわたる研修項目に対し、全て

の参加者の理解が進まなかったこと

によるもの。 

(改善) 

参加対象者の実務経験等を踏まえ

たレベル分けを行い、少人数による

研修を実施することにより、役立ち

度の向上を図る。 

 

〇全国セミナーの開催 

・後継者不在などの課題や引継ぎ支援

事業の役割をテーマに、中小企業・

小規模事業者、士業、支援機関等を

対象とした大規模なセミナーを開

催。 

開催数：３回（東京、大阪、福岡）、
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②再生ファンドによる事業再生支援

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②再生ファンドによる事業再生支援

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・再生支援協議会及び事業引継ぎ支援

センターへの相談・助言件数 

：１１，４４３件 

 

 

 

参加者数：８３８人 

 

〇事業引継ぎ支援セミナーの開催 

・後継者問題を抱える中小企業・小規

模事業者の掘り起こしを行うため、

全都道府県で、中小企業・小規模事

業者、士業、支援機関を対象とした

セミナーを開催。 

開催数：５０回、参加者総数：３，

１１１人（支援者向け：１，６８９

人、中小企業者向け：１，４２２人） 

 

〇事業引継ぎ支援センター及び事業

引継ぎ相談窓口の周知 

・事業引継ぎ支援センター等の周知を

図るため、新聞広告やダイレクトメ

ールによる広報活動を実施。 

 新聞広告掲載：１回 

ダイレクトメール発送：約３８万社 

 

■全国本部事業への評価 

・全国本部事業全体の各事業引継ぎ支

援センターからの役立ち度は、９

５．７％との評価。  

(目標数値未達成の要因) 

目標数値未達成の要因（目標１０

０％、実績９５．７％）は、27 年度

に設置された事業引継ぎ支援センタ

ーの専門家の支援方法等に対する戸

惑いに対し、全国本部のプロジェク

トマネージャーが適切な助言・指導

などのコミュニケーションが図れな

かったことによるもの。 

(改善) 

27 年度末までに事業引継ぎ支援

センターが４６都道府県に設置され

運営が開始されているため、支援方

法等に関する混乱は起こりにくい状

況にあるが、各センターの体制に合

わせて適切な支援を実施するため、

全国本部ＰＭを増員するなど体制の

強化を図るとともに、各センターの

専門家等を集めた会議を実施するな

どコミュニケーションを図る場を設

置する。 

 

■再生支援協議会及び事業引継ぎ支

援センターへの相談・助言件数 

 １１，４４３件 

 

②再生ファンドによる事業再生支援

等 

 

１）再生ファンドによる事業再生支援 
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等 

 

１）再生ファンドによる事業再生支援 

 

地域金融機関等と連携し再生ファ

ンドを組成し、認定支援機関との連

携・協働により中小企業・小規模事業

者の事業再生の取組に貢献する。組成

したファンドに対しては、継続的なモ

ニタリング等を通じて運営面でのガ

バナンスを向上させるとともに、各種

情報や機構支援ツールの提供等を行

うことにより、投資先企業の再生を支

援する。成果の目標は、全ての投資先

企業の存続とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等 

 

１）再生ファンドによる事業再生支援

 

・地域のニーズに応じた中小企業再生

ファンドの組成及び活用の促進の

ため、中小企業再生支援協議会、都

道府県、経済産業局等との連携のも

と、地域金融機関、信用保証協会、

ファンド運営会社に対して制度説

明や先進事例に関する情報提供等

を行うとともに、地域の主要な金融

機関、財務局等を訪問しニーズの把

握等に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組成後のファンドについては、投資

委員会へのオブザーバー参加やフ

ァンド運営者との面談等を通じて、

投資活動や投資先支援活動の実態

把握を行うなど継続的なモニタリ

ングを徹底し、ファンドの活用とガ

バナンスを確保するとともに、ファ

ンド運営者に対する再生事例の紹

介や機構支援ツールの情報提供等

を通じて、事業成果の向上を図る。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中小企業再生ファンドの組成促進 

・認定支援機関、都道府県、経済産業

局等との連携のもと、地域金融機

関、信用保証協会、ファンド運営会

社に対して制度説明や先進事例に

関する情報提供等を行うとともに、

地域の主要な金融機関、財務局等を

訪問しニーズの把握に努めること

により、地域のニーズに応じ中小企

業再生ファンドを組成する。 

・機構出資ファンドからの投資実績

は、創設以来最大の投資先企業数５

５社、投資金額１１６億円となり、

我が国の中小企業の事業再生や雇

用維持に大きく貢献。 

 

※ニーズの把握等のための地域金融

機関、都道府県、信用保証協会等へ

の訪問数 

地域金融機関７、都道府県１、信用

保証協会１ 

・出資ファンド数累計 ４３ファンド 

（うち清算結了済１８ファンド、清

算手続中０ファンド） 

・ファンド総額累計 １，３６４億円 

・機構出資契約額累計 ６０８億円 

・２７年度投資先企業数 ５５社（累

計 ３５３社） 

・２７年度投資金額 １１６億円（累

計７２８億円） 

・２７年度再生完了先 ２１社（累計

２０５社） 

（参考）再生完了企業の雇用者数 

１，７８０人（累計 １２，６３１

人） 

 

■ファンドに対するモニタリングと

情報提供 

○ファンド運営状況のモニタリング 

・既存全ファンドの組合員集会への参

加（１８回）のほか、ガバナンスの

強化のため、投資委員会にもオブザ

ーバー参加（８４回）するとともに、

キーマンとの随時面談等を通じフ

ァンドごとのモニタリングシート

を整備、運営状況を適時・的確に把

握。 

・ファンドからの投資報告により投資

状況を定期的に把握するとともに、

ファンドの決算資料より投資先企

業の財務状況等を把握。 

 

（支援事例） 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・これら取組みによる成果の目標は、

中期目標期間中にファンドから投

資した全ての投資先企業の存続と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・精密部品加工事業を行う A社は、リ

ーマンショックによる大幅な売上

減少と多額の資金を投入した新規

事業での失敗により、業績が悪化し

苦境に陥っていた。多くの取引先や

150 名を超える従業員を抱え地域

経済や雇用に大きな役割を果たす

同社の再生のため、機構出資のファ

ンドが投資を実行。ファンドが金融

機関から債権を買い取り借入金を

大幅に圧縮するとともに、多角化事

業からの撤退による精密部品事業

への経営資源の集中、工業系コンサ

ルタントの導入による製造原価の

低減、後継経営者を中心としたマネ

ジメント体制の育成など再生に取

り組んできた。再生の取り組みが奏

功し、2期連続で計画を上回る利益

を達成したため、ファンドの投資前

にメインバンクであった地域金融

機関よりリファイナンスを受け、フ

ァンドからのエグジットを完了し

た。更なる会社の発展に向けて、後

継経営者を中心に新規営業の強化、

生産管理の改善等に取り組んでい

る。 

 

○ファンドクローズに向けた具体的

な取組み 

・モニタリングシート（ファンドクロ

ーズ管理用）を活用し、終期の近い

ファンドについて、計画的なクロー

ズが行われるよう、半年毎のモニタ

リングを実施。 

・２７年度中に３件のファンドクロー

ズ手続きを完了。 

 

○ファンド運営者に対する情報提供

等 

・施策情報、支援事例等の情報・ノウ

ハウの共有化を図るため、ファンド

出資先連絡会を開催（１回、再生フ

ァンドのＧＰ担当者等５９人が出

席）。 

 

○投資先企業の存続状況 

・２６年度投資先企業５１社のうち存

続企業５１社（存続率１００％） 

・２７年度投資先企業５５社のうち存

続企業５５社（存続率１００％） 

 

２）事業再編及び事業再生円滑化の

ための債務保証 
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（３）小規模企業共済制度及び中小

企業倒産防止共済制度の確実

な運営 

 

将来の事業の廃止等に備えるため

の小規模企業共済制度、連鎖倒産の防

止のためのセーフティネットである

中小企業倒産防止共済制度について

は、両共済制度の加入対象者数の動

向、解除及び新規加入の状況等を踏ま

え第３期中期目標期間末において第

２期中期目標期間末の在籍割合を上

回ることを目標とし、積極的に加入促

進を行う。また、各種提出書類の見直

し及び業務処理期間の短縮化等によ

り契約者サービスを向上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）事業再編及び事業再生円滑化のた

めの債務保証 

 

産業競争力強化法に規定する事業

再編や事業再生を図るための借入等

に係る債務保証は、金融機関を中心に

制度の周知活動を徹底する。債務保証

の決定にあたっては、信用力、採算性

等について的確な審査を行い、リスク

の合理的な分散と管理が確保され得

るかを適切に判断することとし、標準

審査期間１００日以内に諾否を決定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）小規模企業共済制度及び中小

企業倒産防止共済制度の確実

な運営 

 

小規模企業共済制度は、制度の安定

的な運営のため、加入対象者数及び脱

退者数等を勘案して第２期中期目標

期間末の在籍割合を第３期中期目標

期間末において向上させる。在籍割合

を確保するために必要な中期目標期

間中における加入目標件数を４６万

件とする。 

中小企業倒産防止共済制度は、制度

の安定的な運営のため、加入対象者数

及び脱退者数等を勘案して第２期中

期目標期間末の在籍割合を第３期中

期目標期間末において向上させる。在

籍割合を確保するために必要な中期

目標期間中における加入目標件数を

１３万件とする。また、解除及び再加

入の状況等を検証したうえで、再加入

促進策などを実施する。 

なお、共済事業の利用者拡大、利便

性向上等の観点から共済制度・運用の

在り方について検討を行うとともに、

主務省において両共済制度の見直し

が行われた場合には、その見直しを踏

まえた事業運営を着実に実施すると

 

２）事業再編及び事業再生円滑化のた

めの債務保証 

 

・事業再編や事業再生を図るための借

入等に係る債務保証については、金

融機関等に対して情報提供を行う

など、制度の利用促進を図る。審査

については制度の政策目的を勘案

しつつ的確に行うとともに、審査期

間１００日以内に諾否を決定する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）小規模企業共済制度及び中小

企業倒産防止共済制度の確実

な運営 

 

①一層の加入促進の実施 

 

・両共済制度の安定的な運営のため、

加入対象者数及び脱退者数等を勘

案し、在籍者数を向上させるよう、

平成２７年度における加入目標件

数を小規模企業共済制度は９２，０

００件以上とし、中小企業倒産防止

共済制度は２６，０００件以上とす

る。  

・上記加入目標件数を達成するため、

両共済制度の平成２７年度加入促

進計画を策定し、地方公共団体、中

小企業団体等の協力を得ながら、期

間加入促進運動（加入促進強調月

間、確定申告期運動等）、地域別加

入促進運動（モデル都道府県運動、

都市部運動等）などを実施し、制度

の普及及び加入促進を図る。 

 

・両共済制度の普及及び加入促進を図

るため、パンフレット等の配布、関

係機関等の発行する広報誌や専門

誌、メールマガジン等を活用した広

報を積極的に実施するとともに、動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・債務保証業務の周知を図るため、本

部及び地域本部において、債務保証

制度を利用する金融機関（都市銀

行、地方銀行、信用金庫等）を中心

に、延べ２７５先に対して、訪問す

るなどの債務保証制度のＰＲ活動

を実施。 

金融機関等への債務保証制度の説

明（３１回）。 

機構主催のイベント・研修・勉強会

などの機会を捉え周 

知活動（地域本部の周知活動実績１

９７先、イベント等 

でのパンフレット配布４７件）。（再

掲） 

・経済産業省と定期的な情報交換を実

施。（再掲） 

・金融機関及び事業者からの問い合わ

せが９件。事業再編及び事業再生円

滑化債務保証の申込みなし。 

 

 

（３）小規模企業共済制度及び中小企

業倒産防止共済制度の確実な運営 

 

①一層の加入促進の実施 

 

・両共済制度の加入促進については、

２７年１月に策定した「平成２７年

度加入促進計画」に基づき、関係省

庁、地方公共団体、地域支援機関、

中小企業団体、金融機関等と連携、

以下の加入促進運動を実施した結

果、大きな成果を達成。 

・金融機関、委託団体、地方公共団体

の役員等に対して、機構役員が地域

本部とともに、制度普及等の連携協

力を直接働きかけ（役員の訪問件数

延べ８７件） 

・全国加入促進強調月間運動（１０～

１１月）、確定申告期運動（２～３

月、青色申告会等に職員が訪問し加

入促進活動を実施／延べ４４先）、

地元関係機関等と連携した特定地

域での加入促進運動（小規模企業共

済は５県３市）、代理店や委託団体

別の加入促進運動を実施。 

・制度の周知・普及については、パン

フレット等広報資料の関係機関へ

の配布、関係機関等の広報誌（紙）、

専門誌（紙）に両共済制度の紹介広

告や記事の掲載を積極的に実施。 

・より効率的・効果的な加入促進を実

施するため、８月より加入者への認
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ともに、必要に応じ数値目標等を含む

本計画の変更を行う。 

両共済制度の各年度の加入目標件

数は、過年度の加入実績等を勘案して

定め、重点地域及び重点期間での集中

的な加入促進や代理店・委託団体等の

お客様特性を踏まえた加入促進等を

盛り込んだ加入促進計画を毎年度策

定し、これに基づいた加入促進活動を

着実に実施する。 

契約者に対する施策情報の提供、相

談・照会への迅速な対応、各種提出書

類の見直し等に取り組む。特に、迅速

な貸付が求められる中小企業倒産防

止共済は、審査手法等を効率化し、申

請書類の受理後貸付決定までの標準

審査期間を１０営業日以内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画配信等インターネットを活用し

た広報を実施する。 

・加入者の認知媒体等調査や脱退者の

解約理由等の調査・分析を実施し、

その結果を今後の加入促進施策の

企画・立案、実施の際に反映させる

ことでより効率的・効果的な加入促

進を実施する。 

・顧客層拡大のため、加入率が低い業

種、女性経営者、法人役員等への加

入促進活動を強化するとともに、制

度創設５０周年行事等を活用し、小

規模企業共済制度の認知度向上に

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知媒体調査を実施（５２９件）。今

後も継続してデータ収集及び分析

をし、新たな加入促進手法及び広報

を検討。 

 

・小規模企業共済制度創設５０周年行

事を活用し、動画配信（8.4 万回ﾀﾞ

ｳﾝﾛｰﾄﾞ）、チラシ・３つ折りリーフ

レット配布、ポスター掲示等により

認知度向上活動を実施。 

 

（事例１） 

・中国地方の地方銀行に対するトップ

セールスや特別手数料制度の積極

的な PR、特定地域での加入促進運

動及び５０周年行事活用などあら

ゆる方面からのアプローチにより、

同行からの加入者へギフト券を進

呈するという新たな加入促進手法

が構築し、７５０件に増加。 

 

（事例２） 

・具体的な加入促進策を策定し、積極

的に加入促進を実施する団体・金融

機関に対し、インセンティブを与え

る特別手数料制度（モデル（団体・

代理店）及び加入推進（団体・代理

店））を引き続き実施。制度エント

リー団体及び代理店数が大幅に増

加（モデル団体（２６年度１，８４

８→２，００１）、モデル代理店（２

６年度３３１→３７２）、加入推進

団体（２６年度１，３７３→１，４

１３）、加入推進代理店（２６年度

３０８→３２６））し、小規模企業

共済制度においては前年同期比で

１２．１％増加（団体：１０．５％、

代理店１４．２％）、中小企業倒産

防止共済制度においては前年同期

比で７．０％増加（団体：１１．４％、

代理店：４．２％） 

 

（事例３） 

・制度の知名度向上や既存の委託機関

との接点が少ない加入対象者及び

加入率が低位な層への PR のため、

インターネットによる小規模企業

共済の動画広告配信やネット DM を

送付。また、これまで未実施であっ

た業界誌（紙）や女性向けセミナー

を活用し制度 PR するとともに機構

主催のセミナーや研修会で小規模

企業共済法の改正内容等を説明し、

広く PR を実施。 
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②小規模企業共済の法律改正・制

度見直しの確実な実施 

 

・小規模企業共済制度の法律改正に伴

うシステム改修の実施や事務処理

の変更等について確実に対応する。

・小規模企業共済制度における契約者

貸付制度の拡充に伴う関係機関と

の調整や契約者への周知を十分に

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特に小規模企業共済制度は、法律改

正や制度創設５０年を迎えること

を踏まえ、事業承継に特化した広報

ツールを作成するほか、５０周年行

事とインターネット・マスメディア

等の広報媒体とを連動させ、法律改

正の内容等を契約者や委託機関へ

着実に周知する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小規模企業共済加入件数：１３７，

１３６件 

 

・中小企業倒産防止共済加入件数：４

７，５０３件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・上記の活動により、２７年度加入実

績は、小規模企業共済制度が目標９

２，０００件に対して１３７，１３

６件、中小企業倒産防止共済制度が

目標２６，０００件に対して４７，

５０３件の加入を達成。 

 

②小規模企業共済の法律改正・制度見

直しの確実な実施 

 

・小規模企業共済制度の法律改正に伴

うシステム改修については、２８

年４月１日の施行に向けて２月２

７日にリリース。また、２７年１

０月１日から拡充された契約者貸

付制度について、貸付資格保有者

のみならず制度のPRを狙い全契約

者に新制度の通知を事前に実施。

結果５４件実施される等特別貸付

けの実績としては大きな反響であ

った。周知に関する具体的な実績

は以下の通り。 

契約者：DM 等２回、委託機関：DM

等１回、商工共済 NEWS３回、機構

HP ランディングページ開設(２/１

９)、全国地方紙広告２回、首都圏

TVCM、説明会開催２，６１３回 

 

・トップセールスをイメージし、小規

模企業振興基本法から連なる円滑

な新陳代謝を目的とした改正主旨

を説明する資料を作成するほか、

事業引継ぎ支援セミナーでは小規

模企業共済法改正の内容を織り込

んだテキストを作成した。５０周

年行事と広報媒体連動について

は、動画配信の他存在的加入者が

多い首都圏にて TVCM を実施（再

掲）。なお、２８年度の完成に向け、

承継・相互扶助等共済の理念をテ

ーマにした動画の作成に着手。 

 

○小規模企業共済の資金運用に関す

る将来の価格変動に備えた対応 

・外部有識者による「小規模企業共済

制度の在り方検討会」を設置し、同

検討会からの報告を受け、時価（価

格）変動への対応、付加共済金制度

の在り方等について、中小企業庁へ

要望書を提出。 

・要望書の内容については、平成２７

年１２月１４日の「中小企業政策審

議会中小企業経営支援分科会第５
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③その他 

 

・中小企業倒産防止共済制度では、大

規模倒産時など処理件数急増時等

を除き、申請書類の受理後貸付決定

までの審査期間１０営業日以内の

案件比率を８６％以上とする。 

・契約者等の利便性の更なる向上のた

め、これまでも実施しているコンタ

クトセンター等に寄せられる顧客

ニーズの業務改善への反映をより

一層進める。 

 

 

 

 

 

 

【重要度：高】 

①中小企業再生支援全国本部 

②中小企業事業引継ぎ支援全国本部 

（理由） 

政府の日本再興戦略及び日本再

興戦略改訂 2015 に掲げられた「中

小企業・小規模事業者の新陳代謝の

促進」の目標の達成には、中小企

業・小規模事業者の円滑な事業引継

ぎ、経営改善や事業再生を促進する

ことが重要である。また、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略（2015 改

訂版）において、「事業承継の円滑

化、事業再生、経営改善支援等」に

むけて、事業引継ぎ支援センターの

全国展開、金融機関や専門家、公的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回共済小委員会」及び平成２８年３

月１０日の「中小企業政策審議会 

中小企業経営支援分科会（第 3回）」

において小規模企業共済制度の剰

余金の取扱いについて審議され、予

測によって見込む剰余金を支払い

の原資とする付加共済金制度につ

いて、従来は剰余金の全額を付加共

済金に充てることとされていたも

のを、当面の間は、剰余金の１／２

に相当する額を付加共済金に充て、

残り１／２に相当する額を留保す

ること等の方針が了承された。（独

立行政法人通則法第２８条の４に

基づく平成２６年度評価結果の反

映状況の公表） 

 

③その他 

 

・中小企業倒産防止共済制度では、大

規模倒産時など処理件数急増時等

を除き、申請書類の受理後貸付決定

までの審査期間は６．２営業日、１

０営業日以内の案件比率は９３．

２％となった。 

・中小企業倒産防止共済貸付件数６８

９件、貸付額７１．３億円 

・小規模企業共済金等支給件数７４，

６８３件、共済金等支給額 ５,２５

０億円 

・コンタクトセンター等に寄せられる

顧客ニーズは本年度から実施して

いる業務改善 PJ に連携し、今後の

事務構築に反映することとしてい

る。 

 

【重要度：高】 

①中小企業再生支援全国本部 

②中小企業事業引継ぎ支援全国本部 

［数値目標］ 

○中小企業再生支援協議会、事業引

継ぎ支援センターへの相談・助言

件数：７，０００件以上 

［実績］１１，４４３件 
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機関との連携を強化するとともに、

中小企業再生支援協議会の支援を

強化するとされた。機構は、中小企

業再生支援全国本部、事業引継ぎ支

援全国本部として、各都道府県に設

置された中小企業再生支援協議会

及び事業引継ぎ支援センター等へ

の支援、これらの機能強化を図るこ

とが重要であるため。 

［数値目標］ 

○中小企業再生支援協議会、事業引

継ぎ支援センターへの相談・助言

件数：７，０００件以上 

 

③小規模企業共済制度 

（理由） 

政府の小規模企業振興基本計画

に掲げられた「小規模企業共済制度

の整備・活用等を通じた円滑な廃

業、事業承継や再チャレンジに向け

た環境整備」を推進するため、小規

模企業共済の在籍割合の確保・向上

ための新規加入促進に取り組み、確

実な共済制度の運営を行うことが

重要となるため。 

［数値目標］ 

○小規模企業共済の新規加入件

数：９２，０００件以上 

 

④東日本大震災の復興支援 

（理由） 

東日本大震災からの復興の加速、

特に原子力災害からの福島の復

興・再生は、最も重要な政策課題で

ある。これを踏まえ、仮設施設整

備・有効活用、相談・助言、専門家

の派遣など被災中小企業者・小規模

事業者等の復興支援に引き続き取

り組むことが重要である。特に、原

子力災害により深刻な被害を受け

た福島の復興・再生について、平成

２７年８月に国・福島県・民間で構

成された福島相双復興官民合同チ

ームへ参画し、個別訪問等を通じた

実態把握を行っていくことで被災

中小企業・小規模事業者の再建・自

立化を支援することが重要である

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③小規模企業共済制度 

［数値目標］ 

○小規模企業共済の新規加入件

数：９２，０００件以上 

［実績］１３７，１３６件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④東日本大震災の復興支援 

［主要な実績］ 

○仮設施設を整備する事業 

完成案件数：１０案件、完成区画

数：３１区画、 

 完成面積：２，７９４㎡ 

○中心市街地、まちづくり等に係る

助言回数：３０回 

○震災復興支援アドバイザー派遣

事業 

アドバイザー派遣支援先数：３１

５先 

アドバイザー派遣回数：２，７０

１回 

アドバイザー派遣人日数：２，１

０５．５人日 

役立ち度(アドバイザー派遣）：１

００．０％  

震災に係る経営相談件数（出張相

談を含む）：２，０３２件 

○被災地域の中小企業等への販路

開拓支援 

参加企業数：１２４社 

○福島相双復興官民合同チームへ

の参画 

国・福島県・民間からなる「福島

相双復興官民合同チーム」の創設
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【難易度：高】 

①中小企業再生支援協議会、事業引継

ぎ支援センターへの相談・助言件

数：７，０００件以上 

（理由） 

相談・助言件数７，０００件以上

という目標について、前中期目標期

間の水準を、１８パーセント上回る

チャレンジングな水準を目標とし

て設定しているため。 

（前中期目標期間実績（平均）：５，

９４２件） 

 

②小規模企業共済制度の加入件数：９

２，０００件以上 

（理由） 

本共済制度の加入対象者である

我が国の小規模事業者数が、２００

９年調査の３６６万者から２０１

４年調査の３２５万者と大幅に減

少している中、これまでと同程度の

チャレンジングな水準を目標とし

て設定しているため。 

（第一期、第二期中期目標期間実績

（平均）：９２，３０１件） 

 

③東日本大震災の復興支援 

（理由） 

東日本大震災の復興支援は、復旧

から本格復興・再生の段階に向け

て、中小企業・小規模事業者への支

援ノウハウを有する機構の役割は、

ますます重要となっている。専門家

による助言や販売会等の開催によ

る商品開発・販路開拓支援業務や、

に伴い、機構は「官」の一員とし

て官民合同チームの訪問グルー

プに参画。チームは総勢約１８０

名の体制で福島県内（福島、郡山、

いわき）及び都内の計４拠点に駐

在し、被災事業者に５，２７３回

訪問 

○警戒区域等に設定された地域の

賑わい回復支援 

 助成実績：：楢葉町、川内村、川

俣町 

○センター福島４分室の運営 

 支援先数：１５７社、巡回支援回

数：１，１０９回 

 

 

【難易度：高】 

①中小企業再生支援協議会、事業引継

ぎ支援センターへの相談・助言件

数：７，０００件以上 

［実績］１１，４４３件 

 

 

 

 

 

 

 

 

②小規模企業共済制度の加入件数：９

２，０００件以上 

［実績］１３７，１３６件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③東日本大震災の復興支援 

［主要な実績］ 

○仮設施設を整備する事業 

完成案件数：１０案件、完成区画

数：３１区画、 

 完成面積：２，７９４㎡ 

○中心市街地、まちづくり等に係る

助言回数：３０回 

○震災復興支援アドバイザー派遣

事業 

アドバイザー派遣支援先数：３１

５先 
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仮設施設整備・有効活用など、地方

公共団体等の関係者との丁寧な調

整を要する業務に引き続き取組む。

加えて、原子力災害により深刻な被

害を受けた福島の復興・再生に向け

て、新たに創設された福島相双復興

官民合同チームに参画し、個別訪問

等を開始することとしたが、対象と

なる事業者が多数かつ広域に所在

し、多種多様な業種であること等か

ら、綿密な事前調整や丁寧な事業実

施が求められるため。 

 

アドバイザー派遣回数：２，７０

１回 

アドバイザー派遣人日数：２，１

０５．５人日 

役立ち度(アドバイザー派遣）：１

００．０％  

震災に係る経営相談件数（出張相

談を含む）：２，０３２件 

○被災地域の中小企業等への販路

開拓支援 

参加企業数：１２４社 

○福島相双復興官民合同チームへ

の参画 

国・福島県・民間からなる「福島

相双復興官民合同チーム」の創設

に伴い、機構は「官」の一員とし

て官民合同チームの訪問グルー

プに参画。チームは総勢約１８０

名の体制で福島県内（福島、郡山、

いわき）及び都内の計４拠点に駐

在し、被災事業者に５，２７３回

訪問 

○警戒区域等に設定された地域の

賑わい回復支援 

 助成実績：：楢葉町、川内村、川

俣町 

○センター福島４分室の運営 

 支援先数：１５７社、巡回支援回

数：１，１０９回 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するために執るべき措置 

当該項目の重要度、難易

度 

重要度：未設定 
難易度：未設定 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0533 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

運営費交付金（退

職手当を除く）の

削減 

毎年度平均で前年

度比１．０５％以上

の効率化 

毎年度平均で前年度比

１．０５％以上の効率

化 

▲８．６％ ▲５．６９％     

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 

    業務実績 自己評価 

 Ⅲ．業務運営の効率化に関する事項 

 

 

１．顧客重視 

 

①顧客重視の業務運営 

 

・業務運営の効率化を図りつつ実効性 

のある質の高い支援を実現するた

め、現場主義を徹底し、現場ニーズ

の吸い上げを行い、制度・業務の改

善や新たな施策への反映を行う。 

 

 

 

・全国的な組織としての広域的な実施 

体制を整備し、各地域において地方

公共団体、地域支援機関等及び政府

関係機関との連携を強化し、機動的

な支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標

を達成するために執るべき措置 

 

１．お客様重視 

 

①お客様重視の業務運営 

 

・「業務に取り組むための３つの基本

姿勢」を研修及び機構内外の評価等

を通じて徹底し、お客様の期待と信

頼に応え、質の高いサービスを提供

する。 

・支援現場における地域や中小企業・

小規模事業者のニーズの吸い上げ

を行い、お客様視点で前例にとらわ

れない柔軟な発想による取組を積

極的に推進することとし、制度・業

務の改善や新たな施策に反映する。 

・現場重視を第一とし、地域本部をは

じめとした広域的な実施体制を整

備・活用する。 

地方公共団体、地域支援機関等、政

府関係機関、ＮＰＯ等の新たな支援

の担い手等とのネットワークを強

化し、機構はその専門的な知見を活

かして、これら関係機関との連携・

Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標

を達成するために執るべき措置 

 

１．お客様重視 

 

①お客様重視の業務運営 

 

・「業務に取り組むための３つの基本

姿勢」を、階層別研修をはじめとし

た職員研修等を通じて徹底し、お客

様の期待と信頼に応え、質の高いサ

ービスを提供する。 

・お客様視点で前例にとらわれない柔

軟な発想による取組を積極的に推

進することとし、制度・業務の改善

や新たな施策に反映するため、支援

現場における地域や中小企業・小規

模事業者のニーズの吸い上げを行

う。 

・現場重視を第一とし、地域本部をは

じめとした広域的な実施体制を整

備・活用する。         

地方公共団体、地域支援機関等、政

府関係機関、ＮＰＯ等の新たな支援

の担い手等とのネットワークを強

化し、機構はその専門的な知見を活

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標

を達成するために執るべき措置 

 

１．お客様重視 

 

①お客様重視の業務運営 

 

・階層別研修にて「基本姿勢に掲げる

事項について、日常業務遂行上心掛

けていること」「今後取り組みたい

こと」をテーマに討議を行い、３つ

の基本姿勢を受けて職員として自

身の行動をどうすべきか、組織全体

としてどうあるべきかについて考

え対話による相互認識を深めた。 

 

○お客様懇談会の実施 

・各地域本部において「お客様懇談会」

を開催。理事長自らが出席し、支援

先企業の経営者や支援機関の担当

者から支援ニーズを収集（７地域本

部７箇所、全７回開催、６３者出

席）。収集した支援先企業や支援機

関からの意見やニーズについては、

役員会等を通じて広く内部で情報

共有するとともに、お客様の意見を

業務運営の効率化に関する目標を達

成するために執るべき措置 

＜評定と根拠＞ 

評定： Ａ 

根拠： 業務運営の効率化を図りつ

つ、支援の質の向上と量的拡大を展

開するための関係機関との連携強化

や認知度向上、情報提供機能の強化

に取組む一方、組織活性化や業務改

善、新たな政策課題である消費税軽

減税率等に対応する体制整備、調達

等合理化計画に基づく契約の適正

化、情報セキュリティへの迅速な対

応を行うなど、高い成果を実現して

いることからＡ評価と判断。 

 

（１）お客様重視 

①お客様懇談会 

各地域本部において、「お客様懇談

会」を開催。理事長身自らが出席し、

支援先企業の経営者等から意見やニ

ーズを聴取（７地域本部、参加者数

６３名）。収集した意見やニーズは役

員会等を通じて共有し、業務を改善。

②他機関との連携による支援体制の

強化 
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協働を一層強化する。また、多種多

様な情報、販路、技術、人材等の経

営資源を持つ大企業、技術シーズや

知見・ノウハウなどを有する大学、

研究機関等の様々な主体との広域

的なネットワークを強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かして、これら関係機関との連携・

協働を一層強化する。また、多種多

様な情報、販路、技術、人材等の経

営資源を持つ大企業、技術シーズや

知見・ノウハウなどを有する大学、

研究機関等の様々な主体との広域

的なネットワークを強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考に適宜業務改善や新たな事業

を実施。 

※支援機関の課題や要望に応じて、

機構の支援ツール（海外展開チェ

ックシート、支援担当者向け研

修、ちょこゼミなど）を紹介。ま

た事業者や支援機関からのニー

ズに対応してＷｅｂマーケティ

ングの窓口相談を拡充したり、勉

強会、研修の階層別バリエーショ

ンを増やしたりするなど、ニーズ

に基づいた新しい施策への反映

に努めている。 

 

■地域や中小企業のニーズの把握 

○アンケート調査・ヒアリング調査の

実施 

・各事業において、支援終了後又は一

定期間経過後にアンケート調査や

ヒアリング調査を行い、地域や中小

企業のニーズを把握。 

 

○その他利用者ニーズの受信 

・利用者が自由に意見、クレーム等を

出せるよう各地域本部、大学校の窓

口、インキュベーション施設にお客

様用のはがきを設置するとともに、

機構のホームページでも受付を実

施（継続）。 

・「お客様の声」、「利用者アンケート」

を利用することにより、顧客ニーズ

や顧客提案を広く取り入れ、顧客の

立場に立った業務改善（経営相談、

大学校研修等）を実施（継続）。 

 

■地域ニーズに対応した事業展開（創

意工夫による地域本部独自の取り

組み） 

・業務運営の効率化を進めつつ、創意

工夫により地域ニーズに対して質

の高い支援を展開。 

 

○地域の総意を結集し新事業・新商品

を創出 

[北海道本部] 

・釧路信用金庫と連携して、地元の素

材を使った食品系の新商品開発に

意欲のある小規模事業者を対象と

する実践的な講座を開催。６次産業

化プランナーや食品加工の専門家、

グラフィックデザイナーらを講師

として、商品コンセプトの構築から

始まり、味づくりや衛生管理、パッ

ケージデザインやネーミングの検

１）地域金融機関との更なる連携強

化を図るため、金融庁が主催する意

見交換会への参加、各財務局や財務

事務所、金融機関の全国団体（全信

協、全信中協）への機構業務の情報

提供を継続し、地域金融機関２２機

関との新たな業務提携を締結。この

ような取組のなかで、近畿本部では、

地域金融機関、近畿経済産業局、近

畿財務局と連携し「小さな卓越企業

発掘＆育成プログラム」として、今

後成長が期待される企業の発掘・育

成と機構支援の際に地域金融機関の

職員が同行することで地域金融機関

の目利き力の向上を図る支援を継続

して実施し、さらに中部本部でも新

たに「地域力向上を実現する中小企

業応援プログラム」として同様の取

組を行った。 

２）このほか、新たに税理士の会員

１万人超とその関与先中小企業７５

万社のＴＫＣ全国本部及び㈱ＴＫＣ

との業務提携を行ったほか、大同生

命㈱や日本弁理士会との業務提携な

ど中小企業・小規模事業者への多様

な支援施策の提供や課題解決のため

の支援体制を強化。 

③機構の認知度向上の取組 

中小企業・小規模事業者に必要な情

報を届けるため、機構ＨＰのレイア

ウトを刷新するとともに、機構ＰＲ

や教材動画を新たに２３２本作成

し、機構ＨＰなどに掲載。機構ＨＰ

の年度目標セッション数４００万以

上に対し４６５万セッション（対年

度目標１１６．３％）を達成。 

また、２７年度の新たな取組として、

地域の優れた中小企業・小規模事業

者や地域資源活用による地域振興の

取組を紹介するＴＶ番組に機構が取

材候補先を提供する取組を開始（日

経スペシャル「夢職人」５０回放送、

及び「日本のチカラ」４２回放送）。

さらに、メディアを通じた効果的な

情報発信のため産業紙・地方新聞

社・地方テレビ局を対象に第１回目

の「メディア懇談会」を２７年１２

月に開催（参加メディア数５４社）。

 

（２）組織パフォーマンスの向上・

組織力の向上、業務の改善と新たな

ニーズへの対応 

①組織活性化と業務改善の推進 

理事長のリーダーシップのもと、機
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討まで４回の講座を開催。受講した

９者が「カキとアサリのオイル漬」

「マイワシのオイルサーディン」な

ど試作品の完成に至り、講座の最終

回に行われた商品評価会では、講師

から今後の商品化に向けたアドバ

イスを得た。 

[東北本部] 

・地域資源、地域ブランド等をテーマ

にした勉強会等を機構が開催し、地

方公共団体や地元関係者による地

方創生の計画づくりや体制整備等

を支援。山形県鶴岡市では、「庄内

の素材を活かした食関連商品開

発・マーケティング勉強会」と「ア

パレルものづくり会議ｉｎ鶴岡」を

開催し、それぞれ鶴岡市内の事業者

等が５０名、７５名参加。福島県会

津若松市では、同市役所の商工及び

観光担当職員等を対象にした地域

資源を活かしたまちなかの魅力づ

くりに関する検討会を開催。 

[関東本部] 

・中小企業、小規模事業者へ施策を普

及し、幅広く経営支援を実施するた

め、地域支援機関の支援能力向上を

サポートする研修等を実施。具体的

には経営発達支援計画の認定を受

けた４７機関のうち３０の商工会、

商工会議所に訪問。連携支援プラン

を検討した結果、７商工会議所に対

して、事業承継等をテーマにした研

修等を１０回実施し、３９８人が受

講。 

[中部本部] 

・海外展開の経験に乏しい三重県内の

農林水産・食品製造事業者の輸出促

進を目的に、県内の地域資源等認定

事業者を中心に設立された「三重県

食品輸出研究会」を主な対象として

支援を充実。従来の情報提供、国内

展示会への出展支援等に加えて、

「ＦｏｏｄＴａｉｐｅｉ２０１５

（台湾）」や「ＯｉｓｈｉｉＪＡＰ

ＡＮ２０１５（シンガポール）」と

いった海外展示会と連動した支援

を実施。具体的には、（独）日本貿

易振興機構や県内金融機関等とも

連携して、対象国の市場情報の提供

や展示会運営計画の策定に係る事

前支援、商談・マッチング等の現地

支援を行った他、海外展開の取組み

で先行する愛知県・岐阜県の食品輸

出研究会のネットワーク・ノウハウ

構組織の活性化や業務改善を推進す

るため、平成２６年度に新設した業

務改善推進室を中心に、２７年度新

たにオフサイトミーティング・役職

員交流会（５回）、職員勉強会（２４

回）、管理部門職員を中心とした現場

を知る会（１１回）の開催、機構の

新たな事業の創設、改編、実現を目

指すことを目的とした事業アイデア

企画チーム、ネットとリアルを組み

合わせた情報発信を検討するオムニ

チャネル企画チームを立ち上げ。 

また、地域本部等を含む機構全部署

（３０部署）で組織活性化・業務改

善につながる改善実行運動を展開

し、８６テーマの改善を実行。 

②新たな政策課題に対応する体制整

備 

２７年１０月のＴＰＰ協定の大筋合

意に伴うＴＰＰ協定の周知・活用促

進の取組を積極的かつ迅速に行うた

めの「ＴＰＰ活用推進統括室」（１１

月）、中小企業・小規模事業者が低コ

スト低リスクで海外展開などが可能

となるＥＣ活用推進に向けた「ＩＴ

活用ビジネス推進室」（１１月）、消

費税軽減税率導入への円滑な対応を

行うため「消費税軽減税率対策費補

助金準備室」（２８年１月）を設置す

るなど新たな政策要請に迅速かつ的

確に対応。 

③債務保証業務のニーズ把握（財務

省共管業務） 

金融機関への保証制度周知活動にお

いて事業再生円滑化債務保証制度を

説明し、業務ニーズの把握等の情報

収集を実施（３１回）。 

 

（３）業務運営の効率化・適正化 

①運営費交付金の効率化 

運営費交付金を充当して行う業務に

ついては、第３期中期目標期間の毎

年度平均で１．０５％の目標に対し、

５．７％を削減。 

②契約の適正化 

１）契約の適正化については、平成

２７年度調達等合理化計画に基づ

き、競争性のある契約における一者

応札・応募案件減少に向けた調達の

改善、事務処理効率化等を目的とし

た本部一括発注等による調達を推

進。 

ⅰ）一者応札・応募減少に向けた調

達の改善として、新規競争契約にお
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を活用した支援にも取り組んだ。 

[北陸本部] 

・海外で人気が高まっている日本酒

が、国内で販売される際、ほとんど

の項目が日本語による記載のため

訪日外国人にとって「わかりづら

い」状況となっていることから、金

沢国税局等と連携して、日本酒の専

門家を講師に招き、奥能登地域の小

規模酒造会社を対象にした検討会

を開催。４回にわたる検討会で、外

国人に受け入れられるためのポイ

ント等を学んだ５つの酒造会社は、

日本酒のラベルを数多く手がける

印刷会社のサポートも受けながら

能登半島をかたどった統一ラベル

（ＰＯＰ）を製作。ＰＯＰには、表

面で奥能登地域での酒造りの紹介

を、裏面には各蔵元のこだわり、味

わい、飲み方などを英語で記載し、

訪日外国人にとってわかりやすい

ＰＯＰを目指した。参加した酒造会

社は製作後すぐにＰＯＰを活用し

て、金沢市内で行われた地酒紹介イ

ベントやシンガポールでの商談会

に参加。 

[近畿本部] 

・ものづくり中小企業がｉＰＳ細胞関

連機器開発へ参入する契機を提供

し、ｉＰＳ細胞関連機器の市場投入

を促進。具体的には、ＣＣ京都御車

をｉＰＳ細胞関連の情報集約・発

信・マッチング拠点として位置づ

け、確立するべく、「参入促進セミ

ナー」を開催、「ｉＰＳ細胞ビジネ

ス協議会」における意見交換会＆ニ

ーズ発表等を実施。医療学会、展示

会等に出展し、ｉＰＳ拠点をＰＲす

るとともに、開発ニーズを周知、参

入意欲のある社を発掘。ｉＰＳビジ

ネス促進拠点での活動を通じて、新

たな開発プロジェクトが４件立ち

上がり、うち３件が製品化まで進

展。また中小企業が開発した装置・

器具の新規取扱が２件成立した。民

間企業、公的機関、金融機関、メデ

ィア等の合計３１５機関・６３４名

が拠点に来訪し、相談等も実施。 

[四国本部] 

・２１年度に四国内の素晴らしい地域

資源を活かし、中小企業者、農林水

産業者等、地域が一体となった新商

品・新サービスの開発及び地域振興

モデルの輩出に着手（四国サイコー

ける一者応札件数（２６年度１８件

→２７年度１６件）は、２件減少。

ⅱ）事務処理効率化等を目的とした

調達として、中小企業大学校におけ

る大規模修繕を本部にて一元的管理

し発注するとともに、宅配便および

メール便の本部包括契約（１２件、

８４．７百万円）を実施。 

ⅲ）障害者就労施設等への優先調達

は１４．３百万円で前年度より１１

百万円増。 

２）システム関係の機構ＷＡＮのク

ライアントＰＣの調達では仕様を見

直し、従来のサーバ構築業務等を含

めた一括調達から、クライアントＰ

Ｃの調達を分離し、競争性を確保。

５社から応札があり、従来の１台あ

たりの導入コストを約５０％削減。

④情報セキュリティ対応 

２７年６月日本年金機構のコンピュ

ータシステムにウィルスメールによ

る不正アクセスが行われ、個人情報

の一部が流出したことが判明。これ

を受け、機構においても直ちに対策

を検討し、不審メールを受信した際、

誤って添付ファイルを開封する、あ

るいは不正サイトへアクセスした場

合、即座にＬＡＮ線を抜線するなど

の初動対応の徹底を図るほか、翌月

７月に不正アクセスの検知システム

の導入、８月に不審メールの隔離等

を行うメールフィルタリング機能の

強化、９月には業務内容に適したネ

ットワークの完全分離を行い、短期

間のうちに標的型攻撃メール等によ

る情報流出を防ぐためのシステム全

般の安全性・信頼性を向上。 

⑤内部統制の推進 

内部統制の推進に関する規程、内部

統制委員会設置要領、リスク管理委

員会設置要領を制定し、両委員会を

２８年２月に開催。独立行政法人通

則法の改正に係る「業務方法書の改

正に伴う規程等の整備に係る時期を

定める規程」で定めた期限のとおり、

規程等を整備。金融業務に係る内部

ガバナンスの高度化を図るため、高

度化事業等リスク管理評価委員会設

置要領を制定し、同委員会を２８年

１月に開催。 

 

＜課題と対応＞ 

①組織活性化と業務改善の更なる推

進 
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ダイガク）。２７年度は地域ブラン

ドを強化することを目指す四国内

の経営者等に対し、既存の地域ブラ

ンドが有する独自の価値を掘り下

げ、その価値をわかりやすく、誰か

につい伝えたくなるコトとして表

現する講義や個別支援を実施。 

◇講義等：１９名の申込みがあり、選

考審査の結果１５名を参加者とし

て決定。各業界の専門家を講師とし

たブランディングの動機づけや基

礎知識取得の研修を７回実施。その

後、ブランド評価会を開催して、大

手流通バイヤー等の視点からブラ

ンドを検証した。 

◇個別支援：職員が現地調査等を行

い、支援の妥当性を検討の上、支援

計画を策定して、１０名に対して順

次専門家派遣等を実施。  

◇個別支援を受けた８名が、新ブラン

ドを発表。また１４名が当プロジェ

クトを修了。プロジェクト終了時点

で複数名の参加者が大手小売バイ

ヤーと商談中。また機構によるノウ

ハウ提供の結果、地方公共団体にて

当プロジェクトを参考にした支援

事業が２８年度に実施予定。 

 

■関係機関との連携・協働の強化 

○金融庁・金融機関との連携強化 

・金融庁及び財務局との連携を強化。

具体的には、次のとおり、各財務局

長、財務局理財部長及び財務事務所

長への機構業務説明等を実施。 

７月：新任財務局長業務説明会

（金融庁主催） 

１０月：全国財務事務所長会議

（財務省主催） 

１０月初旬～１１月中旬：「借り

手、経営支援の担い手向け業務

説明・意見交換会」（金融庁主

催）において、   各地域本

部長等が、経営支援の担い手側

として出席 

１１月：財務局理財部長会議（金

融庁主催） 

・金融機関の全国団体（（一社）全国

信用金庫協会、（一社）全国信用組

合中央協会）との連携を強化。具体

的には、次のとおり、中小機構の施

策情報を定期的に提供。 

６月：中小企業大学校研修、支援

機関研修、ふるさとプロデュー

サー育成支援等を提供 

限られた経営資源のなかで、業務運

営の効率化図りつつ、支援の質の向

上や新たな政策課題にも取り組んで

いくためには、引き続き組織活性化

や業務改善に取り組んでいく必要が

ある。このため、２８年４月に立ち

上げた「業務改善推進会議」を中心

として、各部門で解決できない課題

や機構共通の課題への対応を組織横

断的に検討し、組織活性化・業務改

善の更なる推進を図っていく。 

②業務の効率化 

機構外部でも業務遂行を可能とする

ワークスタイルの変革を進めるた

め、業務用モバイル端末やノート型

ＰＣを活用した、時間や場所に制約

されない業務環境を整備すること

で、多様で柔軟な働き方に対応しな

がら更なる業務の効率化を図る。な

お、クライアントＰＣの調達にあた

っては競争性を確保することで調達

コストの削減を図る。 

③障害者就労施設等からの調達の取

組 

１億総活躍社会の実現のため、障害

者の活躍支援が重要な政策課題であ

ることを踏まえ、障害者就労施設等

からの調達を一層増加させること

で、これに貢献することが必要。こ

のため、各契約担当者を対象とした

研修会や本部調達担当者による指導

などにより一層の調達増加に努め

る。 
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９月：事業引継ぎ支援セミナー、

小規模企業共済法の一部改正

等について、情報提供 

１２月：ここから調達、ミャンマ

ーＣＥＯ商談会、事業承継セミ

ナー等を提供 

３月：ｅｂｉｚアカデミー、よろ

ず支援拠点取組事例集、Ｊ－Ｎ

ｅｔ21 等を提供 

 

○地域金融機関、財務局との連携事例 

・小さな卓越企業発掘＆育成プログラ

ム（近畿本部） 

近畿本部と地域金融機関、近畿経済

産業局、近畿財務局が連携し、今後

成長が期待される企業の発掘・育成

を支援。また、地域金融機関職員向

け講習会を開催するとともに、近畿

本部が行う訪問支援の現場に地域

金融機関職員が同行することで地

域金融機関の目利き力の向上を支

援。 

・地域力向上を実現する中小企業応援

プログラム（中部本部） 

中部本部と地域金融機関、中部経済

産業局、東海財務局が連携し、経営

改善による地域経済への貢献や成

長が期待される企業を支援。また、

地域金融機関職員向け講習会を開

催するとともに、中部本部が行う訪

問支援の現場に地域金融機関職員

が同行することで、地域金融機関の

目利き力の向上とライフステージ

に合わせた経営改善・生産性改善に

関する提案力の強化を支援。 

 

○業務提携の締結 

・２７年度における新たな業務提携締

結機関 ３２機関 

金融機関等 ２２機関 

（芝信用金庫、長岡信用金庫、東京ス

ター銀行、観音寺信用金庫、北日本

銀行、百十四銀行、高知銀行、日本

政策金融公庫立川支店、千葉県信用

保証協会、千葉銀行、千葉興業銀行、

京葉銀行、千葉信用金庫、銚子信用

金庫、東京ベイ信用金庫、館山信用

金庫、佐原信用金庫、房総信用組合、

銚子商工信用組合、君津信用組合、

大垣西濃信用金庫、日本政策金融公

庫広島支店） 

 支援機関等 ９機関 

（ＴＫＣ全国会、株式会社ＴＫＣ、日

本弁理士会近畿支部、三菱地所株式
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②ＩＴの活用による顧客へのアプロ

ーチ 

 

・支援件数の増加が見込まれる状況下

において、効率的・効果的な支援を

行うため、ＩＴを活用した支援イン

フラの整備を図るとともに、Ｗｅｂ

等を活用した中小企業・小規模事業

者への情報発信力の強化を図る。そ

の際、ワンストップサービスの充実

を図る観点から、中小企業者・小規

模事業者自らや地域支援機関等の

支援担当者が支援内容等を検索・選

択できる仕組みを構築することな

どにより、中小企業者・小規模事業

者及び地域支援機関等の利便性の

向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ＩＴの活用によるお客様へのアプ

ローチ 

 

支援対象の増加、支援件数の増加が

見込まれる状況下において、効率的・

効果的な支援を行うため、Ｗｅｂマッ

チングシステムの運営や中小企業・小

規模事業者の情報を一元的に管理す

る統合データベースの構築等、ＩＴの

活用によりお客様へのアプローチを

強めるとともに、全ての中小企業・小

規模事業者、地域支援機関等に必要と

する情報が届けることができること

を目標として、ＳＮＳをはじめとする

Ｗｅｂ等を活用し強力に情報を発信

する。その際、ワンストップサービス

の充実を図る観点から、支援事例や支

援実績を整理した資料を、インターネ

ットを通じて活用できるよう整備し、

中小企業・小規模事業者自らが支援内

容等について検索・選択できる仕組み

を構築することなどにより中小企

業・小規模事業者の利便性を向上させ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ＩＴの活用によるお客様へのアプ

ローチ 

 

・全ての中小企業・小規模事業者等に

必要とする施策情報等が認知され

ることを目指し、支援施策の周知、

認知度向上を図るため、機構が取り

組んでいる業務をわかりやすく解

説した動画を機構ホームページな

どのウェブサイトに公開するなど、

インターネットを活用した情報発

信力を強化する。 

・機構ホームページについて、機構事

業の周知を第一義的に、分かりやす

く、かつ快適な閲覧性を目指す。具

体的には機構事業の潜在的な利用

層が事業を活用しやすくなるよう、

利用者の声や活用事例を充実させ

るとともに、必要な最新情報等をタ

イムリーに発信する仕組み等を検

討する。また、機構公式 Facebook

及びメールマガジンの内容の充実

や利用ユーザー数の拡大等を通じ

て、機構ホームページの年間セッシ

ョン数を、４００万件以上とする。

・支援対象の増加、支援件数の増加が

見込まれる状況下において、効率

的・効果的な支援を行うため、発展

するＷｅｂ技術に対応して、中小企

業向けビジネスポータルサイトで

ある J-Net21 のワンストップ情報

発信力の強化を図る観点から、掲載

情報の充実とあわせ、デザインや構

成、中小企業・小規模事業者自らが

支援内容等について検索・選択でき

る仕組みの改善を進め、中小企業・

小規模事業者に対する利便性の向

上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社、(一社)大丸有環境共生型まち

づくり推進協会、大同生命保険株式

会社※） 

※東北、中部、近畿、四国の各地域

本部が締結。 

 地方公共団体 １機関 

 （廿日市市） 

  

・業務提携締結機関（累計） ３０５

機関 

 金融機関等 ２０３機関、支援援機

関等 ６１機関 

 大学 １１大学、地方公共団体 １

８機関 

海外支援機関等 １２機関 

 

②ＩＴの活用によるお客様へのアプ

ローチ 

 

・機構業務のＰＲ動画等を制作したほ

か、各事業部門が制作したセミナ

ー・教材等動画を取りまとめ、機構

ホームページやＹｏｕＴｕｂｅ等

に公開。 

（制作したコンテンツ） 

・中小機構ＰＲ等動画（販路拡大支

援・近畿本部紹介・支援事例紹介等） 

８０本 

・セミナー・教材等動画（ちょこゼミ・

ｅ－ｂｉｚアカデミー・ＴＩＰ＊

Ｓ） １５２本 

 

・機構の各事業について、利用者が理

解しやすい内容とするため、機構ホ

ームページの記載内容やレイアウ

トの改善を図ったほか、利用者の声

や活用事例を掲載。また、機構公式

Ｆａｃｅｂｏｏｋ及びメールマガ

ジンの内容を充実させ、利用者へ提

供。 

Ｆａｃｅｂｏｏｋページへの「いい

ね」獲得数６，３７９件 

メールマガジン登録者数２０，８４

８件 

 

・機構ホームページ年間セッション数

は４６５万セッション。 

 

○中小機構認知度向上への取り組み 

・平成２７年４月からテレビ番組「日

経スペシャル『夢織人』」、及び「日

本のチカラ」への制作協力をしてお

り、平成２８年度も引き続き実施。 

日経スペシャル『夢織人』 
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２．組織パフォーマンスの向上・組

織力の向上、業務の改善と新た

なニーズへの対応 

 

①組織パフォーマンスの向上 

 

・機構の組織について、その目標の実

現のために業務の改善や新たなニ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．組織パフォーマンス・組織力の

向上、業務の改善と新たなニー

ズへの対応 

 

①組織パフォーマンスの向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小規模事業者等に関する情報の充

実および今後の施策展開に向け、

前年度構築したデータベースに小

規模事業者等のデータを収集する

仕組みを構築する。 

 

 

 

２．組織パフォーマンス・組織力の

向上、業務の改善と新たなニー

ズへの対応 

 

①組織パフォーマンスの向上 

 

・お客様のニーズに迅速かつ効果的に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS ジャパン・テレビ大阪 計

５０回放送  

日本のチカラ  

テレビ朝日他民教協加盟テレ

ビ局 計４２回放送 

 

・メディアを通じた効果的な情報発信

を実現すべく主に産業紙・地方新聞

社・地方テレビ局を対象に３カ月に

１回程度開催する「メディア懇談

会」を設置。 

 （第１回参加社数） 

地方新聞社２１社、地方テレビ局２

６社、産業紙等７社 

 ※第２回メディア懇談会は４月８

日に開催。 

 

・中小機構関連記事６，２４８記事 

（うち、中小機構が明記されている

記事１，１０６記事） 

 

・理事長出演メディア等 

（新聞・雑誌） ２８記事 

（ラジオ） 

・ラジオ日本 ズームアップビズ

（１１月２６日、１２月３日） 

（テレビ） 

・日経プラス１０カンファレンス

「ニッポン再成長の道」にイベ

ント出演（３月２２日）。同イ

ベントの内容を BS ジャパンに

て３月２７日に放送。 

※また、同イベントを含めた

BS ジャパン特別番組が４月

２３日に放送。 

・新価値創造展２０１５にて東京

MXTV より現地取材を受け、同

局ニュース番組で放送。 

 

・小規模事業者等に関する情報の充実

および今後の施策展開に向け、２６

年度構築したデータベースに小規

模事業者等のデータを収集する仕

組みを構築し、機構内のシステムも

行い、活用の仕組みを整えた。 

 

 

２．組織パフォーマンス・組織力の向

上、業務の改善と新たなニーズへ

の対応 

 

①組織パフォーマンスの向上 

 

・主に四半期毎に理事長以下監事を含
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ーズに即応した事業を機動的に実

施するため、柔軟な組織体制や人事

配置の見直しを行うとともに、ＩＴ

を一層活用することにより業務の

効果的な実施を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業務効率を向上し、組織を活性化す

ることによりお客様のニーズに一

層、迅速かつ効果的に対応できる体

制を構築する。具体的には、組織や

人員配置の柔軟かつ機動的な見直

しを行うとともに、組織内の情報共

有の強化、意思決定の迅速化等を強

化する観点からＩＴを徹底的に活

用した体制・システムを構築する等

の多様な取組を行い、日々の業務を

改善する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応するため、組織や人員配置を柔

軟かつ機動的に見直すとともに、Ｉ

Ｔの徹底的活用による情報共有の

一 層 の 強 化 、 意 思 決 定 の 迅

速化等を図る。          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

む役員が出席する地域本部長会議

を開催し、理事長が本部長への期待

を伝えるとともに、地域本部の活動

状況報告を通じて地域本部の現状

や抱える課題を把握、意見交換を行

いながら解決や方針の方向性を提

示。 

 

・中小企業を取り巻く環境変化に迅速

かつ効果的に対応するために、部門

横断的な組織として IT 活用ビジネ

ス推進室や TPP 活用推進統括室を

設置した。また、既存の考えに捉わ

れないで自由な議論を行い、組織の

活性化・業務改善を推進するために

職員勉強会等を開催した。 

・IT を活用した情報共有の推進につ

いては、グループウェアにセキュリ

ティへの注意喚起や本部と地域本

部間の会議開催予定を掲載するな

ど情報の充実を図った。 

・意思決定の迅速化を促進するため

に、文書決裁規程を改正し専決区分

の見直しを行った。 

 

（理事長等のマネジメント） 

・役員会要領に従い、理事長は定期的

又は臨時に役員会を開催し、業務運

営の基本方針に関する事項や中期

計画及び年度計画に関する事項等

について、副理事長以下の役職員か

ら報告を受けるとともに、機構の業

務全般について指示できる体制を

構築。また、機構の業務運営の方針

の決定、業務実績の評価、決算の状

況把握等、機構の業務全般について

理事長の意思を周知・徹底。 

 

・理事長のリーダーシップのもと、中

小企業を取り巻く環境変化に迅速

かつ効果的に対応するために、部門

横断的な組織として IT 活用ビジネ

ス推進室や TPP 活用推進統括室を

設置。 

 

・理事長の発意により、ＰＤＣＡサイ

クルを機構内に定着させる取組を

強化。平成２８年度計画の策定にあ

たって、全部門、全地域本部におい

て、ＰＤＣＡサイクルに基づく、中

期計画及び平成２７年度計画の実

施状況の振り返りを実施した上で、

これを踏まえた実施方法の変更や

改善等を反映。 
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・理事長の発意により、中小機構の認

知度向上や全国の中小企業・小規模

事業者に分かりやすく先進的な中

小企業・小規模事業者の取組みや施

策情報を届けるため、メディアを通

じた、効果的な情報発信を実現すべ

く主に産業紙・地方新聞社・地方テ

レビ局を対象に３カ月に１回程度

開催する「メディア懇談会」を設置。

（再掲） 

 

・地域の優れた中小企業・小規模事業

者や地域資源等を活用した地域振

興への取組を紹介する番組に対し、

取材先候補として提供する等の制

作協力を実施。（再掲） 

 

・理事長がＴＶ番組やラジオ番組に出

演し、中小企業・小規模事業者の海

外展開の必要性、事業承継支援の重

要性などを訴えるなどメディアを

活用した情報発信に注力するとと

もに、理事長自らのネットワークを

活かして、ＴＶ局や地域の経済団体

などへの講演会、勉強会などを通じ

て、中小企業・小規模事業者を取り

巻く環境変化とその対応、施策活用

等について、積極的に啓蒙・周知活

動を実施。 

 

・中小機構の広報活動を抜本的に改

革。中小機構の認知度向上と全国の

中小企業・小規模事業者に分かりや

すく、簡潔に施策情報を届けるた

め、ＳＮＳや動画の活用、ホームペ

ージの改善、お客様目線の業務案内

の新規作成、パブリシティの活用な

ど戦略的な広報活動を展開。 

 

■新規事業の実施、既存事業の一層の

強化・効率化を図るための組織・人

員配置の見直し 

 

・縦割りの考え方を排除し、業務体制

の柔軟性を確保することで、効率的

な組織運営を実現できるよう、業務

を実施するに当たり細かく規定し

ていた事務を大括り化（７月）。 

・ジェトロ等と連携して日本の中小企

業に対する外国企業からの投資を

積極的に推進するため、ファンド事

業部に「グローバルアライアンス推

進室」を設置し、ジェトロ等との連
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絡調整を行う体制を整備（１０月）。 

・中小企業・小規模事業者の eコマー

ス等 IT を活用したビジネスを加速

化させる取り組みを組織横断的に

実施していくため、販路支援部に

「IT 活用ビジネス推進室」を設置

（１１月）。 

・環太平洋パートナーシップ協定（以

下「TPP」）のもたらすメリットを積

極的かつ効果的に活用できるよう、

中小企業者支援をさらに推進して

いくため、「TPP 活用推進統括室」

を設置（１１月）。 

・消費税軽減税率対策費補助金による

基金造成と管理、基金を活用した助

成事業を行うにあたって、対外的な

問い合わせの対応や中小企業との

調整などにおける組織的対応を行

う体制を整備するため、経営支援部

に「消費税軽減税率対策費補助金準

備室」を設置（１月）。 

 

■新たな政策課題に迅速かつ着実に

対応 

○消費税軽減税率制度への円滑な対

応を支援 

中小企業・小規模事業者の消費税

軽減税率制度への円滑な対応とい

う、重要な政策課題を踏まえ、短期

間に関係機関等と丁寧な調整を行

いつつ事業実施スキームを策定す

るなど、前例のない補助金制度の創

設に関する政策要請に迅速かつ着

実に対応。 

 

12月16日 与党税制改正大綱 決定 

18 日 平成２７年度一般会計

予備費使用 閣議決定 

        補助金交付要綱 制定 

           中小企業庁との調整開始 

           実施体制の検討（総務部、

財務部、企画部、経営支

援部に検討チーム設置） 

           補助金受入準備（交付申 

           請、銀行口座開設等） 

      24 日 政府税制改正大綱 閣 

議決定 

    25 日 補助金払込完了、事務委

託先の公募開始 

1 月 7 日 消費税軽減税率対策費補

助金準備室（専任 4 名を

含む、12 名)を設置 

   22 日 事務委託先を決定 

           中小企業庁等と制度詳
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細、スケジュール等検討 

   3 月 16 日 制度概要を公表、コー

ルセンターを開設 

  29 日 関連法の成立を受け、制

度詳細を公表 

  4 月 1 日 消費税軽減税率対策費補

助金統括室を設置 

           補助金の申請受付を開始 

 

○ＴＰＰ協定を活用した海外展開支

援 

27 年 10 月、ＴＰＰ協定が交渉参

加国で大筋合意されたことを受け、

中小企業者がＴＰＰのもたらすメ

リットを積極的かつ効果的に活用

することで、オープンな世界へ果敢

に踏み出す大きなチャンスを活か

していただけるよう、ＴＰＰ活用推

進統括室を設置（11 月 11 日）。 

 

①ＴＰＰ活用推進統括室の設置 

10 月 5 日 ＴＰＰ協定 大筋合意 

 16 日 ＴＰＰ総合対策本部第

１回会合 

30 日 ＴＰＰ協定への対応に

関する内部勉強会実施 

11 月 6 日 ＴＰＰ活用推進統括室

（13 名）を設置 

25 日 総合的なＴＰＰ関連政

策大綱 決定 

 

②ＴＰＰ協定の相談体制の整備、普

及・啓発 

11月6日 ＴＰＰ協定相談窓口を設

置（全国１０カ所） 

11 月から全国各地で、

経済産業局やジェトロ

等と連携して、ＴＰＰ説

明会を実施 

 

③平成 27 年度補正予算による支援

施策 

Ｆ/Ｓ調査、国際展示会への出展

支援、越境ＥＣ支援、海外専門家招

聘支援など、TPP を活⽤した中小企

業の海外展開支援のための平成 27

年度補正予算による各事業を実施

（総額１０億円）。 

 

○中小企業・小規模事業者のＥＣ活用

推進に向けた体制整備 

中小企業・小規模事業者が、低コ

スト、低リスクで大都市や海外への
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・職員に対する業績評価制度を適正に

運用し、その評価結果を処遇に適正

に反映する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計画的に人材育成し職員の専門性の

向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職員に対する業績評価制度は、業務

に誇りを持って取り組み、職員の自

主性をのばし、やりがいや努力が報

われるという観点から必要に応じ

て改善を行うとともに、その評価結

果を賞与や昇給・昇格等の処遇へ反

映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実務経験と職員個々の適性や段階に

 

 

 

 

 

 

・業務効率を向上し、組織を活性化す

ることによりお客様のニーズに一

層、迅速かつ効果的に対応できる体

制を構築する。具体的には、組織や

人員配置の柔軟かつ機動的な見直

しを行うとともに、管理職層のマネ

ジメント力の向上のため、平成２６

年度に実施した３６０度評価によ

る気づきが具体的な行動変容に繋

がるようフォローアップのための

研修等を行う。また、女性職員の登

用にあたっては、スムーズにその役

割が発揮できるよう、内部で実施す

る階層別研修に加えて外部機関の

研修に派遣するなど、マネジメント

能力発揮の促進に取り組む。 

 

 

 

・人事評価制度による平成２６年度評

価結果を職員の賞与及び昇給・昇格

等の処遇に反映させる。また、平成

２６年度に取り組んだ組織の大括

り化によるマネジメント体制と評

価制度の一体的運用を定着させる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・若手職員には将来のキャリアパスを

描くための業務経験を積ませ、中堅

職員には専門性を磨かせる人事に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販路拡大に取り組むことが可能で

ある「eコマース」活用支援を強化

するため、ＩＴ活用ビジネス推進室

（２３名）を設置（11 月 1 日）。 

 

・人事グループとして、毎年行われる

組織ヒアリング等において聞き取

った各部門の体制や人員配置の意

見を踏まえできる限りにおいて柔

軟かつ機動的な見直しを行い総合

的にバランスのとれた人員配置に

努めた。 

・ライン管理職の組織マネジメント力

を向上させることをねらいとした

研修を３回開催し、計４０名参加。

また、業務の都合上、或いは登用時

期の関係で人事が実施する新任管

理職に本年度参加することができ

なかった２名の新任女性管理職に

タイミングを逸することなく管理

職の意識醸成と業務の円滑な遂行

に資するよう外部機関が主催する

「女性管理職研修」に派遣。 

 
・２６年度に実施した人事評価制度

（職員の業績・能力等を総合的に評

価する制度）の評価結果について、

２７年度の職員の賞与及び昇給の

処遇に反映したほか、２７年度の人

事評価制度についても、ライン管理

職が人事評価者の役割の担い、スタ

ッフ管理職が評価補助者の役割を

担うことで、組織マネジメントと人

事評価の一体運用を図った。 

・「独立行政法人通則法」（平成１１年

法律第１０３号）の規定等に基づ

き、主務大臣の２６年度業務実績評

価結果を２７年度役員報酬（業績

給）に反映。役員退職手当について

は、２７年度に役員退職手当の支給

がなかった。なお、主務大臣の２６

年度業務実績評価結果において、役

員の異動につながる評価はなかっ

た。（独立行政法人通則法第２８条

の４に基づく平成２６年度評価結

果の反映状況の公表） 

・主務大臣の２６年度業務実績評価結

果を２７年度職員の賞与に反映。

（独立行政法人通則法第２８条の

４に基づく平成２６年度評価結果

の反映状況の公表） 

・若手職員に関しては数年（３年程度）

スパンで配置換えを実施し機構職

員に必要な共通的・基盤的専門性を
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応じた研修を通じ、専門性の高い職

員を計画的に育成する。特に、経営

支援、ファンド、研修、高度化事業、

共済などの業務で求められる専門

性と外部専門家の活用能力を高め

る。 

また、定期の新卒採用にこだわらな

い採用や民間を含む地域支援機関

等との人事交流を行うことにより、

様々な専門スキルを持った人材を

確保・育成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

努める。また、階層毎に求められる

役割を効果的に発揮するための階

層別研修をはじめ、平成２６年度に

事業部門が策定した専門性の高い

業務遂行能力の育成計画の実効性

を高めるため、事業部門が行う内部

研修のほか、中小企業診断士養成課

程、外部機関や関係省庁が実施する

研修等への派遣、通信教育など多様

な手段を講じ、事業部門と連携した

計画的な職員の専門性向上に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

習得できる様にし、将来の機構職員

としてのキャリアパスが描きやす

くなるよう努めた。一方、中堅職員

に関してはそれまでの職歴や保有

資格、本人の意向を総合的に勘案し

各々の専門性が高められる人事異

動に努めた。 

・２７年度研修計画に基づき、職員の

適性や能力開発段階に応じた育成

を図るため多様な研修制度を運用。

５３テーマ、研修回数６６回、受講

者数延べ４４３人。通信教育講座に

ついて、１７５コース延べ１５２人

が活用。 

・新たに中堅の主任クラスを対象に、

経営支援機関として共通的に有す

ることが求められる経営管理の基

礎的な知見をテーマとした研修や

近い将来定年退職を迎える職員に

生活設計と継続雇用後も活躍し続

ける意識醸成のためセカンドキャ

リアをテーマとした研修の拡充を

含む、各階層に求められる職務遂行

能力向上を図るほか、新入職員の即

戦力化に組織的な取り組むため昨

年度創設したＯＪＴリーダー制度

のリーダー選任者への研修も引き

続き実施した。 

・職員の専門性向上、施策や支援ノウ

ハウ習得、研修を通じたネットワー

ク構築や視野の拡充を図るため、中

小企業診断士養成課程へ４人、省庁

や外部研修機関が実施する新政策、

会計事務、内部監査、ＩＣＴ能力向

上、投資事業管理等の専門分野の研

修にのべ３８人の職員を派遣。 

・２６年度に策定した「事業部門別人

材育成体系」の具体的な取り組みの

推進と定着化をねらいとして、策定

部門と「人材育成推進会議」を９月

と２月に開催し、各部署の取り組み

の共有化と育成体系のメンテンナ

スを図った。結果として、新たに２

部門３分野が体系に追加し、１０事

業部門２３分野の体系を整備した。 

 

[職員の資格保有者］ ※２８年１月

現在 

中小企業診断士 １０５人、宅地建

物取引主任者 ７４人、行政書士 １

８人、税理士 ２人、一級建築士 ３

人、技術士 ７人、公認会計士試験

合格者 １人、社会保険労務士 ５

人、ファイナンシャルプランナー
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・環境・エネルギー、健康・医療、航

空宇宙等の成長分野など特定分野

での高度な専門性と支援意欲をも

つ外部専門家の発掘及び育成を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②適切な評価を踏まえた業務改善と

新たなニーズへの対応 

 

・財務会計情報や事業の評価指標等の

活用に加えて、経営上重要な活動実

績等については、より迅速に把握し

共有できる取組を検討し、業務遂行

上の課題の早期発見と対応を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・成長分野、海外展開、販路開拓など

特定分野での高い専門性と支援意

欲をもつ外部専門家を積極的に登

用・活用し、機構全体としての専門

性・多様性の確保・強化を行うとと

もに、外部専門家のマネジメント体

制を改善・強化する。 

 

 

 

 

 

 

②適切な評価を踏まえた業務改善と

新たなニーズへの対応 

 

・事業の進捗状況を財務会計情報や事

業の評価指標等の内部指標により

把握し、日々の的確な経営判断に活

用する。業務遂行上の問題は早期に

発見し、迅速に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・機構全体としての専門性・多様性の

確保・強化を図るため、成長分野、

海外展開、販路開拓など特定分野で

の高い専門性と支援意欲をもつ外

部専門家の登用に努める。また、外

部専門家を擁する事業部門間で情

報共有を図り、効果的かつ柔軟な外

部専門家の登用・活用に向けた方策

の検討を進める。 

 

 

 

 

②適切な評価を踏まえた業務改善と

新たなニーズへの対応 

 

・業務遂行上の問題を早期に発見し、

迅速に対応することができるよう、

四半期ごとの損益状況の確認や事

業の評価指標等の内部指標により、

事業の進捗状況を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＡＦＰ） ２５人、ファイナンシ

ャルプランナー（ＣＦＰ） ７人、

情報処理技術者 ３６人、１級土木

施工管理技士 １６人、土地区画整

理士 １８人、測量士 ３人、 証券

外務員１種 ５人、販売士 ８人、商

業施設士 ２人、証券アナリスト ７

人、ＣＩＷ認定資格 １人、再開発

プランナー ４人  計 ３４７人 

 

[職員の修士以上の学位取得者］ ※

２８年１月現在 

博士（工学、法務、金融）  ３人、

ＭＢＡ（経営管理学修士） ７人、

ＭＢＡ以外の修士 ７２人   計 

８２人 

 

・専門性・多様性の確保・強化を図る

ため、平成 26 年度に専門家との契

約条件（年齢制限・継続契約期間）

の厳格化等の専門家制度の見直し

を行った結果、外部専門家人材の新

陳代謝と新規掘り起しを行った。 

 また、外部専門家制度の効率的、効

果的運用のため、グループウェア等

を活用し、各事業の外部専門家の専

門分野等に関する情報を機構内で

共有した。 

 外部専門家数 ３，９５９人 

 

②適切な評価を踏まえた業務改善と

新たなニーズへの対応 

 

・財務会計システムを有効活用し、よ

り迅速に財務状況を把握をするた

め、四半期毎に財務データを役員会

等に報告。併せて管理会計情報の一

つとして、特定事業に係る詳細分析

や財源別・事業別の損益状況等を報

告。これにより、各事業の現状と課

題に係る活発な議論に資し、業務改

善実施の基礎を提供。 

 

・重要業績評価指標（ＫＰＩ）につい

ては、追加、削除等の見直しを適宜

行い、事業の進捗管理を最適化。見

直しにあたっては、全項目を対象と

し、事業を直接担当する部署や職員

からの提案を反映されるよう、本部

関係部門に対し、ヒアリングを実

施。 

・事業成果（アウトプット）を示すＫ

ＰＩは、原則月次管理とし、全役

員・全管理職でデータを共有。事業
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・十分な成果が得られていない業務や

他の支援機関が類似のサービスを

提供している事業については、改善

又は廃止し、新たなニーズに対応し

た事業やより効果の見込まれる新

たな手法での事業に資源を集中す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業・小規模事業者等との直接

の接点となる部門が収集する施策

利用者等の情報をもとに、「企画」、

「実施」、「評価・検証」、「事業の再

構築等」による事業評価を適切に行

う。評価に際しては、相談件数など

の「アウトプット」の評価に加え、

企業の成長を客観的に判断できる

事業については、企業の業績や我が

国経済への貢献度などの「アウトカ

ム」の評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・十分に成果が得られていない業務や

他の支援機関が類似のサービスを

提供している業務は、改善又は廃止

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本計画における事業評価等は、施策

利用者等の情報をもとに、「企画」、

「実施」、「評価・検証」、「事業の再

構築等」により適切に行い、事業成

果を向上する。 

・事業再生円滑化債務保証業務は、業

務ニーズの的確な把握に努めると

ともに、今後の業務実績等を踏まえ

た上で、中期目標期間内に廃止等も

含めた見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全ての事業について横断的な見直し

を行い、十分に成果が得られていな

い業務や他の支援機関が類似のサ

ービスを提供している業務は、その

必要性を検討し、改善又は廃止す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本計画における事業評価等は、施策

利用者等の情報をもとに、「企画」、

「実施」、「評価・検証」、「事業の再

構築等」により適切に行い、事業成

果を向上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業再生円滑化債務保証業務は、業

務ニーズの的確な把握に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の状況を把握、予想しつつ、現時点

での運営又は活動方針に反映。 

・全役員・全管理職等が損益状況や事

業の進捗状況を共有することによ

り、組織全体としての業務改善や予

算執行計画の見直し等を実施。 

 

○事業の廃止 

・環境相談事業は、各府省、地方公共

団体、業界団体等が、相談対応、情

報提供等を実施しているため、２６

年度をもって廃止。 

 

○市場化テスト（民間競争入札）等の

モニタリング 

・研修業務や施設運営が市場化テスト

（民間競争入札）等により適切に行

われているかについて、受講者、関

係者へのヒアリング調査等を含む

モニタリングや民間事業者等から

提出される報告（月次、年次）に基

づき実施状況を把握。改善点が生じ

た時はその都度民間事業者等と協

議し対処。また、月毎の定例会議で

民間事業者等と協議し改善点につ

いて対応を要求。 

 

○事業成果の評価・検証・改善 

・専門家継続派遣事業、販路開拓コー

ディネート事業、新連携支援事業、

ビジネスマッチング、ファンド出資

事業、インキュベーション事業、中

小企業大学校、高度化事業、地域資

源活用支援事業、農商工連携支援事

業等においては、利用者に対してア

ンケート調査やヒアリング調査を

行うなど、企業の業績、事業化の状

況、マッチングの状況、事業の目標

達成状況等の事業効果（アウトカ

ム）や支援事例を収集。 

・これらのデータや支援事例等を活用

して事業評価と業務改善を実施。 

・平成２８年度計画の策定にあたっ

て、全部門、全地域本部において、

ＰＤＣＡサイクルに基づく、中期計

画及び平成２７年度計画の実施状

況の振り返りを実施した上で、これ

を踏まえた実施方法の変更や改善

等を反映。 

 

○金融機関への保証制度周知活動に

おいて事業再生円滑化債務保証制

度を説明し、業務ニーズの把握等の

情報収集を実施。 
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・中小企業大学校は、中小企業に真に

必要な研修機会を維持しつつ、研修

内容の重点化を進めるとともに、研

修企画業務以外の運営業務に係る

市場化テストにより業務の効率化

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業大学校は、中小企業に真に

必要な研修機会を維持しつつ、研修

内容の重点化を進めるとともに、研

修企画業務以外の運営業務に係る

市場化テストにより業務の効率化

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業大学校では、中小企業・小

規模事業者の経営者、経営管理者等

を対象に自社の経営課題解決につ

ながる研修、小規模事業者等の事業

活動の活性化担当者を対象に支援

能力の向上につながる研修、政策課

題に対応した研修に重点を置き実

施する。 

 

・中小企業大学校における企業向け研

修及び中小企業支援担当者向け研

修に係る業務（研修企画・募集に係

るものを除いた業務）並びに施設の

運営等業務については、民間競争入

札による民間委託を全校で実施す

る。実施にあたっては、業務が円滑

に実施されるよう全校でモニタリ

ング等により業務実施状況を把握

し、業務実績評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融機関等への債務保証制度の説

明を実施（３１回）（再 

掲） 

 

・中小企業大学校は、自社の経営課題

解決につながるよう、事例研究、自

社課題解決演習等を行う日数を確

保するため、１回あたりの研修日数

を拡充すると共に、中小企業施策に

直結した研修を拡充した。 

  

 

 

・東京校を除く８校において、２６年

４月から市場化テスト（民間競争入

札）による民間委託を実施。（事業

実施期間：２６年４月１日～２９年

３月３１日） 

東京校においては、２７年４月から

市場化テスト（民間競争入札）によ

る民間委託を実施。（事業実施期

間：２７年４月１日～２９年３月３

１日） 

 

○市場化テスト（民間競争入札）等の

モニタリング（再掲） 

・研修業務や施設運営が市場化テスト

（民間競争入札）等により適切に行

われているかについて、受講者、関

係者へのヒアリング調査等を含むモ

ニタリングや民間事業者等から提出

される報告（月次、年次）に基づき

実施状況を把握。改善点が生じた時

はその都度民間事業者等と協議し対

処。また、月毎の定例会議で民間事

業者等と協議し改善点について対応

を要求。 

モニタリングの実施は以下のとお

り。 

（旭川校） 

・研修運営について４２回（延べ１４

１日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 

（仙台校） 

・研修運営について３８回（延べ１９

０日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 

（三条校） 

・研修運営について２１回（延べ１８

０日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 
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（東京校） 

・研修運営について５４回（延べ４０

１日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 

（瀬戸校） 

・研修運営について１９回（延べ１０

６日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 

（関西校） 

・研修運営について１２回（延べ１２

９日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 

（広島校） 

・研修運営について１９回（延べ１０

２日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 

（直方校） 

・研修運営について３７回（延べ１６

９日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 

（人吉校） 

・研修運営について３４回（延べ１５

９日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 

 

○業務実績評価 

・各大学校の業務実績の評価を実施。

官民競争入札等評価委員会及び官民

競争入札等監理委員会へ報告予定。 

（参考：市場化対象事業（民間競争入

札）における研修実績） 

（旭川校） 

・①受講者の満足度９８．３％②講師

の満足度１００％ 

 ③施設の満足度９５．９％ 

（仙台校） 

・①受講者の満足度９８．０％②講師

の満足度９９．２％ 

 ③施設の満足度９２．９％ 

（三条校） 

・①受講者の満足度９８．４％②講師

の満足度９９．２％ 

 ③施設の満足度９６．６％ 

・（東京校） 

①受講者の満足度９７．０％②講師

の満足度９９．３％ 

 ③施設の満足度９３．６％ 

（瀬戸校） 
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３. 業務運営の効率化・適正化を図

るための取組 

 

①業務経費等の効率化・適正化 

 

・運営費交付金を充当して行う業務に

ついては、一般管理費（退職手当を

除く）及び業務経費（退職手当を除

く）の合計について、新規追加部分

及び一般勘定資産の国庫納付に伴

って当該年度に新規に運営費交付

金で手当される部分を除き、毎年度

平均で前年度比１．０５％以上の効

率化を図る。 

新規追加部分及び一般勘定資産の

国庫納付に伴って当該年度に新規

に運営費交付金で手当される部分

は翌年度から１．０５％以上の効率

化を図ることとする。 

・人件費総額、給与の支給基準及び支

給水準については独立行政法人改

革等に関する基本的な方針（平成２

５年１２月２４日閣議決定）に即し

て対応する。 

・給与計算、資金出納、旅費計算等の

管理業務については、引き続き集約

化やアウトソーシングの活用など

により業務を効率的に運営する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務運営の効率化・適正化を図

るための取組 

 

①業務経費等の効率化・適正化 

 

・運営費交付金を充当して行う業務の

効率化は、中期目標に基づき、一般

管理費（退職手当を除く）及び業務

経費（退職手当を除く）の合計につ

いて、新規追加部分及び一般勘定資

産の国庫納付に伴って当該年度に

新規に運営費交付金で手当される

部分を除き、毎年度平均で前年度比

１．０５％以上の効率化を図る。 

新規追加部分及び一般勘定資産の

国庫納付に伴って当該年度に新規

に運営費交付金で手当される部分

は翌年度から１．０５％以上の効率

化を図ることとする。 

・人件費総額、給与の支給基準の設定

等に関しては、独立行政法人改革等

に関する基本的な方針（平成 25 年

12 月 24 日閣議決定）に即して対応

する。 

・給与計算、資金出納、旅費計算等の

管理業務は、引き続き集約化やアウ

トソーシングの活用などにより業

務の効率的な運営のための取組を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務運営の効率化・適正化を図

るための取組 

 

①業務経費等の効率化・適正化 

 

・運営費交付金を充当して行う業務の

効率化は、中期目標に基づき、一般

管理費（退職手当を除く）及び業務

経費（退職手当を除く）の合計につ

いて、新規追加部分及び一般勘定資

産の国庫納付に伴って当該年度に

新規に運営費交付金で手当される

部分を除き、毎年度平均で前年度比

１．０５％以上の効率化を図る。 

 

・人件費総額、給与の支給基準の設定

等に関しては、独立行政法人改革等

に関する基本的な方針（平成 25 年

12 月 24 日閣議決定）に即して対応

する。 

・給与計算、資金出納、宿舎管理等の

管理業務は、引き続き集約化やアウ

トソーシングの活用などにより業

務の効率的な運営のための取組を

行うとともに、より効率的なあり方

を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・運営費交付金（退職手当を除く）の

削減：第３期中期目標期間平均で５．

６９％の削減 

 

・①受講者の満足度９８．２％②講師

の満足度９８．４％ 

 ③施設の満足度９５．４％ 

（関西校） 

・①受講者の満足度９８．６％②講師

の満足度９９．５％ 

 ③施設の満足度９４．６％ 

（広島校） 

・①受講者の満足度９９．１％②講師

の満足度１００％ 

 ③施設の満足度９４．７％ 

（直方校） 

・①受講者の満足度９８．９％②講師

の満足度１００％ 

 ③施設の満足度９４．４％ 

（人吉校） 

・①受講者の満足度９８．９％②講師

の満足度１００％ 

③施設の満足度９６．８％ 

 

３．業務運営の効率化・適正化を図る

ための取組 

 

①業務経費等の効率化・適正化 

 

■運営費交付金（退職手当を除く）の

削減 

・運営費交付金を充当して行う業務に

ついては、第３期中期目標期間平均

で５．６９％の削減（新規追加分を

除く）。 

 

 

 

 

○給与水準の適正化とコスト削減に

向けた改革の取組み 

・常勤役員の地域付加額の適用率を抑

制。 

・地域手当の適用率を自主的に抑制

（国家公務員は１級地（東京特別

区）１８.５％のところ１１％とし

た。）。 

・広域異動手当の適用率を自主的に抑

制（国家公務員は３００ｋｍ以上

６％のところ３％とした。）。 

・エリア限定職制度を継続（２１年度

創設）。 

・任期付職員制度を継続（２２年度創

設）。 

・人事院勧告に則り、本俸月額表の平

均２％引き下げ改定を実施し、国家

公務員に準拠することにより、給与

等の適正化を図った。 
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・中小企業・小規模事業者の負担に配

慮しつつ、各種研修の受講料、専門

家の派遣料等については、適切な受

益者負担の見直しに努めるととも

に、インキュベーション施設等の賃

貸料等について、収支均衡に向けた

見直しを行うなどにより、自己収入

の確保を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②契約の適正化 

 

・契約については、原則として一般競

争入札等によるものとし、契約の適

正化を推進する。ただし、事業の特

性に応じて合理的な調達を行うこ

ととし、その場合においては、公正

性、透明性が十分確保される方法に

より実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業・小規模事業者の負担に配

慮しつつ、各種研修の受講料、専門

家の派遣料等については、適切な受

益者負担の見直しに努めるととも

に、インキュベーション施設等の賃

貸料等については、収支均衡に向け

た見直しを行うなどにより、自己収

入の確保を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②契約の適正化 

 

契約は、原則として一般競争入札等

（競争入札及び企画競争・公募をい

い、競争性のない随意契約は含まな

い。）によるものとし、契約の適正化

を推進する。ただし、震災復興支援等

事務・事業の特性に応じて合理的な調

達を行うこととし、その場合において

は、公正性、透明性が十分確保される

方法により実施する。 

入札・契約の適正な実施について、

外部有識者等による契約監視委員会

及び監事等による監査を受ける。これ

らの取組状況について公表を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業・小規模事業者の負担に配

慮しつつ、各種研修の受講料、専門

家の派遣料等については、適切な受

益者負担の見直しに努めるととも

に、インキュベーション施設等の賃

貸料等については、収支均衡を念頭

に置きつつ施設運営を行い、自己収

入の確保を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②契約の適正化 

 

・平成２７年度調達等合理化計画に基

づき、本年度重点的に取り組む分野

である競争性のある契約における

一者応札・応募案件減少に向けた調

達の改善として、複数の応札・応募

者が見込まれない調達に係る周知

方法の検討、適切な公告期間の設

定、適切な競争参加資格の設定およ

び具体的な仕様書の作成、適切な事

業期間・事業規模の設定に取り組む

こととする。また、事務処理効率化

等を目的とした本部一括発注によ

る調達の推進に努めることにより

事務処理の効率化および経費削減

を目指すこととする。 

障害者就労施設等への優先調達に

ついては、「障害者就労施設等から

の物品等の調達の推進に関する基

本方針」に即して定めた平成２７年

度調達方針に基づき前年度実績を

上回る調達に努めるものとする。 

調達に関するガバナンスの徹底の

取組として、随意契約に関する内部

統制の確立のために新たに随意契

約を締結することとなる案件につ

 

○対国家公務員給与比較 

 １１３．１ポイント（２６年度１１

１．４ポイント） 

・地域勘案    １０６．０ポイン

ト 

・学歴勘案    １１０．３ポイン

ト 

・地域・学歴勘案 １０４．２ポイン

ト 

 

・受益者負担のあり方については、中

小企業者等の負担に配慮しつつ、各

種研修の受講料の見直しを実施。 

２７年度の受益者負担の見直しにつ

いては、以下のとおり。 

◇中小企業大学校の研修 

中小企業診断士養成課程：民間の登

録養成機関の受講料水準等を勘案

し、２３年度より段階的に受講料を

引き上げた（２２年度１１５万円→

２７年度２３０万円）。 

 

・インキュベーション施設について

は、収支均衡を念頭に置きつつ着実

な業務運営を実施。 

 

②契約の適正化 

 

・平成２７年度調達等合理化計画に基

づき、競争性のある契約における一

者応札・応募案件減少に向けた調達

の改善及び事務処理効率化等を目

的とした本部一括発注等による調

達の推進を行った。 

 その結果、同計画に定める評価指標

に対する実績は次のとおりである。 

 

○一者応札・応募減少に向けた調達の

改善 

＜評価指標＞新規競争契約における

一者応札件数の２６年度実績（１８

件）と比べた２７年度の減少数（事

前確認公募を除く） 

＜平成２７年度実績＞２７年度の新

規競争契約における一者応札件数

は１６件であり、前年度より２件の

減少。 

（参考） 

・２６年度競争性のある契約：４３８

件に対して１８件 

・２７年度競争性のある契約：４４１

件に対して１６件 
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いては、「入札・契約手続委員会」

で検証を行うこととする。 

不祥事の発生の未然防止・再発防止

については、各会計機関の契約担当

職員を対象として、定期的に研修を

行うこととするとともに、本部調達

担当者による契約事務実務マニュ

アル等を活用した指導や情報交換

を通じて、契約担当職員のスキルア

ップを図り不祥事の未然防止等に

努めることとする。 

一定基準以上の案件の調達方針に

ついては「入札・契約手続委員会」

に事前に諮ることにより契約手続

きの適正性を確保するとともに、事

後評価については外部有識者や監

事を委員とする「契約監視委員会」

において点検を行う。契約監視委員

会等で指摘された事項については、

実効性等を検討しその後の調達手

続きに反映するなど、契約手続きの

一層の改善に向けた不断の見直し

に引き続き取り組むとともに、地域

本部等の契約担当職員への周知徹

底及び情報共有を図る。 

また、入札・契約の適正な実施につ

いては、監事等による監査を受ける

ものとする。 

なお、調達等合理化計画及び自己評

価結果、契約監視委員会審議概要、

関連法人との契約等について、機構

ホームページで公表する。    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事務処理効率化等を目的とした本

部一括発注等による調達 

＜評価指標＞一括発注等の件数およ

び実績額 

＜平成２７年度実績＞本部一括発注

等による調達の推進については、各

中小企業大学校における大規模修

繕（１００万円以上）を本部で一元

的に管理し各々発注（旭川校、仙台

校、東京校、三条校、瀬戸校、関西

校）するとともに、機構全体の宅配

便およびメール便については、各地

域本部等で契約していたものを本

部包括契約することにより、計１２

件の調達を実施し、その実績額は、

８４．７百万円。 

（参考） 

・２６年度中小企業大学校工事件数： 

０件 

・２７年度中小企業大学校工事件数：

１１件 

・２７年度宅配便およびメール便   ： 

１件 

 

○障害者就労施設等への優先調達 

＜評価指標＞障害者就労施設等から

の調達増加額 

＜平成２７年度実績＞２７年度調達

方針を地域本部等と共有したこと

により２７年度実績は１４．３百万

円の調達となり、前年度より１１．

０百万円の増加。 

（参考） 

・２６年度実績： ３．３百万円 

・２７年度実績：１４．３百万円 

 

○随意契約に関する内部統制の確立 

＜評価指標＞入札・契約手続委員会に

よる点検件数等 

＜平成２７年度実績＞入札・契約手続

委員会で、新たに随意契約を締結す

る案件として４件の検証を実施。 

（参考） 

・２６年度新たな随意契約：６件 

・２７年度新たな随意契約：４件 

 

○不祥事の発生の未然防止・再発防止

のための取組 

＜評価指標＞研修等の実施回数およ

び各地域本部等への訪問指導回数 

＜平成２７年度実績＞各会計機関の

契約担当職員を対象とした「契約担

当者会義」を、１回実施（８月）。

各地域本部等への訪問指導は、５回
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③情報公開による透明性の確保 

 

・業務運営の状況、財務、監査、入札・

契約関連情報、給与水準の適正化の

取組、給与実態、各種報告等の情報

を迅速にわかりやすく公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④内部統制の充実等 

 

・内部統制機能については、更なる充

実・強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③情報公開による透明性の確保 

 

・業務運営の状況、財務、監査、入

札・契約関連情報、給与水準の適

正化の取組、給与実態、各種報告

等の情報を迅速にわかりやすく公

表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業倒産防止共済制度におけ

る異常危険準備基金の必要性と規

模に関し、その考え方及び必要額

並びに制度の維持と安定的な運営

に必要な事業費の支出内容を、事

業報告書で明らかにする。 

 

・ファンド出資事業について、ファ

ンド種別ごとの出資履行金額、分

配金額及び出資金損益の年度デー

タ及び累計データを事業報告書で

明らかにする。 

 

・高度化事業における回収見込みの

ない債権の償却の状況及び機構内

部の審査プロセスを事業報告書で

明らかにする。 

 

④内部統制の充実等 

 

・内部統制機能は、更なる充実・強化

を図ることとし、必要な体制や規程

等の整備を行う。その際、総務省の

「独立行政法人における内部統制

と評価に関する研究会」が平成 22

年３月に公表した報告書（「独立行

政法人における内部統制と評価に

ついて」）、及び総務省政策評価・独

立行政法人評価委員会から独立行

 

 

 

 

 

 

 

 

③情報公開による透明性の確保 

 

・業務運営の状況、財務、監査、入札・

契約関連情報、給与水準の適正化の

取組、給与実態、各種報告等の情報

を迅速にわかりやすく公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業倒産防止共済制度における

異常危険準備基金の必要性と規模

に関し、その考え方及び必要額並び

に制度の維持と安定的な運営に必

要な事業費の支出内容を、事業報告

書に記載する。 

 

・ファンド出資事業について、ファン

ド種別ごとの出資履行金額、分配金

額及び出資金損益の年度データ及

び累計データを事業報告書に記載

する。 

 

・高度化事業の貸付債権の償却に際し

ては、償却の状況及び償却の審査プ

ロセスについて事業報告書に記載

にする。 

 

④内部統制の充実等 

 

・独立行政法人通則法の改正に伴い、

内部統制委員会やリスク管理のた

めの委員会の設置等、内部統制機能

を確保するための体制や規程等の

整備を行う。 

 

 

 

 

 

実施（北海道、東北、中部、瀬戸校、

近畿各 1回）。 

 

・２７年度調達等合理化計画及び自己

評価結果、契約監視委員会審議概

要、関連法人との契約等について

は、機構ホームページで公表。 

 

③情報公開による透明性の確保 

 

・独立行政法人通則法に基づく業務実

績等報告書機構 HP に公表した。業

務方法書を改正した際には、独法通

則法に基づき認可後速やかに機構

ＨＰにおいて公表を行った。 

・環境報告書については、環境配慮促

進法に基づき作成後速やかに機構

ＨＰにおいて公表した。 

・その他法律や閣議決定等に基づき、

財務、監査、入札・契約関連情報、

給与実態等の情報を機構 HP におい

て迅速にわかりやすく公表した。 

 

・中小企業倒産防止共済制度における

異常危険準備基金の必要性と規模

に関し、その考え方及び必要額並び

に制度の維持と安定的な運営に必

要な事業費の支出内容を、事業報告

書に記載した。 

 

・ファンド出資事業について、ファン

ド種別ごとの出資履行金額、分配金

額及び出資金損益の年度データ及

び累計データを事業報告書に記載。 

 

 

・高度化事業の貸付債権の償却に際し

て、償却の状況及び 

償却の審査プロセスについて事業

報告書に記載。 

 

④内部統制の充実等 

 

・内部統制の推進に関する規程のほ

か、内部統制委員会設置要領、リス

ク管理委員会設置要領の制定等を

行い、両委員会を２８年２月に開催

した。これに先立ち、リスク認識及

び対応計画、並びに、リスクの１つ

である災害対策について検討を行

い、両委員会にて審議した上で計画

の策定を行った。このほか、独立行

政法人通則法の改正に係る「業務方

法書の改正に伴う規程等の整備に



145 

 

 

 

 

 

・財務の健全性及び適正な業務運営の

ため、内部規程等の整備、職員研修

の拡充、情報公開等、金融業務に係

る内部ガバナンスの高度化を図る

とともに、高度化事業は、金融庁と

の連携及び検査体制の整備が図ら

れたところで金融庁検査を導入す

る（損失の危険の管理に限る）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用者への情報提供等の利便性の向

上や内部管理業務の効率化､高度化

のため、最適化計画を踏まえ、業

務・システムの改善を行う。 

 

 

 

 

 

政法人等の業務実績に関する評価

の結果等の意見として各府省独立

行政法人評価委員会等に通知した

事項を参考にする。 

 

 

 

・財務の健全性及び適正な業務運営の

確保のため、金融業務に係る内部ガ

バナンスの高度化を図る。具体的に

は、金融業務のリスクを的確に管理

するための内部規程等の整備、外部

専門家等による職員研修を拡充、事

業別収支情報等の情報公開等を行

う。また、高度化事業に係る金融庁

検査は、中期目標に従い的確に対応

する。 

 

 

 

・内部監査は、業務の一層の適正化・

効率化を行うため、監査計画を策定

の上実施するものとし、監査結果に

基づく改善内容について、適切に実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コンプライアンスへの対応は、単に

法令遵守にとどまらず、広くステー

クホルダーとの関係において社会

的使命を果たす。機構役職員は、法

令・社会理念はもとより、機構の基

本理念・経営方針に基づき積極的に

行動・実践する。 

 

 

 

・共済業務、機構ＷＡＮの業務・シス

テムの最適化は、それぞれの業務最

適化計画を踏まえ、業務の効率化・

合理化、利用者の利便性の維持・向

上、安全性・信頼性の確保等を目標

とした取組を行う。 

 

 

 

 

 

・金融業務に係る内部ガバナンスの高

度化を図るため、統合的なリスク管

理のための委員会等の設置を含め、

金融業務のリスクを的確に管理す

るための体制や規程等を整備する。

 

 

 

 

 

 

 

・内部監査に関しては、監査のポイン

トを明確化した実施計画書を作成

し効率的な監査を実施するととも

に、業務改善に資する監査を実施す

る。また、業務方法書に基づき、監

事との連携を図るとともに、被監査

部門の内部監査結果に対する改善

措置状況を適時フォローアップし、

理事長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コンプライアンスへの対応は、単に

法令遵守にとどまらず、広くステー

クホルダーとの関係において社会

的使命を果たす。機構役職員は、法

令・社会理念はもとより、機構の基

本理念・経営方針に基づき積極的に

行動・実践する。 

 

 

 

・共済業務・システムの最適化につい

ては、資産の棚卸及びマニュアル整

備を推進する。また、今後の最適化

計画実施に向け、実現可能な事項の

整理を併せて行うなど、業務の効率

化・合理化、利用者の利便性の維

持・向上、安全性・信頼性の確保等

を図る。 

 

係る時期を定める規程」で定めた期

限のとおり、規程等の整備を行い、

内部統制の更なる充実・強化に向け

て取り組んだ。 

 

・金融業務に係る内部ガバナンスの高

度化を図るため、高度化事業等リス

ク管理評価委員会設置要領を制定

し、同委員会を２８年１月に開催し

た。同委員会においては、高度化事

業に係るリスク管理態勢及び資産

査定管理態勢等について審議し、そ

の審議結果も含めて、内部統制委員

会及びリスク管理委員会で審議を

行った。 

・金融業務の事業別収支情報等につい

て、財務諸表等に開示。 

 

・内部監査の実施にあたっては、事前

調査等を踏まえ、監査ポイントを明

確化した実施計画書を作成すると

ともに、必要に応じ、実施テーマ毎

のチェックリストを作成する等、監

査内容の充実を図った。また、監査

テーマについては、従来の業務内容

の法令、規程等に対する準拠性を中

心とした監査に加え、業務担当部門

におけるリスク評価の高かった「情

報漏えい対策に係る監査」、「情報シ

ステム関連業務の発注に係る業務

プロセスの検証」についての監査を

行った。また、過年度実施した内部

監査結果については、改善措置状況

についてフォローアップを行い、理

事長あて報告を行った。 

 

・機構役職員は、法令・社会理念はも

とより、機構の基本理念・経営方針

に基づき、積極的に行動・実践する

よう職員研修の場で啓蒙するとと

もに、職員向けにメールマガジンを

毎月配信し、単に法令遵守にとどま

らず、広くステークホルダーとの関

係において社会的使命を果たすコ

ンプライアンス意識を醸成した。 

 

・共済業務・システムの最適化につい

ては、資産の棚卸及びマニュアル整

備を推進した。なお、ホストコンピ

ュータを運営・維持するための最低

限必要な改修を実施する最適化計

画（１次）及び、サービス向上を目

指して計画した最適化計画（２次）

については、業務改善 PJ に引き継
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・「サイバーセキュリティ戦略（平成

２５年６月１０日情報セキュリテ

ィ政策会議決定）」等の政府の方針

に則り、情報セキュリティを確保す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・このほか、既往の閣議決定等で示さ

れた政府方針に基づく取組や会計

検査院等の指摘を踏まえた見直し

について、着実に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「サイバーセキュリティ戦略（平成

２５年６月１０日情報セキュリテ

ィ政策会議決定）」等の政府の方針

を踏まえ、情報セキュリティを確保

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他、既往の閣議決定等に示され

た政府方針に基づく取組及び会計

検査院等の指摘を着実に実施する。 

 

 

・WAN システム機能の改善・更新を行

うとともに、次期 WAN システムの

導入に向けた準備のため、業務の効

率性・合理化、業務のワークスタイ

ルに応じインターネット等外部環

境を経由した情報連携などの利用

者の利便性の向上、安全性・信頼性

の確保を目的とした検討を行う。 

 

・政府方針等を踏まえた情報セキュリ

ティポリシーを遵守し、機構が取り

扱う情報資産の安全性の維持に関

する組織的な取り組みを推進する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成２８年度以降に実施が予定され

る「情報化ネットワークシステム運

用管理業務」に係る民間競争入札に

よる民間委託に対応するため、関係

省庁と連携し準備を行う。 

 

 

・その他、既往の閣議決定等に示され

た政府方針に基づく取組及び会計

検査院等の指摘を着実に実施する 

 

ぐこととした。 

 

・次期 WAN システムの導入に向けた準

備のため、業務内容に適したネット

ワークの改善（分離）を行い、シス

テム全般の安全性・信頼性の確保を

図った。 

 

 

 

 

・「独立行政法人における情報セキュ

リティ対策の推進について（平成

26年 6月 25日 情報セキュリティ

対策推進会議）」等の政府方針等を

踏まえた情報セキュリティポリシ

ーを遵守し適時・適切な対応を図る

ため、標的型攻撃メール等による情

報流出を未然に防ぐ出口対策の導

入や入口対策を強化するなど、情報

セキュリティ対策の推進を図った。 

また、関係省庁等を通じた情報共有

体制を維持するとともに、法人内で

の障害発生時における迅速な対処

と被害の最小化を目的とした障害

等対応ルールの整備を行った。 

・研修受講機会の拡大や適切な研修テ

ーマの設定により利用者のセキュ

リティ意識の向上を図るため、eラ

ーニングの導入や「標的型攻撃メー

ル」をテーマとした研修など、セキ

ュリティ等研修（１４回、延７２９

人）を実施した。 

 

・「情報化ネットワークシステム運用

管理業務」に係る民間競争入札によ

る民間委託の実施計画について、関

係省庁と協議を重ね結論を得た。 

 

 

 

○会計検査院の指摘対応 

・該当なし 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―１ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 

重要度：未設定 
難易度：未設定 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0533 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 

    業務実績 自己評価 

 Ⅳ．財務内容の改善に関する事項 

 

１．財務内容の改善 

  

・小規模企業共済の資産については、

小規模企業共済法第２５条第１項

に基づき、機構が「基本方針」を定

めることとされている。この基本方

針において、安全かつ効率的な運用

を確保するため、基本ポートフォリ

オ（運用に係る資産の構成）等を定

めるとともに、定期的に、外部有識

者等で構成する「資産運用委員会」

の評価・助言を受け、必要に応じ、

基本ポートフォリオ等の見直しを

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 

１．財務内容の改善 

 

①財務内容の改善に関する取組 

 

・小規模企業共済の資産は、小規模企

業共済法第９条に基づき小規模企

業共済法施行令第２条に定める共

済金の給付を将来にわたり確実に

行えるよう、「運用の基本方針」に

沿って運用を行う。資産運用状況に

ついては、基本ポートフォリオの効

率性や自家運用資産及び委託運用

資産に係る収益率等について検

証・評価を行い、定期的に外部有識

者等で構成する「資産運用委員会」

に報告し、評価を受けるとともに、

運用の基本方針や基本ポートフォ

リオ、繰越欠損金の削減計画の見直

しなど重要事項について助言を受

け、必要に応じこれらの見直しを行

う。 

 

 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 

１． 財務内容の改善 

 

①財務内容の改善に関する取組 

 

・小規模企業共済制度の資産は、安全

かつ効率的な運用に留意しつつ、法

令に定める共済金の給付を将来に

わたり確実に行えるよう、「運用の

基本方針」に沿って運用を行う。 

資産運用状況については、基本ポー

トフォリオの効率性や自家運用資

産及び委託運用資産に係る収益率

等について検証・評価を行い、定期

的に外部有識者等で構成する「資産

運用委員会」に報告し、評価を受け

るとともに、運用の基本方針や基本

ポートフォリオなど重要事項につ

いて助言を受ける。 

また、「小規模企業共済制度の在り

方検討会」における新たな運用目標

の検討を踏まえ、必要に応じこれら

の見直しを行う。 

なお、共済制度の資産運用状況に係

 Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 

１．財務内容の改善 

 

①財務内容の改善に関する取組 

 

・運用の基本方針に基づき、共済制度

を安定的に運営していく上で必要

とされる収益を長期的に確保する

ため、共済金の支払いに必要な流動

性を十分に確保するとともに、安全

かつ効率的な運用を行った。   

・２６年度の運用状況を７月開催の資

産運用委員会に報告し、適切な運用

と評価を受けた。 

・２７年度第２四半期までの運用状況

を１２月開催の資産運用委員会に

報告、併せて、基本ポートフォリオ

の効率性について検証し、効率性が

保たれていることを確認。 

・運用受託機関と四半期ごとにミーテ

ィングを行うとともに、評価基準に

基づき運用状況について確認、的確

に評価し、モニタリングを適切に実

施。 

財務内容の改善に関する事項 

＜評定と根拠＞ 

評定： Ａ 

根拠： 小規模企業共済勘定の共済資

産の運用は、国内株式市場等の下落

や円高など運用環境が悪化するな

かでも運用利回りは 0.18％を確保

（前年度運用利回り 4.30％）。一般

勘定は、高度化事業で約 85 億円の

貸倒引当金繰入を計上。両勘定とも

前年度の利益剰余金で当期総損失

を解消したうえで、小規模企業共済

勘定で 41 億円、一般勘定で 195 億

円（うち前中期目標期間繰越積立金

74 億円）の利益剰余金を計上。 

このほか、保有資産の見直しについ

ても、日本貿易振興機構との会議室

の相互利用による連携の強化、試作

開発型事業促進施設（8施設）の関

係地方公共団体等との協議及び入

居企業への説明を開始するととも

に、中心市街地都市型産業基盤施設

（4施設）は、地方公共団体等への

売却又は移管に向けての協議を行

い、2施設について譲渡契約を締結
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・施設整備等勘定及び出資承継勘定に

ついては、収支を改善するための取

組を着実に実行する。 

出資承継勘定のベンチャー企業に

対する出資は、株式処分の着実な実

行を図る。同勘定の出資先法人（三

セク）に対する出資は、毎年度の決

算の報告等を通じて、適切に経営状

況の把握を行う。必要に応じ事業運

営の改善を求めることや関係省庁

及び他の出資者との協議による早

期の株式処分等の対応を図る。 

 

・出資業務、債務保証業務、融資業務、

施設整備等業務、共済業務といった

財務の健全化を確保すべき業務に

ついては、適切な審査や債権管理の

徹底等を行うなど、適切な措置を講

じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設整備等勘定及び出資承継勘定

は、引き続き管理費用の削減等に努

め、収支の改善を図る。 

出資承継勘定のベンチャー企業に

対する出資は、株式処分の着実な実

行を図る。同勘定の出資先法人（三

セク）に対する出資は、毎年度の決

算の報告等を通じて、適切に経営状

況の把握を行う。必要に応じ事業運

営の改善を求めることや関係省庁

及び他の出資者との協議による早

期の株式処分等の対応を図る。 

 

 

 

 

 

 

る情報は、機構ホームページ等で積

極的に公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設整備等勘定及び出資承継勘定

は、引き続き管理費用の削減等に努

め、収支の改善を図る。 

出資承継勘定のベンチャー企業に

する出資は、投資先の経営状況を適

切に把握するとともに、適正に評価

した価格での売却を基本とした株

式の処分を目指し、投資先企業等と

の協議を行う。 

・産業投資特別会計による出資承継勘

定の出資先法人（三セク）に対する

出資については、毎年度の決算の報

告等を通じて、適切に経営状況の把

握を行い、経営健全化計画の実行状

況を管理するなど、事業運営の改善

を求めることとし、事業運営の改善

が見られず、経営状況の一層の悪化

が見込まれる場合には、関係省庁及

び他の出資者とも協議の上、可能な

・外部有識者による「小規模企業共済

制度の在り方検討会」を設置し、同

検討会からの報告を受け、時価（価

格）変動への対応、付加共済金制度

の在り方等について、中小企業庁へ

要望書を提出。 

・要望書の内容については、平成２７

年１２月１４日の「中小企業政策審

議会中小企業経営支援分科会第５

回共済小委員会」及び平成２８年３

月１０日の「中小企業政策審議会 

中小企業経営支援分科会（第 3回）」

において、小規模企業共済制度の剰

余金の取扱いについて審議され、了

承された方針に沿って、資産運用委

員会の助言を受けつつ、基本ポート

フォリオの見直しに着手した。 

•資産運用状況に係る情報を積極的に

公開（２６年度資産運用の状況と評

価、資産運用委員会の議事要旨等を

機構ホームページに掲載）。 

・運用利回り ２７年度 ０．１８％ 

（内外株式市場の下落等に伴

う運用利回りの低下） 

      （２６年度  ４．３

０％） 

・当期総利益 △７１８億円 

・利益剰余金 ２７年度 ４１億円 

（２６年度 ７５９億

円） 

［機構発足時繰越欠損金 ９，３６３

億円］ 

［平成２０年度の繰越欠損金 ９，９

０３億円］ 

 

■施設整備等勘定 

○集積促進団地の譲渡事業 

・地方公共団体や関係機関と連携し

て、首都圏及び域内企業を中心に、

団地特性に応じた業種や設備投資

の動きのある業種をターゲットと

して企業誘致活動を実施し、全体で

７区画２．７ヘクタールを譲渡。（再

掲） 

 

○インキュベーション施設等 

・インキュベーション施設について

は、収支の改善を図る取組みとし

て、大学や地方公共団体、地域支援

機関等と連携した入居者誘致活動

を実施。 

インキュベーション施設（新事業創

出型） 

年間平均入居率（２６年度８８．

するなど成果を上げており、Ａ評価

と判断。 

 

（１）財務内容の改善 

①小規模企業共済勘定 

小規模企業共済資産の運用は、資産

運用の基本方針に基づき、安全かつ

効率的な運用を基本とし、共済制度

を安定的に運用していくうえで必

要とされる収益を長期的に確保す

ることを目的として運用。27 年度

は、国内株式市場等の下落や円高な

ど運用環境が悪化するなかでも運

用利回りは 0.18％を確保。前年度

運用利回り 4.30％から大幅に低下

したものの、27 年度末の利益剰余

金は、小規模企業共済勘定として

41 億円とプラスの状態を維持。（参

考：機構発足時繰越欠損金 9,363

億円、平成20年度繰越欠損金9,903

億円） 

なお、共済金等の支給に対し掛金収

入及び債券等の利金収入の収支差

は約 1,500 億円のプラスとなって

おり、安定した財務状況が確保され

ている。 

②一般勘定 

高度化事業において、災害復旧を目的

とした大型貸付先の償還状況の悪

化や債権評価のより適切な運用を

行うべく規程改正を行ったことな

どに伴い 85 億円の貸倒引当金繰入

を計上したものの、27 年度末の利

益剰余金は 195 億円（うち前中期目

標期間繰越積立金 74 億円）とプラ

スの状態を維持。 

③産業基盤整備勘定（財務省共管業

務） 

債務保証先に対しては、 その業況

に応じた層別管理を徹底し、貸付金

融機関と連携して保証先の業況や

返済状況を確認するなど適切に対

応。また、ＦＡＺ三セクについては、

決算の報告やヒアリング等を通じ

て経営状況を把握するなど適切な

管理を実施。 

 

（２）保有資産の見直し 

①日本貿易振興機構との会議室の相

互利用 

地方事務所での日本貿易振興機構

と会議室の相互利用（59 回）によ

り、一層の連携関係を強化。 

②中心市街地都市型産業基盤施設等 
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②その他財務の健全性の確保に関す

る取組 

 

・高度化事業に係る債権の回収は、機

構と都道府県の責任の所在を明確

限り早期の株式処分を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②その他財務の健全性の確保に関す

る取組 

 

・高度化事業の債権の回収について

は、都道府県と回収方針の共有化を

図る。債権管理・回収に係る都道府

９％→２７年度８７．６％） 

・試作開発型事業促進施設について

は、施設譲渡実施計画を策定し、

関係地方公共団体等との協議及び

入居企業への説明等を実施。 

試作開発型事業促進施設 

年間平均入居率（２６年度６８．

８％→２７年度７０．５％） 

 

■出資承継勘定 

○旧産業基盤整備基金から承継した

出資先ベンチャー企業の管理（出資

先１社）。 

・投資先の経営状況を適切に把握しつ

つ株式処分の可能性について検討。

投資先企業と売却の協議を行った

（継続中）。 

 

○出資事業（特定出資法人、繊維事業

三セク） 

・２７年１０月に、機構出資第三セク

ターに係る当面の対応方針を策定

し、出資金管理要領に基づき株式処

分を図ることを決定。 

・旧構造転換法、旧繊維法に基づき地

域経済の活性化、繊維産業の支援等

のため、地方公共団体、経済界の取

組みに資金面での支援を目的とし

て出資。２７年度は６社を管理。 

・出資目的に照らし、経営状況、地方

公共団体等の支援状況等も踏まえ

て出資を継続する必要性の有無に

ついて出資三セクごとに判断。 

・決算の報告等を通じて経営状況の把

握を行うとともに、経営健全化計画

の進捗状況についてヒアリングを

行うなど、適切な管理を実施。 

・全６社に対し、地方公共団体等との

協議等も含め延べ３５回の協議等

を実施。関係する地方公共団体に対

し支援強化を要請。 

・各社の実情に応じた収益向上策や経

費削減策について支援・助言の実

施。 

・１社において配当を実施。

配当収入７百万円。 

 

 

②その他財務の健全性の確保に関す

る取組 

 

■高度化事業 

○都道府県に対する債権管理、債権回

収に係る支援策の拡充 

中心市街地都市型産業基盤施設の 4

施設は、地方公共団体等への売却又

は移管に向けての協議を行い、2施

設について譲渡契約を締結。うち 1

施設を売却済。また、試作開発型事

業促進施設の譲渡に係る実施計画

を策定し、関係地方公共団体等との

協議及び入居企業等への説明を実

施。 

③国庫納付（第 2種信用基金のみ財務

省共管業務） 

第 2種信用基金については、経過業

務に係る債務保証残高の減少に応

じて基金額の見直しを実施し、5.3

億円を国庫納付。また、26 年度に

清算した第 3 セクターの出資先 2

社からの回収金 3.2 億円を国庫納

付。 

 

＜課題と対応＞ 

27 年度に増加した高度化事業の不

良債権について、その削減のための

貸付先支援を継続して取組んでい

く必要がある。このため 28 年度よ

り重点支援先を拡充し、支援先ごと

に担当の職員を配置するなど支援

を強化する。また、支援にあたるア

ドバイザーの拡充を図るなど、より

実効性の高い支援に向けて引き続

き都道府県と連携しながら対応し

ていくこととする。 
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にしたうえで、機構も専門家の派遣

等により積極的に関与する。併せ

て、融資先の返済能力を踏まえた償

還可能性等について確実な審査を

行い、新たな不良債権の発生の抑制

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業倒産防止共済制度に係る共

済貸付金の回収は、着実な債権回収

を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・債務保証業務は、新規保証に係る代

位弁済率の抑制を図るための確実

な審査の実施を行うとともに、債務

保証先の業況に応じた適切な層別

管理の実施、求償権の回収管理の徹

底・適切な償却処理を行う。 

 

 

 

県への支援策として、債権管理研究

会の開催、債権管理アドバイザー業

務、調査・アドバイザリー業務及び

回収委託支援業務を引き続き実施

する。 

併せて回収不能な債権について、償

却を行うことにより、不良債権処理

の促進を図る。 

さらに、回収委託業務の拡充を図り

回収の円滑化・早期化に取り組む。

貸付けにあたっては、事業計画の進

捗に合わせて複数回の現地支援を

実施し、財務状況の精査、償還能力

の確認等のほか、診断・助言への対

応状況の確認を行い、確実な審査を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業倒産防止共済制度における

共済貸付金回収については、回収専

門人材の活用及び専門的なノウハ

ウの導入など回収管理体制の強化

を実施し、着実な債権回収を進め

る。特に、高額貸付者に対する貸付

直後の現況確認の実施や延滞発生

直後の早期対応、継続的なモニタリ

ングを徹底するなど、要回収債権に

係る管理措置を確実に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・債務保証業務の実施にあたっては、

各制度趣旨に鑑み利用の促進を行

い、代位弁済率が各制度趣旨を勘案

して抑制されるよう、確実な審査を

実施する。 

また、債務保証先の業況に応じた適

切な層別管理を実施するとともに、

必要に応じて外部機関を活用する

等回収の最大化に努め、求償権の回

収管理の徹底を図り、適切な償却処

・債権管理研究会を２回開催し、債権

管理アドバイザーを本部に３１人

配置し、都道府県に対して債権管

理・回収に係るアドバイスを実施し

た。 

・債権回収調査会社による調査・アド

バイザリー業務を１８道府県で２

８件、債権回収会社及び弁護士法人

による回収委託支援業務を８県で

２６件実施した。 

・償却は、６件で約１７億円実施。 

・回収委託業務の円滑化を図るため、

連帯保証人の側面調査を８県で９

件実施した。 

・回収委託業務の早期化は、条件変更

先の回収委託として１県で１件実

施した。 

 

○確実な貸付審査の実施 

・現地支援等を積極的に行うととも

に、都道府県との連携を密にし、計

画初期段階から事業計画の内容を

把握することなどにより確実な審

査を実施。 

 

・中小企業倒産防止共済制度における

共済金貸付回収については回収専

門の人材を活用し、債権回収の専門

的ノウハウを導入した債権管理体

制の強化を実施している。 

 特に高額貸付者に対する貸付後の

現況確認の実施、延滞発生直後の早

期対応、長期延滞者に対する法的措

置を実施している。 

また、債務者の状況を的確に把握す

るための債務者訪問面談を徹底す

るなど、貸付債権の債権回収を確実

に実施した。（累計回収率の推移：

２０年度８５．２％、２１年度８５．

３％、２２年度８５．３％、２３年

度８５．３％、２４年度８５．３％、

２５年度８５．３％、２６年度８５．

４％、２７年度８５．４％） 

 

■産業基盤整備勘定 

○債務保証業務 

・新規保証相談先については、審査を

実施（継続中）。 

・債務保証先に対しては、 その業況

に応じた層別管理を徹底し、貸付金

融機関と連携して保証先の業況や

返済状況を確認するなど適切に対

応。 

・延滞・条件変更先及び業況悪化先に
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・その他出資事業は、出資先の経営状

況を適切に把握するとともに、出資

者として、当該事業の政策的意義、

地域経済への諸影響に留意しつつ、

業務の改善を求めるなど、適切に対

処する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他出資事業については、出資先

の経営状況を適切に把握するとと

もに、出資者として、当該事業の政

策的意義、地域経済への諸影響に留

意しつつ、業務の改善を求めるな

ど、適切に対処する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついては、今後の回収見込み等の状

況の把握に努めた。 

・約定返済を開始していない据置先に

ついて、３か月毎のモニタリングを

実施。 

・正常先の完済は４社。 

・自己査定を的確に行い、信用リスク

管理を適切に実施。 

・平成２７年度の保証履行（代位弁済）

は業況悪化先の 1社 ９２百万円。 

※機構設立以降の新規保証２７社

／１３８億円 代位弁済１億円 

代位弁済率０．７% 

・求償権管理については、回収の難易

度に応じた求償権の効率的な管理

を実施するとともに、債権管理・回

収の専門的知識と経験を有する専

門員を活用し、実地調査による求償

先の状況把握を行い、状況に応じた

回収及び償却を実施。 

平成２７年度 求償権回収額：７社

１０百万円 

平成２７年度 求償権償却：１社２

９９百万円 

・債務保証料収入 １２百万円 

・求償権残高   ２０億円 

 

○三セク出資（頭脳三セク及びＯＡ三

セク） 

・旧頭脳立地法及び地方拠点法に基づ

き、地域経済の活性化、地域産業の

支援等のため、地方公共団体、経済

界の取組みに資金面での支援を目

的として出資。２７年度は１８社を

管理。 

・出資目的に照らし、経営状況、地方

公共団体等の支援状況等も踏まえ

て出資を継続する必要性の有無に

ついて出資三セクごとに判断。 

・株主総会への出席や、決算時及び日

常的なヒアリングを通じて、経営状

況を適切に把握するとともに、事業

の政策的意義、地域経済への諸影響

に留意しつつ、業務の改善を求める

など、株主の権利を活用して適切に

対処。 

・頭脳三セク連絡会及びＯＡ三セク連

絡会を各１回ずつ開催。管理経費節

減の取組み事例の共有化を図るな

ど、経営改善に向けた取組みを実

施。 

・繰越欠損の大きい８社から経営改善

計画の提出を受け、経営改善につい

て協議。 
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○三セク出資（新事業三セク） 

・旧新事業創出促進法に基づき、地域

の特性を活かした新事業創出支援

を図るため、地方公共団体、経済界

の取組みに資金面での支援を目的

として出資。２７年度は４社を管

理。 

・出資目的に照らし、経営状況、地方

公共団体等の支援状況等も踏まえ

て出資を継続する必要性の有無に

ついて出資三セクごとに判断。 

・株主総会への出席や、決算時及び日

常的なヒアリングを通じて、経営状

況を適切に把握するとともに、事業

の政策的意義、地域経済への諸影響

に留意しつつ、業務の改善を求める

など、株主の権利を活用して適切に

対処。 

・１社において配当を実施（配当収入

６８万円）。 

 

○出資事業（高度化三セク、中心市街

地三セク等） 

・根拠法に基づき地域経済の活性化、

地域産業の支援、中心市街地の活性

化、地域住民の利便性の確保等のた

め、地方公共団体、経済界の取組み

に資金面での支援を目的として出

資。 

・出資目的に照らし、経営状況、地方

公共団体等の支援状況等も踏まえ

て出資を継続する必要性の有無に

ついて出資三セクごとに判断。 

・なお、高度化三セクにおいて、１社

について機構保有株式を全て地方

公共団体に譲渡し、１社について清

算を行った。また、産炭三セク１社

について、清算を行った。 

・株主総会への出席や、決算時及び日

常的なヒアリングを通じて、経営状

況を適切に把握するとともに、事業

の政策的意義、地域経済への諸影響

に留意しつつ、業務の改善を求める

など、株主としての権利を活用して

適切に対処。 

・課題を抱えている出資先や経営状況

が芳しくない出資先に対しては、別

途経営状況ヒアリングや経営改善

会議を通じて、経営改善計画の策定

を要請するなどの取組みを実施。高

度化三セクにあっては巡回助言訪

問を実施。 

 また、高度化三セク及び中心市街地
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三セクおいて、個別の経営状況を踏

まえ、経営の向上に資する情報提

供、出資先相互の連携や情報共有に

よる経営革新等を目的とした研究

会を開催。研究会の内容は、「小売

業の現状と支援事例」等の講演及び

事例発表。 

・地方公共団体等との情報交換や協議

は、本部担当部と地域本部等とで三

セク５５社に対して延べ１８７回

実施。このうち経営改善等協議を行

ったものは３２社で延べ５１回。 

・高度化三セク１社において配当を実

施。配当収入１百万円。 

 

○ＦＡＺ三セク 

・上記出資事業のうち、産業基盤整備

勘定の三セク（ＦＡＺ三セク・９社）

については、決算の報告等を通じて

経営状況の把握を行うなど、適切な

管理を実施。 

また、個別の経営状況を踏まえ、経

営の向上に資する情報提供、出資先

相互の連携や情報共有による経営

革新等を目的とした研究会を開催。

研究会の内容は、「わが社の経営改

善の取組み」に関する事例発表に基

づくグループディスカッション。 

・地方公共団体等との協議等回数２５

回。関係する地方公共団体に対し支

援強化を要請。 

・各社とも積極的な営業活動や経費削

減などの経営努力等を実施した結

果、２７年度は９社中７社が単年度

黒字。 

・１社は、２７年度中に解散。２８年

度に清算完了を予定。 

・１社において配当を実施。配当収入

０．７百万円。 

 

■出資三セク事業全体のまとめ 

・機構が株式を保有する第三セクター

については、２７年度期首時点では

９２社、２７年度期末時点では８９

社。 

・株主総会への出席や、決算時及び日

常的なヒアリングを通じて、経営状

況を適切に把握するとともに、事業

の政策的意義、地域経済への諸影響

に留意しつつ、業務の改善を求める

など、株主としての権利を活用して

適切に対処している。 

・地方公共団体等との情報交換や協議

は本部担当部と地域本部等とで９
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・このほか、財務の健全性を確保する

べき業務は、そのための必要な措置

を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・旧産業用地事業における土地譲渡割

賦債権等については、債務者の業況

等のモニタリングを実施し、個別債

務者の財務内容を分析する等によ

り、状況に応じた適切な措置を講

じ、回収を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２社に対して延べ３０８回実施。経

営改善等協議を行ったものは４９

社で延べ８３回。 

 

■土地譲渡割賦債権等の管理 

・本部及び地域本部(北海道本部、九

州本部)が一体となってモニタリン

グを実施し、債務者情報等を共有す

るなど、債権管理を強化。 

・個別債務先の財務内容を分析するこ

となどにより状況に応じた適切な

管理を実施するとともに、返済条件

変更に係る運用指針等に基づき、中

長期的な資金収支等の検証を行い、

債権回収の最大化に注力。 

・土地譲渡割賦債権等回収額１７億円 

・回収不可能な債権については適切に

債権償却を実施し不良債権を処理 

０．９億円 

・土地譲渡割賦債権等残高 ８０億円

(貸倒引当金１７億円)、うち破産更

生債権等２１億円(貸倒引当金１３

億円) 

 

■資金の運用 

・独立行政法人通則法第４７条の規定

による余裕金の運用に当たっては、

同法のほか当機構法、経済産業省告

示及び当機構内規に従い、その時々

の金利情勢等を踏まえ、運用の安全

性・確実性を確保し、決済資金及び

資金需要や事業資金における予定

外の収入の落ち込み等に備えられ

るよう流動性を確保するとともに、

収益稼得のための効率性・収益性を

できるだけ確保することを基本方

針とし、満期保有を原則として運

用。 

 

・運用計画については、年度初に運用

総額等を定めた年間運用計画を作

成し、必要に応じて運用計画の見直

しを行い、理事長の決裁を得て役員

会に報告している。運用実績につい

ては、毎月担当理事に、四半期ごと

に役員会に報告することにより資

金運用体制に適切なガバナンスが

課されている。２７年度において

は、被災中小企業施設・設備整備支

援事業の貸付や茨城県関東・東北豪

雨中小企業復興支援基金の創設等、

大規模災害への対応に係る資金需

要について円滑に対応するととも

に、期中の運用環境や金利情勢の変
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２．保有資産の見直し等 

 

・地方事務所及び独立行政法人日本貿

易振興機構の国内事務所の共用化

又は近接化を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．保有資産の見直し等 

 

・地方事務所及び独立行政法人日本貿

易振興機構の国内事務所の共用化

又は近接化を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・試作開発型事業促進施設は、経過業

務期間終了後に売却又は地方公共

団体への移管を図る。 

 

 

・中心市街地都市型産業基盤施設は、

地方公共団体等への売却又は移管

することとし、売却又は移管に向け

た協議等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．保有資産の見直し等 

 

・地方事務所については、日本貿易振

興機構の国内事務所と会議室の共

用化を推進するとともに業務協力

に関する合意書に基づき事務所間

の一層の連携強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・試作開発型事業促進施設について、

経過業務期間終了後の移管等に向

けて地方公共団体等と協議を進め

る。 

 

・中心市街地都市型産業基盤施設は、

地方公共団体等と売却又は移管に

向けた協議等を行う。 

 

 

 

化を踏まえた資金の運用を実施。 

２７年度運用収入実績 

２０億円 

 

■運営費交付金の執行 

○運営費交付金については、業務運営

状況に応じて適正に執行管理を実

施。２７年度末の運営費交付金の執

行残額（３２. ３億円）については、

熊本地震や東日本大震災からの復

興支援事業の財源、養成研修運営事

業費や中小企業市場創出支援事業

等の財源として翌事業年度以降に

収益化していく予定。 

 

・運営費交付金の執行率（対当初予算

比率）＜復興特別経理予算を除く＞ 

法人合計 ９４. ２％＜９７. 

４％＞ 

うち一般勘定 ９１. ９％＜９６. 

２％＞ 

うち小規模企業共済勘定 １００．

０％ 

うち中小企業倒産防止共済勘定 

１００．０％ 

 

２．保有資産の見直し等 

 

・従来から（独）日本貿易振興機構と

同一ビルに入居している東北、近

畿、沖縄に加え、その他の事務所に

おいても、会議室の相互利用を図っ

た（機構会議室５３回、（独）日本

貿易振興機構会議室６回）。 

・海外展示会への出展支援、ＴＰＰ協

定に活用に関する情報提供など、日

本貿易振興機構と展示会やセミナ

ーで連携することで中小企業の海

外進出に係る業務の総合的支援を

実施。 

 

・試作開発型事業促進施設について、

施設譲渡実施計画を策定し、関係地

方公共団体等との協議及び入居企

業への説明等を実施。（再掲）。 

 

・４施設の中心市街地都市型産業基盤

施設について、地方公共団体等への

売却又は移管に向けて協議を実施。

そのうち２施設については、地方公

共団体と譲渡契約を締結。 

２７年度に１施設を売却。 

 

・インキュベーション施設について
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・中小企業大学校の宿泊研修施設等保

有資産は、利用促進に向けた取組を

実施し、施設の稼働率を向上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・インキュベーション施設の廃止又は

地方公共団体等への移管を行う場

合には、廃止・移管に要する費用・

対価等について明らかにした上で

実施する。 

・職員宿舎は、「独立行政法人の宿舎

見直しに関する実施計画」（平成２

４年１２月２４日行政改革担当大

臣）を踏まえ、廃止することとした

借上宿舎の着実な廃止を行うとと

もに、所有宿舎は、保有の必要性、

代替手段とのコスト比較等を行う

など不断の見直しを行う。 

 

 

 

・中小企業大学校の宿泊研修施設等保

有資産は、利用促進に向けた取組を

実施し、施設の稼働率を向上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・インキュベーション施設の廃止又は

地方公共団体等への移管を行う場

合には、廃止・移管に要する費用・

対価等について明らかにした上で

実施する。 

・所有宿舎は、保有の必要性、代替手

段とのコスト比較等を行い、継続し

て見直しを行う。また、廃止対象の

借上宿舎については、廃止に向けた

検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

・中小企業大学校の施設については、

外部専門家の意見等を踏まえて利

用促進に向けた取組を実施し、施設

の稼働率を向上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、その廃止又は地方公共団体等へ

の移管の実績なし。 

 

○職員宿舎 

・「独立行政法人の職員宿舎の見直し

に関する実施計画」（平成２４年１

２月１４日公表）に示された方針に

従い、入居率の低い所有宿舎につい

て、宿舎規程実施要領の変更を行い

入居条件の緩和を図る等、入居率の

向上策を実施した。 

・宿舎制度の見直しにより、宿舎に係

る法定外福利費を削減（２６年度比

１６．３％の削減）。 

 

○中小企業大学校 

・中小企業大学校の宿泊研修施設等の

稼働率向上策について、平成２６年

度に設置した専門委員会において

検討した改善方策に基づき、前年度

に試行した研修の企画の工夫など

について、各大学校において順次取

り組んだ。 

・中小企業大学校について、各大学校

の施設活用状況を把握するととも

に、事業用資産の見直し等を検討

（大学校施設で研修を開校してい

た日数割合 ８７％）。 

（各大学校の施設活用状況：校外研修

等を除く） 

旭川校  研修回数 ４７回、 

       全受講者数１,０６８人、

３，５１６人日 

仙台校  研修回数 ４２回、 

      全受講者数１，２８９人、

６，７６６人日 

三条校  研修回数 ４０回、 

       全受講者数１，０４５人、

４，４８８ 人日 

東京校  研修回数 １０５回、 

       全受講者数３，６５０人、

４５，４９５人日 

瀬戸校  研修回数 ４１回、 

       全受講者数１，１４８人、

６，２５６ 人日 

関西校  研修回数 ４６回、 

全受講者数１，３４１ 

人、８，１２８人日 

広島校  研修回数 ４５回、 

       全受講者数１，３５７ 

人、７，０８７ 人日 

直方校  研修回数 ４５回、 

       全受講者数１，１０７ 

人、４，９９７ 人日 
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・保有資産の見直し等について、その

利用度のほか、本来業務に支障のな

い範囲での有効利用可能性の多寡、

効果的な処分、経済合理性といった

観点に沿って、その保有の必要性に

ついて不断の見直しを行うととも

に、既往の閣議決定等で示された政

府方針を踏まえた措置を講じる。 

・特に、一般勘定資産については、第

２期中期目標において不要財産と

して国庫納付することとした２，０

００億円（第２期中期目標期間中に

５００億円国庫納付済）のうち３０

０億円を中期目標期間中に国庫納

付する（例えば３年間の分割とする

等。）。残余額の納付時期について

は、年度ごとの検討を行う。その際、

小規模企業共済勘定の繰越欠損金

の状況による機構全体の債務超過

や緊急の中小企業対策に必要な資

金の不足に陥ることがないよう、財

務の健全性を確保することに留意

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第２種信用基金は、経過業務に係る

債務保証残高の減少に応じて、不要

額が生じれば随時国庫納付する。 

 

 

 

 

 

・一般勘定資産は、第２期中期目標に

おいて不要財産として国庫納付す

ることとした２，０００億円（第２

期中期目標期間中に５００億円国

庫納付済）のうち３００億円を中期

目標期間中に国庫納付する（例えば

３年間の分割とする等。）。残余額の

納付時期については、年度ごとの検

討を行う。なお、各年度における納

付の適否及び金額については、現

在、小規模企業共済勘定が繰越欠損

の状況にあることに鑑み、今後、機

構全体が債務超過に陥ったりある

いは緊急の中小企業対策等に必要

な資金の不足に陥ったりすること

のないよう、年度ごとに主務省と協

議を行い、決定することとする。 

 

・その他保有資産は、その利用度のほ

か、本来業務に支障のない範囲での

有効利用可能性の多寡、効果的な処

分、経済合理性といった観点に沿っ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第２種信用基金については、経過業

務に係る債務保証残高の減少に応

じて、不要額が生じれば随時国庫納

付する。 

 

 

 

 

・平成２７年度の一般勘定資産の国庫

納付の適否及び金額については、今

後、機構全体が債務超過に陥ったり

あるいは緊急の中小企業対策等に

必要な資金の不足に陥ったりする

ことのないよう、主務省と協議を行

い、決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他保有資産は、その利用度のほ

か、本来業務に支障のない範囲での

有効利用可能性の多寡、効果的な処

分、経済合理性といった観点に沿っ

人吉校  研修回数 ３７回、 

       全受講者数８８２人、４，

５６１人日 

・地域活性化や地域支援機関との連携

強化を図るため、地域支援機関、中

小企業等に研修の場を提供すると

ともに、地域団体に交流の場を提供

するなど、施設の有効活用を促進。 

【地域活性化のための連携事例】 

防災協定の締結を契機として東京

校と地元の東大和市との連携が進

展。その一環として、平成２７年１

０月「東大和市産業・福祉まつり」

の会場として、東京校の中庭を活

用。 

 

・受益者負担のあり方については、中

小企業者等の負担配慮しつつ各種

研修の受講料の見直しを実施（再

掲）。 

 

・第２種信用基金については、経過業

務に係る債務保証残高の減少に応

じて基金額の見直しを実施し、１０

月に５．３億円を国庫納付。 

 

 

 

 

・一般勘定資産については、第２期中

期目標において国庫納付すること

とした２，０００億円のうち３００

億円を中期目標期間中に国庫納付

することとしているが、主務省と協

議を行い、２７年度は国庫納付を行

わないことを決定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■金融資産の見直し 

・金融資産については、全勘定におい

てその使途、保有の必要性の判断を

行うとともに、会計検査院による指

摘等を踏まえ、国庫納付を実施。 

施設整備等勘定 ３. ２億円※（７

月） 
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て、その保有の必要性について不断

の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．予算（人件費の見積りを含む。）、

収支計画及び資金計   

  画 

 

（１）予算計画（別紙１－１） 

【運営費交付金の算定ルール】 

（別紙１－２） 

（２）収支計画（別紙２） 

（３）資金計画（別紙３） 

 

 

Ⅴ．短期借入金の限度額 

 

運営費交付金の受入の遅延、業務運

営等に係る資金の暫定立て替え、その

他予見し難い事象の発生等により生

じた資金不足に対応するための短期

借入金の限度額は、３５３億円とす

る。 

 

て、その保有の必要性について不断

の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．予算（人件費の見積りを含む。）、

収支計画及び資金計画 

 

 

（１）予算計画（別紙１） 

  

 

（２）収支計画（別紙２） 

（３）資金計画（別紙３） 

 

 

Ⅴ．短期借入金の限度額 

 

運営費交付金の受入の遅延、業務運

営等に係る資金の暫定立て替え、その

他予見し難い事象の発生等により生

じた資金不足に対応するための短期

借入金の限度額は、３５３億円とす

る。 

 

※平成２６年度に清算した出

資先第３セクター２社から

の回収金を国庫納付。 

産業基盤整備勘定（経過業務）５．

３億円（１０月）（再掲） 

 

■その他実物資産 

○中心市街地都市型産業基盤施設 

・４施設の中心市街地都市型産業基盤

施設について、地方公共団体等への

売却又は移管に向けて協議を実施。

そのうち２施設については、地方公

共団体と譲渡契約を締結。 

２７年度に１施設を売却。

（再掲）。 

 

○その他実物資産等 

・中小企業者及び中小企業支援機関の

支援を行うにあたり、現場重視の視

点から全国に地域本部等を展開。事

務所については、利用者の利便性と

効率性を勘案し、賃借にて設置。 

 

■知的財産 

・商標権については、ロゴや制度の愛

称（ジェグテック、経営セーフティ

共済、ちょこっとゼミナール）等、

利用者保護の観点から必要と判断

したものについて登録し管理。 

 

 

Ⅳ．予算（人件費の見積りを含む。）、

収支計画及び資金計画 

 

 

（１）予算計画（別紙１） 

 

 

（２）収支計画（別紙２） 

（３）資金計画（別紙３） 

 

 

Ⅴ．短期借入金の限度額 

 

短期借入金の実績 １７億円 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ．重要な財産を譲渡し、又は担保

に供しようとするときは、その計画 
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Ⅵ．重要な財産を譲渡し、又は担保

に供しようとするときは、その計画 

 

 

該当なし 

 

Ⅶ．剰余金の使途 

 

各勘定に剰余金が発生した時には、

後年度負担に配慮しつつ、各々の勘定

の負担に帰属すべき次の使途に充当

する。 

 

・職員の資質向上のための研修等 

・広報活動の充実 

・任期付職員等の新規採用 

・職場環境の改善、福利厚生の充実 

・施設の充実、改修 

・重点業務への充当（創業・新事業

展開の促進、経営基盤の強化、経

営環境の変化への対応の円滑化

等） 

 

 

Ⅷ．その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

 

１．施設及び設備に関する計画 

 

東日本大震災への対応として、著し

い被害を受けた中小企業・小規模事業

者等のために工場・事業場の整備等

（６，２２７百万円）を行う。 

 

 

 

 

 

また、中小企業大学校（１，７３７

百万円）、インキュベーション施設（１

９５百万円）等の修繕及び改修を行

う。 

［注］予見しがたい事情により追加

的な施設整備、改修等が追加され

ることがある。 

 

 

２．人事に関する計画（人員及び人

件費の効率化に関する目標を含

む。） 

 

既述の業務の実施に必要な人員を

配置する。 

 

Ⅵ．重要な財産を譲渡し、又は担保

に供しようとするときは、その計画 

 

 

 

 

Ⅶ．剰余金の使途 

 

各勘定に剰余金が発生した時には、

後年度負担に配慮しつつ、各々の勘定

の負担に帰属すべき次の使途に充当

する。 

 

・職員の資質向上のための研修等 

・広報活動の充実 

・任期付職員等の新規採用 

・職場環境の改善、福利厚生の充実 

・施設の充実、改修 

・重点業務への充当（創業・新事業展

開の促進、経営基盤の強化、経営環

境の変化への対応の円滑化等） 

 

 

 

Ⅷ．その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

 

１．施設及び設備に関する計画 

 

・東日本大震災への対応として、著し

い被害を受けた中小企業・小規模事

業者等のために工場・事業場の整備

等を行う。 

 

 

 

 

 

・中小企業大学校、インキュベーショ

ン施設等の修繕及び改修工事等を

行う。 

 

 

 

 

 

 

２．人事に関する計画（人員及び人

件費の効率化に関する目標を含

む。） 

 

業務の実施に必要な人員を配置す

る。 

 

 

 

 

Ⅶ．剰余金の使途 

 

・一般勘定の利益剰余金については、

創業・新事業展開の促進、経営基盤

の強化、経営環境の変化への対応の

円滑化等に係る業務に充当。 

 

・産業基盤整備勘定の利益剰余金につ

いては、債務保証業務等に充当。 

・小規模企業共済勘定の利益剰余金に

ついては、小規模企業共済業務に充

当。 

・中小企業倒産防止共済勘定の利益剰

余金については、中小企業倒産防止

共済業務に充当。 

 

 

 

Ⅷ．その他主務省令で定める業務運営

に関する事項 

 

１．施設及び設備に関する計画 

 

・東日本大震災への対応として、著し

い被害を受けた中小企業等のため

に工場・事業場・店舗等の整備等を

実施。  

 累計完成件数 ５２市町村、６４１

案件 

 

 

・中小企業大学校各校及びインキュベ

ーション施設において修繕等を実

施。  

 

 

 

 

 

 

２．人事に関する計画（人員及び

人件費の効率化に関する目

標を含む。） 

 

運営費交付金や自己資金等の財源の

状況を踏まえ、適切な職員数の管理に

努め、新卒採用の他、社会人採用や任

期付職員採用を実施し、事業の実施に

必要な人員を確保・配置した。 
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（参考１） 

・期初の常勤職員数 ７８５人 

・期末の常勤職員数の見込み 既

述の業務の実施に必要な人員を確保

する。 

 

（参考２） 

・中期目標期間中の人件費総額の

見込み ４２，１２０百万円 

上記の額は、役員報酬、職員基準内

給与、職員諸手当、超過勤務手当、法

定福利費に相当する範囲の費用であ

る。 

 

 

３．中期目標期間を超える債務負担 

 

中期目標期間を超える債務負担は、

事業が中期目標期間を超える場合で、

当該債務負担行為の必要性・適切性を

勘案し合理的と判断されるものにつ

いて予定している。 

 

 

４．積立金の処分に関する事項 

 

前中期目標期間の最終事業年度に

おいて、独立行政法人通則法第４４条

の処理を行ってなお積立金がある場

合には、主務大臣の承認を受けた金額

について、下記の事業・業務等に充当

するものとする。 

 

・前中期計画において、中期目標期

間を超える債務負担としている業務 

・地域の中小企業・小規模事業者活

性化のための業務 

・東日本大震災に係る復興支援業務 

 

 

 

 

 

・産業基盤整備勘定（第二種信用基

金）に係る債務保証業務 

・独立行政法人中小企業基盤整備機

構法附則第８条に掲げる旧繊維

法に係る業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．積立金の処分に関する事項 

 

主務大臣の承認を受けた積立金に

ついては、下記の事業・業務等に充当

するものとする。 

 

・地域の中小企業・小規模事業者活

性化のための業務 

・東日本大震災に係る復興支援業務

・産業基盤整備勘定（第二種信用基

金）に係る債務保証業務 

・独立行政法人中小企業基盤整備機

構法附則第８条に掲げる旧繊維

法に係る業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２７年度末 常勤職員数 ６

８５人 

  ※任期付職員等を含む常勤職員

数は、７５１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．積立金の処分に関する事項 

 

・主務大臣の承認を受けた前中期目標

期間繰越積立金（９８．６億円）に

ついては、下記の事業・業務等に充

当（充当額 １３．４億円）。 

２７年度末前中期目標期間繰越

積立金残高８５．２億円 

 

一般勘定（地域の中小企業・小規模

事業者活性化のための業務、東日本

大震災に係る復興支援業務、機構法

附則第８条に掲げる旧繊維法に係

る業務を含む） 

前中期目標期間繰越積立金８５．

７億円 

２７年度充当額 １１．７億円 

２７年度末前中期目標期間繰越積

立金残高７４．０億円 

 

産業基盤整備勘定(第二種信用基金

に掲げる債務保証業務) 

前中期目標期間繰越積立金 

７．４億円 

２７年度充当額 － 

２７年度末前中期目標期間繰越

積立金残高７．４億円 

 

中小企業倒産防止共済勘定 

前中期目標期間繰越積立金５．５

億円 

２７年度充当額 １.７億円 
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５．その他機構の業務の運営に関し

必要な事項 

 

本計画は、中小企業・小規模事業者の

経営環境や経済環境の急激な変化が

あった場合には、機動的かつ円滑な対

応が可能となるよう見直しを行うこ

とがある。 

 

 

 

 

 

 

４．その他機構の業務の運営に関し

必要な事項 

 

本計画は、中小企業・小規模事業者の

経営環境や経済環境の急激な変化が

あった場合には、機動的かつ円滑な対

応が可能となるよう見直しを行うこ

とがある。 

２７年度末前中期目標期間繰越

積立金残高３．８億円 

 

 

４．その他機構の業務の運営に関し必

要な事項 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 

 



別紙１

＜一般勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

収入

　　運営費交付金 13,344 13,344 -            -            -            -            1,419 1,419 -            14,763 14,763 -            

　 　　その他の補助金等 98,529 96,727 △ 1,802 -            -            -            -            -            -            98,529 96,727 △ 1,802

　　借入金等 180 171 △ 9 -            -            -            -            -            -            180 171 △ 9

　　貸付等回収金 48,979 60,495 11,516 -            -            -            -            -            -            48,979 60,495 11,516

　　貸付金利息 814 1,078 264 -            -            -            -            -            -            814 1,078 264

　　業務収入 3,001 3,282 281 4 34 30 -            -            -            3,005 3,317 312

　　運用収入 361 512 151 0 0 0 5 6 1 366 519 153

　　受託収入 239 220 △ 19 -            -            -            -            -            -            239 220 △ 19

　　その他収入 308 311 3 0 2 2 4 4 △ 0 312 317 5

計 165,754 176,142 10,388 4 37 33 1,428 1,429 1 167,187 177,608 10,421

支出

　　業務経費 45,142 27,142 △ 18,000 13 13 0 6,971 1,196 △ 5,775 52,126 28,352 △ 23,774

　　貸付金 14,365 33,156 18,791 -            -            -            -            -            -            14,365 33,156 18,791

　　出資金 40,969 30,374 △ 10,595 -            -            -            -            -            -            40,969 30,374 △ 10,595

　　受託経費 239 270 31 -            -            -            -            -            -            239 270 31

　　借入金等償還 574 445 △ 129 -            -            -            -            -            -            574 445 △ 129

　　一般管理費 1,039 1,117 78 3 1 △ 2 192 75 △ 117 1,234 1,192 △ 42

　　その他支出 -            31,511 31,511 -            -            -            -            -            -            -            31,511 31,511

計 102,329 124,015 21,686 15 14 △ 1 7,163 1,271 △ 5,892 109,508 125,300 15,792

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

※平成２７年度の一般勘定資産の国庫納付の適否及び金額については、今後、機構全体が債務超過に陥ったりあるいは緊急の中小企業対策等に必要な資金の不足に陥ったりすることのないよ
う、主務省と協議を行い、決定する。

合計復興特別経理繊維関連業務経理一般経理
区分 備考

２７年度　予算計画・実績

162



別紙１

＜産業基盤整備勘定＞
（単位：百万円）

収入

　　業務収入 159 23 △ 136

　　運用収入 290 296 6

　　その他収入 3 2 △ 1

計 451 320 △ 131

支出

　　業務経費 192 174 △ 18

　　代位弁済費 493 92 △ 401

　　一般管理費 24 26 2

　  その他支出 527 534 7

計 1,237 826 △ 411

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

備考増減実績年度計画区分

２７年度　予算計画・実績
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別紙１

＜施設整備等勘定＞
（単位：百万円）

収入

　　貸付等回収金 66 23 △ 43

　　貸付金利息 0 10 10

　　業務収入 2,116 1,933 △ 183

　　運用収入 17 18 1

　　その他収入 7 309 302

計 2,206 2,293 87

支出

　　業務経費 1,297 1,094 △ 203

　　一般管理費　 54 49 △ 5

　　その他支出 -                                          324 324

計 1,351 1,466 115

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

備考区分 年度計画 実績 増減

２７年度　予算計画・実績
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別紙１

＜小規模企業共済勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

収入

　　運営費交付金 - - - - - - 4,137 4,137 - - - - 4,137 4,137 - 

　　その他の補助金等 - - - 203 203 △ 0 1,814 1,839 25 - - - 2,017 2,043 26

　　借入金等 - - - 412,340 413,015 675 - - - △ 412,340 △ 413,015 △ 675 - - - 

　　貸付等回収金 424,288 421,939 △ 2,349 418,794 412,035 △ 6,759 - - - △ 424,288 △ 421,939 2,349 418,794 412,035 △ 6,759

　　貸付金利息 3,371 3,517 146 5,543 5,525 △ 18 - - - △ 3,371 △ 3,517 △ 146 5,543 5,525 △ 18

　　業務収入 564,913 576,457 11,544 - - - - - - - - - 564,913 576,457 11,544

　　運用収入 98,132 99,206 1,074 - 0 0 83 85 2 - - - 98,215 99,291 1,076

　　その他収入 1,107 1,612 505 6 1 △ 5 1,017 448 △ 569 △ 1,014 △ 442 572 1,116 1,620 504

計 1,091,811 1,102,730 10,919 836,885 830,780 △ 6,105 7,051 6,510 △ 541 △ 841,013 △ 838,913 2,100 1,094,734 1,101,107 6,373

支出

　　業務経費 611,275 530,386 △ 80,889 3,184 2,746 △ 438 6,960 6,946 △ 14 △ 1,014 △ 442 572 620,405 539,637 △ 80,768

　　貸付金 412,340 413,015 675 405,817 401,995 △ 3,822 - - - △ 412,340 △ 413,015 △ 675 405,817 401,995 △ 3,822

　　借入金等償還 - - - 424,288 421,939 △ 2,349 - - - △ 424,288 △ 421,939 2,349 - - - 

　　支払利息 9 - △ 9 3,372 3,527 155 - - - △ 3,371 △ 3,517 △ 146 10 10 0

　　一般管理費 - - - 60 24 △ 36 84 117 33 - - - 144 141 △ 3

計 1,023,624 943,402 △ 80,222 836,721 830,231 △ 6,490 7,044 7,063 19 △ 841,013 △ 838,913 2,100 1,026,376 941,783 △ 84,593

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

区分 備考
合計調整額業務等経理融資経理給付経理

２７年度　予算計画・実績
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別紙１

＜中小企業倒産防止共済勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

収入

　　運営費交付金 -            -            -            1,544 1,544 -            -               -               -               1,544 1,544 -            

　　貸付等回収金 41,500 44,979 3,479 -            -            -            -               -               -               41,500 44,979 3,479

　　貸付金利息 273 297 24 -            -            -            -               -               -               273 297 24

　　業務収入 231,328 241,619 10,291 -            -            -            -               -               -               231,328 241,619 10,291

　　運用収入 2,359 2,385 26 1,090 1,038 △ 52 -               -               -               3,449 3,423 △ 26

　　その他収入 -            157 157 166 102 △ 64 △ 158 △ 95 63 7 163 156

計 275,461 289,438 13,977 2,800 2,684 △ 116 △ 158 △ 95 63 278,102 292,026 13,924

支出

　　業務経費 44,782 67,839 23,057 3,318 3,531 213 △ 158 △ 95 63 47,942 71,274 23,332

　　貸付金 38,834 44,325 5,491 -            -            -            -               -               -               38,834 44,325 5,491

　　一般管理費 -            -            -            119 103 △ 16 -               -               -               119 103 △ 16

計 83,616 112,164 28,548 3,438 3,633 195 △ 158 △ 95 63 86,895 115,701 28,806

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

備考
合計調整額業務等経理基金経理

区分

２７年度　予算計画・実績
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別紙１

（単位：百万円）

収入

　　業務収入 7 60 53

　　運用収入 24 24 0

　　その他収入 0 0 △ 0

計 31 83 52

支出

　　業務経費 13 7 △ 6

　　一般管理費 2 1 △ 1

計 15 8 △ 7

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

備考区分 年度計画 実績 増減

＜出資承継勘定＞

２７年度　予算計画・実績
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別紙２

＜一般勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

費用の部 46,672 38,361 △ 8,311 10 11 1 7,163 1,271 △ 5,892 - △ 191 △ 191 53,845 39,452 △ 14,393

　　経常費用 46,672 38,303 △ 8,369 10 11 1 7,163 1,271 △ 5,892 - △ 191 △ 191 53,845 39,394 △ 14,451

　　　　業務経費 44,941 33,953 △ 10,988 9 10 1 6,971 1,075 △ 5,896 - △ 191 △ 191 51,921 34,847 △ 17,074

　　　　一般管理費 942 3,434 2,492 2 2 0 192 194 2 - - - 1,136 3,630 2,494

　　　　減価償却費 740 869 129 - - - 0 0 - - - - 741 869 128

　　　　財務費用 8 10 2 - - - - - - - - - 8 10 2

　　　　その他の費用 40 36 △ 4 0 0 0 0 2 2 - - - 40 38 △ 2

　　臨時損失 - 58 58 - - - - - - - - - - 58 58

　　　　固定資産売却除却損 - 9 9 - - - - - - - - - - 9 9

　　　　関係会社株式売却損 - 43 43 - - - - - - - - - - 43 43

　　　　関係会社株式処分損 - 6 6 - - - - - - - - - - 6 6

収益の部 45,955 30,970 △ 14,985 2 85 83 1,428 743 △ 685 - △ 191 △ 191 47,385 31,607 △ 15,778

　　経常収益 43,129 28,396 △ 14,733 0 2 2 1,428 743 △ 685 - 0 0 44,558 29,141 △ 15,417

　　　　運営費交付金収益 13,344 12,802 △ 542 - - - 1,419 733 △ 686 - - - 14,763 13,535 △ 1,228

　　　　資産見返運営費交付金戻入 33 40 7 - - - 0 0 0 - - - 33 40 7

　　　　資産見返補助金等戻入 173 241 68 - - - - - - - - - 173 241 68

　　　　補助金等収益 25,891 10,365 △ 15,526 - - - - - - - - - 25,891 10,365 △ 15,526

　　　　貸付金利息 814 1,078 264 - - - - - - - - - 814 1,078 264

　　　　事業収入 1,974 2,830 856 - - - - - - - - - 1,974 2,830 856

　　　　受託収入 239 220 △ 19 - - - - - - - - - 239 220 △ 19

　　　　財務収益 361 511 150 0 0 0 5 6 1 - - - 366 517 151

　　　　その他の収益 300 308 8 0 2 2 4 4 △ 0 - 0 0 305 315 10

　　臨時利益 2,826 2,574 △ 252 2 83 81 - - - - △ 191 △ 191 2,827 2,465 △ 362

　　　　関係会社株式評価損戻入益 - 15 15 - - - - - - - △ 15 △ 15 - - - 

　　　　貸倒引当金戻入益 2,826 144 △ 2,682 2 34 32 - - - - △ 176 △ 176 2,827 3 △ 2,824

　　　　償却債権取立益 - 163 163 - - - - - - - - - - 163 163

　　　　厚生年金基金代行返上益 - 2,251 2,251 - 48 48 - - - - - - - 2,299 2,299

純利益（△純損失） △ 717 △ 7,391 △ 6,674 △ 9 73 82 △ 5,735 △ 528 5,207 - - - △ 6,460 △ 7,846 △ 1,386

前中期目標期間繰越積立金取崩額 1,093 603 △ 490 6 6 0 5,744 538 △ 5,206 - - - 6,843 1,147 △ 5,696

総利益（△総損失） 376 △ 6,789 △ 7,165 △ 3 79 82 9 10 1 - - - 382 △ 6,699 △ 7,081

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

区分 備考
一般経理 繊維関連業務経理 復興特別経理 合計調整額

２７年度　収支計画・実績
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別紙２

＜産業基盤整備勘定＞
（単位：百万円）

費用の部

　　経常費用 1,907 276 △ 1,631

　　　　業務経費 186 197 11

　　　　一般管理費 22 79 57

　　　　引当金繰入 1,698 -                                          △ 1,698

　　　　その他の費用 0 0 0

収益の部 451 855 404

　　経常収益 444 310 △ 134

　　　　事業収入 152 13 △ 139

　　　　財務収益 290 296 6

　　　　その他の収益 3 2 △ 1

　　臨時利益 7 545 538

　　　　貸倒引当金戻入益 7 10 3

　　　　保証債務損失引当金戻入益 -                                          459 459

　　　　厚生年金基金代行返上益 -                                          75 75

純利益 （△純損失） △ 1,456 579 2,035

前中期目標期間繰越積立金取崩額 739 -                                          △ 739

総利益 （△総損失） △ 716 579 1,295

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

区分 年度計画 実績 増減 備考

２７年度　収支計画・実績
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別紙２

＜施設整備等勘定＞
（単位：百万円）

費用の部 2,072 2,759 687

　　経常費用 2,072 1,811 △ 261

　　　　業務経費 1,473 1,100 △ 373

　　　　一般管理費 43 172 129

　　　　減価償却費 551 536 △ 15

　　　　その他の費用 5 4 △ 1

　　臨時損失 -                                          948 948

　　　　　　固定資産売却除却損 -                                          3 3

　　　　減損損失 -                                          945 945

収益の部 2,152 2,130 △ 22

　　経常収益 2,096 1,778 △ 318

　　　　貸付金利息 0 10 10

　　　　事業収入 2,072 1,720 △ 352

　　　　財務収益 17 18 1

　　　　その他の収益 7 30 23

　　臨時利益 56 352 296

　　　　固定資産売却益 -                                          5 5

　　　　関係会社株式評価損戻入益 -                                          6 6

　　　　貸倒引当金戻入益 56 26 △ 30

　　　　厚生年金基金代行返上益 -                                          314 314

純利益（△純損失） 80 △ 629 △ 709

総利益（△総損失） 80 △ 629 △ 709

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

増減 備考区分 年度計画 実績

２７年度　収支計画・実績
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別紙２

＜小規模企業共済勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

費用の部 655,917 754,503 98,586 6,544 6,295 △ 249 5,690 5,654 △ 36 △ 4,385 △ 3,958 427 663,767 762,493 98,726

　　経常費用 655,917 754,503 98,586 6,544 6,295 △ 249 5,690 5,654 △ 36 △ 4,385 △ 3,958 427 663,767 762,493 98,726

　　　　業務経費 655,917 754,503 98,586 6,329 6,050 △ 279 5,440 5,084 △ 356 △ 4,385 △ 3,958 427 663,301 761,679 98,378

　　　　一般管理費 - - - 58 68 10 83 332 249 - - - 140 400 260

　　　　減価償却費 - - - 156 175 19 167 234 67 - - - 322 409 87

　　　　財務費用 - - - 2 2 0 0 2 2 - - - 2 4 2

　　　　その他の費用 - - - 0 0 0 1 1 0 - - - 1 1 0

　　臨時損失

　　　　固定資産売却損 - - - - - - - 0 0 - - - - 0 0

収益の部 667,523 683,668 16,145 5,552 5,676 124 5,880 5,326 △ 554 △ 4,385 △ 3,958 427 674,570 690,711 16,141

　　経常収益 667,523 683,668 16,145 5,552 5,567 15 5,880 5,326 △ 554 △ 4,385 △ 3,958 427 674,570 690,603 16,033

　　　　運営費交付金収益 - - - - - - 4,137 4,077 △ 60 - - - 4,137 4,077 △ 60

　　　　資産見返運営費交付金戻入 - - - - - - 124 128 4 - - - 124 128 4

　　　　資産見返補助金等戻入 - - - 3 21 18 1 44 43 - - - 4 65 61

　　　　補助金等収益 - - - - 20 20 518 544 26 - - - 518 563 45

　　　　貸付金利息 3,371 3,517 146 5,543 5,525 △ 18 - - - △ 3,371 △ 3,517 △ 146 5,543 5,525 △ 18

　　　　事業収入 664,152 677,274 13,122 - - - - - - - - - 664,152 677,274 13,122

　　　　財務収益 - - - - - - 83 85 2 - - - 83 85 2

　　　　支払備金戻入 - 2,877 2,877 - - - - - - - - - 2,877 2,877

　　　　その他の収益 - - - 6 1 △ 5 1,017 448 △ 569 △ 1,014 △ 442 572 9 8 △ 1

　　臨時利益

　　　　厚生年金基金代行返上益 - - - - 108 108 - - - - - - - 108 108

純利益（△純損失） 11,606 △ 70,835 △ 82,441 △ 993 △ 619 374 190 △ 328 △ 518 - - - 10,803 △ 71,782 △ 82,585

総利益（△総損失） 11,606 △ 70,835 △ 82,441 △ 993 △ 619 374 190 △ 328 △ 518 - - - 10,803 △ 71,782 △ 82,585

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

区分
給付経理 融資経理 業務等経理 調整額 合計

備考

２７年度　収支計画・実績
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別紙２

＜中小企業倒産防止共済勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

費用の部 234,168 245,519 11,351 3,481 3,679 198 △ 158 △ 95 63 237,491 249,103 11,612

　　経常費用 234,168 245,519 11,351 3,481 3,679 198 △ 158 △ 95 63 237,491 249,103 11,612

　　　　業務経費 233,749 244,097 10,348 3,166 3,174 8 △ 158 △ 95 63 236,756 247,175 10,419

　　　　一般管理費 - - - 116 291 175 - - - 116 291 175

　　　　減価償却費 - - - 198 211 13 - - - 198 211 13

　　　　引当金繰入 420 1,422 1,002 - - - - - - 420 1,422 1,002

　　　　財務費用 - - - 0 2 2 - - - 0 2 2

　　　　その他の費用 - - - 1 1 0 - - - 1 1 0

　　臨時損失

　　　　固定資産売却損 - - - - 0 0 - - - - 0 0

収益の部 234,168 245,519 11,351 3,433 3,658 225 △ 158 △ 95 63 237,443 249,081 11,638

　　経常収益 233,960 244,450 10,490 2,800 2,695 △ 105 △ 158 △ 95 63 236,602 247,050 10,448

　　　　運営費交付金収益 - - - 1,544 1,554 10 - - - 1,544 1,554 10

　　　　資産見返運営費交付金戻入 - - - 1 1 0 - - - 1 1 0

　　　　資産見返補助金等戻入 - - - 0 0 - - - - 0 0 - 

　　　　貸付金利息 273 297 24 - - - - - - 273 297 24

　　　　事業収入 233,687 244,153 10,466 - - - - - - 233,687 244,153 10,466

　　　　財務収益 - - - 1,090 1,038 △ 52 - - - 1,090 1,038 △ 52

　　　　その他の収益 - - - 166 102 △ 64 △ 158 △ 95 63 7 6 △ 1

　　臨時利益 208 1,068 860 633 963 330 - - - 841 2,032 1,191

　　　　完済手当金準備基金戻入益 208 1,060 852 - - - - - - 208 1,060 852

　　　　異常危険準備基金戻入益 - - - 633 854 221 - - - 633 854 221

　　　　償却債権取立益 - 8 8 - - - - - - - 8 8

　　　　厚生年金基金代行返上益 - - - - 110 110 - - - - 110 110

純利益（△純損失） - - - △ 48 △ 21 27 - - - △ 48 △ 21 27

前中期目標期間繰越積立金取崩額 - - - 170 170 - - - - 170 170 - 

総利益（△総損失） - - - 122 149 27 - - - 122 148 26

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

区分
基金経理 業務等経理 調整額 合計

備考

２７年度　収支計画・実績
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別紙２

（単位：百万円）

費用の部

　　経常費用 13 23 10

　　　　業務経費 11 21 10

　　　　一般管理費 2 2 0

　　　　その他の費用 0 0 △ 0

収益の部 31 48 17

　　経常収益 31 31 0

　　　　事業収入 7 7 -                                          

　　　　財務収益 24 24 0

　　　　その他の収益 0 0 △ 0

　　臨時利益

　　　　厚生年金基金代行返上益 -                                          17 17

純利益（△純損失） 18 24 6

総利益（△総損失） 18 24 6

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

実績 増減 備考区分

＜出資承継勘定＞

年度計画

２７年度　収支計画・実績
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別紙３

＜一般勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

資金支出 444,483 690,161 245,678 207 419 212 7,188 20,299 13,111 451,877 710,878 259,001

　　業務活動による支出 60,939 93,420 32,481 15 13 △ 2 7,163 1,154 △ 6,009 68,117 94,588 26,471

　　投資活動による支出 348,761 489,560 140,799 184 390 206 - 19,030 19,030 348,945 508,980 160,035

　　財務活動による支出 223 244 21 - - - - - - 223 244 21

　　次事業年度への繰越金 34,561 106,937 72,376 7 15 8 25 115 90 34,592 107,066 72,474

資金収入 444,483 690,161 245,678 207 419 212 7,188 20,299 13,111 451,877 710,878 259,001

　　業務活動による収入 156,858 156,671 △ 187 4 37 33 1,428 1,429 1 158,291 158,136 △ 155

　　　　運営費交付金による収入 13,344 13,344 - - - - 1,419 1,419 - 14,763 14,763 - 

　　　　その他の補助金等 98,529 96,033 △ 2,496 - - - - - - 98,529 96,033 △ 2,496

　　　　貸付等回収金 39,979 41,732 1,753 4 34 30 - - - 39,983 41,766 1,783

　　　　事業収入 3,117 3,386 269 - - - - - - 3,117 3,386 269

　　　　受託収入 239 108 △ 131 - - - - - - 239 108 △ 131

　　　　その他の収入 1,650 2,067 417 0 2 2 9 10 1 1,660 2,080 420

　　投資活動による収入 269,882 520,387 250,505 192 300 108 - 18,780 18,780 270,074 539,467 269,393

　　前事業年度よりの繰越金 17,742 13,102 △ 4,640 10 82 72 5,760 90 △ 5,670 23,512 13,275 △ 10,237

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

※平成２７年度の一般勘定資産の国庫納付の適否及び金額については、今後、機構全体が債務超過に陥ったりあるいは緊急の中小企業対策等に必要な資金の不足に陥ったりすることのないよう、
主務省と協議を行い、決定する。

区分
一般経理 繊維関連業務経理 復興特別経理 合計

備考

２７年度　資金計画・実績
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別紙３

＜産業基盤整備勘定＞
（単位：百万円）

資金支出 46,852 44,754 △ 2,098

　　業務活動による支出 710 239 △ 471

　　投資活動による支出 45,607 43,650 △ 1,957

　　財務活動による支出 527 534 7

　　次事業年度への繰越金 8 331 323

資金収入 46,852 44,754 △ 2,098

　　業務活動による収入 463 325 △ 138

　　　　事業収入 158 20 △ 138

　　　　その他の収入 304 305 1

　　投資活動による収入 46,381 44,240 △ 2,141

　　前事業年度よりの繰越金 9 189 180

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

区分 年度計画 実績 増減 備考

２７年度　資金計画・実績
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別紙３

＜施設整備等勘定＞
（単位：百万円）

資金支出 19,169 26,988 7,819

　　業務活動による支出 1,352 1,146 △ 206

　　投資活動による支出 17,458 25,052 7,594

　　財務活動による支出 -                                           324 324

　　次事業年度への繰越金 359 466 107

資金収入 19,169 26,988 7,819

　　業務活動による収入 2,206 2,012 △ 194

　　　　貸付等回収金 66 23 △ 43

　　　　事業収入 2,098 1,906 △ 192

　　　　その他の収入 41 84 43

　　投資活動による収入 16,513 24,730 8,217

　　前事業年度よりの繰越金 450 246 △ 204

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

年度計画 実績 増減 備考区分

２７年度　資金計画・実績
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別紙３

＜小規模企業共済勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

資金支出 1,746,466 2,438,790 692,324 836,839 830,568 △ 6,271 28,044 32,431 4,387 △ 841,117 △ 839,247 1,870 1,770,232 2,462,542 692,310

　　業務活動による支出 1,022,787 942,417 △ 80,370 412,515 408,382 △ 4,133 6,821 5,301 △ 1,520 △ 416,829 △ 417,308 △ 479 1,025,294 938,793 △ 86,501

　　投資活動による支出 713,600 1,483,688 770,088 - 184 184 20,102 26,404 6,302 - - - 733,702 1,510,276 776,574

　　財務活動による支出 - - - 424,310 421,961 △ 2,349 43 63 20 △ 424,288 △ 421,939 2,349 65 85 20

　　次事業年度への繰越金 10,079 12,684 2,605 13 41 28 1,079 662 △ 417 - - - 11,171 13,388 2,217

資金収入 1,746,466 2,438,790 692,324 836,839 830,568 △ 6,271 28,044 32,431 4,387 △ 841,117 △ 839,247 1,870 1,770,232 2,462,542 692,310

　　業務活動による収入 1,097,437 1,108,743 11,306 424,460 417,514 △ 6,946 7,052 4,867 △ 2,185 △ 428,777 △ 426,231 2,546 1,100,173 1,104,893 4,720

　　　　運営費交付金による収入 - - - - - - 4,137 4,137 - - - - 4,137 4,137 - 

　　　　その他の補助金等 - - - 203 - △ 203 1,814 - △ 1,814 - - - 2,017 - △ 2,017

　　　　貸付等回収金 424,288 421,939 △ 2,349 418,794 412,035 △ 6,759 - - - △ 424,288 △ 421,939 2,349 418,794 412,035 △ 6,759

　　　　事業収入 569,218 582,286 13,068 - - - - - - - - - 569,218 582,286 13,068

　　　　その他の収入 103,931 104,519 588 5,463 5,480 17 1,102 731 △ 371 △ 4,489 △ 4,293 196 106,007 106,436 429

　　投資活動による収入 639,007 1,323,175 684,168 - - - 19,915 27,400 7,485 - - - 658,922 1,350,575 691,653

　　財務活動による収入 - - - 412,340 413,015 675 - - - △ 412,340 △ 413,015 △ 675 - - - 

　　前事業年度よりの繰越金 10,022 6,871 △ 3,151 38 38 △ 0 1,077 164 △ 913 - - - 11,137 7,073 △ 4,064

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

区分
給付経理 融資経理 業務等経理 調整額 合計

備考

２７年度　資金計画・実績
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別紙３

＜中小企業倒産防止共済勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

資金支出 663,406 814,676 151,270 31,946 61,527 29,581 △ 157 △ 172 △ 15 695,196 876,032 180,836

　　業務活動による支出 83,484 111,611 28,127 3,295 3,650 355 △ 157 △ 172 △ 15 86,623 115,090 28,467

　　投資活動による支出 579,900 701,900 122,000 27,585 55,658 28,073 - - - 607,485 757,558 150,073

　　財務活動による支出 - - - 28 41 13 - - - 28 41 13

　　次事業年度への繰越金 22 1,166 1,144 1,037 2,177 1,140 - - - 1,060 3,343 2,283

資金収入 663,406 814,676 151,270 31,946 61,527 29,581 △ 157 △ 172 △ 15 695,196 876,032 180,836

　　業務活動による収入 278,207 295,714 17,507 2,793 2,824 31 △ 157 △ 172 △ 15 280,844 298,366 17,522

　　　　運営費交付金による収入 - - - 1,544 1,544 - - - - 1,544 1,544 - 

　　　　貸付等回収金 41,500 45,139 3,639 - - - - - - 41,500 45,139 3,639

　　　　事業収入 234,042 247,841 13,799 - - - - - - 234,042 247,841 13,799

　　　　その他の収入 2,665 2,734 69 1,249 1,280 31 △ 157 △ 172 △ 15 3,757 3,842 85

　　投資活動による収入 385,100 518,000 132,900 28,131 58,550 30,419 - - - 413,231 576,550 163,319

　　前事業年度よりの繰越金 99 963 864 1,022 153 △ 869 - - - 1,121 1,116 △ 5

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

業務等経理 調整額 合計
備考区分

基金経理

２７年度　資金計画・実績
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別紙３

（単位：百万円）

資金支出 2,720 3,232 △ 512

　　業務活動による支出 15 9 6

　　投資活動による支出 2,696 2,800 △ 104

　　次事業年度への繰越金 9 423 △ 414

資金収入 2,720 3,232 △ 512

　　業務活動による収入 31 83 △ 52

　　　　事業収入 7 60 △ 53

　　　　その他の収入 24 24 △ 0

　　投資活動による収入 2,683 3,050 △ 367

　　前事業年度よりの繰越金 6 98 △ 92

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

実績 増減 備考区分 年度計画

＜出資承継勘定＞

２７年度　資金計画・実績
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（一般勘定） （単位：円）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 13,344,303,000       13,344,303,000       - - - - 1,418,861,000         1,418,861,000         - 

　その他の補助金等 98,529,073,000       96,727,144,201       △1,801,928,799     - - - - - - 

　借入金等 179,672,000 171,120,000 △8,552,000 - - - - - - 

　貸付等回収金 48,978,700,000       60,494,710,562       11,516,010,562       ファンド出資の分配金実績等の増 - - - - - - 

　貸付金利息 814,023,000 1,078,478,045         264,455,045 高度化貸付金等の利息収入の増 - - - - - - 

　業務収入 3,000,741,000         3,282,411,759         281,670,759 土地譲渡割賦債権の回収実績等の増 4,034,000 34,341,805 30,307,805 繊維求償権の回収実績の増 - - - 

　運用収入 361,044,000 512,431,092 151,387,092 利息収入の増 55,000 91,965 36,965 利息収入の増 4,858,000 6,047,538 1,189,538 利息収入の増

　受託収入 239,152,000 220,282,845 △18,869,155         - - - - - - 

　その他収入 307,615,000 310,967,974 3,352,974 44,000 2,223,738 2,179,738 繊維求償権の債権譲渡による増 4,458,000 4,299,422 △158,578 

　計 165,754,323,000     176,141,849,478     10,387,526,478       4,133,000 36,657,508 32,524,508 1,428,177,000         1,429,207,960         1,030,960 

支出

　業務経費 45,141,996,000       27,141,798,357       △18,000,197,643    補助金事業等の実績の減 12,663,000 13,268,224 605,224 6,971,041,000         1,196,441,643         △5,774,599,357     仮設施設整備事業等の実績の減

　貸付金 14,365,094,000       33,155,912,000       18,790,818,000       高度化貸付金の貸付実績の増 - - - - - - 

　出資金 40,969,300,000       30,374,223,630       △10,595,076,370    ファンド出資実績の減 - - - - - - 

　受託経費 239,152,000 270,480,139 31,328,139 受託事業実績の増 - - - - - - 

　借入金等償還 574,454,000 445,098,442 △129,355,558        高度化貸付の借入金償還の減 - - - - - - 

　一般管理費 1,039,285,000         1,116,793,215         77,508,215 2,691,000 690,245 △2,000,755 管理部門の経費負担の減 192,101,000 74,645,400 △117,455,600        管理部門の経費負担の減

　その他支出 - 31,511,000,284       31,511,000,284       国庫納付による増 - - - - - - 

　計 102,329,281,000     124,015,306,067     21,686,025,067       15,354,000 13,958,469 △1,395,531 7,163,142,000         1,271,087,043         △5,892,054,957     

（単位：円）

合　計

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 14,763,164,000       14,763,164,000       - 

　その他の補助金等 98,529,073,000       96,727,144,201       △1,801,928,799     

　借入金等 179,672,000 171,120,000 △8,552,000 

　貸付等回収金 48,978,700,000       60,494,710,562       11,516,010,562       ファンド出資の分配金実績等の増

　貸付金利息 814,023,000 1,078,478,045         264,455,045 高度化貸付金等の利息収入の増  （注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

　業務収入 3,004,775,000         3,316,753,564         311,978,564 土地譲渡割賦債権の回収実績等の増  （１）貸付等回収金及び貸付金は、貸借対照表の事業貸付金等の当期減少額及び当期増加額であります。

　運用収入 365,957,000 518,570,595 152,613,595 利息収入の増  （２）運用収入は損益計算書上、資産運用収入及び財務収益に含めて表示しております。

　受託収入 239,152,000 220,282,845 △18,869,155          （３）一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除

　その他収入 312,117,000 317,491,134 5,374,134 　　    いた額を計上しており ます。

　計 167,186,633,000     177,607,714,946     10,421,081,946       

支出

　業務経費 52,125,700,000       28,351,508,224       △23,774,191,776    事業実績の減

　貸付金 14,365,094,000       33,155,912,000       18,790,818,000       高度化貸付金の貸付実績の増

　出資金 40,969,300,000       30,374,223,630       △10,595,076,370    ファンド出資実績の減

　受託経費 239,152,000 270,480,139 31,328,139 受託事業実績の増

　借入金等償還 574,454,000 445,098,442 △129,355,558        高度化貸付の借入金償還の減

　一般管理費 1,234,077,000         1,192,128,860         △41,948,140         

　その他支出 - 31,511,000,284       31,511,000,284       国庫納付による増

　計 109,507,777,000     125,300,351,579     15,792,574,579       

区　　　分

決算報告書
平成２７事業年度

（自平成２７年４月１日　至平成２８年３月３１日）

区　　　分
一般経理 繊維関連業務経理 復興特別経理
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（小規模企業共済勘定） （単位：円）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 - - - - - - 4,136,709,000         4,136,709,000         - 

　その他の補助金等 - - - 203,213,000 203,212,800 △200 1,813,907,000         1,839,406,800         25,499,800 

　借入金等 - - - 412,339,957,000     413,015,356,549     675,399,549 - - - 

　貸付等回収金 424,288,283,000      421,938,882,737      △2,349,400,263 418,793,811,000     412,034,814,000     △6,758,997,000 - - - 

　貸付金利息 3,370,612,000          3,516,644,628          146,032,628 5,542,786,000         5,524,958,259         △17,827,741 - - - 

　業務収入 564,913,200,000      576,456,552,900      11,543,352,900 - - - - - - 

　運用収入 98,131,715,000        99,205,653,009        1,073,938,009 - 7,865 7,865 利息収入の増 83,152,000 85,129,415 1,977,415 

　その他収入 1,107,170,000          1,612,063,202          504,893,202 未払給付金の雑収入計上に伴う増 5,608,000 1,388,574 △4,219,426 資金融通に伴う業務等経理からの受入額等の減 1,017,064,000         448,359,930 △568,704,070        資金融通に伴う融資経理からの受入額等の減

　計 1,091,810,980,000    1,102,729,796,476    10,918,816,476 836,885,375,000     830,779,738,047     △6,105,636,953 7,050,832,000         6,509,605,145         △541,226,855        

支出

　業務経費 611,275,287,000      530,386,314,274      △80,888,972,726 共済金等の減 3,183,878,000         2,745,763,335         △438,114,665 資金融通に伴う業務等経理への受入額等の減 6,959,998,000         6,946,378,114         △13,619,886         

　貸付金 412,339,957,000      413,015,356,549      675,399,549 405,816,600,000     401,994,560,000     △3,822,040,000 事業貸付金の貸付実績の減 - - - 

　借入金等償還 - - - 424,288,283,000     421,938,882,737     △2,349,400,263 - - - 

　支払利息 8,712,000 - △8,712,000 借入金に係る支払利息の減 3,372,091,000         3,527,094,729         155,003,729 - - - 

　一般管理費 - - - 60,109,000 24,446,364 △35,662,636 管理部門の経費負担の減 83,751,000 116,921,667 33,170,667 管理部門の経費負担の増

　計 1,023,623,956,000    943,401,670,823      △80,222,285,177 836,720,961,000     830,230,747,165     △6,490,213,835 7,043,749,000         7,063,299,781         19,550,781 

（単位：円）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 - - - 4,136,709,000         4,136,709,000         - 

　その他の補助金等 - - - 2,017,120,000         2,042,619,600         25,499,600 

　借入金等 △412,339,957,000   △413,015,356,549   △675,399,549 - - - 

　貸付等回収金 △424,288,283,000   △421,938,882,737   2,349,400,263 418,793,811,000     412,034,814,000     △6,758,997,000 

　貸付金利息 △3,370,612,000      △3,516,644,628      △146,032,628 5,542,786,000         5,524,958,259         △17,827,741  （注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

　業務収入 - - - 564,913,200,000     576,456,552,900     11,543,352,900  （１）貸付等回収金及び貸付金は、貸借対照表の事業貸付金の当期減少額及び当期増加額であります。

　運用収入 - - - 98,214,867,000       99,290,790,289       1,075,923,289  （２）運用収入は損益計算書上、資産運用収入及び財務収益に含めて表示しております。

　その他収入 △1,014,133,000      △441,619,984         572,513,016 1,115,709,000         1,620,191,722         504,482,722 未払給付金の雑収入計上に伴う増  （３）一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除

　計 △841,012,985,000   △838,912,503,898   2,100,481,102 1,094,734,202,000   1,101,106,635,770   6,372,433,770         いた額を計上しております。

支出

　業務経費 △1,014,133,000      △441,619,984         572,513,016 620,405,030,000     539,636,835,739     △80,768,194,261          共済金等の減

　貸付金 △412,339,957,000   △413,015,356,549   △675,399,549 405,816,600,000     401,994,560,000     △3,822,040,000 

　借入金等償還 △424,288,283,000   △421,938,882,737   2,349,400,263 - - - 

　支払利息 △3,370,612,000      △3,516,644,628      △146,032,628 10,191,000 10,450,101 259,101 

　一般管理費 - - - 143,860,000 141,368,031 △2,491,969 

　計 △841,012,985,000   △838,912,503,898   2,100,481,102 1,026,375,681,000   941,783,213,871     △84,592,467,129          

決算報告書
平成２７事業年度

（自平成２７年４月１日　至平成２８年３月３１日）

合　計

区　　　分
給付経理 融資経理 業務等経理

調整額
区　　　分

別紙４
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（中小企業倒産防止共済勘定） （単位：円）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 - - - 1,544,094,000         1,544,094,000         - - - - 

　貸付等回収金 41,500,283,000       44,979,292,007       3,479,009,007         - - - - - - 

　貸付金利息 273,254,000 297,328,395 24,074,395 - - - - - - 

　業務収入 231,327,705,000     241,619,305,930     10,291,600,930       - - - - - - 

　運用収入 2,359,458,000         2,385,048,991         25,590,991 1,089,975,000         1,038,394,749         △51,580,251         - - - 

　その他収入 - 156,683,361 156,683,361 未払給付金の雑収入計上等に伴う増 165,558,000 101,552,626 △64,005,374         資金融通に伴う基金経理からの受入額等の減 △158,358,000        △95,398,000         62,960,000 

　計 275,460,700,000     289,437,658,684     13,976,958,684       2,799,627,000         2,684,041,375         △115,585,625        △158,358,000        △95,398,000         62,960,000 

支出

　業務経費 44,782,339,000       67,838,923,239       23,056,584,239       解約手当金等の増 3,318,356,000         3,530,616,956         212,260,956 △158,358,000        △95,398,000         62,960,000 

　貸付金 38,833,550,000       44,324,750,000       5,491,200,000         貸付実績の増 - - - - - - 

　一般管理費 - - - 119,310,000 102,541,765 △16,768,235         管理部門の経費負担の減 - - - 

　計 83,615,889,000       112,163,673,239     28,547,784,239       3,437,666,000         3,633,158,721         195,492,721 △158,358,000        △95,398,000         62,960,000 

（単位：円）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入

　運営費交付金 1,544,094,000         1,544,094,000         - 

　貸付等回収金 41,500,283,000       44,979,292,007       3,479,009,007         

　貸付金利息 273,254,000 297,328,395 24,074,395 

　業務収入 231,327,705,000     241,619,305,930     10,291,600,930       

　運用収入 3,449,433,000         3,423,443,740         △25,989,260            （注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

　その他収入 7,200,000 162,837,987 155,637,987 未払給付金の雑収入計上等に伴う増  （１）貸付等回収金及び貸付金は、貸借対照表の事業貸付金の当期減少額及び当期増加額であります。

　計 278,101,969,000     292,026,302,059     13,924,333,059        （２）運用収入は損益計算書上、資産運用収入及び財務収益に含めて表示しております。

 （３）一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しております。

支出

　業務経費 47,942,337,000       71,274,142,195       23,331,805,195       解約手当金等の増

　貸付金 38,833,550,000       44,324,750,000       5,491,200,000         貸付実績の増

　一般管理費 119,310,000 102,541,765 △16,768,235         管理部門の経費負担の減

　計 86,895,197,000       115,701,433,960     28,806,236,960       

区　　　分

決算報告書

平成２７事業年度

（自平成２７年４月１日　至平成２８年３月３１日）

合　計

区　　　分
基金経理 業務等経理 調整額
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継
勘

定
）

（単
位

：円
）

収
入

　
業

務
収

入
7
,0

2
0,000

 
59

,69
8,500

 
52,678,500
 

ベ
ン

チ
ャ

ー
フ

ァ
ン

ド
分

配
金

の
増

　
運

用
収

入
23

,62
3
,0

00
 

2
3,7

44,503
 

121,503
 

　
そ

の
他

収
入

1
02,000

 
42,198
 

△
59,802

 
雑

益
の

減

　
計

30
,74

5
,0

00
 

8
3,4

85,201
 

52,740,201
 

支
出

　
業

務
経

費
1
2,5

44,00
0

 
6
,7

58,884
 

△
5,785,116

 
事

業
実

績
の

減

　
一

般
管

理
費

2
,1

7
6,000

 
8
32,228

 
△

1,343,772
 

管
理

部
門

の
経

費
負

担
の

減

　
計

1
4,7

20,00
0

 
7
,5

91,112
 

△
7,128,888

 

（注
）損

益
計

算
書

の
計

上
額

と
決

算
額

の
集

計
区

分
の

相
違

の
概

要

  （１
）業

務
収

入
は

、
ベ

ン
チ

ャ
ー

フ
ァ

ン
ド

の
分

配
金

収
入

額
に

受
取

配
当

金
を

加
算

し
た

額
を

記
載

し
て

お
り

ま
す

。

  （２
）一

般
管

理
費

に
つ

い
て

は
、

損
益

計
算

書
上

の
一

般
管

理
費

か
ら

地
域

本
部

企
画

調
整

課
等

に
要

し
た

経
費

を
除

い
た

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。

決
算

報
告

書
平

成
２

７
事

業
年

度

（
自

平
成

２
７

年
４

月
１

日
　

至
平

成
２

８
年

３
月

３
１

日
）

予
　

算
　

額
決

　
算

　
額

差
　

　
　

額
備

　
　

　
考

区
　

　
　

分

別
紙
４

1
8
5



（
独
立
行
政
法
人
　
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
）

経
常
費
用

創
業
・
新
事
業
支
援
業
務
費

助
成
金

5
,2
7
9
,0
2
3
,6
3
8

不
動
産
賃
貸
事
業
原
価

1
,5
6
9
,0
1
8
,6
9
5

国
庫
返
還
金

4
,8
1
2
,9
7
8

役
員
給

2
4
,1
8
9
,8
1
6

給
与
賞
与
諸
手
当

1
,6
5
7
,0
7
1
,6
7
4

法
定
福
利
費

2
1
9
,9
9
2
,3
3
9

賞
与
引
当
金
繰
入
額

7
0
,8
5
1
,9
9
7

退
職
給
付
費
用

3
2
0
,8
0
9
,9
4
8

減
価
償
却
費

4
5
,8
2
6
,4
8
1

業
務
委
託
費
・
報
酬
費

1
,7
4
1
,4
9
8
,5
1
9

諸
謝
金

1
,4
5
2
,8
5
3
,5
4
3

そ
の
他
創
業
・
新
事
業
支
援
業
務
費

9
0
4
,8
9
2
,6
6
7

1
3
,2
9
0
,8
4
2
,2
9
5

経
営
基
盤
強
化
業
務
費

助
成
金

8
0
,3
4
8
,1
6
4

出
資
金
損
失

1
5
4
,1
6
0
,0
8
8

不
動
産
販
売
事
業
売
上
原
価

1
0
8
,0
1
1
,6
3
3

販
売
用
不
動
産
評
価
損

1
4
,8
8
2
,3
7
7

不
動
産
賃
貸
事
業
原
価

3
4
5
,1
2
3
,1
9
9

貸
倒
引
当
金
繰
入

8
,3
1
8
,4
6
5
,5
7
0

関
係
会
社
株
式
評
価
損

1
9
9
,2
3
2
,7
0
5

国
庫
返
還
金

1
3
,7
1
2
,4
4
2

役
員
給

3
0
,6
5
6
,2
8
1

給
与
賞
与
諸
手
当

2
,0
9
9
,0
1
4
,3
0
8

法
定
福
利
費

2
9
1
,2
4
8
,3
2
6

賞
与
引
当
金
繰
入
額

3
7
,4
7
4
,7
3
3

退
職
給
付
費
用

2
0
6
,7
2
0
,7
4
0

減
価
償
却
費

1
5
3
,9
5
4
,8
5
8

業
務
委
託
費
・
報
酬
費

2
,7
1
8
,3
1
8
,8
0
5

諸
謝
金

1
,2
5
8
,4
5
7
,7
5
9

そ
の
他
経
営
基
盤
強
化
業
務
費

1
,8
0
6
,8
5
9
,3
7
3

1
7
,8
3
6
,6
4
1
,3
6
1

経
営
環
境
対
応
業
務
費
（
再
生
等
）

助
成
金

2
2
1
,0
2
5
,7
7
9

出
資
金
損
失

3
7
2
,0
8
1
,3
8
4

特
定
事
業
者
復
興
支
援
施
設
整
備
費

4
2
2
,4
4
2
,0
0
0

利
子
補
給
金

5
1
1
,0
9
1
,2
8
0

国
庫
返
還
金

3
7
,4
4
4
,5
0
2

役
員
給

5
,2
6
8
,0
4
7

給
与
賞
与
諸
手
当

4
3
9
,0
0
5
,5
6
6

法
定
福
利
費

5
9
,5
0
6
,9
8
9

賞
与
引
当
金
繰
入
額

1
0
,7
3
7
,5
1
5

退
職
給
付
費
用

4
2
,6
5
4
,4
0
2

減
価
償
却
費

1
,0
6
0
,0
4
4

業
務
委
託
費
・
報
酬
費

3
,5
4
8
,8
9
8
,4
7
9

そ
の
他
経
営
環
境
対
応
業
務
費
（
再
生
等
）

4
9
9
,2
8
7
,0
0
5

6
,1
7
0
,5
0
2
,9
9
2

損
益
計
算
書

（平
成
2
7
年
4月

1日
～
平
成
28年

3月
31日

）

（
単
位
：
円
）

資
料
５

1
8
6



（
独
立
行
政
法
人
　
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
）

損
益
計
算
書

（平
成
2
7
年
4月

1日
～
平
成
28年

3月
31日

）

（
単
位
：
円
）

経
営
環
境
対
応
業
務
費
（
共
済
）

共
済
金

4
9
6
,0
9
3
,7
9
8
,2
3
5

解
約
手
当
金

9
2
,7
0
7
,0
1
8
,4
5
4

信
託
運
用
損

8
6
,6
8
1
,1
5
0
,1
3
2

責
任
準
備
金
繰
入

1
3
7
,4
3
5
,5
8
0
,3
7
9

貸
倒
引
当
金
繰
入

1
,4
2
1
,9
1
7
,9
8
4

倒
産
防
止
共
済
基
金
繰
入

1
7
6
,2
5
7
,7
8
0
,4
8
0

役
員
給

1
5
,6
1
8
,7
5
7

給
与
賞
与
諸
手
当

8
6
5
,4
0
4
,9
6
3

法
定
福
利
費

1
1
3
,1
6
9
,8
6
8

賞
与
引
当
金
繰
入
額

1
1
,6
7
8
,5
3
9

退
職
給
付
費
用

7
1
,1
1
8
,5
1
4

減
価
償
却
費

6
1
9
,7
0
3
,7
4
5

そ
の
他
経
営
環
境
対
応
業
務
費
（
共
済
）

1
8
,6
0
2
,1
3
0
,2
2
1

1
,0
1
0
,8
9
6
,0
7
0
,2
7
1

一
般
管
理
費

役
員
給

1
1
1
,5
9
3
,6
0
1

給
与
賞
与
諸
手
当

1
,2
6
4
,2
7
5
,5
8
1

法
定
福
利
費

2
6
2
,3
4
8
,7
5
0

賞
与
引
当
金
繰
入
額

3
9
,8
4
0
,6
7
8

退
職
給
付
費
用

4
9
0
,7
5
1
,8
1
5

減
価
償
却
費

2
7
2
,5
2
9
,6
6
1

業
務
委
託
費
・
報
酬
費

5
4
8
,9
3
7
,2
4
9

賃
借
料

1
,0
1
2
,4
1
6
,9
9
4

そ
の
他
一
般
管
理
費

7
7
8
,3
8
9
,2
4
5

4
,7
8
1
,0
8
3
,5
7
4

財
務
費
用支
払
利
息

1
5
,7
7
6
,6
4
8

1
5
,7
7
6
,6
4
8

雑
損

8
2
1
,7
1
0

経
常
費
用
合
計

1
,0
5
2
,9
9
1
,7
3
8
,8
5
1

資
料
５

1
8
7



（
独
立
行
政
法
人
　
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
）

損
益
計
算
書

（平
成
2
7
年
4月

1日
～
平
成
28年

3月
31日

）

（
単
位
：
円
）

経
常
収
益

運
営
費
交
付
金
収
益

1
8
,4
0
1
,7
6
4
,3
4
1

資
産
見
返
運
営
費
交
付
金
戻
入

1
6
8
,6
7
2
,0
8
1

資
産
見
返
補
助
金
等
戻
入

3
0
6
,2
0
6
,4
7
4

補
助
金
等
収
益

1
0
,9
2
7
,9
9
4
,9
3
7

貸
付
金
利
息
収
入

6
,9
1
0
,4
1
8
,8
3
0

出
資
金
収
益

8
5
3
,0
7
9
,7
4
1

指
導
研
修
事
業
収
入

大
学
校
関
係
事
業
収
入

8
1
0
,7
2
9
,6
2
6

そ
の
他
指
導
研
修
事
業
収
入

1
2
0
,3
4
2
,8
7
4

9
3
1
,0
7
2
,5
0
0

不
動
産
関
係
事
業
収
入

不
動
産
販
売
事
業
収
入

1
3
9
,3
8
8
,2
7
8

不
動
産
賃
貸
事
業
収
入

2
,5
6
0
,4
8
9
,4
2
9

用
地
管
理
収
入

6
4
,6
2
5
,9
7
9

2
,7
6
4
,5
0
3
,6
8
6

受
託
収
入国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
受
託
収
入

2
1
3
,5
9
9
,1
0
2

そ
の
他
か
ら
の
受
託
収
入

6
,6
8
3
,7
4
3

2
2
0
,2
8
2
,8
4
5

債
務
保
証
料
収
入

1
2
,2
2
7
,7
2
7

共
済
事
業
掛
金
等
収
入

8
1
8
,0
7
5
,8
5
8
,8
3
0

資
産
運
用
収
入

1
0
1
,6
0
0
,0
7
5
,0
0
0

雑
収
入

1
,7
6
0
,8
4
7
,2
6
6

財
源
措
置
予
定
額
収
益

7
6
3
,7
8
9
,7
1
5

支
払
備
金
戻
入
益

2
,8
7
6
,9
3
9
,1
3
2

財
務
収
益受
取
利
息

3
2
,9
8
1
,2
4
2

有
価
証
券
利
息

1
,9
4
5
,1
7
0
,3
4
6

1
,9
7
8
,1
5
1
,5
8
8

雑
益

2
9
5
,0
9
6
,7
7
2

経
常
収
益
合
計

9
6
8
,8
4
6
,9
8
1
,4
6
5

　
　
経
常
損
失

8
4
,1
4
4
,7
5
7
,3
8
6

臨
時
損
失

固
定
資
産
売
却
除
却
損

1
2
,3
6
4
,1
4
8

減
損
損
失

9
4
5
,2
5
6
,9
6
8

関
係
会
社
株
式
売
却
損

4
3
,1
5
3
,9
9
5

関
係
会
社
株
式
処
分
損

5
,5
0
6
,8
7
7

臨
時
損
失
合
計

1
,0
0
6
,2
8
1
,9
8
8

臨
時
利
益

固
定
資
産
売
却
益

5
,4
6
0
,0
0
0

関
係
会
社
株
式
評
価
損
戻
入
益

6
,1
2
0
,4
0
5

貸
倒
引
当
金
戻
入
益

3
9
,4
0
8
,6
0
5

保
証
債
務
損
失
引
当
金
戻
入
益

4
5
9
,3
6
1
,8
4
2

厚
生
年
金
基
金
代
行
返
上
益

2
,9
2
3
,5
2
5
,4
5
8

完
済
手
当
金
準
備
基
金
戻
入
益

1
,0
6
0
,2
5
5
,0
2
6

異
常
危
険
準
備
基
金
戻
入
益

8
5
3
,7
7
0
,6
1
0

償
却
債
権
取
立
益

1
7
0
,7
9
6
,1
0
2

臨
時
利
益
合
計

5
,5
1
8
,6
9
8
,0
4
8

税
引
前
当
期
純
損
失

7
9
,6
3
2
,3
4
1
,3
2
6

法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税

4
3
,4
0
1
,5
0
0

当
期
純
損
失

7
9
,6
7
5
,7
4
2
,8
2
6

前
中
期
目
標
期
間
繰
越
積
立
金
取
崩
額

1
,3
1
6
,8
1
9
,5
0
3

当
期
総
損
失

7
8
,3
5
8
,9
2
3
,3
2
3

資
料
５

1
8
8



（
一
般
勘
定
）

（
単
位
：
円
）

損
益
計
算
書

（
平
成
2
7
年
4
月
1
日
～
平
成
2
8
年
3
月
3
1
日
）

経
常
費
用

創
業
・
新
事
業
支
援
業
務
費

助
成
金

5
,2

7
9
,0

2
3
,6

3
8

 
不
動
産
賃
貸
事
業
原
価

7
9
4
,2

1
5
,6

3
0

 
国
庫
返
還
金

4
,8

1
2
,9

7
8

 
役
員
給

2
3
,0

7
8
,9

0
8

 
給
与
賞
与
諸
手
当

1
,5

6
0
,2

0
9
,3

3
3

 
法
定
福
利
費

2
0
7
,3

2
8
,3

1
1

 
賞
与
引
当
金
繰
入
額

6
2
,4

5
5
,0

8
4

 
退
職
給
付
費
用

2
8
2
,9

0
3
,4

2
0

 
減
価
償
却
費

4
5
,7

0
2
,0

1
1

 
業
務
委
託
費
・
報
酬
費

1
,7

3
5
,9

3
0
,0

6
3

 
諸
謝
金

1
,4

5
2
,8

5
3
,5

4
3

 
そ
の
他
創
業
・
新
事
業
支
援
業
務
費

8
3
6
,7

7
2
,3

4
2

 
1
2
,2

8
5
,2

8
5
,2

6
1

          

経
営
基
盤
強
化
業
務
費

助
成
金

8
0
,3

4
8
,1

6
4

 
出
資
金
損
失

1
3
8
,6

3
0
,5

5
3

 
貸
倒
引
当
金
繰
入

8
,3

1
8
,4

6
5
,5

7
0

 
関
係
会
社
株
式
評
価
損

1
5
7
,2

0
5
,9

7
7

 
国
庫
返
還
金

1
3
,7

1
2
,4

4
2

 
役
員
給

2
9
,5

5
4
,6

5
1

 
給
与
賞
与
諸
手
当

1
,9

9
4
,1

2
5
,7

9
2

 
法
定
福
利
費

2
7
7
,2

0
3
,2

4
1

 
賞
与
引
当
金
繰
入
額

2
7
,5

2
2
,3

1
4

 
退
職
給
付
費
用

1
6
1
,3

8
3
,9

3
8

 
減
価
償
却
費

1
5
3
,8

9
0
,9

4
8

 
業
務
委
託
費
・
報
酬
費

2
,6

9
9
,4

0
2
,9

9
6

 
諸
謝
金

1
,2

5
8
,0

9
1
,7

5
9

 
そ
の
他
経
営
基
盤
強
化
業
務
費

1
,7

2
9
,7

3
3
,3

4
3

 
1
7
,0

3
9
,2

7
1
,6

8
8

          

経
営
環
境
対
応
業
務
費

助
成
金

2
2
1
,0

2
5
,7

7
9

 
出
資
金
損
失

3
7
2
,0

8
1
,3

8
4

 
特
定
事
業
者
復
興
支
援
施
設
整
備
費

4
2
2
,4

4
2
,0

0
0

 
利
子
補
給
金

5
1
1
,0

9
1
,2

8
0

 
国
庫
返
還
金

3
7
,4

4
4
,5

0
2

 
役
員
給

4
,8

3
1
,9

1
3

 
給
与
賞
与
諸
手
当

4
1
2
,4

8
5
,7

4
7

 
法
定
福
利
費

5
6
,0

5
7
,1

2
4

 
賞
与
引
当
金
繰
入
額

8
,0

1
9
,1

5
3

 
退
職
給
付
費
用

3
0
,5

5
1
,6

3
3

 
減
価
償
却
費

1
,0

6
0
,0

4
4

 
業
務
委
託
費
・
報
酬
費

3
,5

4
8
,4

4
1
,0

5
5

 
そ
の
他
経
営
環
境
対
応
業
務
費

4
9
4
,1

3
2
,5

9
2

 
6
,1

1
9
,6

6
4
,2

0
6

 

一
般
管
理
費

役
員
給

8
8
,9

7
9
,8

9
7

 
給
与
賞
与
諸
手
当

1
,0

2
6
,5

6
8
,9

9
5

 
法
定
福
利
費

2
1
0
,6

4
5
,0

4
4

 
賞
与
引
当
金
繰
入
額

2
9
,5

7
5
,2

8
0

 
退
職
給
付
費
用

3
8
2
,1

1
9
,9

1
1

 
減
価
償
却
費

2
7
2
,2

9
7
,4

4
3

 
業
務
委
託
費
・
報
酬
費

4
3
9
,5

5
5
,5

2
3

 
賃
借
料

8
2
9
,5

3
4
,1

8
5

 
そ
の
他
一
般
管
理
費

6
2
3
,0

5
1
,1

2
7

 
3
,9

0
2
,3

2
7
,4

0
5

 

財
務
費
用

支
払
利
息

1
0
,2

2
5
,7

9
4

 
1
0
,2

2
5
,7

9
4

 

雑
損

7
1
0
,6

8
0

 
経
常
費
用
合
計

3
9
,3

5
7
,4

8
5
,0

3
4

          

資
料
５

1
8
9



（
一
般
勘
定
）

（
単
位
：
円
）

損
益
計
算
書

（
平
成
2
7
年
4
月
1
日
～
平
成
2
8
年
3
月
3
1
日
）

経
常
収
益

運
営
費
交
付
金
収
益

1
3
,5

3
5
,1

0
9
,5

9
5

          
資
産
見
返
運
営
費
交
付
金
戻
入

4
0
,0

3
5
,8

2
3

 
資
産
見
返
補
助
金
等
戻
入

2
4
1
,0

2
9
,5

6
0

 
補
助
金
等
収
益

1
0
,3

6
4
,5

3
2
,1

3
7

          
貸
付
金
利
息
収
入

1
,0

7
8
,4

7
8
,0

4
5

 
出
資
金
収
益

8
5
3
,0

7
9
,7

4
1

 
指
導
研
修
事
業
収
入

大
学
校
関
係
事
業
収
入

8
1
0
,7

2
9
,6

2
6

 
そ
の
他
指
導
研
修
事
業
収
入

1
2
0
,3

4
2
,8

7
4

 
9
3
1
,0

7
2
,5

0
0

 
不
動
産
関
係
事
業
収
入

不
動
産
賃
貸
事
業
収
入

9
7
9
,7

0
1
,1

7
1

 
用
地
管
理
収
入

6
4
,6

2
5
,9

7
9

 
1
,0

4
4
,3

2
7
,1

5
0

 
受
託
収
入

国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
受
託
収
入

2
1
3
,5

9
9
,1

0
2

 
そ
の
他
か
ら
の
受
託
収
入

6
,6

8
3
,7

4
3

 
2
2
0
,2

8
2
,8

4
5

 
資
産
運
用
収
入

1
,6

8
1
,0

0
0

 
財
務
収
益

受
取
利
息

3
0
,6

3
7
,2

7
5

 
有
価
証
券
利
息

4
8
6
,2

5
2
,3

2
0

 
5
1
6
,8

8
9
,5

9
5

 
雑
益

3
1
4
,9

4
7
,7

3
7

 
経
常
収
益
合
計

2
9
,1

4
1
,4

6
5
,7

2
8

          
経
常
損
失

1
0
,2

1
6
,0

1
9
,3

0
6

          
臨
時
損
失

固
定
資
産
売
却
除
却
損

9
,4

9
8
,4

5
2

 
関
係
会
社
株
式
売
却
損

4
3
,1

5
3
,9

9
5

 
関
係
会
社
株
式
処
分
損

5
,5

0
6
,8

7
7

 
臨
時
損
失
合
計

5
8
,1

5
9
,3

2
4

 

臨
時
利
益

貸
倒
引
当
金
戻
入
益

3
,2

2
5
,0

4
0

 
償
却
債
権
取
立
益

1
6
2
,8

9
6
,8

0
5

 
厚
生
年
金
基
金
代
行
返
上
益

2
,2

9
9
,1

9
6
,6

9
0

 
臨
時
利
益
合
計

2
,4

6
5
,3

1
8
,5

3
5

 

税
引
前
当
期
純
損
失

7
,8

0
8
,8

6
0
,0

9
5

 

法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税

3
6
,8

2
3
,5

9
8

 

当
期
純
損
失

7
,8

4
5
,6

8
3
,6

9
3

 

前
中
期
目
標
期
間
繰
越
積
立
金
取
崩
額

1
,1

4
6
,6

2
2
,3

1
5

 

当
期
総
損
失

6
,6

9
9
,0

6
1
,3

7
8

 

資
料
５

1
9
0



（
産
業
基
盤
整
備
勘
定
）

経
常
費
用

創
業
・
新
事
業
支
援
業
務
費

役
員
給

447,404

給
与
賞
与
諸
手
当

27,828,144

法
定
福
利
費

3,637,326

賞
与
引
当
金
繰
入
額

2,855,310

退
職
給
付
費
用

12,102,694

そ
の
他
創
業
・
新
事
業
支
援
業
務
費

5,519,502
52,390,380

経
営
基
盤
強
化
業
務
費

関
係
会
社
株
式
評
価
損

41,807,699

役
員
給

371,268

給
与
賞
与
諸
手
当

23,977,011

法
定
福
利
費

3,114,045

賞
与
引
当
金
繰
入
額

2,556,863

退
職
給
付
費
用

10,877,261

そ
の
他
経
営
基
盤
強
化
業
務
費

10,712,864
93,417,011

経
営
環
境
対
応
業
務
費

役
員
給

436,134

給
与
賞
与
諸
手
当

26,519,819

法
定
福
利
費

3,449,865

賞
与
引
当
金
繰
入
額

2,718,362

退
職
給
付
費
用

12,102,769

そ
の
他
経
営
環
境
対
応
業
務
費

5,611,837
50,838,786

一
般
管
理
費

役
員
給

1,717,236

給
与
賞
与
諸
手
当

19,698,112

法
定
福
利
費

4,199,779

賞
与
引
当
金
繰
入
額

2,172,255

退
職
給
付
費
用

7,618,877

業
務
委
託
費
・報

酬
費

9,226,311

賃
借
料

16,734,548

雑
費

6,193,416

そ
の
他
一
般
管
理
費

11,380,379
78,940,913

雑
損

8,450

経
常
費
用
合
計

275,595,540

経
常
収
益

債
務
保
証
料
収
入

12,227,727

資
産
運
用
収
入

672,000

財
務
収
益受
取
利
息

931,716

有
価
証
券
利
息

294,807,384
295,739,100

雑
益

1,596,531

経
常
収
益
合
計

310,235,358

　
　
経
常
利
益

34,639,818

臨
時
利
益

貸
倒
引
当
金
戻
入
益

9,955,693

保
証
債
務
損
失
引
当
金
戻
入
益

459,361,842

厚
生
年
金
基
金
代
行
返
上
益

75,299,606

臨
時
利
益
合
計

544,617,141

税
引
前
当
期
純
利
益

579,256,959

法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税

432,337

当
期
純
利
益

578,824,622

当
期
総
利
益

578,824,622

（単
位
：円

）

損
益
計
算
書

（
平
成
2
7
年
4
月
1
日
～
平
成
2
8
年
3
月
3
1
日
）

資
料
５

1
9
1



（
施
設
整
備
等
勘
定
）

経
常
費
用

創
業
・
新
事
業
支
援
業
務
費

不
動
産
賃
貸
事
業
原
価

7
7
4
,8
0
3
,0
6
5

役
員
給

6
6
3
,5
0
4

給
与
賞
与
諸
手
当

6
9
,0
3
4
,1
9
7

法
定
福
利
費

9
,0
2
6
,7
0
2

賞
与
引
当
金
繰
入
額

5
,5
4
1
,6
0
3

退
職
給
付
費
用

2
5
,8
0
3
,8
3
4

減
価
償
却
費

1
2
4
,4
7
0

租
税
公
課

5
7
,4
2
0
,0
5
3

そ
の
他
創
業
・
新
事
業
支
援
業
務
費

1
0
,7
4
9
,2
2
6

9
5
3
,1
6
6
,6
5
4

経
営
基
盤
強
化
業
務
費

不
動
産
販
売
事
業
売
上
原
価

1
0
8
,0
1
1
,6
3
3

販
売
用
不
動
産
評
価
損

1
4
,8
8
2
,3
7
7

不
動
産
賃
貸
事
業
原
価

3
4
5
,1
2
3
,1
9
9

役
員
給

7
0
0
,5
9
1

給
与
賞
与
諸
手
当

7
8
,3
8
0
,5
7
0

法
定
福
利
費

1
0
,6
0
9
,7
2
7

賞
与
引
当
金
繰
入
額

7
,1
3
4
,5
5
6

退
職
給
付
費
用

3
3
,3
2
4
,3
5
9

減
価
償
却
費

6
3
,9
1
0

租
税
公
課

3
5
,1
0
2
,2
9
6

そ
の
他
経
営
基
盤
強
化
業
務
費

4
9
,2
1
7
,5
9
0

6
8
2
,5
5
0
,8
0
8

一
般
管
理
費

役
員
給

3
,0
7
7
,1
7
3

給
与
賞
与
諸
手
当

4
1
,5
7
0
,9
8
9

法
定
福
利
費

8
,5
2
4
,6
1
3

賞
与
引
当
金
繰
入
額

4
,9
6
2
,0
4
0

退
職
給
付
費
用

1
7
,9
9
2
,5
9
0

業
務
委
託
費
･報

酬
費

2
0
,0
8
6
,4
6
6

賃
借
料

3
8
,8
4
0
,1
5
7

雑
費

1
2
,6
1
3
,3
1
6

そ
の
他
一
般
管
理
費

2
3
,9
9
8
,9
4
5

1
7
1
,6
6
6
,2
8
9

雑
損

1
8
,4
3
0

経
常
費
用
合
計

1
,8
0
7
,4
0
2
,1
8
1

経
常
収
益

貸
付
金
利
息
収
入

9
,6
5
4
,1
3
1

不
動
産
関
係
事
業
収
入

　
不
動
産
販
売
事
業
収
入

1
3
9
,3
8
8
,2
7
8

不
動
産
賃
貸
事
業
収
入

1
,5
8
0
,7
8
8
,2
5
8

1
,7
2
0
,1
7
6
,5
3
6

財
務
収
益受
取
利
息

2
6
2
,7
0
9

有
価
証
券
利
息

1
7
,9
8
3
,6
5
2

1
8
,2
4
6
,3
6
1

雑
益

2
9
,8
5
3
,8
4
9

経
常
収
益
合
計

1
,7
7
7
,9
3
0
,8
7
7

　
　
経
常
損
失

2
9
,4
7
1
,3
0
4

臨
時
損
失

固
定
資
産
除
却
損

2
,8
6
5
,6
8
8

減
損
損
失

9
4
5
,2
5
6
,9
6
8

臨
時
損
失
合
計

9
4
8
,1
2
2
,6
5
6

臨
時
利
益

固
定
資
産
売
却
益

5
,4
6
0
,0
0
0

関
係
会
社
株
式
評
価
損
戻
入
益

6
,1
2
0
,4
0
5

貸
倒
引
当
金
戻
入
益

2
6
,2
2
7
,8
7
2

厚
生
年
金
基
金
代
行
返
上
益

3
1
4
,3
5
7
,5
7
6

臨
時
利
益
合
計

3
5
2
,1
6
5
,8
5
3

税
引
前
当
期
純
損
失

6
2
5
,4
2
8
,1
0
7

法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税

3
,9
1
7
,2
8
8

当
期
純
損
失

6
2
9
,3
4
5
,3
9
5

当
期
総
損
失

6
2
9
,3
4
5
,3
9
5

損
益
計
算
書

（
平
成
2
7
年
4
月
1
日
～
平
成
2
8
年
3
月
3
1
日
）

（
単
位
：
円
）

資
料
５

1
9
2



（
小
規
模
企
業
共
済
勘
定
）

経
常
費
用

経
営
環
境
対
応
業
務
費

共
済
金

4
9
6
,0
9
3
,7
9
8
,2
3
5

信
託
運
用
損

8
6
,6
8
1
,1
5
0
,1
3
2

責
任
準
備
金
繰
入

1
3
7
,4
3
5
,5
8
0
,3
7
9

役
員
給

9
,1
5
8
,1
8
8

給
与
賞
与
諸
手
当

5
0
3
,3
1
0
,7
1
6

法
定
福
利
費

6
5
,5
3
1
,0
1
0

賞
与
引
当
金
繰
入
額

8
,0
0
0
,5
5
9

退
職
給
付
費
用

4
5
,2
8
9
,0
7
5

減
価
償
却
費

4
0
8
,3
7
1
,9
1
6

そ
の
他
経
営
環
境
対
応
業
務
費

4
0
,8
3
7
,2
7
1
,1
0
4

7
6
2
,0
8
7
,4
6
1
,3
1
4

一
般
管
理
費

役
員
給

1
0
,4
2
7
,9
8
0

給
与
賞
与
諸
手
当

1
0
2
,5
4
0
,8
0
6

法
定
福
利
費

2
2
,5
6
2
,1
9
3

賞
与
引
当
金
繰
入
額

2
,0
8
0
,7
3
1

退
職
給
付
費
用

4
8
,2
1
2
,7
4
5

減
価
償
却
費

2
3
2
,2
1
8

業
務
委
託
費
・
報
酬
費

4
5
,8
1
8
,5
5
8

賃
借
料

7
3
,0
9
0
,7
5
3

雑
費

3
7
,2
8
4
,5
7
1

そ
の
他
一
般
管
理
費

5
8
,0
4
1
,2
9
8

4
0
0
,2
9
1
,8
5
3

財
務
費
用支
払
利
息

4
,0
5
0
,3
1
2

4
,0
5
0
,3
1
2

雑
損

4
8
,0
0
0

経
常
費
用
合
計

7
6
2
,4
9
1
,8
5
1
,4
7
9

経
常
収
益

運
営
費
交
付
金
収
益

3
,5
6
1
,5
4
2
,4
9
4

資
産
見
返
運
営
費
交
付
金
戻
入

1
2
7
,9
0
1
,6
1
6

資
産
見
返
補
助
金
等
戻
入

6
5
,1
5
5
,0
3
2

補
助
金
等
収
益

5
6
3
,4
6
2
,8
0
0

貸
付
金
利
息
収
入

5
,5
2
4
,9
5
8
,2
5
9

共
済
事
業
掛
金
等
収
入

5
7
6
,4
5
6
,5
5
2
,9
0
0

資
産
運
用
収
入

9
9
,2
0
5
,6
5
3
,0
0
9

雑
収
入

1
,6
1
2
,0
6
3
,2
0
2

財
源
措
置
予
定
額
収
益

5
1
5
,0
8
0
,1
9
7

支
払
備
金
戻
入
益

2
,8
7
6
,9
3
9
,1
3
2

財
務
収
益受
取
利
息

6
1
1
,5
7
9

有
価
証
券
利
息

8
4
,5
2
5
,7
0
1

8
5
,1
3
7
,2
8
0

雑
益

8
,1
2
8
,5
2
0

経
常
収
益
合
計

6
9
0
,6
0
2
,5
7
4
,4
4
1

　
　
経
常
損
失

7
1
,8
8
9
,2
7
7
,0
3
8

臨
時
損
失

固
定
資
産
除
却
損

7

臨
時
損
失
合
計

7

臨
時
利
益

厚
生
年
金
基
金
代
行
返
上
益

1
0
8
,1
9
7
,4
9
2

臨
時
利
益
合
計

1
0
8
,1
9
7
,4
9
2

税
引
前
当
期
純
損
失

7
1
,7
8
1
,0
7
9
,5
5
3

法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税

1
,2
9
9
,0
7
9

当
期
純
損
失

7
1
,7
8
2
,3
7
8
,6
3
2

当
期
総
損
失

7
1
,7
8
2
,3
7
8
,6
3
2

損
益
計
算
書

（平
成
27年

4月
1日

～
平
成
28年

3月
31日

）

（
単
位
：
円
）

資
料
５

1
9
3



（
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
勘
定
）

経
常
費
用

経
営
環
境
対
応
業
務
費

解
約
手
当
金

6
3
,8
2
5
,0
8
6
,5
4
4

貸
倒
引
当
金
繰
入

1
,4
2
1
,9
1
7
,9
8
4

倒
産
防
止
共
済
基
金
繰
入

1
7
6
,2
5
7
,7
8
0
,4
8
0

役
員
給

6
,4
6
0
,5
6
9

給
与
賞
与
諸
手
当

3
6
2
,0
9
4
,2
4
7

法
定
福
利
費

4
7
,6
3
8
,8
5
8

賞
与
引
当
金
繰
入
額

3
,6
7
7
,9
8
0

退
職
給
付
費
用

2
5
,8
2
9
,4
3
9

減
価
償
却
費

2
1
1
,3
3
1
,8
2
9

そ
の
他
経
営
環
境
対
応
業
務
費

6
,6
4
6
,8
0
9
,7
9
6

2
4
8
,8
0
8
,6
2
7
,7
2
6

一
般
管
理
費

役
員
給

7
,3
4
3
,5
1
1

給
与
賞
与
諸
手
当

7
3
,3
4
1
,8
3
9

法
定
福
利
費

1
6
,2
9
2
,7
8
1

賞
与
引
当
金
繰
入
額

9
8
6
,9
6
4

退
職
給
付
費
用

3
4
,5
9
4
,4
5
5

業
務
委
託
費
・
報
酬
費

3
4
,0
3
7
,5
6
7

賃
借
料

5
3
,9
1
8
,2
1
8

雑
費

2
7
,8
0
0
,5
7
8

そ
の
他
一
般
管
理
費

4
3
,1
6
3
,9
8
4

2
9
1
,4
7
9
,8
9
7

財
務
費
用支
払
利
息

1
,5
0
0
,5
4
2

1
,5
0
0
,5
4
2

雑
損

3
5
,9
0
0

経
常
費
用
合
計

2
4
9
,1
0
1
,6
4
4
,0
6
5

経
常
収
益

運
営
費
交
付
金
収
益

1
,3
0
5
,1
1
2
,2
5
2

資
産
見
返
運
営
費
交
付
金
戻
入

7
3
4
,6
4
2

資
産
見
返
補
助
金
等
戻
入

2
1
,8
8
2

貸
付
金
利
息
収
入

2
9
7
,3
2
8
,3
9
5

共
済
事
業
掛
金
等
収
入

2
4
1
,6
1
9
,3
0
5
,9
3
0

資
産
運
用
収
入

2
,3
8
5
,0
4
8
,9
9
1

雑
収
入

1
4
8
,7
8
4
,0
6
4

財
源
措
置
予
定
額
収
益

2
4
8
,7
0
9
,5
1
8

財
務
収
益受
取
利
息

3
7
3
,6
2
2

有
価
証
券
利
息

1
,0
3
8
,0
2
1
,1
2
7

1
,0
3
8
,3
9
4
,7
4
9

雑
益

6
,1
5
4
,6
2
6

経
常
収
益
合
計

2
4
7
,0
4
9
,5
9
5
,0
4
9

　
　
経
常
損
失

2
,0
5
2
,0
4
9
,0
1
6

臨
時
損
失

固
定
資
産
除
却
損

1

臨
時
損
失
合
計

1

臨
時
利
益

完
済
手
当
金
準
備
基
金
戻
入
益

1
,0
6
0
,2
5
5
,0
2
6

異
常
危
険
準
備
基
金
戻
入
益

8
5
3
,7
7
0
,6
1
0

償
却
債
権
取
立
益

7
,8
9
9
,2
9
7

厚
生
年
金
基
金
代
行
返
上
益

1
0
9
,6
5
9
,6
1
9

臨
時
利
益
合
計

2
,0
3
1
,5
8
4
,5
5
2

税
引
前
当
期
純
損
失

2
0
,4
6
4
,4
6
5

法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税

9
2
7
,2
9
8

当
期
純
損
失

2
1
,3
9
1
,7
6
3

前
中
期
目
標
期
間
繰
越
積
立
金
取
崩
額

1
7
0
,1
9
7
,1
8
8

当
期
総
利
益

1
4
8
,8
0
5
,4
2
5

損
益
計
算
書

（平
成
27年

4月
1日

～
平
成
28年

3月
31日

）

（
単
位
：
円
）

資
料
５

1
9
4



（出
資
承
継
勘
定
）

（単
位
：円

）

経
常
費
用

経
営
基
盤
強
化
業
務
費

出
資
金
損
失

15,529,535

関
係
会
社
株
式
評
価
損

219,029

役
員
給

29,771

給
与
賞
与
諸
手
当

2,530,935

法
定
福
利
費

321,313

賞
与
引
当
金
繰
入
額

261,000

退
職
給
付
費
用

1,135,182

そ
の
他
経
営
基
盤
強
化
業
務
費

1,381,474
21,408,239

一
般
管
理
費

役
員
給

47,804

給
与
賞
与
諸
手
当

554,840

法
定
福
利
費

124,340

賞
与
引
当
金
繰
入
額

63,408

退
職
給
付
費
用

213,237

業
務
委
託
費
・報

酬
費

212,824

賃
借
料

299,133

雑
費

188,061

そ
の
他
一
般
管
理
費

275,105
1,978,752

雑
損

250

経
常
費
用
合
計

.
23,387,241

経
常
収
益

資
産
運
用
収
入

7,020,000

財
務
収
益受
取
利
息

164,341

有
価
証
券
利
息

23,580,162
23,744,503

雑
益

42,198

経
常
収
益
合
計

30,806,701

　
　
経
常
利
益

7,419,460

臨
時
利
益

厚
生
年
金
基
金
代
行
返
上
益

16,814,475

臨
時
利
益
合
計

16,814,475

税
引
前
当
期
純
利
益

24,233,935

法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税

1,900

当
期
純
利
益

24,232,035

当
期
総
利
益

24,232,035

損
益
計
算
書

（平
成
2
7
年
4月

1日
～
平
成
28年

3月
31日

）

資
料
５

1
9
5



（
独

立
行

政
法

人
　

中
小

企
業

基
盤

整
備

機
構

）

Ⅰ
　

業
務

費
用

（
１

）
損

益
計

算
書

上
の

費
用

創
業

・
新

事
業

支
援

業
務

費
1
3
,2

9
0
,8

4
2
,2

9
5

経
営

基
盤

強
化

業
務

費
1
7
,8

3
6
,6

4
1
,3

6
1

経
営

環
境

対
応

業
務

費
（
再

生
等

）
6
,1

7
0
,5

0
2
,9

9
2

経
営

環
境

対
応

業
務

費
（
共

済
）

1
,0

1
0
,8

9
6
,0

7
0
,2

7
1

一
般

管
理

費
4
,7

8
1
,0

8
3
,5

7
4

財
務

費
用

1
5
,7

7
6
,6

4
8

雑
損

8
2
1
,7

1
0

臨
時

損
失

1
,0

0
6
,2

8
1
,9

8
8

法
人

税
、

住
民

税
及

び
事

業
税

4
3
,4

0
1
,5

0
0

1
,0

5
4
,0

4
1
,4

2
2
,3

3
9

（
２

）
（
控

除
）
自

己
収

入
等

貸
付

金
利

息
収

入
△

 6
,9

1
0
,4

1
8
,8

3
0

出
資

金
収

益
△

 8
5
3
,0

7
9
,7

4
1

指
導

研
修

事
業

収
入

△
 9

3
1
,0

7
2
,5

0
0

不
動

産
関

係
事

業
収

入
△

 2
,7

6
4
,5

0
3
,6

8
6

受
託

収
入

△
 2

2
0
,2

8
2
,8

4
5

債
務

保
証

料
収

入
△

 1
2
,2

2
7
,7

2
7

共
済

事
業

掛
金

等
収

入
△

 8
1
8
,0

7
5
,8

5
8
,8

3
0

資
産

運
用

収
入

△
 1

0
1
,6

0
0
,0

7
5
,0

0
0

雑
収

入
△

 1
,7

6
0
,8

4
7
,2

6
6

支
払

備
金

戻
入

益
△

 2
,8

7
6
,9

3
9
,1

3
2

財
務

収
益

△
 1

,9
7
8
,1

5
1
,5

8
8

雑
益

△
 2

9
5
,0

9
6
,7

7
2

臨
時

利
益

△
 3

,6
0
4
,6

7
2
,4

1
2

△
 9

4
1
,8

8
3
,2

2
6
,3

2
9

業
務

費
用

合
計

1
1
2
,1

5
8
,1

9
6
,0

1
0

Ⅱ
　

損
益

外
減

価
償

却
相

当
額

5
9
2
,8

0
0
,9

3
6

Ⅲ
　

損
益

外
除

売
却

差
額

相
当

額
4

Ⅳ
　

引
当

外
賞

与
見

積
額

8
,4

0
4
,5

2
7

Ⅴ
　

引
当

外
退

職
給

付
増

加
見

積
額

△
 3

,2
5
3
,8

9
8
,2

9
4

Ⅵ
　

機
会

費
用

政
府

出
資

又
は

地
方

公
共

団
体

出
資

等
の

機
会

費
用

-

無
利

子
又

は
通

常
よ

り
も

有
利

な
条

件
に

よ
る

融
資

取
引

の
機

会
費

用
-

-

Ⅶ
　

（
控

除
）
法

人
税

等
及

び
国

庫
納

付
額

△
 4

3
,4

0
1
,5

0
0

Ⅷ
　

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
1
0
9
,4

6
2
,1

0
1
,6

8
3

（
単

位
：
円

）

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
計

算
書

（平
成

2
7年

4月
1日

～
平

成
28年

3月
31日

）

別
紙
６

1
9
6



（
一
般
勘
定
）

（単
位
：円

）

行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書

（
平
成
2
7年

4月
1日

～
平
成
28年

3月
31日

）

Ⅰ
　
業
務
費
用

（1）
　
損
益
計
算
書
上
の
費
用

創
業
・新

事
業
支
援
業
務
費

12,285,285,261
          

経
営
基
盤
強
化
業
務
費

17,039,271,688
          

経
営
環
境
対
応
業
務
費

6,119,664,206
 

一
般
管
理
費

3,902,327,405
 

財
務
費
用

10,225,794
 

雑
損

710,680
 

臨
時
損
失

58,159,324
 

法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税

36,823,598
 

39,452,467,956
          

（2）
　
（控

除
）自

己
収
入
等

貸
付
金
利
息
収
入

△
1,078,478,045

        
出
資
金
収
益

△
853,079,741

 
指
導
研
修
事
業
収
入

△
931,072,500

 
不
動
産
関
係
事
業
収
入

△
1,044,327,150

        
受
託
収
入

△
220,282,845

 
資
産
運
用
収
入

△
1,681,000

 
財
務
収
益

△
516,889,595

 
雑
益

△
314,947,737

 
臨
時
利
益

△
2,465,318,535

        
△
7,426,077,148

        
業
務
費
用
合
計

32,026,390,808
          

Ⅱ
　
損
益
外
減
価
償
却
相
当
額

534,556,345
 

Ⅲ
　
損
益
外
除
売
却
差
額
相
当
額

4 
Ⅳ
　
引
当
外
賞
与
見
積
額

6,644,880
 

Ⅴ
　
引
当
外
退
職
給
付
増
加
見
積
額

△
2,494,954,567

        
Ⅵ
　
機
会
費
用

政
府
出
資
又
は
地
方
公
共
団
体
出
資
等
の
機
会
費
用

- 
無
利
子
又
は
通
常
よ
り
も
有
利
な
条
件
に
よ
る
融
資
取
引
の
機
会
費
用

- 
- 

Ⅶ
　
（
控
除
）法

人
税
等
及
び
国
庫
納
付
額

△
36,823,598

 
Ⅷ
　
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト

30,035,813,872
          

別
紙
６

1
9
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（産
業

基
盤

整
備

勘
定

）

Ⅰ
　

業
務

費
用

（
１

）
損

益
計

算
書

上
の

費
用

創
業

・新
事

業
支

援
業

務
費

52,390,380

経
営

基
盤

強
化

業
務

費
93,417,011

経
営

環
境

対
応

業
務

費
50,838,786

一
般

管
理

費
78,940,913

雑
損

8,450

法
人

税
、

住
民

税
及

び
事

業
税

432,337
276,027,877

（２
）（控

除
）自

己
収

入
等

債
務

保
証

料
収

入
△

 12,227,727

資
産

運
用

収
入

△
 672,000

財
務

収
益

△
 295,739,100

雑
益

△
 1,596,531

臨
時

利
益

△
 544,617,141

△
 854,852,499

業
務

費
用

合
計

△
 578,824,622

Ⅱ
　

損
益

外
減

価
償

却
相

当
額

2,5
39

Ⅲ
　

引
当

外
退

職
給

付
増

加
見

積
額

278,661

Ⅳ
　

機
会

費
用

政
府

出
資

又
は

地
方

公
共

団
体

出
資

等
の

機
会

費
用

- 
- 

Ⅴ
　

（控
除

）
法

人
税

等
及

び
国

庫
納

付
額

△
 432,337

Ⅵ
　

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
△

 578,975,759

（単
位

：円
）

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
計

算
書

（平
成

2
7
年

4月
1日

～
平

成
28年

3月
31日

）

別
紙
６

1
9
8



（
施

設
整

備
等

勘
定

）

Ⅰ
　

業
務

費
用

（１
）損

益
計

算
書

上
の

費
用

創
業

・新
事

業
支

援
業

務
費

953,166,654

経
営

基
盤

強
化

業
務

費
682,550,808

一
般

管
理

費
171,666,289

雑
損

18,430

臨
時

損
失

948,122,656

法
人

税
、

住
民

税
及

び
事

業
税

3,917,288
2,759,442,125

（２
）
（控

除
）
自

己
収

入
等

貸
付

金
利

息
収

入
△

 9,654,131

不
動

産
関

係
事

業
収

入
△

 1,720,176,536

財
務

収
益

△
 18,246,361

雑
益

△
 29,853,849

臨
時

利
益

△
 352,165,853

△
 2,130,096,730

業
務

費
用

合
計

629,345,395

Ⅱ
　

引
当

外
退

職
給

付
増

加
見

積
額

　
503,386

Ⅲ
　

機
会

費
用

政
府

出
資

又
は

地
方

公
共

団
体

出
資

等
の

機
会

費
用

－
－

Ⅳ
　

（
控

除
）法

人
税

等
及

び
国

庫
納

付
額

△
 3,917,288

Ⅴ
　

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
625,931,493

（単
位

：円
）

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
計

算
書

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

～
平

成
2
8
年

3
月

3
1
日

）

別
紙
６

1
9
9



（
小

規
模

企
業

共
済

勘
定

）

　
　

Ⅰ
　

業
務

費
用

（１
）
損

益
計

算
書

上
の

費
用

経
営

環
境

対
応

業
務

費
762,087,461,314

一
般

管
理

費
400,291,853

財
務

費
用

4,050,312

雑
損

48,000

臨
時

損
失

7

法
人

税
、

住
民

税
及

び
事

業
税

1,299,079
762,493,150,565

（２
）
（控

除
）自

己
収

入
等

貸
付

金
利

息
収

入
△

 5,524,958,259

共
済

事
業

掛
金

等
収

入
△

 576,456,552,900

資
産

運
用

収
入

△
 99,205,653,009

雑
収

入
△

 1,612,063,202

支
払

備
金

戻
入

益
△

 2,876,939,132

財
務

収
益

△
 85,137,280

雑
益

△
 8,128,520

臨
時

利
益

△
 108,197,492

△
 685,877,629,794

業
務

費
用

合
計

76,615,520,771

Ⅱ
　

損
益

外
減

価
償

却
相

当
額

55,354,806

Ⅲ
　

引
当

外
賞

与
見

積
額

1,593,294

Ⅳ
　

引
当

外
退

職
給

付
増

加
見

積
額

△
 432,453,750

Ⅴ
　

機
会

費
用

政
府

出
資

又
は

地
方

公
共

団
体

出
資

等
の

機
会

費
用

- 
- 

Ⅵ
　

（
控

除
）
法

人
税

等
及

び
国

庫
納

付
額

△
 1,299,079

Ⅶ
　

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
76,238,716,042

（単
位

：円
）

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
計

算
書

（
平

成
27年

4月
1日

～
平

成
28年

3月
31日

）

別
紙
６

2
0
0



（
中

小
企

業
倒

産
防

止
共

済
勘

定
）

Ⅰ
　

業
務

費
用

（
１

）
損

益
計

算
書

上
の

費
用

経
営

環
境

対
応

業
務

費
248,808,627,726

一
般

管
理

費
291,479,897

財
務

費
用

1,500,542

雑
損

35,900

臨
時

損
失

1

法
人

税
、

住
民

税
及

び
事

業
税

927,298
249,102,571,364

（２
）
（控

除
）
自

己
収

入
等

貸
付

金
利

息
収

入
△

 297,328,395

共
済

事
業

掛
金

等
収

入
△

 241,619,305,930

資
産

運
用

収
入

△
 2,385,048,991

雑
収

入
△

 148,784,064

財
務

収
益

△
 1,038,394,749

雑
益

△
 6,154,626

臨
時

利
益

△
 117,558,916

△
 245,612,575,671

業
務

費
用

合
計

3,4
89,995,693

Ⅱ
　

損
益

外
減

価
償

却
相

当
額

2,887,246

Ⅲ
　

引
当

外
賞

与
見

積
額

166,353

Ⅳ
　

引
当

外
退

職
給

付
増

加
見

積
額

△
 327,281,013

Ⅴ
　

機
会

費
用

政
府

出
資

又
は

地
方

公
共

団
体

出
資

等
の

機
会

費
用

- 
- 

Ⅵ
　

（控
除

）
法

人
税

等
及

び
国

庫
納

付
額

△
 927,298

Ⅶ
　

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
3,1

64,840,981

（単
位

：円
）

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
計

算
書

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

～
平

成
2
8
年

3
月

3
1
日

）

別
紙
６

2
0
1



（
出

資
承

継
勘

定
）

（単
位

：円
）

Ⅰ
　

業
務

費
用

（１
）損

益
計

算
書

上
の

費
用

経
営

基
盤

強
化

業
務

費
21,408,239

一
般

管
理

費
1,978,752

雑
損

250

法
人

税
、

住
民

税
及

び
事

業
税

1,900
23,389,141

（２
）（控

除
）
自

己
収

入
等

資
産

運
用

収
入

△
 7,020,000

財
務

収
益

△
 23,744,503

雑
益

△
 42,198

臨
時

利
益

△
 16,814,475

△
 47,621,176

業
務

費
用

合
計

△
 24,232,035

Ⅱ
　

引
当

外
退

職
給

付
増

加
見

積
額

8,989

Ⅲ
　

機
会

費
用

政
府

出
資

又
は

地
方

公
共

団
体

出
資

等
の

機
会

費
用

- 
- 

Ⅳ
　

(控
除

)法
人

税
等

及
び

国
庫

納
付

額
△

 1,900

Ⅴ
　

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
△

 24,224,946

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
計

算
書

（
平

成
2
7
年

4月
1日

～
平

成
28年

3月
31日

）

別
紙
６

2
0
2
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